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茨城県防災・危機管理部

原子力安全対策課

【地震・津波対策】

460 地震対策

　地震対策について質問します。
　茨城県は，昨年12月に大規模地震の被害想定を見直して発表しました。県内に大きな被害をもたらすおそれのある７種
類の地震を想定しています。最新の科学的知見を取り入れて見直したというものです。この７種類の地震のうち，これまで
東海第二の地震対策として詳細に検討してきたのは，Ｆ１断層，北方陸域断層，塩ノ平地震断層と棚倉断層の２つだけで
す。
　この２つの場合，東海村の震度は６弱です。一方，詳細な検討をしてこなかった太平洋プレート(北部)では東海村の最
大震度は６強となっています。つまり，詳細に検討してきた震度よりも大きい。こんな巨大な地震が来ても東海第二原発
は耐えられるのか。新しい知見が示されたわけですから，規制委員会は，原電に対し，今回の茨城県の地震想定に基づ
く地震対策の見直しをさせて審査する必要があると思います。
　東日本大震災で東海第二原発が福島第一原発のようなメルトダウンにならずに済んだのは，原電が海水取水ポンプの
防御壁のかさ上げしたことが功を奏したというのは周知の事実です。これは茨城県が津波ハザードマップを見直して，原
電に対策を要請したからだと。県が発行した東日本大震災の記録，原子力災害編というのに載っていますけれども，この
分厚い本です。この中に，当時，危機管理室長をされていた山田広次さんが書かれている。この文章は県のホームペー
ジに出ています。県の果たした役割は非常に大きかったと思います。茨城県としては，今回発表した地震被害想定を東海
第二の危険が県民に与えないかどうかということを検証するために大いに役立てていただきたいと思います。

849 地震対策

（１８）太平洋プレート内で発生する地震（北部）に対する耐震性（地震）
　昨年，茨城県は，今後発生する可能性のある地震による被害を再評価した結果（12/23「茨城県地震被害想定調査報
告書」，表4.1-2），「太平洋プレート内で発生する地震（北部）」では，東海村で震度６強と評価しているが，この地震は東
海第二の許可審査では評価していない。許可審査で評価した「Ｆ１断層，北方陸域の断層及び塩ノ平地震断層」による地
震の震度５弱よりもかなり大きい。このため，太平洋プレート内地震（北部）の地震動に対して，東海第二の施設，例えば
シュラウド等の炉心構造物や接続配管等が破損するおそれがないか心配である。

1059 地震対策

「地震対応について」
昨年12 月に発表された「茨城県地震被害想定調査報告書（概要版）」によると，日立市は最大震度7，東海村は6 強と
なっております。利用上の留意点として「今回の想定地震以外でも甚大な被害となる地震が県内で発生する可能性があ
る」「今回震度6 弱の予測であっても実際に地震が発生した場合には5 弱や7 となる可能性がある」とされています。よっ
て東海村の東海第二原発周辺で震度７の地震が発生すると想定した検討がされるべきです。
東海第二の基準地震動は600 ガルから901 ガル，さらに1009 ガルとしていますが，近年頻発している巨大地震震度7 の
場合の最大地震動は
・2011 年3 月の東日本大震災では実測値2933 ガル
・2016 年4 月の熊本大地震では実測値1800 ガル
・2018 年9 月の北海道胆振東部地震では実測値1591 ガル
となっており1009 ガルを大きく上回っています。
上記調査報告書（概要版）の図3.2-5 で強震動生成域は，東海第二原発の沿岸沿いであり，震度7 の地震になれば地震
動は1009 ガルを超えると想定すべきです。

県民意見を踏まえた論点（案）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

・東海第二発電所敷地の真下又はサイトから
の距離が最も近くなる位置の太平洋プレート
内に震源を置いた場合の地震動評価の結果
について（ＷＴ指摘事項と共通）

・茨城県地震被害想定の見直し（平成３０年１
２月）を踏まえた評価について（ＷＴ審議予定
案件と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

204 地震対策

　幾つかあるんですけれども，19ページ，20ページ，そこに地震の大きさを示すマグニチュードというのが書いてありまし
て，私も素人でよくわかりませんが，9.0，それから，その前のページは7.8と書いてありますが，このあたりをもう一度ご説
明いただきたいというのは震度との関係なんですけれども，震度がここには書いてございませんけれども，昨年の12月に
茨城県庁が地震の見直しをしました。そのデータを見てみますと，日立が震度７，東海村が震度６強と書いてあります。そ
ういうことを前提にして今回のこの説明会の資料がなされているのか，そういう基本的なところをお尋ねしたいと思いま
す。
　といいますのは，昨年の２月のたしか26日だったと思いますが，日本原電さんが住民説明会を日立でも行いました。私，
そのとき参加したんですが，日本原電さんはマグニチュード9.0，それから，その後もいろいろ聞きましたところ，震度７とい
うふうに言っておりました。

　最初の地震関係ですが，マグニチュードと震度との関係は私も存じていまして，それをお尋ねしたんではありません。今
回の説明書の中に，東海の原発のところで一体どのくらいの震度になりますかと。それから，直下地震的になっていない
かもしれませんが，平たく言うとそういうことですね。震度9.0，それから，震度７と言っておりますので。

242 地震対策
一般の方々は加速度（Gal）と震度の差が理解出来ないので，地表面の震度を計算して説明した方が良いと思います。
(今回の説明は？)

1111 地震対策 ・地盤の液状化について想定で設計するのではなく，実験などでの評価を踏まえて設計するべきと思う。

1149 地震対策

2. 地盤の悪さと津波対策としての防潮堤（壁）
東海第二原発の問題点のひとつは，地盤が悪く，津波の影響を受けやすい太平洋に面していて海抜も低い敷地で，今後
建設するという海抜20ｍ（敷地高8ｍを引くと地上12ｍ高さ）の「防潮堤（壁，といった方が適切）」の建設でも，最大60ｍの
深さまで鋼管杭を入れながら，その液状化が問題となるというほどの地盤の問題です。
3.11の際，敷地内の液状化も見られたようだし，そもそも地盤自体が20㎝沈降し，水平には1.2ｍも移動したわけですし，
原発建屋本体は地下深くに構築したコンクリートの人工岩盤の上に載っていて，一種の浮かんでいる状態で持ちこたえて
いるのかもしれません。
しかし，今回の防潮提（壁）建設は，本当に液状化に耐えられるのかどうか，一部でも損壊または機能を喪失したら，そも
そも津波に弱い東海第二原発そのものがやられるというリスクをもつのではないでしょうか。浜岡原発では22ｍの防潮堤
をすでに建設していますが，あの屏風のような壁でも，海岸線からは離れたところに位置していて，その間に海岸砂丘の
ような波よけが自然に出来ているのとは違って，東海第二は前面に小規模な港湾があるものの，そこから取水しているこ
とを含めて，港の防波堤を超えて直接ぶち当たる津波を受け止める防潮堤（壁）としては，極めて危険な位置関係にあり
ます。

・東海第二発電所敷地の真下又はサイトから
の距離が最も近くなる位置の太平洋プレート
内に震源を置いた場合の地震動評価の結果
について（ＷＴ指摘事項と共通）

・茨城県地震被害想定の見直し（平成３０年１
２月）を踏まえた評価について（ＷＴ審議予定
案件と共通）

・東海第二発電所敷地の原地盤に係る液状
化に関する考慮について（ＷＴ指摘事項と共
通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

208 地震対策

　今も出ましたけれども，1,009ガルが一番高いと言われているんですけれども，実は，去年の12月，１カ月前に茨城県か
ら資料が出たんですよ。「茨城県地震被害想定調査報告書」で茨城県内の44市町村全部の最大震度が書かれておりま
す。これは，日立市は７，北茨城市，高萩市も７ですけれども，東海村は６強なんですけれども，私はそれを見て，７が日
立市だと愕然としたんですけれども，この調査書の中でも，留意点として，要するに，甚大な被害になる地震が県内また
はその周辺で発生する可能性があるとか，例えば，震度６弱であっても７になることもある。5強になることもあるということ
なんで，この表でいけば東海村が６強なんですよね。もし東海村を７が襲った場合，どうなるかということで，私，ものすご
く心配しているわけですけれども，それで調べてみたら，去年の北海道地震は震度７ですよね。最大ガル1,591ガルという
のがインターネットに出ています。あと650から850というのも出ています。あと，２年半前の熊本大地震は７ですけれども，
ここは1,800ガルなんですよね。東北地方太平洋沖地震も震度7で2,933ガルで日本で最大だと言われています。
　今回，1,009ガルで最大なんですけれども，それを越えた地震動が来た場合，想定されているかどうかわからないんです
けれども，そういう点については，これを越えた場合はどうなのか，大変心配しているわけです。
　一つ言いますと，毎年，政府の地震調査会では，茨城県の水戸市の地震発生確率は日本で３番目なんですよね。30年
以内に６弱以上発生，それが今回，もっと詳しく44市町村が出たということなので，しかもそれは，30年，81パーセントだか
ら，それが目の前に迫っているという心配があるんですよね。そういう点で，1,009を超えた場合，どう想定されるかという
ことを質問します。

1110 地震対策
１．地震
・これまでに起きた地震の大きさの中で想定しているが，これ以上の規模の地震について検討すべきではないでしょう
か。

373 地震対策 ・地震対策は充分か？地震学会も予知は不可能と言っている。1009ガル以上の場合も考えるべき。

674 地震対策 ・近年は断層に関係なく地震が発生している。1009ガル以上に耐えられなければ不十分である。

889 地震対策

東海第二発電所の安全対策に関する茨城県へのパブコメ
●基準地震動について
東海第二発電所（以下東海第二原発と称す）はストレステストの結果，クリフエッジ（安全限界）は１０３８ガルとの事であ
る。また，基準地震動は１００９ガルとの事。地震は，確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能であり，１０３８ガ
ルを超える地震が来ないとは言えない。それどころか最近大きな地震が来ることを予測している専門家もいる。このころ
について明確にできなければ安全が確保されたとは言えない。

3. 基準地震動の策定と，そもそもの設計耐震力はどうなっているのか
地震についても問題です。適合性審査申請の段階では700ガルとしていた「基準地震動」が審査の過程で，1009ガルとさ
れました。これは一見，規制委員会側の厳しいチェックで安全度が高まったかのような幻想を持ちかねませんが，そもそ
も，40年前以前の耐震基準も作られていなかった時代に設計・建設された東海第二原発は，県による説明では当初は
270ガル対応のものでしかなかったが，その後の部分的な耐震補強を加えて600ガルまでの耐震とされていたものです。
そして，福島事故のあと，国・当時の原子力安全委員会が行わせた「ストレステスト」の報告では，東海第二の「クリフエッ
ジ」（計算で出される最大の限界点）は1038ガルとされました。これは当時の600ガルに，計算で出された1.73倍の限界値
ということのようです。これがウソの数値でないとすれば，1009ガルの基準地震動まで耐えるということは，その3％ばかり
大きな地震動に見舞われれば，クリフエッジという限界値を超えて，壊れるということなのではないのでしょうか。
そもそも建設時の設計で対応していた270ガルの施設が，確かに，3.11で実際に600ガル強程度の地震動を受け，報告で
は地震被害はないことになっているので，その程度までの耐震裕度はあるのでしょうが，それが，机上で計算して高くなっ
た1009ガルという新しい基準地震動でも大丈夫だということの証明，説明はできているとは思えません。
最も脆弱な場所だといわれる，格納容器の中で圧力容器を支え固定している「スタビライザー」などを，どのように補強
し，耐震性能が強化されたのか説明されていないし，検証されているのかも定かではないのです。

・新規制基準適合のため新設する構築物，
系統及び機器を含めた安全裕度評価の結果
について（ＷＴ指摘事項と共通）

地震対策1151
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

さらに，基準地震動として1009ガルとしたことが適切なのでしょうか。サイトごとに決められた手法で導き出したとされてい
るのですが，遠くではない近傍地の実測値に1600ガルというものもあり，柏崎原発での実測値や新基準で高められた基
準地震動2300ガルなどからしても，また，最近の政府地震調査本部の発表からしても，倍の2000ガル程度を想定して，そ
れでも堪えうるのかどうか，安全側での厳しい対応が必要だと思うのだが，そうなってはいないと考えられます。

1159 地震対策 ２）地震の耐震性について，想定した基準以上の地震が起こる可能性もあるのではないでしょうか。

797 地震対策

東海第二原発は建設時に最大270ガル，平均で180ガルの揺れに耐えられるように設計された。その後，関西，新潟など
の大地震の教訓から600ガル⇒901ガルへと見直しが行われた。2011年の3.11地震で低圧タービンが損傷し901ガルへ。
そして今や規制委の指摘で基準地震動は1009ガルに引き上げられた。ただしいずれも安全上重要な設備のみ対象とさ
れている。つまり，ストレステストで原子炉の圧力容器のスタピライザーの損傷が起きる地震動は1039ガルと計算されて
いるから，今回1009ガルが基準になったようである。使用済み燃料プールの貯蔵ラックの損傷は1068ガルで起きる。もう
耐震設計上の余裕はなくなっている。もともとは損傷，破壊に対して3～4倍の余裕を持たせるべく，耐震補強工事や耐震
バックチェックが行われてきた。そのような科学的，技術的経緯があったのだから，今回なぜまったく余裕のない1009ガル
を基準として規制委が認めたのか理解に苦しむ。せめて余裕2倍の2000ガル程度を基準地震動に設定すべきと判断す
る。科学，技術的に不可解な，まったく余裕のない補強工事では，この基準地震動を超えた地震に襲われれば原子炉が
大きな損傷を受けることが想定できうる。

1201 地震対策

４．もう耐震設計上の限界にきているのではないか？
２０１１年ストレステストの結果として，日本原電は東海第二原発の重要な安全機器が破損する限界の震度は１０３９ガル
とし，基準地震動６００ガルの１．７倍も余裕があるので安全と，住民向けのチラシで宣伝した。
ところが，規制委員会の審査の結果，１,００９ガルに引き上げられたところ，それについてはだんまりを決め，ひっそりと裕
度は「１．０３倍」と規制委員会に報告している。
ストレステストの時のクリフエッジとなる機器は圧力容器スタビライザーとされたが，工事計画の変更申請では，格納容器
スタビライザーと格納容器の接合部こそが耐震上弱点とされている。
いずれにしろ，設計時の２７０ガルで３倍の耐震余裕を持って設計されたとしても，もう限界を超えているのではないか。な
お，そもそも，「裕度」とか「余裕」などという定義や概念は工学的には存在しないと言われる。
以上の点についてどこまで茨城県として検証しているのかお聞きしたい。

・新規制基準適合のため新設する構築物，
系統及び機器を含めた安全裕度評価の結果
について（ＷＴ指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

3 地震対策

　東海第二の地盤が安定しているというお話でしたが，深さ何キロまで調査なさったんですか。胆振東部のあの地震は，
未知の断層，地下37キロのところで起きております。37キロまで東海第二の場合は調査をされたのでしょうか。
　２つ目，この地震は，モーメントマグニチュードが6.6，皆さんがご紹介なさった留萌北部の地震の15倍ぐらいの規模の地
震でした。加速度は1,500ぐらいなんですね。皆さんのやつは最高が1,009ガル，直上下には780ぐらいですが，それをはる
かに上回る地震です。これが９月６日に起きたんです。それを無視して，皆さんは９月26日に許可をなさったのはなぜなの
か。手落ちではないかと。

　地上のところで幾つなんですか。
　胆振東部は地表で1,500もあったんですよ。皆さんのは解放基盤面というところで1,009ガルだとか780ガルだとか言って
いるでしょう。地表になったらずっと減衰しちゃって３分の２に減ってしまう。1,000は３分の２になったら650～660になるで
しょうよう。胆振東部の地震の大きさをあなたたちがちゃんと受け止めないで許可をされたということは大変な過失だと私
は思いますよ。瑕疵ある行政処分だと思います。

　曖昧なことではなくて，そんなことならば，逆に，何とか波というのをとるんでしょう。そして，基盤面のところで幾つになる
のか。それをちゃんと確認した上で，あえて胆振東部の地震は見る必要がないと言うなら，それはそれで理屈ですよ。そ
んなことをやらないで，関係ないんだとか，地盤が違うんだ，土質が違うんだ，全然いい加減な話だよ，そんなもんでは。
信じられないです。

932 地震対策

２　適合性審査は，最大１５９１ガルもの上下振動を記録した北海道胆振東部地震を「震源を特定せずに策定する地震
動」の評価対象にしなかったため基準地震動を過少に見積り耐震設計が不足している恐れがあります。過日の県主催の
規制庁説明では「胆振東部地震の加速度は地表近くで増幅し大きな数値を記録したが，地下深くでは大きくなかった」と
答えていますが，地殻・地質調査に基づく解放基板表面の設定とそこでの地震動（水平方向，上下方向）の設定を経な
い，根拠の薄い単なる一般論を述べたものと受け止めました。胆振東部地震の評価をWTご検討ください。

852 地震対策
（２０）緊急時対策所の耐震性（地震）
　緊急時対策所建屋は免震構造ではないが，どのようにその機能を確保するか知りたい。

983 地震対策 緊急時対策所は，免震構造になっていません。

901 地震対策
７，老朽化している東海第２原発の建物，機械（電気含む），配線，配管，計測器はこれから30年以内で70％の確率で発
生する南海トラフ大地震に耐えることができるのか？

・基準地震動の代表性及び策定時における
他地域の地震の考慮について

・緊急時対策所に耐震設計を選択したことの
安全上の考え方並びに施設内の設備・機器
及び人員等に係る耐震上の評価及び対策に
ついて（ＷＴ指摘事項と共通）

・基準地震動に対する健全性を確保する構
築物，系統及び機器への入力地震動の評価
方法及び保守性について（ＷＴ指摘事項と共
通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

741 地震対策

耐震設計……基準地震動について
「最新の知見を元に……しなければならない」と規定しているとのことですが，今回説明されたＳＭＧＡモデルは，最新で
はないと聞いています。重要港湾等で採用されているＳＰＧＡモデルで試算すべきでは？このＳＭＧＡモデルを用いること
で恣意的に地震動を過少評価していると見えてしまいます。そうまでして東海第２をうごかすのはやめてほしいです。

５．「最新の科学的・技術的知見を踏まえて」いるのか？
１の後半の「基準地震動は最新の科学的・技術的知見を踏まえる」点について以下。
１）強震観測網整備後に発生した東北地方太平洋沖地震の最新の科学的・技術的知見
福島第一原発事故を引き起こした２０１１年東北地方太平洋沖地震は，密な強震観測網が整備されて以降初めて発生し
たＭ９クラスの巨大地震だった。
この東北地方太平洋沖地震での主な知見は
①従来，海山などがいっぱい潜り込んでいて，数多くのストッパー（アスペリティー）がある日本海溝の沈み込み帯ではＭ
９となるような巨大地震は起こらず，多くのアスペリティーが途中で震源域の拡大を止めると考えられていたがその考えは
くつがえされたこと。従って従来の断層モデル手法のアスペリティーモデルは見直しを迫られたこと。
②プレート間の破壊が連動して起こる際に，兵庫県南部地震の内陸地殻内地震で観測され建物・構造物に大きな破壊を
生じさせた「強震動パルス」波が，プレート間地震の東北地方太平洋沖地震でも観測されたこと。東北地方太平洋沖地震
ではこのパルス波が震源－女川沖－茨城沖と３波にわたって発生したこと。第二波では女川沖の小さなアスペリティー破
壊領域で発生した強震動パルス波が１５０km離れた観測地点で震度７の揺れ，１００ｃｍ／ｓの地震動をもたらしたこと（超
高層ビルの倒壊地震動入力は５０ｃｍ／ｓ）。
③地震時に大きくすべった領域と強震動が発生した領域は必ずしも一致しないことが判明したこと。この点でも従来のア
スペリティーモデルは見直しが必要とされたこと。
④津波では，従来常識とされてきた「プレート境界断層浅部では地震性すべりは発生しない」という通説はくつがえされ，
海溝軸付近浅部のプレート境界断層にまで地震性すべりが伝播することで巨大津波が発生することが示され，津波発生
メカニズムも見直しが求められたこと。
などが概ね知られるところである。

２）プレート間地震の強震動予測に求められることと，それに対する規制委員会の考え
東北地方太平洋沖地震で観測された観測記録にもとづく知見による原発サイトの地震動予測の見直しは「最新の科学
的・技術的知見」を規制に生かすべき規制委員会にとって最も重要な課題である。
上記２項①～③は，今後の海溝型巨大地震（プレート間地震）に係る強震動予測，特に耐震設計を目的とする強震動予
測を行う場合には，基準地震動を規定する強震動パルスの生成に注目した震源の再モデル化が必要であることを示唆し
ており，従来のＳＭＧＡモデルの経験的グリーン関数の補正・改訂だけではすでに限界に来ていることを示している。
東海第二発電所に即して言えば，申請人日本原電は東北地方太平洋沖地震の破壊はフィリピン海プレート手前で止ま
り，茨城県沖の海山周辺はすべり域だから再度の海溝型巨大地震の発生は低いなどという認識を示していた。新規制基
準では起こりうるすべての地震動を想定することからこの予断は退かれたものの，②の点では特に女川沖の小さな破壊
領域が強いパルスを発生させていること，このパルス波を発生させる破壊領域はどこで起きるか現在の科学では予測や
断定できないことを考慮するならば，同様の破壊とパルス波が敷地直下のプレート境界で発生することをも考慮してその
地震力に耐えられることが要求事項でなければならないはずである。
こうした点から東海第二発電所設置変更許可のパブコメで，審査ガイドが規定する「最新の科学的・技術的知見を踏まえ
ることとする」審査方針にもとづくならば，従来の断層モデル手法のＳＭＧＡモデルでは東北地方太平洋沖地震の再現が
できないことを指摘し，最新の知見を反映して東北地方太平洋沖地震で観測された強震動パルスを再現できるＳＰＧＡモ
デルをも使って基準地震動を検証し，「敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動」「いかなる地震動に
対しても」「十分に耐えることができるものでなければならない」ことの審査を行うべきことをパブリックコメントした。地震対策

・基準地震動策定の保守性について

1202
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

しかし，規制委員会は，プレート間地震での強震動パルスへの考慮を求める意見に正面から応えることなく，「ＳＰＧＡモデ
ルは再現モデルであって予測モデルとしてパッケージとして確立していない」「規制に取り入れるだけの科学的・技術的な
熟度に至っていない」「港湾の視点と原発の視点は違う」などとと論点をすりかえ，挙げ句の果てに「地震動の計算方法の
高度化は地震調査研究推進本部がやるべきこと」などとして，自身が方針としている「最新の科学的・技術的知見を踏ま
えることとする」審査方針を放棄した。
「熟度に達していない」という用語法は，２００２年７月に地震調査研究推進本部の地震調査委員会が「三陸沖から房総沖
にかけての地震活動の長期評価について」 を発表して三陸沖から房総沖の日本海溝沿いで過去に大地震がなかった場
所でもマグニチュード８クラスの地震が起き得るとの見解を示した時，当時の原子力安全委員会，原子力安全・保安院，
そして東京電力が「規制に取り入れるだけの科学的・技術的な熟度に至っていない」として対策を先延ばしした理由とは
からずも同一である。繰り返し語られた「福島原発事故を二度と繰り返さない」という規制委員会発足の理念は失われて
いる。
大阪府・市が，兵庫県南部地震で観測されたパルス波で多くの家屋・構造物が破壊されたことを教訓に，上町断層帯で
のパルス性地震動の発生を真剣に検討し，それに対する耐震設計や応答特性の研究を必死に集め，知見を結集して防
災対策に努力している姿とは真逆である。いわんや最も安全性が要求される原発の耐震設計においてである。

３）東海第二の基準地震動想定による耐震評価の経過と強震動パルスに対する応答の検証の必要性
日本原電は「基本震源モデルは２０１１年東北地方太平洋沖地震における敷地観測記録と良く対応していることを確認し
ている」などとしているが，上記の通り強震動パルスの発生が再現できないＳＭＧＡモデルを使っており，震源－女川沖－
茨城沖の３連動した破壊領域からの強震動パルスは再現されておらずこれについて考慮されていいない。せいぜい不確
かさを考慮してアスペリティーを敷地に最も近づけ，さらに短周期レベルを１．５倍して１,００９ガルを採用しているだけであ
る。もし女川原発をはじめとする宮城県で震度７をもたらした１５０km沖合の第２波のパルス波を考慮し，同様の破壊とパ
ルス性地震動が東海第二原発敷地直下のプレート境界で発生した時を想定するならば，２,０００ガルを超過する可能性
がある。東海第二発電所がその地震動に耐えられるか，その検証をしなければならないと思われる。
東北地方太平洋沖地震や兵庫県南部地震で観測されたようなやや短周期で速度も大きいパルス波が敷地直下のプレー
ト境界で発生した場合，パルス波の瞬間的エネルギーで構造物は許容限度を超えた変形を余儀なくされてすでに非線形
化しており，もはや弾性時の固有振動は意味を持たなくなっており，短周期側に遷移している。許可時の規制委員会で説
明されたような「原発の場合は港湾とちがって短周期側が問題になるので視点が違う」などという議論はトンチンカンな議
論である。

加速度（ガル）も速度（カイン）も大きいパルス波によって非線形化した時の塑性率応答解析，累積疲労ではなく瞬間のエ
ネルギーによる塑性流動崩壊解析が真剣に行われなければならない。先ほどの一般住宅の販売例でもすでに加速度だ
けでなく，耐えられる速度カインの表示が表示されている時代である。
以上，日本原電・規制委員会が，東北地方太平洋沖地震で得られた最新の知見を考慮しないで策定した東海第二発電
所の基準地震動について，果たして「最新の科学的・技術的知見にもとづいて策定」されたものかについて茨城県はどの
ように検証されたのかお聞きしたい。

・基準地震動策定の保守性について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

564 地震対策

　21ページの基準地震動について伺います。
　最大が1,009galということなんですけれども，東日本大震災の想定が一番大きいとおっしゃったんですが，東日本大震災
では，私はつくばから来ているんですけれども，つくば市のほうでも1,200galを超えていました。この1,009galというのは，一
体，震源はどこと想定して1,009galなのか。そして，全体の基準地震動を超える力がかかる可能性は何パーセントと想定
されているのか教えてください。
　それから，同じく基準地震動で，そのすぐ上に2004年北海道留萌支庁南部地震による基準地震動に各種の不確かさを
と書いていますけれども，この北海道留萌支庁南部地震がどこで起きると想定してこの基準地震動を計算されての基準
なのか教えてください。

　実際に1,009galでおさまるかどうかということは非常に重要な問題だと思うんですけれども，１万年に１回というのは，本
当にそれぐらいだと思われているんですか。毎年，大きな地震が，あちこちで，活断層もないところで非常に起きています
よね。その計算の仕方を見直すべきという考えはないんでしょうか。

780 地震対策
２.　原発は活断層がある上には創れないことになっています。北海道の胆振東部地震（震度７）では活断層がないところ
で突然発生しました。震源地の深さは４０ｋｍ，専門家は深いところは活断層があるかどうか調べられないのでわからず，
日本のどこでも大地震は起こりうると言っています。日本は地震，火山国です。

1035 地震対策

・基準地震動の審査について
熊本地震や北海道地震では今まで知られていなかった活断層により，大規模な地震被害が起きた。日本は有数な火山
地帯でもあり，今や日本中どこでも大規模地震に見舞われる可能性がある。活断層が敷地に存在しないからと直下型地
震の地震動を甘く見積もってはならない。今回１００９ガルという評価は低すぎるのではないか。柏崎刈羽原発では現に
想定以上の地震動に見舞われている。建屋が耐震性を有していても，配管のひび割れや継ぎ目の破断が起これば重大
事故は避けられない。

149 地震対策 地震対策（活断層などわからない。地震は予測できない。科学の限界）　などが全くダメ。

459 地震対策

　資料の19ページの下のほう，断層の絵が書いてあります。常陸太田市の北から２本の断層が伸びて下りてきています。
これは棚倉断層といいまして，これは山形県まで伸びて，さらに日本海に伸びている古い断層だと思いますが，左側のほ
うに中央構造線が来ていて，中央構造線は四国のほうではいまだに動いているところもあると聞いています。関東平野ま
で来たら，この先が深い堆積層のおかげでよくわかっていないらしいです。
　常陸太田市に北から伸びてきている棚倉断層と呼ばれていますが，あるいはこれにつながっているのではないかという
学者もいます。事実，この断層の右と左，東と西では地質が大変違っていて，そして，気になるのは，南に伸ばすとちょう
ど東海村の真下に来ています。
　この前の地震以降，この辺も地震が多発するようになってきています。その地震は，多分，太平洋プレートが沈み込ん
でいて，この前の地震の余震というか，ひずみとの関わりで地震が多発していると思うんです。
　この図では，久米層というのが，400万年前から240万年前ですか，それ以前に堆積したのがあって，久慈浜沖で1,500
メートル堆積していると言われています。かなり深い堆積層になっていて，多分，深い堆積層だから大丈夫なんだろうとい
うことだと思うんですけれども，断層ですから，これは右と左の地質が全然違うものの境目が東海村のほうに延長してい
ると思うんですが，その辺，大丈夫なのか。太平洋プレートの沈み込みで圧力がかかり続けていますから，歪みとかひず
みが出てきたりして，何かの地震のときには，液状化とかそういう想定していないことまで起きるんではないかということ
を，私ばかりではなくて，心配している次第ですけれども，その辺，説明してもらえればと思います。

552 地震対策
東海村の地下に棚倉断層がのびて来ている。太平洋プレートの沈みこみにともない，地盤のゆがみがでる。東日本大地
震の後地震の回数も増えている。説明をきいても不安である。

・敷地及びその周辺における活断層の有無
の判断根拠及び活断層が確認されていない
場所で発生する地震の考慮について

・棚倉破砕帯に係る追加調査結果及び敷地
周辺での活動性評価等について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

628 地震対策
地震などの際，配管の接合部切断
健屋の基礎が地震で横たおしにならないか
燃料棒が屹立していられるか

822 地震対策

耐震設計は重要度に応じてS,B,Cクラスに分類されるとあり，耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相
互影響について，規制委員会は地震ガイドを踏まえているとしている。しかし，東海第二は3.11で被災した原子力発電所
であり，しかも40年寿命に到達している随分古い時代の材料と建築設計物です。その意味ですべての建物，設備は地震
への危険度は高いと考えられており，下位クラス(低い耐震性)があることはおかしい。すべての建物，機器は上位(Sクラ
ス)で再設計する方針で取り掛かってもらいたい。県がはたらきかけてほしい。
巨大地震が起きて，下位クラスの建物，施設が損壊し信号や制御などの情報が(重要施設と)行き来ができなくなくなった
ら，重要施設の機器も正常に動かせなくなってしまうはずです。また，建物間に配管等がつながれていると，上位と下位で
揺れ方が異なることで配管等のひび割れ，破損や断裂が生じます。すなわち原子炉建屋だけが無事であっても発電所の
機能はマヒし大変な事態になります。

855
重大事故等対策
地震対策

（２３）フィルターベント（放射性物質の大気放出）
　格納容器内の空気を大気放出する場合，まずフィルターベントを通して放射性物質を水で吸収するとしても，限界があ
る。また，ある程度使用すれば除去性能が低下し，洗浄液の交換等の様々な操作が必要になる。こうした操作ができるか
疑問である。また，洗浄液の供給系や排気系の設備等も含めて，耐震性が確保されているか不明である。

1129 地震対策

・砂上の建屋と燃料棒：原電は，地下約25～60ｍの地下岩盤に到達する防潮堤の設置工事を行っているとしています。
防波堤のすぐ下は砂，礫であるのが図に示されています。
しかしながら，2018年の原電の水戸市住民説明会では原子炉建屋（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造）の基礎を岩盤に固
定しているのかはわかりませんでした。
左図は，日本原電冊子より2017.12付
（https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/anzen/nuclear/anzen/documents/181019_enchoshinsei_tenpu_02_s
ono3.pdf）

754 地震対策

東海第二の基準地震動は設置許可申請時に僅か270ガルで設計され，その後耐震設計審査指針見直しで380ガル→
600ガル→901ガル，そして最終的には，2014年に提出した補正書で1009ガルにまで引き上げられた。なんと3.8倍に膨れ
上がっている。実際の耐震性能アップ対策が何処まで真面目になされたのか甚だ疑問だ。考えられるのは配管の補強強
化ぐらいだが，原子炉圧力容器等，機器固有に対する耐震性能アップ策はどの様になされたのか。

1177 地震対策

原子炉内の配管ですが，以前写真で見た物は大変太く，地震の時は大変揺れたと聞きました。３．１１以後，日本原電で
話を聞きましたが，しっかり固定しましたと図で説明されました。地震の多い日本であのようにぶら下がっている状態は最
初から危険と想定出来るはずです。何故，ぶら下がりの状態だったのか，現在も多くの配管がぶら下がっているのです
か。固定すると熱膨張に堪えられなくなると聞いたことがあります。固定するのが安全であれば初めからやっていれば良
いはず。

850 地震対策
（１９）送電系統の受電容量・耐震性（地震）
　上記の太平洋プレート内地震（北部）も含めて，所外から受電する送電系統（東海原子力線，村松線・原子力１号線）の
鉄塔等が，何らか損傷し，受電できなくなる可能性はない心配である。

・機器・配管等の具体的な耐震補強対策等に
ついて

・外部電源の送電線・開閉所に対する地震対
策上の対応について

・安全機能を有する構築物，系統及び機器に
関する耐震設計方針（重要度分類等含む）に
ついて
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

892 地震対策

●ブローアウトパネルについて
６月21日に兵庫県三木市にある防災科学技術研究所でブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験が行われた。想定
される最大の揺れを加えた試験の結果，パネルが約５㎝も空いてしまい，更に開閉操作用のチェーンも切れてしまった。
通常であればその改善策後の確認試験が必要であるにも関わらず，立ち会った山中伸介原子力規制委員は，「設計そ
のものに問題はなかった」と総括。再確認が必要であるがどうなったのか。

8 地震対策

　非常に基本的なことをお伺いしたいんですが，ＢＷＲでは，炉心の中で減速材である水が沸騰しますよね。そのために
潜水艦なんかで，舶用炉では炉心が揺れたり，あるいは機関の振動があったりすることで，沸騰による減速材の分布が
炉心の中で変化すると。だから，舶用炉ではＢＷＲは使われない。ＰＷＲにしか使われていないというふうに聞いておりま
すが，地震地帯でＢＷＲを動かすとすると，上下動によって，機関の振動に相当するような上下動が働いて，燃料棒から
のあぶくの離れ方が変化して，炉心内の蒸気の分布が変化すると。これは当然，核的に核分裂反応に影響を与えるわけ
ですよね。
　それから，熊本でもあったような大きな変位型の地震動がどーんと来たら，下部プレナムの水がすーっと上がって，ある
一部分で水面が上がるとか，そういった減速材の分布が変化するということは，当然，地震地帯にＢ（ＢＷＲ）を設置する
以上，考えなければならないことだと思いますが，この辺の実験的な検討はなされているのでしょうか。
　ちなみに，世界的に私が調べた範囲では，地震地帯でＢＷＲは，現在，稼働していないと思うんです。そういう基本的な
問題があるんじゃないかと思うんですが，この辺の検討の状況を教えていただきたいと思います。

　今言っているのは，地震と炉心の核的な変化，そこのところが実証的に検討されているのかどうかということを聞いてい
るわけです。

東海第二発電所の安全対策に関する意見
標記について，以下に事業者及び原子力規制委員会ともに未検討あるいは検討不十分の事項を示しますので，本県で
十分に検討するとともに，その結果について必ず公表していただきたく，よろしくお願い致します。
１．原子炉暴走事故（反応度事故）
(1)BWR炉心の基本臨界寸法と制御棒配置
核燃料には，その組成によって決まる一定量が一ヶ所に集まると，核分裂反応が途断えることなく持続する臨界という現
象があることはよく知られていますが，その臨界量あるいは臨界寸法を超えて，核分裂出力が瞬間的に上昇（暴走）する
即発臨界と呼ばれる状態に到るには，ごく少量の増加で十分であるという事実は余り知られていません。特に，核分裂反
応を仲介する中性子を減速し，かつ炉心内に閉じ込める能力が最も高い軽水（普通の水）中に燃料棒を配列する軽水炉
では，これらの量が非常に小さいという特徴があります。JCO臨界事故では，使用してはならない直径45cmの槽にウラン
の水溶液を深さ約25cmまで注入したところで臨界に達し，さらに１cm程度追加されて出力暴走が起りました。
BWRの高温高圧の熱水（密度約0.7g/cm3）中では，例えば50cm×50cmの範囲に所定の間隔で燃料棒を配列すると，水
位50cm程度で臨界になり，さらに3cm程水位が増加すると即発臨界になります。その出力上昇は断熱的で，燃料ペレット
の温度のみが上昇し，その結果，ウランによる中性子吸収が増え（ドプラー効果と呼ばれる），出力が下降に転じ，出力暴
走は終わります。しかし，ドプラー効果を凌駕する水位10数cm以上の増加では，燃料ペレットが融解する温度に達し，水
中に噴出した溶融燃料が激しい水蒸気爆発を生じて炉心を粉砕することにより出力暴走が終わることになります。なお，
熱水中では臨界寸法は上記のように50cm立方程度ですが，常温の水（密度１ｇ/cm3）ではさらに小さく，40cm立方程度
になり，出力暴走に至る寸法増加もさらに小さくなります。逆に，熱水中に水蒸気泡（ボイド）が混在して水密度がさらに小
さくなると，臨界寸法は大きくなります。地震対策

・ブローアウトパネルに係る加振試験の再試
験結果について

949

・地震による原子炉内の水密度分布の変動
及び核的影響並びに制御棒に係る動的機能
維持評価について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

大型のBWR炉心は，大出力を得るため，直径５ｍ，高さ４ｍ程もあり，上記の基本臨界寸法の数100倍の大きさですの
で，常温の水で満たされた時にも未臨界が維持できるよう，大きな十字型の板状制御棒（中性子をよく吸収する）が，約
30cm間隔で碁盤目状に多数炉心内に装荷されます。出力運転状態では，炉心下端から数10cmの高さの沸とう開始点か
ら徐々にボイドが増え，上端ではボイド体積率が約80％にもなります。そのため，炉心下方から挿入される制御棒は，水
密度の大きい炉心下部では密に，水密度の小さい炉心上部ほど粗になるよう配置され，臨界の維持と出力分布の平坦
化が図られます。

(2)地震時の炉心内水密度分布変動による出力暴走
熊本地震で見られた数ｍの横ずれ断層を生じるような大きな変位型の地震動がBWRに作用した場合，炉心下部及び上
部プレナムの水が一方的に動き，その半炉心側で，沸とう開始点が制御棒挿入率の小さい炉心上方へ押し上げられると
ともに，上部プレナムの水が蓋をして流れを阻害するため，その半炉心部で水の量が増加し，即発臨界を超過する恐れ
があります。また，強い上下動が作用すると，蒸気泡の燃料棒表面からの離脱が促進されるため，流動抵抗が低下して
沸とう開始点が押し上げられたり，沸とう寸前の熱水中で突沸が生じて水塊が上方に押し上げられることも考えられま
す。
このように，炉心内で水と蒸気が混在するBWRでは，蒸気を発生させないPWRと異なり，水密度分布が変動し得るという
根本的な弱点があります。そのため，舶用炉では，船体の傾きやゆれ，機関の振動などを考慮して，PWRが使用され，
BWRは使われません。また，世界の地震地帯で稼働しているBWRは，古くは米国西海岸で数例ありましたが，現在，それ
らはいずれも停止されています。

951 地震対策

(4)実証的知見の欠如
上記の(2)及び(3)は十分起り得る事象であり，丁寧な検討が不可欠だと考えらますが，それに必要な系統的実験などを
含む実証的知見が見当たりません。世界有数の地震地帯のわが国で，しかも地震活動期の最中にある現在，どうしても
BWRを稼働する必要があるということなら，まず，この実証的知見を整備することから始めるべきです。

1082 地震対策

５．地震時の強い揺れによる影響に関すること
炉心内に冷却水と蒸気が混在しているため，炉容器が地震で強く揺れると，水密度の分布が変動して思わぬ核分裂反応
の増強をもたらす恐れがあると聞いている。
強い揺れによる各機器への影響の精査など，福島原発事故の全容が解明されることなしに茨城県の検証もできるはずは
ないと考える。

255 地震対策 地震が近くあると発表されていることに対する原発への不安（東海第二に限らず）

1060 地震対策

本年2 月，政府地震調査委員会は，日本海溝沿い地震予測で茨城県沖はＭ7～7.5 の地震発生確率は30 年以内80％と
発表しました。ほぼ同じく，日本原電は東海第二の再稼働を表明しましたが，「巨大地震が起きるのに原発を動かすの」
地震は自然現象で仕方ないが，原発は危険であれば止められるものです。地震動が1,009 ガルを超える危険があれば，
廃炉に向かう以外にないはずです。以上

936 地震対策
1 基準地震動について
最近断層とは無関係に大地震が日本各地で発生しています。また昨日も地震調査委員会は日本海溝沿いの海域で大地
震が起こる可能性が高いとの予測を公表しました。1009 ガルで大丈夫なのか改めて検証をお願いします。

1009 地震対策

運転延長の許可がH31年１１月７日に出されましたが，まさに駆け込みとしか思えません。福島の事故を教訓に強化した
新規制基準といいながら，地震大国といわれる日本列島に設置される原発はもはやどの原発をとっても安全であるという
保障はないと思います。３０年以内の巨大な地震の発生確率が８０～９０％と予知されているこの東海村では原発の存在
は抗えない目に見えない放射線の脅威をいつも抱いていることです。
活断層が認められないからといって地盤が安全であるとは言い切れないでしょう。

・地震による原子炉内の水密度分布の変動
及び核的影響並びに制御棒に係る動的機能
維持評価について

・地震調査研究推進本部　活断層及び海溝
型地震の長期評価（平成31年2月公表）を踏
まえた評価について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1051 地震対策
※福島第一原子力発電所事故の未曾有の大惨事で，東日本，東京＝日本が幸いにも生きて動いていることは，神の助
けと思ってます。こえを心得てないと，大変なことになります。発表された３０年内の（活断層・プレートの）地震の事，もし
かしたら明日か明日と思うだけでも不安な毎日です。

1192 地震対策

茨城県が昨年12月に発表した「茨城県地震被害想定調査報告書」は，県内に大きな被害をもたらす恐れのある７種類の
地震を想定し，最新の科学的知見を取り入れて見直したと言うものです。このうち「太平洋プレート（北部）地震」では，東
海村は「震度６強」と予測されています。
また，本年2月に政府の地震調査委員会が公表した予測では，「東北-関東地方の日本海溝沿いの海域で，今後30年間
にマグニチュード(M)7～8の大地震が起きる可能性が高いとする予測を公表しまた。茨城県沖でもM7～7・5の地震が
80％程度の確率で起きる可能性があるとしています。
設置変更許可が出された後に相次いで発表された２つの新しい知見をもとに，東海第二原発が大地震に耐えられるの
か，日本原電に見直しを求め，茨城県としてもいろいろな立場の専門家の意見，県民の意見を広く求めるべきです。

882 津波対策

② 安全規制委員会審査の概要について
ａ）資料27，28
「耐津波設計方針」
～敷地を取り囲むよう津波防護施設・・・を設置～（資料27 の図にも参照されている）
とあるがこれが山側から海側に流れる地下水の遮蔽壁となり，地下水の水位が上昇して，地震時の地盤液状化と相まっ
て，内部溢水につながらないか，心配である。
この懸念に対し，どのような調査・解析シミュレーションをしているのか，また，敷地内及び付近の地下水脈及び地下水の
挙動の調査内容を開示してほしい。

1017 津波対策

Q2:資料（２７）耐津波設計方針　関連資料（４２）（８２）
防潮壁については，海からの津波侵入防止効果の一面のみ説明されている。壁の追加設置で，現地はお椀のような構
造になる。雨水が溜まりやすくなる。壁の追設に伴い，防潮と排水という一見矛盾する問題が出てくる。仮に，台風大雨時
の大地震，帯状降雨時の大地震を想定した場合，
・津波の圧力で構内排水路の逆流防止設備は閉じた状態となる。
・敷地内雨水は排出先が無くなり，敷地内の浸水レベルは上昇する。
・降雨量に比例して，敷地内浸水レベルは，より高くなると予想される。
大雨を想定した排水機能，能力が必要と思われる。　関連：Q10

・防潮堤等の具体的な構造や設計情報，耐
津波強度に係る評価及びその他の設計上の
考慮について（地下水への影響，津波の繰り
返しの襲来や漂流物，「黒い津波」に関する
設計上の考慮等を含む）（WT指摘事項と共
通）

・地震調査研究推進本部　活断層及び海溝
型地震の長期評価（平成31年2月公表）を踏
まえた評価について
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200 津波対策

　まず，私は，福島の悲惨な事故が，津波の被害がなければ起きなかったんじゃないかと思います。したがって，東海も津
波に対して完璧な対策をまずお願いしたいと思いまして。
27ページの防潮堤をぐるっと囲む絵がありましたね。ここで海側と反対側の山側が防潮堤が切れているんですが，ここは
敷地的に高くなるからいいよと，そういうことですか。宮城とか福島の津波のテレビの画面を見ますと，奥に入っていった
津波が，戻るときにかなりのエネルギーで建物とかああいうものを壊しているんですね。だから，東海の場合も，津波が奥
に入ったときに，戻す津波は構内に全部入ってしまうんじゃないかと。したがって，防潮堤をぐるっと取り囲むように，城の
城壁のようにぐるっと取り囲むようにされたらいいんじゃないかと。
　その他の防潮堤の高さは，推定が8.7メートルで，大体２倍ぐらいの，ものづくりの考え方とすれば，安全率２でつくられ
ているようで，これでいいんじゃないかと思います。
ただし，津波は，海面が横にそっくり押し寄せてくる力ですから，防潮堤の厚みに対する強度を十分もたせて，その辺の検
討をお願いします。

1149
地震対策
津波対策

2. 地盤の悪さと津波対策としての防潮堤（壁）
東海第二原発の問題点のひとつは，地盤が悪く，津波の影響を受けやすい太平洋に面していて海抜も低い敷地で，今後
建設するという海抜20ｍ（敷地高8ｍを引くと地上12ｍ高さ）の「防潮堤（壁，といった方が適切）」の建設でも，最大60ｍの
深さまで鋼管杭を入れながら，その液状化が問題となるというほどの地盤の問題です。
3.11の際，敷地内の液状化も見られたようだし，そもそも地盤自体が20㎝沈降し，水平には1.2ｍも移動したわけですし，
原発建屋本体は地下深くに構築したコンクリートの人工岩盤の上に載っていて，一種の浮かんでいる状態で持ちこたえて
いるのかもしれません。
しかし，今回の防潮提（壁）建設は，本当に液状化に耐えられるのかどうか，一部でも損壊または機能を喪失したら，そも
そも津波に弱い東海第二原発そのものがやられるというリスクをもつのではないでしょうか。浜岡原発では22ｍの防潮堤
をすでに建設していますが，あの屏風のような壁でも，海岸線からは離れたところに位置していて，その間に海岸砂丘の
ような波よけが自然に出来ているのとは違って，東海第二は前面に小規模な港湾があるものの，そこから取水しているこ
とを含めて，港の防波堤を超えて直接ぶち当たる津波を受け止める防潮堤（壁）としては，極めて危険な位置関係にあり
ます。

1150 津波対策

また，今回建設しようとしている直径2ｍほどの鋼管杭を連続して作り，それにコンクリートを巻き付けて厚さ2.4ｍほどの，
まさに壁を1400ｍ近くも作るというのですが，敷地の絶対的狭さの中で，完全な工事が可能なのか，検証されてもいない
という不安があります。
また，津波の衝撃力に関して，いわゆる海底汚泥などを含んだ「黒い津波」の威力が，正確に検討されているのか，も問
題です。

・防潮堤等の具体的な構造や設計情報，耐
津波強度に係る評価及びその他の設計上の
考慮について（地下水への影響，津波の繰り
返しの襲来や漂流物，「黒い津波」に関する
設計上の考慮等を含む）（WT指摘事項と共
通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

　それから，漁船が日立港に入っているというのは書いてありましたけれども，そういうものではなくて，日立港は自動車
輸入港では日本で３番目に多い港ということになっております。そのあたり，非常に大きな自動車専用の運搬船が入って
きている。一昨年あたりの実績ですと大体４万台は入ってきている。そういうふうなことも書いてあります。そういうふうなこ
とが全然。
　それから，毎日，北海道の釧路港との間で，ＲＯＲＯ船といいまして，大きなトラックトレーラー車の後ろだけ，荷物のとこ
ろだけですけれども，あれが毎日入ってきます。そういうふうな船も毎日ですから，350隻とか入ってくるということでありま
して，ものすごい巨大な自動車船や，ガスタンク船や，それから，ＲＯＲＯ船と言われるものも入ってきて，毎日のように
なってくる。
　先だっての東日本大震災のときには，津波で生乳タンクが岸壁の上から流されまして，日立市内だったと思いますけれ
ども，海岸に漂着しているというものもあります。
　もう一つ，39ページ，関連してですが，津波の高さが20メートルぐらいあるということはどういうことを意味するか。18メー
トルなら18メートルでもいいですが，大型船舶の喫水というのは10メートルぐらいしかありません。ですから，20メートルの
津波の上に10メートルの喫水，喫水というのは，船の水と触るところから底までの深さをいいますが，これは持ち上がって
流れてしまうんですね。流れてきて，その状態でもって東海第二原発の今回計画している，現在ある防波堤は高さは数
メートルしかありませんから，もちろんそれも通り越して，今，これをつくるという20メートルのコンクリートの擁壁の上にぶ
つかってくると，今度はそこから横倒しになってくるということになるんです。だから，水面から上だけでもろに高さ30数メー
トルもあるんです。あれが倒れてくる。
　それから，ＲＯＲＯ船と言われる北海道から毎日来ている定期船，これも倒れてくる。あのあたりは全部，水の中になっ
てしまうわけですから，そういう事態が全く想定されていない。

　それから，もう一つ，大型船舶等の漂流物について一切記載がないと。実は，あえて書いてあったものがあるんですよ。
それは５トン未満の船舶があるというふうなことは，今日の文書ではありませんけれども，あえて書いてあるんですよ。そ
れ以外が全くないということはどういうことなんだろうと。日立港に入っている船舶は，５トン未満船というのは港湾統計上
は書かないことになっておりますから，５トン以上を書くことになっております。５トンぐらいの小さな船を，漁船をもともと数
字として出していたということ自体が全く理解できない。現状を見ていない。日本でベンツとか外国からいろいろな自動車
が入ってきますけれども，いろいろなものを含めて，輸入だけ見ても日立港は全国３位なんです。だから聞いているんで
す。大型船舶が入ってきていますよと。１年に１隻とか２隻とかという次元ではございませんよと。そういうことを言っている
んです。

261
津波対策（漂流
物選定の考え
方）

大型船，万トン級の船が津波でやってこない保証はほしかった。

340
津波対策（漂流
物選定の考え
方）

３．津波による大型船舶の衝突（対策に説得力がない）P.27

508
津波対策（漂流
物選定の考え
方）

⑥P.27船舶は津波のとき沖へは逃げられないと専門家が言っていた。

829
津波対策（漂流
物選定の考え
方）

<大型台風による二次災害の対策が不十分>
大型船が津波で防潮堤に激突し破壊する可能性の対策がなされていない。

853
津波対策（漂流
物選定の考え
方）

（２１）津波漂流物や海砂等による冷却水の取水阻害（津波）
　漂流物となる可能性のある施設，設備等を調査し，発電所から半径５ｋｍには定期航路がなく，小さな漁船が漂流して
防潮堤等に衝突しても冷却水の取水に影響しないとしているが，直ぐ北のる日立港や南約３ｋｍにある常陸那珂港には，
国内外の大型船が頻繁に寄港している。これらの大型船が，津波警報に従って短時間で確実に沖合まで退避するのは
難しい。昨年，タンカーが漂流して関空連絡橋を破損した事例のように，漂流した大型船等が取水口等を破損する可能性
も考えられる。また，大小の様々な津波漂流物が取水口を塞いだり，海砂等が貯留堰の内側に堆積して取水できなくなる
おそれがないか心配である。

津波対策（漂流
物選定の考え
方）

206

・基準津波やそれ以下で比較的大きい津波
及び敷地に遡上する津波等の想定される
様々な津波を考慮した場合における漂流物
選定の考え方について（WT指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

東海第２発電所への海からの脅威は単に津波ばかりではない。本発電所の近傍にある日立港には自動車の輸入基地
があり，また日立製作所の工場で製作された各種の製品が運び出され，それらの原料資材等も搬入されている。さらに，
石油・LPGの基地がある。日立港区事業所に問い合わせたところによると，２０００t級の油タンカーがかなり頻繁に出入り
している。さらに長さ３００ｍ幅５０ｍのおそらく総トン数３～５万以上はある巨大なLPGタンカーがほぼ月一度のペースで
荷揚げに来ているとのことであった。日立港の船の出入りは少なくないのだ。まず想定しなければならないのは,８年が経
過しても記憶に新しい津波の襲来である。昨年は政府の地震調査委員会が今後３０年以内に全国各地の震度６弱以上
の地震が起きる確率を発表した。それによると水戸は確率８２％で全国２位の高さである。さらに今年になって，同委員会
が関東・東北沖の日本海溝で起きる海溝型地震の起きる確率は茨城沖はＭ８で確率は８０％である。いずれも８０％を超
えている。天気予報で降水確率８０％以上であれば，外出には雨具の携行は必須であろう。つまり今後２０年以内に「大
地震は起きる」と覚悟すべきだ。まず地震の揺れによって老朽化した本原発の機器の損傷が心配されるが，テーマが広
がり過ぎるので，この論考では海からの脅威，それも津波そのものではなく，船舶による危険について論じることにする。
まず考えられるのが津波によって東海港内または日立港へ出入りする船舶，さらに付近で航行・漁労をしている漁船が津
波により押し流されて冷却水取水口にぶちあたり機器を損傷することである。原電の予測では船舶が押し流されて来る方
向は南東に限られ，船は５ｔ以下としている。しかし，上記のように日立港には多くの船が出入りしている。原電の予測は
何の根拠もない希望的予測に過ぎない。真面目に危険性を予測しているとは思えない。さらに考えねばならないのは日
立港に出入りする船舶同士の衝突がある。これには深刻な前例がある。１９７４年に東京湾でＬＰＧ・石油混載タンカー第
十雄洋丸44,723tとリベリア籍の貨物船パシフィックアレス15,000tが衝突，漏れたガスに衝突の際の火花が引火して爆発
炎上を起こした。大火災となった雄洋丸が一時は横須賀港の防波堤の1.8Kmまで接近して横須賀の市街が焦土化する恐
れもあった。タグボート乗組員の決死の作業で曳航索をとり，引き離すことができた。最終的にはサルベージ船で東京湾
外銚子沖まで曳航され，海上自衛隊の砲撃雷撃で沈没処理された。

以下にウィキベディアの一部を引用する
炎上[編集]「第十雄洋丸」の衝突箇所には穴が開き，漏れ出た積荷のナフサが衝突時に生じた火花で引火して爆発，衝
突箇所からは炎が噴き出して「第十雄洋丸」の右舷船首に食い込んだままの「パシフィック・アレス」を巻き込む大火災に
発展，さらに周辺海域へ流れ出したナフサが海面で炎上したため，辺り一面が火の海と化した。海上保安庁は巡視船を
動員して，事故に気づいて戻ってきた「第十雄洋丸」の水先艇の「おりおん1号」とともに救助活動を開始した他，消火活動
を行うために自前の消防船「ひりゆう」及び「しようりゆう」を出動させ，海上消防委員会並びに沿岸の東京消防庁，横浜
市消防局及び川崎市消防局にも応援出動を依頼し，海上消防委員会からは所属する消防船「おおたき」が派遣された
他，東京消防庁，横浜市消防局及び川崎市消防局も所属する消防艇を派遣したこうして消火が開始されたものの，「第
十雄洋丸」は当時日本最大のLPG・石油混載タンカーで，合計57,000トンに及ぶ多量の可燃物を積んでいたため消火は
困難を極め，16時40分頃には「第十雄洋丸」が積荷の可燃物に引火して大爆発を起こした。この間にも「第十雄洋丸」は
「パシフィック・アレス」とともに衝突時の形態を保ったまま，現場から南西方向に漂流を続けていたため，衝突した両船を
引き離すことが急がれ，19時頃に火勢が衰えたのを見計らって接近したタグボートが「パシフィック・アレス」に曳索を掛け
て引き離し，現場から10 kmほど離れた場所まで曳航した。この時に至っても一方の「第十雄洋丸」は炎上し，横須賀市方
向へ向けて漂流を続けていたため，海上保安庁は「第十雄洋丸」を安全な場所へ座礁させることにしたが，当時の海上保
安庁に大型船舶を曳航できる機材はなく，深田サルベージ建設に曳航を依頼した。

津波対策（漂流
物選定の考え
方）

970

・基準津波やそれ以下で比較的大きい津波
及び敷地に遡上する津波等の想定される
様々な津波を考慮した場合における漂流物
選定の考え方について（WT指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

深田サルベージ及び現場のタグボートは，消防艇の放水支援の下，民間タグボートの船長が放水支援を受けながら船体
後部に接近，直接船体を手で触って温度確認を実施した後，進入可能として船員3名が船尾のパイロットラダー[3]より乗
船，船尾作業甲板に曳索を取り付けて曳航を開始し，千葉県富津沖の浅瀬に座礁させた。なお曳航開始地点は横須賀
市の防波堤から1.8 kmの位置であり，曳航に失敗した場合，横須賀市が焦土化する恐れもあった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E9%9B%84%E6%B4%8B%E4%B8%B8%E4%BA%8B%E4%BB%B6
画像；https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-
8&p=%E9%9B%84%E6%B4%8B%E4%B8%B8#mode%3Ddetail%26index%3D0%26st%3D0
ウィキの記述にあるように，雄洋丸事故は東京湾内の事故であったから，東京消防庁・海上消防委員会・横浜市消防局・
川崎市消防局さらに海上保安庁所属の消防船艇が多数消火に参加したが，鎮火は全く不可能であった。この論考を書く
にあたって茨城海上保安部・日立市臨港消防署などに電話で問い合わせたが，茨城県内には専門の消防船艇は皆無で
あることが分かった。わずかに巡視船とタグボートに搭載されている放水設備に頼るほかない。雄洋丸事故の事例で見る
ように専門の消防船艇が多数出動しても，一旦燃え上がった大型タンカーの消火はほとんど絶望的であると認識しておく
必要がある。消防船艇が皆無の茨城県の港湾ではなおさらである。まして日立港にはLNGを満載した巨大タンカーが入
港する。東海港の至近海面で雄洋丸事故のようなことが起こらない保障は何処にもない。雄洋丸が横須賀の市街を焦土
にしそうななったように，本原発も炎上するタンカーの接近によって類焼の危険があることを認識すべきである。さらに巨
大なＬＮＧタンカーが原発近傍で爆発を起こした場合はさらに危険である。まかり間違えれば本原発が制御不能になれば
近接する再処理施設も制御不能になる可能性が高く，そうなれば千万人単位の死者が出ることもあり得るのだからその
危険性は計り知れない。

1018
津波対策（漂流
物選定の考え
方）

Q3:資料（２７）漂流物（８３）取水口付近の漂流物の評価
”日立港や常陸那珂港に停泊中または付近を航行中の大型船舶については（中略）発電所には漂流してこない事を確認
した”とあるが，津波の流速と流向だけを踏まえた結論のように見受ける。台風，強風時は船舶等が漂流する可能性があ
る。過去には，強風で流された船舶が日立港防波堤にぶつかった事例がある。東北震災では，津波に流された船舶等が
防波堤を超えて港に侵入した。日立港では数多くの船がほぼ毎日往来している。自然条件や港の現状を踏まえた結論と
は思えない。現実とはかけ離れた結論である，との印象を持つ。

1113
津波対策（漂流
物選定の考え
方）

・付近の港や，河口などから津波により流された漂流物が，施設に被害を与えることが考えられる。

1160
津波対策（漂流
物選定の考え
方）

３）津波で，日立港や常陸那珂港へ出入りする大型船が原発の防潮堤へぶつかってくることは本当にないと言えますか。

124 津波対策 津波による全電源喪失～水密扉以外の部分からの浸水懸念

412 津波対策 津波の影響による電源喪失。

787 津波対策
例えば福島第一で発生した事故のシーケンスに沿って考察してみると：
①　直流電源系統（蓄電池および制御盤など）の設置場所（原子炉複合建屋内？）と，設置場所の浸水（溢水）対策，蓄
電池の充電または交換の手順など

・基準津波やそれ以下で比較的大きい津波
及び敷地に遡上する津波等の想定される
様々な津波を考慮した場合における漂流物
選定の考え方について（WT指摘事項と共通）

・防潮堤を越えて敷地に遡上する津波等に対
する電源の防護対策等について（溢水対策
を含む）（WT指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1016 津波対策

Q1：資料（２５）基準津波
基準津波（Mw8.7）は海水温度，気圧，風向き，台風などの自然条件を考慮したかどうかの説明が無い。海水温度は夏と
冬では異なる。従って，一定の値にはならないと推定される。計算誤差の記述が無い。季節や気象条件に関係なく，なぜ
年中同じ値を使用するのか疑問である。

1023
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

Q8:資料（３９）基準津波を超え敷地に遡上する津波の発生の想定
防潮堤を超える津波は，台風や強風など自然条件も想定して計算されたものか，説明がないので良く分からない。日立
港では，強風で打ち寄せられた波が，防波堤を超えて港に流れ込む様子が度々見られる。風の影響は無視出来ないは
ずだ。また，雨水排水路や海水ポンプ配管路は，津波が侵入し逆流する可能性がある。台風，強風時は，想定浸水深が
より高くなると予想される。

1025
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

Q10:資料（４２）炉心損傷防止対策③
海水の遡上限界値や浸水深の記載がある。この値は台風，大雨，強風など自然条件を考慮したものなのか説明が無く良
く分からない。Q2で示したとおり，防潮堤で囲んだ敷地内は水が溜まりやすく排水しにくい。昨今は異常気象が目立つ。
毎時５０ｍｍの大雨など，発生してもおかしくはない。限界降雨量はどの位なのか，評価値があれば知りたいところであ
る。大雨時の地震発生は無いとは言えず，むしろ日本の気候では現実的である。この場合，浸水想定レベルは，資料記
載の値より上昇する可能性がある。予想される過酷な自然条件で検討した，有効性のある安全対策が求められる。

876 津波対策

（２） 地震による津波の検討が種々行われているが，最近地震を原因としない大きな津波が発生し，多くの犠牲者が発生
したというニュースが流れました。
① 東海原発に関して，地震以外の原因による津波の発生は具体的にどのように想定されたか？
② その想定が必要十分であるという科学的根拠や実体験があるか？

202
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

　だから，津波を絶対構内に入れないようにすれば福島のようにならないと。我々も避難する必要はないと考えています。
　まず，構内に津波を絶対に入れないようにするということが第一条件，それから，万一入っても，非常用の設備は全部そ
この防潮堤の高さよりも高い位置に必ず置くということ，非常用の電源，ポンプその他。
　それから，冷却水を外部から求めると思いますけれども，津波の瓦礫が発電所周辺にかなり散乱してしまうものですか
ら，簡単に車で持ってくるようなことにできないと思います。だから，冷却水の周辺の低いところにダムみたいなものをつ
くって，そこから耐震性のある給水設備を構内に引くようなことも考えたらいいんじゃないかと思います。非常用の電源は
高いところに移すと。
　門の外に消防ポンプを置いてありますけれども，あれも大きな津波が来たらそっくり持っていかれちゃうのではないかと
思います。だから，あれも高いところに逃げておく必要があると思います。
　以上です。

786
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

原子力発電所の安全には，深層防護の考え方が重要であり，防潮堤の設置もさることながら，それを越える津波によっ
て，福島第一原子力発電所と同様な厳しい条件下に置かれた場合の安全シナリオが必要と考えます。この視点からは，
福島第一で事故を経験したBWR（マークI型原子炉格納容器のBWR-3型，BWR-4型）とは異なる東海第二原子力発電所
（マークII型の複合型原子炉建屋でBWR-5型）については，福島第一で指摘された多くの技術的課題の個々について，東
海第二ではどのように対策されているかの検証を実施し，その結果を公表して頂きたくお願いします。

・地震以外（陸上及び海底での地すべり及び
斜面崩壊，海底火山の噴火）に起因する津
波の評価について

・基準津波及び敷地に遡上する津波の策定
における保守性について

・多重防護の観点での津波対策について
（外郭防護・内郭防護，津波発生の年超過確
率，敷地に遡上する津波に係る想定及び対
策等を含む）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1112
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

・3.11の時には，防波堤を越えた津波によって電源を失い，あわや大事故と言う寸前だったと聞いている。直前になされた
防波堤工事でふさぎ切れていなかった隙間から波がどっと押し寄せたとも。古い施設であることから津波による被害に対
して防潮堤を高くするなどの対策よりもっと厳しい対応をもとめるべきではないでしょうか。

44
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

全体的に判断の基準となった閾値やその根拠が示されておらず，なっとく感を得にくい。例えば，津波＋２４ｍ以上は確
率が小さいから除外したと説明があったが，確率が小さいとは何をもって言っているのか，なぜそれが無視できると言って
いるのか，統計的な妥当性を示した方が良い。

227
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

津波が24mhを超えると侵水してしまうことが不安に思いました。何をもって「重大事故を漏れなく検討したか？」漏れなくを
裏付けるのは何だったのか疑問に思いました。

363
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

津波の発生想定
津波の発生想定値で，24ｍを超える津波は想定していない，という点について質問したかった。東日本大震災では，30ｍ
を超えた場所もあったときいたので，なぜなのか，規制の強化を要望したい，と感じた

480
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

審査内容がこれだけの範囲で必要十分条件クリアのように話してましたが，例えば，つなみの24Ｍ以上の対応とか，

801
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

３つ目は，防潮堤の高さと長さについて，高さが最大２４ｍとは何か根拠があるのか，示して欲しい。２４ｍ以上の津波が
来たらどうするのか。

860
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

2月7日にひたちなか市文化会館で開催された「東海第2発電所に関する審査の概要」の説明会に参加しました。その説
明内容，質疑における回答には失望しました。
この様な人たちが規制庁の名のもとに原子力発電の安全管理に携わっている実態に愕然としました。ただ決められた検
査項目を施設が満たしているかだけのチェックのみを行っており，設備の安全を担保するものではないとの趣旨の●●
安全管理調査官の発言には唖然としました。本題の科学的・技術的な意見は数えきれないほどありますが，下記2点に
絞って述べたいと思います。是非，文書による回答をお願いします。
1. リスクマネジメントの考え方について
説明会で使用したパワポ39に「残りのT.P+24ｍを超える区分については，頻度等の観点により除外」とありますが，リスク
は危害の発生確率とその危害の重大さとの組合せで管理するものであることを考慮すると，危害の重大さが極めて高い
原発事故のような事象では頻度が低いからとの理由で除外するという考え方は根本的に間違っていると思います

1007
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

基準津波の想定について，審査概要によりますと，３つの区分①T.P.＋２０ｍからT.P.＋２２ｍ，②T.P.＋２２ｍからT.P.＋２
４ｍ，③T.P.＋２４ｍを超える区分に分類されています。多くの方があらゆる”想定外”の事故に懸念を示されていると思い
ますが，私はこの津波の高さの想定外が起きた時の事を懸念してしまいます。津波の発生の想定について③のT.P.＋２４
ｍを超える区分において，審査基準では頻度等の観点から除外と書かれています（東海第二発電所に関する審査の概
要P39）岩手・宮城では３０ｍを超える津波もあった，と聞きます。なぜ２４ｍを超える区分が想定されないのか，専門的な
話は分かりませんが，具体的な観点からの説明が欲しい所です。言いかえていえば，なぜ３０ｍを超える津波が発生した
のか？このような現象はもう起こらないのか？という事を納得した説明を示せるのか，という点を求めたい，と考えます。

・多重防護の観点での津波対策について
（外郭防護・内郭防護，津波発生の年超過確
率，敷地に遡上する津波に係る想定及び対
策等を含む）

3-2-18



No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1104
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

（津波による損傷の防止）
　2011年3月，東日本大震災時の東海第二原発は，外部電源喪失，非常用電源３台のうち１台は水損して，綱渡りの冷温
停止（３日半）でした。あと７０センチ津波が高ければ危機状況であったと，当時の東海村村長の村上達也氏は語っていま
す。（講演会，「東海村村長の脱原発論」集英社新書, 2013）。原子力規制委員会の超過津波の設定は，過小と考えま
す。超過津波で防潮堤を越えて破壊される規模も不明確です。

1010
津波対策（敷地
に遡上する津
波）

数々のデータで安全を強調し，茨城県沖から房総沖に設定するプレート間地震による津波が基準津波として策定されて
いるとあっても自然は想定外の破壊力を持ち得ることは東日本大震災でも明らかです。

174 地震対策 ②地震の審査

201 地震対策
　地震波については，1,000ガルを一応考えているようですが，これは正解だと思いますね。1,000ガルでもてば，多少のが
たがきても，パイプなどが外れて，多少の被害があっても，広域避難が起きるような，メルトダウンに至るようなことはない
と思います。

215 地震対策 震動の数値に対して第二原発の設備はどのような状態になるのか実際の絵がないと想象できない。

286
地震対策
津波対策

地震・津波等の自然災害に対しての安全対策

341 地震対策 ４．地震対策（よくわからないことなのに，なぜ自信たっぷりなのか）

349 地震対策
特に何ｍの堤防をつくろうと，ほぼ毎月に起る直下地震にはどう対処するのか。これらに対する明確な安全体策はあるの
か心配と共に大きな疑問

428 地震対策 地震

501 地震対策 ④地震の研究はまだ不十分なのに，大丈夫としてしまっていること。

517 地震対策 地質

631 地震対策 大前提となる基準地震動が小さすぎて，信用できない。

664 地震対策 新規制基準は，地震列島の日本に本当に適合されるのか？がわからなかった。

665 地震対策 地震

742 地震対策
地震の予測性がいまだできない（あたらない，相定外の場所でおこる）以上，今の基準では安全対策が不十分であること
はまちがいない。相定不十分だと思う。この適合審査はただの審査じゃありません。住民の命にかかわる審査です。それ
をもっと，委員は自覚すべきです。自分の家族がここ30km圏内に住めると言えますか？

755 地震対策

２００５年以降起きた地震で基準地震動を超えたケースが５回もあった。東海第二が位置する内陸側にはＭ８クラスを誘
発する関東平野北西縁断層帯とＭ７．５クラスが予想される関谷断層の２つが確認されている。この活断層で地震が発生
すれば大きな直下型の大地震になる。原電の耐震安全性評価は大きな断層をいくつもの小さな断層に分割して評価して
いるが，地震の予測マグニチュードは近くにある断層の長さを基準に計算する為，断層を短く見積もれば大きな地震は起
こらないと言う結論になるのは当然の結果である。地表からは違う断層に見えたとしても地震が起こるときは，それらの断
層が１つのものとして同時に動く。本ケースは兵庫県南部地震の如く数えきれないほどある。東海第二の耐震安全性評
価の見直しを求めるものである。

・多重防護の観点での津波対策について
（外郭防護・内郭防護，津波発生の年超過確
率，敷地に遡上する津波に係る想定及び対
策等を含む）

※地震・津波対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

【２】基準地震動，耐震設計についての意見
１．原発の基準地震動と耐震設計
新規制基準において，基準地震動とは「敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動」として定義されて
いる（基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドⅠの２基本方針（４））。
また，「基準地震動は最新の科学的・技術的知見を踏まえることとする」（同規則の解釈別記２の５項）とされている。
そして東海第二原子力発電所（以下，東海第二原発）の基準地震動は日本原電によって「１,００９ガル」とされ，規制委員
会はそれを了承し運転を許可した。
以下，上記の2点について意見を述べ，茨城県が日本原電ならびに規制委員会の評価をどのように理解し，県民にどの
ように説明されるかをお聞きしたい。

２．「敷地で発生する可能性のある地震動全体」
「基準地震動」は上記1のとおりの定義であるから
1）基準地震動を超える地震は来ない
2）基準地震動を越えなければ重要施設の安全機能が損なわれることがない
と言える。
ところで，2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震では，東海第二原発周辺の強震動観測網（K-NET，KiK-net）では次
のような地震動が観測されている。
（IBR003）日立　　　１８４５ガル　（東海第二から14.7km北 標高57.5m）
（IBR004）常陸大宮　１３１１ガル　（東海第二から21.6km西 標高61.0m）
（IBR013）鉾田　　　１７６２ガル　（東海第二から35.6km南 標高28.5m）
（IBRH11）岩瀬　　　１２２３ガル　（東海第二から42.9km西 標高67m/深度103m）
（IBRH15）御前山　　１０６２ガル　（東海第二から20.0km西 標高45m/深度107m）
いずれも東海第二基準地震動1,009ガルを超過する地震動が実際に観測されている。
東海第二原発周辺でこうした地震動が観測されている事実がある中で，「東海第二原発敷地では1,009ガルを越える地震
動は来ない」として基準地震動を策定し，それを規制委員会は認めた。
現実に上記のような周辺の地震動記録がありながら，「東海第二敷地だけは1,009ガルは越えることはない」とする理由に
ついて，県の理解と説明をお聞きしたい。

※地震・津波対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

３．基準地震動の信頼性
原発における「基準地震動」は，過去１０年の間で全国の原発でそれを越える地震動が８つもあり，東海第二原発でも２０
１１年に基準地震動を越える地震動に見舞われた。
東海第二原発の耐震設計における「基準地震動」は１９８１年の設計時２７０ガルから，１９９２年に３８０ガル（Ｓ２），２００
６年バックチェックで６００ガルに引き上げられ，２０１５年の申請で９０１ガル，２０１８年設置変更許可で１,００９ガルと変遷
してきた。
何か新しい地震や災害が起きるたびに事実によって基準地震動が乗り越えられ，引き上げられてゆくということは，「基準
地震動」という地震予測の手法に信頼性がないこと，どこかに欠陥があるのではないか，はたまた，その時点での知見が
如何に誤っているかに気づいていないことを意味している。
いつもこうだった以上，現時点の１,００９ガルという東海第二基準地震動も，果たして本当にそうなのか，信頼をおけるも
のなのかは，極めて疑問である。すでに原発における地震予測の信頼性はなくなっている。
事実，「日本海溝では巨大地震は起きない」（太平洋プレートは冷たく重いのでゆっくりすべっているので強い固着はない
という理由で）とされていたところで，あの東北地方太平洋沖地震Ｍ９の巨大地震が発生しており，自然に対する人間の
知見に限界があることを知った以上，「科学的知見」なるものが如何に脆弱で，「１００９ガルを越える地震は東海第二原
発敷地には来ない」とされてもすでに信頼性はない。
三たび，四たびと，新しいことが起きればまた改定するという。説明会でも「新しい知見を取り入れて変える努力をしていく
のが新規制基準の考え方」と説明するが，いちど事故を起こせば取り返しがつかないことについて，その時は考えが及ば
なかった，想定外だったではすむものではない。

しかも，次々に基準地震動が引き上げられてゆくのに，基礎から耐震設計をやり直すわけにもゆかず，基本耐震構造設
計はそのままで，おそらく継ぎ足し継ぎ足しの補強で基準地震動だけが引き上げられて，「まだ大丈夫です」などというこ
とは社会常識的には考えられない。すでに限度が来ているのではないか？という県民の素朴な疑問を持つ。
地震学者の武村雅之さんは，「強震動予測をストレートに耐震設計に結びつけているのは原発のみ」としている。さらに
「震源がすべて特定されているわけでもなく，予測されていない震源からの思わぬ強い揺れが来るかもしれない状況で
は，そんなに簡単に強震動予測の計算結果を採用するわけにはいかない」「一般の建物は全国一律に近い地震荷重を
設定しています」と言っている。
一般市民からすると，マイホームを選ぶ際でも，たとえば●●●が振動実験で「３,４０６ガルに耐えられます」とか，●●●
は「日本で観測された震度７すべての大地震の連続６０回の実大加振試験で検証（つくばの国立研究所開発法人土木研
究所での）し，最大速度２３１カイン，最大加速度５,１１５ガルに耐えられます」として実証試験のビデオ記録まで見せてく
れる時代に，東海第二原発は最新の科学的知見から計算して「１,００９ガルしか来ませんし，それに耐えられます」から安
全ですというのは社会の常識からしてすでに時代錯誤である。
こうしたこれまでの歴史的経緯をふまえて，日本原電ならびに規制委員会の「科学的知見」に信頼性があるかどうかにつ
いて，茨城県のお考えを説明して下さい。

19 津波対策 津波対策について聞きたかった。

34 津波対策 津波対策

42 津波対策 津波対策

153 津波対策 運転開始時の防潮堤が設置されているのか。

265 津波対策 津波対策は，ほかの地域にめいわくしない流れになるか。

276 津波対策 耐津波

375 津波対策 ・津波…防潮堤で防げるか？

486 津波対策 津波対策

518 津波対策 津波

地震対策1200

※地震・津波対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

666 津波対策 津波

38
地震対策
津波対策

地震・津波対策

102
地震対策
津波対策

地震・津波対策

151
地震対策
津波対策

地震，津波対策

283
地震対策
津波対策

地震，津波対策

301
地震対策
津波対策

・津波，地震の危険性は人間は人知外　想定できない(茨城は30年内に起こる可能性日本で第３位)

491
地震対策
津波対策

自然現象に対する考慮。特に耐震・耐津波性能

536
地震対策
津波対策

地震・津波対策

598
地震対策
津波対策

・津波や地震対策

1085
地震対策
津波対策

第二に，「事故・故障の未然防止対策に関する意見」について
規制委員が地震津波対策の根拠として，地震や津波のシュミレーション結果を細かく説明していましたが，それがあくまで
も想定される津波や地震の規模にすぎず，それがいつ起こるのかということに言及されていない点が問題です。1万年に
一度の規模の地震を想定しているとのことですが，「1万年に一度だから（確率的に）ほぼありえない。だから安全。」の根
拠が示されていません。1万年に一度以上の規模の地震はこないのですか。1万年に一度の規模の地震自体，1万年後
に来るのか，今日来るのかは分からないのです。福島の事故も千年に一度の規模の地震の想定を「千年後に来る地震」
や「それは今は起こらない」と取り違え，誤認したために安全対策を怠たり，発生した人災といえるのです。この説明方法
は，一般の人が「1万年に一度の地震は起こらない」と錯覚させる大変危険なものです。これはあくまでも地震規模の設定
の話であって，具体的な地震発生日を問題にしているわけではないからです。これでは福島の事例とまったく同じ道をた
どる危険性があります。東日本大震災で経験したように千年に一度の規模の地震は起こります。1万年に一度の規模の
地震も確実に起こるのです。それ以上の規模の地震ももちろん必ず起こります。そもそも1万年を設定した根拠はどこに
あるのでしょうか。ここは示されていません。規制委員の「千年では甘かったから1万年にしておこう。」といった，根拠の希
薄さに新規制基準の安易な考えが目に浮かぶようです。このような議論をするならば，安全を証明するために重要なの
は，「これだけの規模でシュミレーションした」，ということよりもその規模の地震が「具体的にいつ起こる」や，「いつからい
つまでは確実にこない」ということが，あわせて示されることが問題の核心を突くことになり，もっとも重要なのです。そこが
明確に示されない限り，新規制基準で示された内容では安全は証明できないのです。しかし今の科学ではその規模の地
震や津波が具体的に「今日来る」，「17年後に来る」，「20年の間には絶対に来ない」などわかりません。

１　大自然の脅威
今，地球の内部構造は地下１ｋｍ以上先はまだドリルで穴をあける事が出来ず，ほとんど何も分かっていない。半径６千ｋ
ｍもあるちきゅうの地球の内部構造は，一体，どうなっているのか？マグマはどうして出来るのか？地震の原因となるプ
レートのひずみは，なぜ発生するのか？Ⓐ　そもそも，何故プレートはあるのか？そして，そのとてつもない巨大なプレー
トを動かしている力はどこから来るのか？地下３千ｋｍも行ったら，内部気圧は想像を絶するものとなり，固体はもはや気
体としてしか存在できないのではないか？その超高温，超高密度の気体が熱対流を起こし，また，太陽や地球の電磁場
の影響を受けながら流動しているのではないか？プレートもそれに引きずられて動いているのではないか？等々疑問は
尽きない。

※地震・津波対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

ともあれ，地球を直径３０ｃｍのスイカに例えれば，上空１万ｍの大気もサランラップたった一枚の厚さに過ぎない。人類や
生き物たちはそのスイカの表面にへばりついて生きている細菌の様なもので，その運命は地球の内部構造次第である。
この様な，得体のしれない内部構造の地球の上で原発を動かそうとしているのである。それがいかに狂気じみたものであ
るか，一目瞭然である。過去の阿蘇カルデラ噴火は福島沖の地震津波を遥かに凌ぐ破壊力だったと言われている。そし
て今も，世界各地で巨大地震，巨大津波，巨大噴火が絶えない。ここで，上記傍線Ⓐに関連して，茨城県沖について，考
察しておきたい。何故なら，茨城県沖が長年，「地震の空白域」になっているのは，原発にとって重大な意味を持ってい
る，と危惧されるからである。茨城県鹿島郡の東方はるか２００ｋｍから３００ｋｍ沖にかけて日本海溝がある。そこでは太
平洋プレートと北米プレートがぶつかり合う境界が南北に８００ｋｍ程走っている。そして太平洋プレートが北米プレートの
下へ年間，数センチずつ潜り込んでいく。境界に何の障害物もなければ，全体がスムーズに潜り込んでいける？のだろう
が，鹿島沖の太平洋プレートの上には，３千ｍ級の山々が連らなる鹿島海嶺が乗っている。これがあるために，つっか
かってしまって動けない？そこに太平洋プレートが押してくるので，そこにだけ部分的に巨大なひずみがたまる。２０１１年
の東日本大震災は，この同じ日本海溝の北側，福島県沖で，同じようにしてたまり続けていた巨大なひずみが，解放され
た結果ではないか。そのように考えると，茨城県沖が「地震の空白域」になっているのは，このひずみがまだ，たまり続け
ている途中だからという事ではないか？今は嵐の前の静けさだが，そのひずみはいつか限界に達し解放される。そのエ
ネルギーが解放されれば，来たるべき東南海地震より遥かに大きな規模となるのではないか。

では，地震予知の現状はどうであろうか。２００２年に地震長期評価が出た。「福島第一原発の沖合を含む日本海溝沿い
で，マグニチュード８クラス（M8)の津波地震が，３０年以内に２０％の確率で発生する」というものだった。当時の政府が招
集した学者達による最高の知見で，地震学会でも広く指示された。実際にはその９年後に，遥かに大きいM9が来たのだ
から，大きく的を外した。しかし，全く当たらなかったわけでもない。阪神大震災以後，探究を続けてきた当時の地震学の
ギリギリ精一杯の知見だったと思うが，しかし，このレベルにさえ到達出来ず，ましてや，学会に出向いて，その最新の教
えを乞おうともしなかったのが，当時の東電福島原発である。①保安院が対策を促しても拒否し，②部下が危機意識を持
ち，長期評価に従って出した津波地震の高さ１５．７ｍを，本社は，その数値をもっと小さく出来ないか，と言ったり，また，
③死者に鞭打つようで申し訳ないが，吉田所長に至っては，地震については自分の方が詳しいとでもいうかのように，「１
５．７ｍの数字は最も厳しい仮定を置いた試算に過ぎない」などとして，防波堤などの津波対策を先送りした。そして，④
土木学会に検討を依頼している間に津波に襲われた。その後，土木学会では，どの様な結論に至ったのか？是非知りた
い。何故なら，後述する女川原発のように，土木学会の手法を取りいれる事によって，１５．７ｍより高い試算となった可能
性があるからでる。原発事故後，千葉地裁は，「１５．７ｍの津波対策をしていても，事故は防げなかった」という判断を示
した。

しかし，これでは，あの時，津波対策など何もしなくてもよかった，と言っているも同然で，到底許せない。大体，地震学者
でもない裁判所にどうしてそんな判断がくだせるのか。地震学者に聞いたとして，その地震学者が，中立性を保った地震
学者だったかどうか，非常に疑わしい。原発事故の過酷性から言って，「最も厳しい仮定を置いて試算する」のは「絶対安
全」を標榜する東電の姿勢として当然ではないか。それもしないで，なにが「絶対安全」であろうか。１５．７ｍの津波対策
をしていたら，助かったという専門家もいるではないか。否，もっと根本的に批判しなければならない。吉田所長は「Ｍ９が
来ると予想した学者は誰もいない。」と言って自分たちを擁護した。しかし，だれも予想できなかったのは，それ以前の，阪
神大震災や新潟地震の時からずっとそうで，それが当時の地震学の現状だった。その様な未熟な地震学の状況の中で，
即ち，いつ，どこで，どの位の地震が発生するか全く分からない，お手上げ状況の中で，原発を運転して来た。

そのノー天気さにあきれる。それでも科学者といえるのか。彼らは絶対運転してはならないのに運転した。そして，空前の
事故に至った。しかも，地震学の努力の結晶とも言える「２００２年の長期評価」の警鐘の出ている中にあって何の対策も
せずに，である。事故は起こるべくして起こり，時間の問題だったというべきである。即ち，これはもう，東電とその指導的
立場にある国とによる明らかな人災である。

地震対策
津波対策

999

※地震・津波対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

海に立てばわかる。あの沖合からいつか巨大な津波がやって来る。そういう畏れがふつふつと沸いてくる。３月１１日，津
波が来て，周辺は阿鼻叫喚の地獄となっているのに，非常用電源が水没し，所内が真っ暗になってから，初めて津波襲
来を知った東電職員達は，文明に埋没し，大自然からどんどん遠ざかってゆく，井の中の蛙の様に思える。

しかし，福島以外の原発も危機一髪の状況にあった。それでも，辛うじて救われたのは，不十分であっても，「０２年の長
期評価」などに対応して来たからであり，そこに福島との天と地程の差がある。
宮城県に東北電力女川原発がある。ここでは神社だけが高い所にあり，昔から津波を畏れる地域性があったという。その
せいか，建設時の１９７０年には既に，貞観地震（８６９年）の被害などから，津波の高さの研究を始め，２００２年には土木
学会の手法を基にそれまで９．１ｍとしていた津波の高さを１３．６ｍにまで引き上げた。敷地の高さは１４．８ｍあったので
十分とした。ところが３月１１日，１３ｍの津波が押し寄せると，２号機の地下が浸水し，非常用発電機３台中２台が停止し
た。しかし，１，３号機は安全で，外部電源１回戦も生き残った。翌日には３機とも冷温停止出来た。

茨城の東海第二原発はもっと深刻だった。茨城県も東電同様に「０２年の長期評価」には反応しなかったようだが，０７
年，スマトラ沖地震が起きると，さすがに危機感を募らせ，津波の規模を試算した。これを受けて，日本原電も津波の高さ
を５．７ｍと再試算，非常用発電機３台を冷やすための海水ポンプ３台を守るため，６．１ｍの津波に耐えられるよう工事
に着手した。２台目の工事が終わったわずか２日後，３．１１東日本大震災に遭遇，高さ４．６ｍの津波が襲いかかり，駆
け上がった津波は５．４ｍに達し，６．１ｍまであとわずか７０ｃｍの余裕しかなかった。工事の終わっていなかったもう１台
は浸水して，使えなかった。ギリギリ２日前に完成した２台によって，辛うじて救われた。

福島第一原発事故後，何年も経たない内に，原発再審査が始まり，各地の原発に合格が相次いだ。当時の原子力安全
委員会の田中委員長は，「しかし，絶対安全と言っているわけではない」と何度も強調した。安全許可を与えながら，何故
このような矛盾を言うのだろうか？日本の半分を壊滅させるほどの破壊力を持つ原発なら，当然，絶対安全でなければな
らない。東電は福島の住民に「絶対安全」と説明して来た。だから，住民は原発を受け入れた。しかし，その後で，田中委
員長は，「絶対安全ではない」と自ら認める事になったのだから，その後の各地の原発に，安全許可など出すべきではな
かった。

先日，２月２６日，政府の地震調査委員会による「地震の発生確率」が新聞に載った。それを見ると，茨城や福島沖だけで
なく，日本海溝全体に渡って，極めて大きなひずみがたまり続けている事がわかる。これはプレートがぶつかり合う所で，
鹿島海嶺の様な山々が日本海溝全体に渡って連なっている事を示すもので，驚くべき事である。これは，北米プレートが
堅い壁になって，そこへ，太平洋プレートが何百万年もの間，押し続けて来た造山活動の結果であろうか？茨城沖の発
生確率は，「M7からM７．５の地震が３０年以内に８０％」，さらにその東寄りの日本海溝では「M8.6からM9.0が３０％」とい
う極めて高いものである。これは，確率の定義からも，そして何よりも，福島第一原発の経験から，明日の事かも知れぬと
いう覚悟を迫られるものである。
この様に，大自然の脅威が迫る中，各原発が，例え，世界一厳しい安全基準に従って，どの様な世界一厳しい安全対策
を施そうと，大自然の驚異の前では，おもちゃのようなものでしかない，そう自覚すべきである。

※地震・津波対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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【その他自然現象・人為事象対策（テロリズムへの対応については後述）】

533 自然災害対策 ２．自然災害の大きさの想定根拠。

534
自然災害対策
人為事象対策

３．外部飛来物（飛行機，ロケット，イン石等）

913

テロ対策
ミサイルへの対
応
自然災害対策

（提案-7）テロ対策等
原発は，内部関係者の意識的誤作動，敵対国からのミサイル攻撃，航空機の墜落，浅間山や富士山からの降灰，ドロー
ン等による放射性物質やサリン等の有害化学物質等の空中散布等があった場合制御室も含め現場に人が近付けず原
発が制御不可能になる恐れは無いのか，これらに対する防御や対策はどうするのか十分考えているのか？秘密事項だ
から説明できないでは納得出来ない。また，監視体制の強化のみでは納得できるものではない。原発を再稼働させない
事を含めて徹底的な議論が必要である。

920 自然災害対策

④地球温暖化による気象変動等の見積もりの妥当性について
自然界の現象は多くが指数関数的に変化すると考えます。幾つか例を挙げれば，原子炉内で生成される放射能，放射能
の生成崩壊，物質の放射能や光の吸収等など。その変化は，最初変化量が小さく気が付きにくいものの，ある境界（しき
い値）を超えると変化の度合いが目に見えて大きくなります。変動には波があるものの均すと傾向は明確にわかります。
昨今の気象変動等の様子を見ていると地球温暖化は明らかに急速に進み始めていると考えられます。加えて日本列島
の下には多くのプレート境界が走っていて地震が多発し，火山の噴火も多い。原子力規制庁は地球科学的データーの部
分を少なくとも地球シュミレーターや国外の権威ある研究機関が調べていると思われる今後数十年にわたる変動予測を
明らかにし，設定した新規制基準と客観的に比較して妥当性を示すべきでした。
日本は山地の多い島国で人口密度も高い。原子力事故が起きれば甚大な被害が発生し，難民が逃げる場所も極めて少
ない。また風光明美な観光地は多いが前に述べたように地球科学的には不安定な地域で，半世紀にわたり検討を続け
てきたが未だに高レベルの放射能の使用済み核燃料廃棄物を永久的に保存できる場所が見つかっていません。多くの
人が気づき始めていますが原子力発電は時間を経過すればするほど高コストになって行く必然性を持っています。ある
いはもともと高コストのものを低コストに見立てていたのかもしれません。

1015 自然災害対策

住民説明会資料：東海第二発電所に関する審査の概要２０１９年２月の感想
原子力規制員会作成の住民説明会資料を見たところ，読み違いがあるかも知れないが，幾つかの疑問点があったので
提出することにしました。適宜ご検討頂ければ幸いです。（全１６点，資料番号順，視聴の説明は省略した）
主な観点，
・安全対策は人のためであり，実効性，有効性が求められる。人間は自然を制御出来ない。どのような気象条件下でも，
昼夜関係なく大地震が発生する可能性がある。自然に起因する安全阻害要因は，洩れなく検討されるべき。自然条件の
想定は組合せも重要。実際に発生している過酷な気象条件を考慮し，検討すれば真の実効性，有効性につながる。

1031 自然災害対策

Q15:資料（５５）自然現象の加重の組合せの記載例
設置変更許可申請書は，”自然現象につき単独発生と複数事象を検討し安全機能を損なわない設計とする”と読める。こ
れに対して，工事計画認可申請書は組合せの範囲が縮小してある。検討して対策不要との結論なのか，検討しないで対
策不要とするのでは意味が異なる。実効性，有効性を確保するには，想定外を無くす努力が必要だ。設置変更許可申請
書どおりに検討すべきであったと考える。

・自然現象や外部人為事象に関する設計上
の考慮について（将来的な気候変動等の考
慮を含む）

・自然現象の重畳に関する設計上の考慮に
ついて（WT指摘事項と共通）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

318 自然災害対策

　火山の噴火で火山灰が降るのは50センチというふうに書かれておりますけれども，火山灰って，５センチ積もって，雨で
も降ったら，歩くことも車が動くこともちょっと困難なんじゃないかと思います。それが50センチ降る。雨が降る。電線に付
着すれば，電線は切れるし，可動する電源車，これは全く動けないと思うんですね。そういったところも考えて審査ってさ
れているんでしょうか。

825 自然災害対策
<赤城山火山発生痔の降下火砕物の検証が不十分>
東茨城郡茨城地点で45cmなのに東海第二で50cmと予測するのは不十分。非常用電源車，放水車を傍聴壁を越えた水
浸しの且つ灰が固まった敷地内で作動させるのは無理と思う。

877 自然災害対策

（３） 火山噴火への対応として，火山灰の重量と灰が原子炉建屋に入らないようにフィルタの設置が検討されているが，５
０cmも灰が積もる時に，フィルタで建屋への侵入を防止できるか，疑問。
① 灰の粒径や負荷をどう想定したか？
② フィルタ構造と除塵率は？
③ 建屋には灰が流入する隙間はゼロなのか？

982 自然災害対策
赤城山噴火時における火山灰を50cmと見積もっていますが，このように大量の火山灰が積もった時に，果たして正常の
作業ができるのでしょうか。原子炉建屋の強度不足や非常用発電ディーゼルの目詰まりなども懸念されます。

1019 自然災害対策

Q4:資料（２９）火山事象，降下火砕物（５５）自然現象の加重の組合せ
”最大層厚５０ｃｍとの評価は妥当であり，建屋や設備は耐えることができる設計とすることを確認”とある。資料（５５）で
は積雪と風（台風）を考慮したとあるが，電気系統設備への影響評価説明が無い。電線に積もった火山灰は重量増加と
絶縁劣化の要因になる。送電，受電ラインは長距離ゆえに影響が大きい。停電や全停（ブラックアウト），降雨後の火山灰
硬化による交通傷害など，検討されるべき事は多くある。また，火山灰は当然海にも落下する。海水に含まれた灰分は海
水冷却系に吸い込まれる。フィルターがあるなら詰りが発生する。資料（４４）（４５）の残留熱除去系海水系ポンプ及び緊
急用海水ポンプにダメージを与えると推定される。これは重大事故時の対策に支障が出ると予想される。要求事項”安全
施設の安全機能が損なわれないように設計する”は，現状では満たされていないと思われ，不安が残る。

1121 自然災害対策

赤城山の噴火による降灰に原子炉建屋等の建築物，設備は耐えられるのか
関西電力の高浜原発，美浜原発，大飯原発の原子炉建屋等の施設は，火山灰の層厚が20cm前後までしか耐えられな
いもたないということで，この３月末を期限として，層厚がいくらになるのかを関西電力が再検討しているとのことで，その
結果が注目されています。
　日本原電は，「赤城山噴火による降灰で東海第二原発の降下物(火山灰)の層厚が最大50cmになると想定し，全設備が
これに耐えられる」としています。関電の原発が20cm程度が限界なのに，東海第二は50cmの火山灰に耐えられるのか。
しかも，灰が積もった後で，雨が降ったらどうなるのか。水を含んだ灰が相当な重量になって，原子炉建屋や取水口設備
などに積もり，建屋がその重みに耐えることが可能なのか。その点の検討が抜けてきたのではありませんか。第２回目の
ワーキングチーム会合(2014年12月9日)で，西川委員から，いろいろな自然現象が重なった場合にどのように評価してい
るのかという質問があり，日本原電は，重畳の評価については次回以降説明するとしています。
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/anzen/nuclear/anzen/documents/141209gijiwt2.pdf
これは，既に説明されているでしょうか。未だであれば，いつ説明を受けるのかご教示願います。

1205 自然災害対策 火山灰対策においては非常用ディーゼル発電機の吸気口への外付けフィルターの設置しかりである。

・降下火砕物による直接的影響及び間接的
影響に係る評価の保守性及び対策の冗長性
等について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

883 自然災害対策

ｂ）資料29（火山）
「火山灰に対する設計方針」
火山灰が施設の内部に入り込まないようにフィルターを設置することを確認とあるが，
空調系，非常用電源の吸気系や冷却系等の入り口に多くのフィルターが設置されているが，これらが火山灰粉じんの目
詰まりによる機能低下により，頻繁な交換が必要と想定される。
粉じんの質（粒度・湿度・重量等）や濃度の想定とこれによるフィルター性能の時間的低下等の解析・検討はどの様になさ
れているのか？また，事故時，劣悪な環境のもとで交換が必要な場合を想定したメンティナンスの手順等は検証されてい
るのだうか？

213 自然災害対策 ・自然災害に対して本当に大丈夫でしょうか。疑問です。

248 自然災害対策
※本日の国の職員の説明はマクロ的安全対策の見地からすれば，天災の力を分からない（過小化した→特に海水温の
上昇影響を過小価してはならない）ごく小さなミクロ的説明であり。⇒天災に対して無力である事を認識できていない。

367 自然災害対策 ・地震の多い茨城県ですので，自然災害が心配です。

474 自然災害対策 日本列島は，天変地異により形つくられたため安全はないと思う。

1172 自然災害対策
日本は小さな小さな国です。今後茨城県沖にも大きな地震予測もあります。人が考えることの容量をはるかに超えてしま
う自然災害に，人の力で勝とうとするのは無理なことだと思っています。リスクのある事業はやめて下さい，安心して茨城
県に住みたいと思っています。

※自然災害対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html

・火山灰の降下・堆積に係る時間的な検討及
びそれを踏まえた各種対策の有効性につい
て（WT指摘事項と共通）
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【近隣の原子力施設等の影響】

205
近隣の原子力施
設等の影響

　それから，33ページのところで，付近に石油コンビナートなどはないと。それから，83ページのところで，取水口のあたり
に漂流物は大丈夫だと書いてありますけれども，今回の説明書全般を見てみますと，東海第二原発の北側に少なくとも
日立港という大きな港があると。そこにどのような船舶や施設があるかということについて全く書かれていないと。これは
どういうことなんだろうと思うんですね。
　大きな施設的なものとしては，日立港の第１埠頭のすぐ山側のところに石油タンクの基地がありまして，そこには16基の
タンクがあります。重油とかいろいろ入っているわけです。タンカーは日立港に毎日のように入っている。それのトータル
的な容量は2.2キロリットルぐらいだったと思います。それから，第５埠頭には，地上式では世界最大23万キロワットのＬＮ
Ｇタンクがあります。あとはＬＰＧタンクが８万キロリットル，そして，現在，同じすぐ脇に23万キロワットのＬＮＧタンクをもう１
基建設中です。そういうことも書いていない。

750
近隣の原子力施
設等の影響

外部火災対策Ｐ３０　近隣の産業施設の火災影響については，発電所敷地外の半径１０ｋｍ以内に石油コンビナート等に
相当する施設がないことを確認とあるが，ＬＮＧガス基地（日立港）の事故対応についてはどの様に考えているのか？

207
近隣の原子力施
設等の影響

崖の上の石油タンクもひびが入って，油が日立港に流れてきて，それから，そちらの原発の中に入っていくということも十
分考えられる。
　平成14年の12月に北朝鮮のチルソン号が座礁しましたときに，燃料油が船から流れ出しまして，北は高萩市，南はひた
ちなか市，つまり東海村を越しているわけです。そこまで漂着して，市民がそこへ出ていってボランティアで砂浜を回収し
たんです。
ですから，そういうふうな事実もありますので，そのあたりも含めて，過去の経歴，それから，現在使われている状況，ちな
みに，外国船の１万トン以上だったと思いますが，日立のここの建物の中に図書館がありますから，私もちょっと調べてみ
たんですが，2008年のデータが最後で，それ以後はありませんけれども，67隻，１万トン以上の外国船が日立港に入って
います。
　ですから，そういうふうな基本的な現状をなぜ無視したのかということも含めましてお尋ねしたいと思います。

1020
近隣の原子力施
設等の影響

Q5:資料（３０）外部火災対策
”発電所敷地外の半径１０ｋｍ以内に石油コンビナート等に相当する施設がないことを確認”とある。しかし，５ｋｍ以内の
日立港地域にはガスタンクが設置されている。また地下にはガス管が埋設され，徐々に延長されている。この現状認識の
相違は違和感を覚える。

111
近隣の原子力施
設等の影響

　政府も言うように，世界一厳しい審査を受けているなんて言っていますけれども，東海で事故が起きないというふうに本
当に言い切れますか。私は，規制委員会が，特に東海第二原発に多くの職員を割いて再稼働に間に合うような体制を
とったという意味で，その独立性にも若干疑いを持っております。特に，東海村には，狭い松林の中にたくさんの原子力施
設が集中していて，原発ばかりではなくて，原子力開発機構の特に再処理工場のこれから取り壊す作業のあの現場など
の杜撰さがかなり報道で多く知っております。
　原発だけを見ても，その地続きのお隣で例えば水素爆発などが起こるなどということは想定できているわけですから，こ
れでもって原子力が集中立地しているところに，原発ばかりではなくて，自然災害と連動したような事故が起こった場合，
本当に周辺住民の安全という立場で考えているのかという疑問を持ちます。
　集中立地の問題と，対策としてやったものが本当にそれで万全だという認識でいるのかどうか。とりあえずその点につい
て伺います。

148
近隣の原子力施
設等の影響

複合災害対策（再処理施設の事故で放射性物質が原発にきたときの対策），

195
近隣の原子力施
設等の影響

となりに再処理工場などあり複合災害のおそれ

論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

・近隣の産業施設における火災・爆発等の東
海第二発電所への影響について

・近隣の原子力施設（再処理施設等）におけ
る重大事故等発生時の東海第二発電所への
影響について

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

　86ページをお願いします。
近接の原子力施設からの影響という問題で，再処理施設が何か起こった場合に，それが東海第二原発に影響を及ぼさ
ないのかどうかという問題です。
　今，86ページの説明で，下のほうの段落ですね。よくわからないんですけれども，こんなふうに書いてあります。東海再
処理施設は廃止措置中であること，つまり，廃止措置中だから危険性はないというふうにも受け取れるんですけれども，
そんなことはありませんよね。再処理施設を今，廃止措置にするのに，申請を出させて，その検討を加える。それより以前
の５年前から，危険だからというので，高レベル廃液と，それから，プルトニウム溶液の固体化する作業をやっていました
ね。明らかにこれは危険だからでしょう。そして，現在，まだ，例えば高レベル廃液については360立方メートルぐらいの量
の廃液がまだ残っていて，大変危険だと。これは冷却をし，そして，水素掃気をしなければ水素がたまっていくと。そしてま
た，温度もどんどん上がっていくというような危険性を抱えているわけでしょう。絶えず今も冷却し，水素掃気をしているわ
けですね。だから危険なわけでしょう。そこについてまずお伺いします。

　再処理施設は，今も言いましたように，絶えず熱をまだ発しているわけですよね。そして，水素も出ているわけでしょう。
それが一定の量にたまったら水素爆発が起こるということは，機構のほうの廃止措置施設の検討の中でも言われている
ことなわけで，絶えず危険な状態にあるということですよね。もし爆発事故が起こったら，そこで出される放射能というの
は，東海再処理施設までわずかに2.8キロメートルですから，この爆発によって起こった放射能雲というのは東海第二原
発に直ちに届いちゃうでしょう。これがもたらす影響というのは大変大きいんじゃないかというふうに思うんですね。
　改めて考えてみますと，東海再処理施設と東海第二原発というのは同じ太平洋の海岸線上に並んでいるわけですよ
ね。わずかに2.8キロですよ。５キロ未満です。

東海第二のほうは，先ほどの説明にありましたように，17.1メートルの津波を想定して，それで20メートルの防潮堤をつく
ると言っているわけでしょう。東海再処理施設のほうは防潮堤をつくらないわけですよ。そうすると，17.1メートルのやつは
ストレートに東海再処理施設を襲うということになるわけですね。
東海再処理施設というのは東海第二原発より古いんですよ。40年以上たっているんです。いろいろな問題がいっぱいあ
る。しかも東海第二原発の原子炉建屋のように堅固につくられている施設じゃないですよ。津波が襲ったらどうなるかとい
うことを心配するわけです。そのことを検討したんですか。検討した証拠はどこにもないじゃないですか。教えてください。

　全然納得できませんね。ここで書かれているのは，申請施設に係る審査において考慮すると書いてありますでしょう。東
海第二原発にとって，東海再処理施設が何か起こったときに東海第二原発に影響を及ぼさないのかどうかというのは，こ
れは申請施設の審査において考慮すると書いてあるわけでしょう。だから，あなた方が考慮しなければいけないのです
よ。考慮したという何の証拠もないじゃないですか。たった86ページのこのポンチ絵だけしか提供していないというのはお
かしいでしょう。どういう検討をしたのかというきちんとしたデータを出してください。そうじゃない限り，許可をもう１回取り消
してください。そういうふうに要求します。

229
近隣の原子力施
設等の影響

使用済み廃液（どんどん増えていくので）については（質問にも出てましたネ。こっちの方が恐い位です）調べてはないの
ですか（ドラム缶の腐敗など）

237
近隣の原子力施
設等の影響

・Ｐ.86近接の原子力施設からの影響　―　再処理施設が廃止措置中であるから安全だという根拠は？工学的な判断のエ
ビデンスは？→質問が出たとおり，そうだ，データを示せ！

264
近隣の原子力施
設等の影響

あえて，周辺の産業立地状況を外している様に思えました。

203
近隣の原子力施
設等の影響

・近隣の原子力施設（再処理施設等）におけ
る重大事故等発生時の東海第二発電所への
影響について

3-2-29



論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

281
近隣の原子力施
設等の影響

②東海第二発電所審査説明の中で「東海再処理施設」に対し，地震・津波対策が考慮されておらず，今日現在被災した
場合致命的な被害が生じる。←直ちに対処すべき。

302
近隣の原子力施
設等の影響

・2.8kmの所に再処理工場があり停止したものの非常に危険性あり。再処理工場が事故を起こしても，第二原発への影
響，またその逆，東海第二が事故ことに爆発炎上した場合の爆発炎上。

304
近隣の原子力施
設等の影響

・複合災害に対処出来るのか，東海村には原電の東海第２だけでなく，数多くの研究施設があり複合災害が心配である。

307
近隣の原子力施
設等の影響

　今日，説明になかった部分なんですけれども，資料には86ページになっています。近隣原子力施設からの影響というと
ころなんですけれども，基本的な考え方ということで，他の外部の事象と同様に，申請施設に関わる審査において考慮す
ると。だから，周辺の原子力施設の事故からの影響を考慮するというふうに考え方として言っているわけです。
　ここに東海第二原発から2.8キロのところには再処理施設があるわけです。今，再処理施設では高レベルの廃液を冷却
しながら保っていると。一番危険なところだと思うんですけれども，そこには防潮堤はつくる予定はないわけですね。です
から，ここで，この影響について，十分小さいと工学的に判断したと。一定の距離があるというふうに言っているんですけ
れども，何の根拠で一定の距離というふうにしているのかと。十分に影響がないという，工学的に判断したと。ここのところ
を説明してください。

338
近隣の原子力施
設等の影響

１．複合災害対策（とくに再処理施設の危険性）P.86 廃止措置中でも危険だと知らないようだ。

502
近隣の原子力施
設等の影響

⑤再処理施設が「廃止措置中だから問題ない」としてしまっていること。その工学的判断の根拠がわからないこと。

618
近隣の原子力施
設等の影響

P.86再処理施設の危険性は「工学的に判断した」とあるが，根拠が示されていない。廃止措止中だから，という根拠は誤
り。機構はまだ危険性の結論を出していないのではなかったか。

331
近隣の原子力施
設等の影響

近隣原子力施設からの危険な事象の対策必要。

802
近隣の原子力施
設等の影響

次に長さだが，原発から約２．８ｋｍの海岸沿いに，実験用原子炉や大強度陽子加速器施設，そして再処理工場が立ち
並んでいる。津波（水）はそれらの施設も襲うだろうから，防潮堤を延長すべきだ。東海村や那珂市など原発の周辺には，
中小の核施設がたくさんある。そういう点で福島とは異なる。どこに水が入っても困る。「敷地周辺の状況」の安全を図る
ため，複雑な多重事故を防ぐため防潮堤を再処理工場まで延長すべきだ。

827
近隣の原子力施
設等の影響

<隣接原子力施設の対策がない>
例えば，再処理施設の津波対策は不十分である。

・近隣の原子力施設（再処理施設等）におけ
る重大事故等発生時の東海第二発電所への
影響について
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

831
近隣の原子力施
設等の影響

東海第二原子力発電所の安全対策に関する科学的・技術的な意見
（１）安全対策に関する茨城県固有の心配な事項
　東海第二原子力発電所は人口密集地に立地し，様々な施設・設備が老朽化していること，また，極めて放射能が濃縮さ
れた高レベル放射性廃液を液体のままタンクで保管している再処理施設が近隣に存在していることから，事故時におけ
る放射性物質の大気放出とそれに伴う住民の被ばく及び環境汚染が最も心配である。
　その一方で，上記のような人口密集地域に立地し，再処理施設が近くに存在するという茨城県に固有の問題点は，新
規制基準に対する適合性の審査では確認されていない。
　このため，現在，茨城県が，原子力安全対策委員会において独自に進めている検証作業の中で，東海第二の安全対
策の妥当性を確認することは，県民の生命財産を守り，県民が安心して生活するうえで極めて重要である。また，この検
証結果を報告書として公開してほしい。

833
近隣の原子力施
設等の影響

（３）東海第二発電所と再処理施設の同時被災
　東海第二は再処理施設から２．８ｋｍしか離れていないため，地震や津波などで同時に被災した場合には，廃止中かど
うかに拘わらず，それぞれ一方から放出される放射性物質によって，他方が重大な影響を受けるおそれがある。
　現在，再処理施設では，国内で発生した使用済み燃料を再処理した結果，放射能を濃縮した高レベル放射性廃液とし
て，約４００ｍ３の廃液をステンレス製タンクで保管している。今後，流れ出ないようにガラスに混ぜて固化する計画である
が，当面はタンク保管のままである。この高レベル放射性廃液は，常に冷却しなければ発熱によって蒸発・沸騰・溶融し，
大量の揮発性放射性物質が大気中に放出されるおそれがある。また，万一，タンクが破損すれば，廃液が施設外へ流出
すおそれがある。さらに，タンク上部の空気を常に排出しなければ，水素爆発を起こし，タンクが破損して廃液が流出した
り，放射性物質が大気中に放出されるおそれがある。こうして放射性物質が大気中に放出され，或いは，高レベル廃液が
施設外へ流出すれば，広い地域で重大な汚染が発生する恐れがある。この場合，例えば，東海第二では要員や資機材
の移動及び確保等が困難となり，最終的には，施設の維持や安全確保ができなくなる可能性がある。東海第二は再処理
施設から２．８ｋｍ離れており，事故が発生しても受ける影響は十分小さいと工学的に判断したとあるが，その内容が疑問
である。両施設が同時に被災した場合，相互にどのように影響するかについて，茨城県による検証の中で確認してほし
い。

891
近隣の原子力施
設等の影響

●東海第二原発と東海再処理工場との複合災害対策
東海第二発電所からの５㎞圏内に１０を超える原子力関連施設が存在し，その施設と東海第二発電所で過酷事故が起
きた場合の複合災害の危険性が大きいという事です。とりわけ東海第二発電所からわずか２．８㎞のところにある東海再
処理工場内には多くの放射性廃棄物が存在し，中でも一番危険なのは，今までの再処理により発生した高レベル放射性
廃液（約４００立方メートルある）です。この廃液は，ステンレス製の容器５基により保管されていますが，常時冷却を要す
るほどの崩壊熱を出しているので常時冷却が必要です。もし電源を喪失し冷却が止まれば，最短57時間で沸騰して放射
性物質が拡散する上，最短42時間で水素が爆発する濃度に達するとされています。
東海再処理工場は2018年６月13日に廃止措置計画が認可されましたが，防潮堤等の設置はされません。ガラス固化の
完了までに20数年（廃止措置の進め方より）かかりこの間に大地震や大津波が到来した場合，東海第二原発と東海再処
理工場の複合災害の危険性が大でありますが，その対策が明確でない。

903
近隣の原子力施
設等の影響

１．東海第二原発から2.8㎞の東海再処理工場があります。
当日渡された「東海第二発電所に関する審査の概要」のP14～災害の地震，津波の他に外部からの損傷についての対
策はありますが，東海再処理工場には一切触れていません。
再処理工場は昨年廃炉が決まりましたが，70年という年月をかけて処理していくとのこと。しかも処理方法も未定。
ここにはヒロシマ原発で計算すると5000発にあたるナトリウムがあります。もしここが爆発した場合，秒速５ｍの風で京都
までの人が半数死ぬと，高木仁三郎博士が日本に当てはめてシュミレーションした結果（ノルウェー政府，ドイツ政府が想
定）
この再処理工場が爆発を起こした場合を想定しているのか？

・近隣の原子力施設（再処理施設等）におけ
る重大事故等発生時の東海第二発電所への
影響について
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

937
近隣の原子力施
設等の影響

2 近隣の原子力施設からの影響について
東海第二周辺の原子力関連施設の影響に関して規制庁は廃炉措置に入っているし影響は十分小さいと判断している
が，再処理施設には高レベル廃液が400 立方メートルも保管されている。地震，津波などに襲われた場合極めて危険と
思われる。この影響を検討していただきたい。

984
近隣の原子力施
設等の影響

近隣には，高レベル放射性廃液などを貯蔵する東海再処理施設（現在，廃炉作業中）がありますが，万が一東海第二原
発で事故が生じたときの対応が考慮されていません。

1034
近隣の原子力施
設等の影響

・東海原発の立地について
東海村には再生処理工場があり，危険な高レベル放射性廃液も貯蔵されている。ひとたび事故が起きれば制御不能であ
る。また，この工場の他にも核関連施設があり，廃棄物処理や防潮堤の建設などに全く目途がついていない状態である。
原子力研究機構は度々事故を起こしており，不安なことこの上ない。また，原発３０キロ圏内に１００万に近い人口を擁し
ていて，重大事故が起きれば，取り返しがつかない結果を招くであろう。

提出意見
　（1）規則第６条（外部からの衝撃による損傷の防止）３項及び同解釈によれば，東海再処理工場の存在は規則の言う
「敷地周辺の状況」に該当し，当該施設で事故などの何らかの異常事象が起こっても東海第二原発の安全に影響がない
ことが検討されていなければならない。
　しかし，日本原電の設置変更許可申請書には規則等にしたがって検討したという証拠はない。申請内容の欠落であり，
申請の不備である。ついでに言えば，原子力規制委員会自身が，規則等に基づく審査をしていない。審査の欠落である。
原子力規制委員会は日本原子力研究開発機構が東海再処理施設の廃止措置にかかる申請に先だって，潜在的危険性
を事前に縮小しておくという目的の下にその一つとして高レベル放射性廃液のガラス固化事業の実施を申請したのに対
して，これを許可した。そのことは，廃止される施設になっているとは言え，東海再処理施設には高レベル放射性廃液とい
う危険物質があり，それを液体状のままにしておくことは重大な潜在的危険を有すると認識していたのであり，安全上の
問題として東海第二原発の側から検討しなければならないと言うことを認識していたのである。

（２）原子力規制委員会は日本原電の東海第二原発の設置変更許可申請を，２０１８年９月２６日許可した。同日，「近接
の原子力施設からの影響に係る審査について」という文書を出した。これはこれまでの審査で検討しなかったものを，審
査対象にすることを明らかにしたものである。であれば，本来，一度許可したものであっても，申請自体の瑕疵が発見され
たのであるから，日本原電は申請を取り下げ，再度申請をすべきであり，原子力規制委員会は許可を取り消し，日本原
電に対して再度申請をさせて，審査をやり直すのが筋である。そのような手続きがなされた形跡はない。意見提出者は審
査のやり直しを強く求める。

（３）ところで，原子力規制委員会が東海再処理施設の潜在的危険性として認めている，高レベル廃液は現に熱を持ち，
水素を発生させており，不断の冷却と水素掃気により溶液の沸騰を避け，爆発に至らない水素濃度を維持しなければな
らない。したがって冷却設備と冷却水，水素掃気のための設備と電源が健全に確保されていなければならない。それらの
維持機能が失われれば，水素爆発や沸騰により放射能の大量放出が引き起こされ，それが東海第二原発の安全を脅か
すことは明らかである。そのような事態にいたる契機はいくつも考えられるがここでは津波をあげる。

・近隣の原子力施設（再処理施設等）におけ
る重大事故等発生時の東海第二発電所への
影響について

1070
近隣の原子力施
設等の影響
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

（４）東海第二原発と東海再処理施設は太平洋の海岸線に沿って並び，その距離は２．７㍍しかない。東海第二原発の基
準津波は１７．９メーターで安全対策として２０メーターの防潮堤を作るとしている。東海再処理施設は防潮堤を作らないと
しており，その施設の中で高レベル放射性廃液を貯蔵するHAWには１４．２メーターの津波がもろに達するとされる（「国立
研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理施設の廃止措置計画の審査方針について」
原子力規制庁　平成30.12.19）。HAWの津波対策として１４．４メーターに浸水防止扉設置するとしている。わずかに２０㎝
の差であり十分とは言えない。そして浸水による危険性以上に，原子炉のような堅固な土台を持たない老朽施設で１４．２
メーターの津波に倒壊・損壊を免れることができるか疑問であるが，同じ太平洋岸の近接の位置にあるのだから東海第
二に到来する１７．９メーターをこそ想定しなければならない。１２．８メーターを超える津波に対して，「浸水防止対策を実
施するには，建家等の耐震補強が必要になるが既存建家及び設備直下の大規模な補強工事は困難な状況である‥より
難い特別な事情を明確にした上で，可搬型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を検討する」（『廃止
措置計画認可申請書の一部補正について』）としているのであり，１４．２メーターでは一層大規模な補強が必要なことは
明らかである。ましてや，１７．９メーターの津波に対しては確実に倒壊・損壊を免れない。
　申請書に言われている可搬型設備により，危険到達時間内に損壊した沸騰防止の冷却装置や水素掃気装置の機能を
回復することは，敷地内に密集している建家の倒壊瓦礫や漂流物の堆積，繰り返し押し寄せる津波，余震の続行により
到底困難であろう。そもそも１８メーターの所にそれら可搬型設備を配置するといっているが，１７．９メーターの津波が押
し寄せたら，そこが安全地帯とは必ずしも言えないのである。
　以上について，きちんとした安全評価がなされない限り，東海第二原発の再稼働は許されない。

1131
近隣の原子力施
設等の影響

・原発近くに高レベル固体廃棄物建屋が配置されている：共産党の指摘によると，東海再処理施設の放射性廃棄物は固
体廃棄物ドラム缶4300本，高レベル放射性廃液370トン。東海第二発電所の一部として，この安全対策も含めるべきで
す。
ttp://www.japc.co.jp/plant/data/management/hokan.html

1141
近隣の原子力施
設等の影響

３．その他としては，まだまだガラス固化のできない（技術の未完）高レベル廃液が　約４００トンある。この廃液が漏れ出
したらアウトです。

・近隣の原子力施設（再処理施設等）におけ
る重大事故等発生時の東海第二発電所への
影響について
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

1154
近隣の原子力施
設等の影響

６. 外部での災害が東海第二の安全性に関わる影響について
東海第二原発から1.3㎞のところに，原子力研究開発機構の研究炉があり，2.7㎞のところには同機構の東海再処理施設
（運転は終わり廃止措置中）がある。研究炉については規模が小さく，炉心を水中に付け込んだタイプだとかで影響の出
るような事故や危険性は少ないとされていますが，一方の，再処理施設についてはそこで出来た高レベル放射性廃液の
うち少なくとも360㎥は液状のままタンクに入れられていて，常時冷却し続けなくてはならない代物です。もし停電などで対
応が出来なくなると10数時間で爆発の危険性があり，ひとたび環境中に爆発的な放出が起きてしまえば，日本列島，い
や北半球全域の汚染ともなる危険性があると言われています。
この問題に対して規制委員会は，現状の規制の仕組みでは施設ごとに安全対策をとることとし，それぞれに審査するの
で，再処理施設はそこでの審査の問題であって，影響を受ける東海第二原発の側からの相互の影響関係は審査しない
ことになっている，としています。
しかし，実際にその再処理施設の高レベル放射性廃液が管理不能となって，爆発・放出された場合には，この距離と，東
海第二原発の中央制御室などの対放射能隔離機能程度では，閉じこもって原発の安全停止やその後の措置を続けられ
るとは考えられません。県の説明会では，「出来る」という趣旨の答え方を規制庁の職員がされていましたが，実際にどの
ような規模の原子力災害を想定して言われているのでしょうか。
この問題は，特に，原発，再処理施設，核燃料製造施設，研究用小型原子炉が立て込む東海村ならではのことですが，
そういったことを前提とした新規制基準，審査とはなっていません。そして，さらに，これらの事故などは地震・津波といっ
た大規模自然災害を契機として発生することがもっとも考えられるわけで，そのような事態においての原子力複合災害の
事故拡大の想定が，どこにもなされていません。

1161
近隣の原子力施
設等の影響

４）隣りのサイクル機構に保管されてる高レベルの廃棄物との複合災害が起きることはないと言いきれるのでしょうか。

854
近隣の原子力施
設等の影響

（２２）低レベル放射性埋設廃棄物の流出（津波）
　低レベル放射性埋設廃棄物は防潮堤の外側に埋設されており，津波によってドラム缶が内陸側或いは海洋へ流出しな
いか心配である。

・近隣の原子力施設（再処理施設等）におけ
る重大事故等発生時の東海第二発電所への
影響について
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【火災対策（電気ケーブルの高経年化対策については後述）】

842
火災対策（非難
燃性ケーブル）

（１２）防火シート方式の防火性能・内部発熱異常の拡大（既設ケーブルの防火対策）
　既設の古い電気ケーブルは，トレイと一緒に防火シートで巻くことで，新しい難燃性ケーブルに交換する場合と同等以上
の難燃性能があるとしているが，その根拠がどのくらい確かなものか疑問である。

890
火災対策（非難
燃性ケーブル）

●難燃性ケーブルについて
新規性基準の火災防護基準では「ケーブルは難燃ケーブルであること」とされている。東海第二原発は，全長１４００㎞の
ケーブルがあるとの事です。日本原電は「５２％を難燃ケーブルに交換する」と申請し規制員会はこれを認めたとの事。し
かし５２％は実際は安全系ケーブル４００㎞の５２％であり全長１４００㎞に対してはわずか１５％に過ぎない。その他「防
火シートを巻く」対策を一部で実施するとの事ですが，これは，内部で蒸し焼きになる危険性が高く対策にならないとの指
摘もあります。
これでは火災が発生すれば原子炉は火の海となる危険性が大である。
そして，「防火シートを巻く」対策の確認テストを，旧ケーブルではなく新品のケーブルを用いて実施したとの事。実際には
旧ケーブルに防火シートを巻く対策なので，これでは正しい確認テストとは言えない。

938

火災対策（非難
燃性ケーブル）
高経年化対策
（電気ケーブル）

3 内部火災対策について
難燃ケーブルに交換できないケーブルが存在している。本当に運転延長して60 年間安全に使用できるのか？規制庁は
検査は新品のケーブルに負荷を加えて検査したというがそれでは安全を実証したとは言えない。再検査をお願いします。
ケーブル専門の企業の意見も取り入れて十分な検証をお願いします。

1058
火災対策（非難
燃性ケーブル）

２， 更に対策は，防火シートと一部難燃ケーブル交換の方向になりましたが，ここでもケーブル総延長が1400ｋｍ（原電
資料番号ＰＤ―8－5－改2）もあるので一式難燃ケーブルへの交換は出来ないことを強調し，40％余が非難燃ケーブルで
残ると説明されてきました。しかし，実際は「安全機能を有する機器のケーブル」が隠れ蓑となり，該当するケーブルは
400ｋｍで，1000ｋｍのケーブルが非難燃ケーブルのまま残ることであり，これでは火災防護にはなりえません。

３， 私は40 年間●●●●で変圧器の設計業務に携わってきました。変圧器には様々な計器が付属しており，それらは全
て電線・ケーブルで集合端子箱（キュビクル）に配線され，配電盤に接続されます。既納変圧器（運転30 年程度）のオー
バーホールでは，それら電線・ケーブルの交換は一式全数交換で，一部のみ交換はありません。まして絶対に火災事故
を起こしてはならない東海第二原発で非難燃ケーブルを残すことはありえないことです。難燃ケーブルに交換出来なけれ
ば廃炉以外ありません。
以上

1128
火災対策（非難
燃性ケーブル）

・燃えやすいケーブルを交換せず：共産党による指摘（2019年1月議会報告No.664紙面）によると，燃えやすいケーブルを
新規制基準で義務とされている難燃性ケーブルへの交換を行わずに合格とされているのは安全無視の審査であるとあり
ます。日本原電のパンフレット2017.12ではP8「難燃ケーブルへ取り替えの上，防火シートによる複合体で対策します」と
説明。

1158
火災対策（非難
燃性ケーブル）

説明を聞いても，納得できない単純な疑問を述べます。１）難燃性のケーブルに替えたのは一部で，ケーブル火災が起き
ないという保障はあるのでしょうか。

884
火災対策（非難
燃性ケーブル）

ｃ）資料33 内部火災対策（非難燃ケーブルへの対応）
～非難燃ケーブルを使用する場合は，難燃ケーブルを使用する場合と同等以上の性能を有し，・・・複合体を形成する。
実証実験により・・・・確認する。とあるが，
机上では可能であろうが現場はケーブル以外の構造物もあり複雑である。人手の届かない部位や，作業性を阻害する狭
隘な部位が多数あると思われる。これに対応する様々な施工方法と施工パターンに対応した実証実験の確かさ（検査方
法と検証）は誰がどのように評価し，出来るのか？

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

・複合体の燃焼試験に係る試験条件の保守
性及び試験結果を踏まえた対策の妥当性に
ついて（高経年化や敷設状況の影響の考慮
を含む）（ＷＴ指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

878
火災対策（非難
燃性ケーブル）

（４） 非難燃ケーブルを難燃ケーブルに交換する部分と，複合体として難燃化を図る
箇所があるが，
① 難燃ケーブルに交換しないのはどういう部分か？その割合はどのくらいか？
② その部分の非難燃ケーブルは新品に交換するのか？それとも旧品か？

④ 複合体の難燃化の方法は国際規格等に準拠する方法か？

992
火災対策（非難
燃性ケーブル）

ケーブルについても防火シートを巻くとのこと，素人の私が考えただけでもこんな安易な方法ではケーブルの安全が保障
されないのではないでしょうか。１ミリでも不具合が起きれば爆発事故につながりかねません。人間のやることに絶対はあ
りません。

1103
火災対策（非難
燃性ケーブル）

（火災による損傷の防止）
原子力規制委員会は，この審査で非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を認めています。これは，新規制基準に規
定された難燃性ケーブルの原則から外れており，認めるべきではありません。しかも，これは安全系ケーブルについての
ことだけで，ケーブル全体総延長1400kmから見ると，ごく一部（難燃化ずみ６％，これから交換予定９％のみ）で，安全と
は言えません。

967
火災対策（非難
燃性ケーブル）

新しい規制基準では燃えにくいケーブルにしなければならないということですが，全部を難燃性のケーブルにとりかえるこ
とはできないのでとりかえができない部分は燃えにくいシートでくるむという説明でしたがどうやってくるむのか理解できま
せん。難燃性のケーブルに全部とりかえることが不可能だという時点で再稼働は認められないという結論になるべきで
す。

1048
火災対策（非難
燃性ケーブル）

規制基準が新しくなり，ケーブルを難燃性のケーブルと交換，燃えにくいシートでくるむって…真っ直ぐなら可能性も多少
考えられますが，我々素人が考えても不可能と思います。

1075
火災対策（非難
燃性ケーブル）

その上，難燃性にも替えられず，防火シートを巻くことができない部分については，現状のままと解するが，火災の際は
交換できない非難燃性ケーブルが，導火線となり広範囲の火災に拡大するのは大きな問題である。

794

火災対策（非難
燃性ケーブル）
高経年化対策
（電気ケーブル）

東海第二原子力発電所のような40年寿命を迎えたとされるプラントでは，ケーブルについても，その寿命問題を俎上に載
せて議論しなければならないと考えます。難燃であるか難燃でないかにとどまらず，寿命オーバーによる火災リスクも十
分に検討せねばならないと考えます。規制委の資料から察するに，ケーブルは30%程度しか新しいものに交換されないよ
うです。その理由はケーブルルートが狭くて交換しにくい，トレイの下などは壁に開口をあらたに作ってケーブルを引き入
れないとならないが建物の強度を損なうのでできない，と理解しました。しかし，もともとは40年前から，火災や機械的な
損傷でケーブルの大量の引き替えも想定されていたはずですから，壁にあらたに開口をつくることは当然に用意されてい
たと考えます。そうでなければ設計的なミスということになってしまいます。このあたりがあいまいにされ，不自然かつ疑問
に感じております。
本件は，開口や基準地震動の双方を満足するかたちで耐震補強をおこない，古いケーブルは全面的に取替えて，災害
ポテンシャルの極小化をはかるべきです。

1074
火災対策（非難
燃性ケーブル）

また，防火シートが燃えなくても，内部のケーブルが燃焼すれば，ケーブルそのものの機能が失われ，原発機器の制御
が効かなくなり大事故に繋がるのは大きな問題である。

・安全機能の多重性，多様性の確保及び独
立性の確保の考え方並びに火災防護対策の
考え方について（系統分離，火災区域・区画
設定の考え方を含む）（ＷＴ指摘事項と共通）

・防火シート施工の確実性及び品質管理並
びに施工後の非難燃性ケーブル及び関連設
備等の保守管理について（ＷＴ指摘事項と共
通）

・複合体の燃焼試験に係る試験条件の保守
性及び試験結果を踏まえた対策の妥当性に
ついて（高経年化や敷設状況の影響の考慮
を含む）（ＷＴ指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1078
火災対策（非難
燃性ケーブル）

難燃性とは「燃えにくい」性質であり，「燃えない」性質ではない。原発のケーブルは，電気を機器に供給したり，制御した
りする重要な部品であり，ケーブルが燃えて使えなくなることで，重大な事故になりうる。
難燃性ケーブルすら使われなかった当時の技術での原発を稼働することは，新規制基準の方針から外れているので，例
外措置を認めるべきではない。

1115
火災対策（非難
燃性ケーブル）

・非難燃性ケーブルに防火シートを巻いて対応することを許しているが，すべてのケーブルに対応できるとは思えない。ま
た，ケーブルから発火した場合，燃え移ることは防げてもシートで包まれた可燃性ケーブルが燃えて断線することが原因
となり，重大事故になる可能性が無いと言えるのでしょうか。

【３】設計の旧さは容易に解決できない
設置変更許可において，そもそもの「設計の旧さ」の弱点について検討されていない点につき意見し，茨城県の見解をお
聞きしたい。
１．原子炉内ケーブルを難燃化できないのはそもそも「設計の旧さ」によるものであること
米ブラウンズフェリーの火災の経験を経た１９８０年台以降の原発のケーブルは難燃ケーブルが開発されて標準仕様と
なっている。１９７０年台初頭の設計である東海第二発電所はまだ難燃ケーブルが開発されていない時期の設計のため
にケーブルは可燃性ケーブルが使われている。同時期の福島第一原発５，６号機は運転開始を延ばしても，開発された
ばかりの難燃ケーブルを採用しているが，東海第二原発は難燃ケーブル使用の方針を採用しなかった。
新規制基準となってのち，規則８条は「火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」ことを求め，火災防護に
係る審査基準2.1.2（3）で「ケーブルは難燃ケーブルを使用することと」とされた。
しかるに規則８条における「安全性が損なわれないこと」の要求を，「安全施設が安全機能を損なわないこと」という解釈と
し，審査基準では「安全機能を有する構築物，系統及び機器」が「難燃性材料を使用した設計であること」とされ，安全系
のケーブルが「難燃ケーブル」であれば基準に適合することとなった。
東海第二発電所にあって申請者は，ケーブルの難燃化対象を安全系のみに限定し，それ以外は要求されていないとし
た。しかも審査基準2.1.2の「難燃性材料と同等以上の性格を有するものはこの限りではない」との「但し書き」を使って，
結果として全長１４００ｋｍに及ぶケーブルの約１５％しか難燃ケーブルに交換せず，規制委員会はそれを了解した。

規制委員会更田委員長は１１月の衆院経産委員会で「すべてのケーブルを難燃性のケーブルに交換するということが究
極の対策かというと，逆に交換作業によってさまざまなところを（平たい言葉で言って恐縮だが）いじり倒すことになって」
かえって危険との説明をしている。　ここでも安全系のケーブルさえ難燃化または同等の性能であればよいことが前提と
なっているが，原子炉の中を縦横に走るケーブル類において，安全系と非安全系を分離して安全系さえ守られればよい
とするのは，逆に非安全系は延焼しても構わないことを前提とする設計の容認であって，これは現在の標準の規格水準
からして「設計の旧さ」を容認するものである。
難燃ケーブルに交換することは原子炉を「いじり倒し」すことになってかえって危険という事実は，そもそも当時の設計基
準と技術がすでに陳腐化しているがゆえの困難であり，そのような意味で現在の技術水準を満たしていないすでに時代
遅れの設計の原子炉であり，現在の技術水準から考えたとき，これ以上の運転を行うことはバックフィットの原則からして
も容認されるべきではない。

1203
火災対策（非難
燃性ケーブル）

・安全機能の多重性，多様性の確保及び独
立性の確保の考え方並びに火災防護対策の
考え方について（系統分離，火災区域・区画
設定の考え方を含む）（ＷＴ指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

843
火災対策（非難
燃性ケーブル）

また，この防火シートで巻く処置は，絶縁の劣化によって短絡が発生した場合，逆に放熱が妨げられ，被覆材や絶縁材の
溶融等が拡大しないか心配である。

980
火災対策（非難
燃性ケーブル）

６．懸念だらけの安全対策
安全対策には多くの懸念があります。以下はその一部にすぎません。
全長約1,400kmのケーブルのうち，「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものは一部でしかありませ
ん。その他については一部防火シートでまく対策がとられようとしていますが，防火シートを通してケーブルが加熱され被
覆材が熱分解を始めたり，条件次第では，火災がケーブルに伝わって拡がり，消火が極めて困難となるといった状況が
懸念されます。

1073
火災対策（非難
燃性ケーブル）

東海第二原発意見募集に以下の意見を提案します。
可燃性ケーブルの交換について
非難燃性ケーブルに防火シートを巻く対策について，原電の試験では，シート内部のケーブルの延焼を防ぐ効果がある
のは理解するが，シートを巻くことでシート内部の温度が上昇し燃焼まで至った場合，消火困難になるのではないか問題
である。

1194
火災対策（非難
燃性ケーブル）

２．非難燃性ケーブルの防火シート巻き複合体形成について
原則から外れた応用的な方法論は認めるべきではないと考えます。30年以上経過した非難燃性ケーブルを題記のような
方法で実用運転に用いると原子力規制委員会審査で想定していなかった点からトラブルを引き起こす可能性がありま
す。一例として，ケーブル被覆の放熱が当初の設計通りになされるかどうかは不確定。

1211
火災対策（非難
燃性ケーブル）

１．火災の発生防止に係る設計方針で難燃ケーブルを使用することとあります。
原子力規制委員会の審査では交換不可能なところは，非難燃ケーブルに「防火シート」をまいたものを使うことで対処す
ることを容認していますが，次の理由で不適切と考えます。
①火災防護基準に規定された難燃性ケーブルの原則から外れている。
②防火シートをまく対策では，延焼は防げたとしても被覆がダメになり，ケーブルの機能が失われ，様々なシステムに支
障が生じる可能性が想定されます。
③このような例外措置は緊急時に予測できない事象が発生する可能性があります。

197
火災対策（非難
燃性ケーブル）

　東電柏崎刈羽原発のケーブル火災事故の原因が最近発表されました。地下トンネルの温度が下がって，被覆が縮んだ
ために断線が起きて，これが原因だということのようですが，ケーブルの接続部は燃えたけれども，ケーブル自体は難燃
性だったので燃え広がるのは免れたということのようです。
　このことにも関連して，東海第二の場合について，３点，指摘したいのですが，まず一つは，火災対策の対象が全部で
はなくて一部のケーブルに限られているという問題です。総延長1,400キロのうち，約３割の400キロだけが安全系として審
査対象で，残り1,000キロは対象外なので，燃えやすいケーブルでも何でもオーケーだということになっている。したがっ
て，ケーブルの中に油を通しているようなＯＦケーブルという危険なケーブルを使っていても，このまま使い続けるというこ
とになるそうです。こんなのが地下トンネルで燃え出したら，2016年10月に東電が埼玉県で発生させた火災事故のような
トンネルの中で燃え広がるという可能性が大きいのではないですか。

　ＯＦケーブルが一部のところにしか使われていないからといって，それがプラント全体に燃え広がらないという保証はな
いだろうよということですよ。トンネルの中にいろいろなケーブルが混在しているわけですから。そういうことですよ。安全
系でないところだけで火が止まるなんていう保証はないでしょうよ。言いたいのはそういうことですよ。

・OFケーブルが使用されている具体的な範囲
及び火災区画・区域並びに火災防護対策に
ついて

・複合体形成により電気ケーブルの被覆や機
能等及びケーブル火災時の消火活動等に及
ぼす悪影響について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1204
火災対策
電源対策

２．火災防護上，ＥＤＧ・電源室を分散配置できないのも基本設計の設計思想の旧さによるものであること
福島第一原発と同様，東海第二原発は非常用ディーゼル発電機，電源室は複数の系統がそれぞれ「地階の一室」に集
中して配置されるという旧い設計となっている。まだ「分散配置」の設計思想が適用される前の旧い設計思想による配置
である。このことが津波による炉心損傷確率を高くしている。ケーブルと同様，これを系統毎に部屋を違えたり階を違えた
り構造変更することはひとつの体系となっている設計思想を攪乱することとなってしまうことから容易にいじれない（設計
変更できない）。結果として水密扉とか防潮堤という後付けの弥縫策に終始せざるを得ない原子炉である。安全設備であ
るＤＧ室および電源室の一室配置の設計は同時喪失のリスクを免れない。
そして要求される火災防護を見たそうとすると，狭い一室の中で系統を区分して防火壁や防火板の追加設置で火災防護
せざるを得ず，その機能性は低下する。火災防護壁しかり，

61 火災対策 内部火災対策

74
火災対策（非難
燃性ケーブル）

・ケーブル(国際基準に適合していないのでは？)火災が心配です。

88
火災対策（非難
燃性ケーブル）

難燃ケーブル

116
火災対策（非難
燃性ケーブル）

　難燃ケーブルと同等以上のという言い方が詭弁に聞こえるんですけれども，だったら最初から交換しなくていいわけで
すよね，同等以上なんて言い方をすれば。何で全部交換しなくちゃならないというふうな基準があって，それを破っている
のかが説明がないんですけれども。

125
火災対策（非難
燃性ケーブル）

難燃ケーブルへの全面的な交換が実施されるのか。

147

火災対策（非難
燃性ケーブル）
高経年化対策
（電気ケーブル）

ケーブル問題。
ケーブルを全交換しないのにO.K.してしまったいいかげんさ，違反ですね。

173

火災対策（非難
燃性ケーブル）
高経年化対策
（電気ケーブル）

①電気ケーブル（交換不可のものの）の安全性

250
火災対策（非難
燃性ケーブル）

・ケーブルの難燃性について，納得できる説明がほしい。
火災が起こってからでは遅いのでは？

300
火災対策（非難
燃性ケーブル）

・可燃性ケーブル（1400kmのうち1000km）

343
火災対策（非難
燃性ケーブル）

６．ケーブルを全交換しようとしないこと（金がかかるからやりたくない）

408
火災対策（非難
燃性ケーブル）

難燃ケーブルへの変更

430
火災対策（非難
燃性ケーブル）

難燃ケーブルにすべてすることが必要と感じた。

・電源室等における安全機能の系統分離及
び火災防護対策の詳細について

※火災対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

498
火災対策（非難
燃性ケーブル）

①ケーブルを全交換しないのに合格としたこと。

580
火災対策（非難
燃性ケーブル）

難燃ケーブルにしなければならないという基準になっていますが，全ケーブルを難燃性にとりかえなければ基準に合わな
いと思います。ケーブルの問題についての関心が一番の心配です。

626

火災対策（非難
燃性ケーブル）
高経年化対策
（電気ケーブル）

ケーブル等安全対策

744
火災対策（非難
燃性ケーブル）
テロ対策

・規制委が再三断っているように，「規制基準に適合しているかを述べているだけで，100％の安全は言わない」としてい
るのだから，安全対策を求めても仕方ない。
「防火シート」と「テロ対策」は，甘すぎてあきれてしまう。

1214
火災対策（非難
燃性ケーブル）

難燃性のケーブルにしなければならないということだそうですが一部燃えにくいシートでくるむ…どのようにするのかわか
りません
事故がおこったら誰が責任をとるのでしょうか？

※火災対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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【電源対策】

752 電源対策

①大容量高圧電源車，他は仮置き場か恒久的置き場か。
②東日本大地震３．１１時に国道２４５号線陥没事象が発生しています。２４５国道が大幅な陥没による横断不能時（電線
ケーブル切断，ホイルローダー車等）発生に対応するシュミレーションはされて，必要な資機材は供えられていますか。
③これらの設備は今後，発電所構内への移設はしないのか。
④国道を通行するに，常にこれらの設備が視野に入ると異常な恐怖感を持っています。囲いフェンス等の計画をお願いし
ます。

1072 電源対策

茨城県日立市民の●●です。
茨城県の募集に下記提出します
原子力規制庁の東海第二発電所に関する審査概要　２０１９年１月について記載内容を確認しました。福島第一原発で
の事故から得られた教訓を基礎とした安全対策は適切であり妥当と評価します。今後予想される地震動，津波に対する
評価も保守的であり，根拠もほぼ納得できるものです。全体的には網羅的に検討がなされており，素人である私にも漏れ
はないとみえました。よって，現在提案されている追加の安全対策を進めることで再稼働に対しては疑義はありません。
ただい，下記一点について参考に意見として述べます。
可搬型交流，直流電源車の待機場所について
可搬型交流・直流電源車は最後のバックアップとして構外から構内への移動によって電源供給地点へ接続すると理解し
ました。この電源車は常時高台に待機することで津波や洪水による浸水に対してもリスクを低減できると思いますのでご
検討をお願いします。以上

1136 電源対策
・発電機搭載車両のプラグが合わなかった：消防が51台もディーゼル発電機搭載車両を駆けつけさせたのに，ひとつもプ
ラグが合わなかった話には，唖然としてしまいました。（ｐ56）40年以上前にGEが設計した為，電圧440Vを使用していて，
そのまま使用していたため。同じGEの東海第二発電所はどうなっているでしょうか。

946 電源対策

② 福島第一発電所の事故に鑑み，外部電源の強化として那珂火力発電所から必要に応じ専用ケーブルで受電するアイ
ディアは如何でしょうか？那珂火力発電所から日本原子力開発機構の敷地を経由して11KV程度のケーブルでつなげ
ば，送電距離が短いこともあり外部電源の信頼度が大きく向上します。また，11KV程度であれば，送電線の架設費用も
合理的な範囲に収まると思います。

851 電源対策
特に，受電容量の小さな村松線・原子力１号線だけが残った場合，津波の引き波や漂流物による送電系統の損傷が発生
しないか，また，安全系の設備に必要な電力が供給できるか心配である。

1032 電源対策

Q16:電気系統全停（ブラックアウト）に対する評価
関東地区で大地震が発生した場合，発電所が一斉に停止し長期間停電する可能性がある。特に台風・夜間時の地震発
生は最悪事態となろう。要員の集合は困難になろう。非常用蓄電池は数時間で放電する。このような事態に対処する手
順書，体制は存在し有効と判断されたのか，検討項目に見当たらないので危惧する。資料（５）に交流動力電源喪失の記
載があるが，蓄電池容量だけの確認になっている。大地震時の電源喪失とは検討範囲が異なる。電気照明・道路の信号
機・通信・水道・換気扇・地震損傷・津波これらの問題が発生し，運転員も住民も大変である。
以上

・重大事故等対策における可搬型設備等使
用時の動線の確認並びにアクセスルートの
頑健性及び冗長性について（WT指摘事項と
共通）

・外部電源の信頼性向上対策及び外部電源
喪失時の対策について

・新たに設置する電源車等を含む電源設備
全般に対するプルーフテストやメンテナンス
等の管理の方針について（外部支援を受ける
際の留意点等を含む）（WT指摘事項と共通）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1061 電源対策 １， 電源喪失時にそれぞれ電源車が必要となるが，個別の説明はあるが，全体を系統的に把握しているのか。

1021 電源対策
Q6:資料（３５）非常用電源
軽油貯蔵タンク一基から３台の非常用ディーゼルに燃料を供給している。この設備構成では，完全な分離独立ではない。
上流配管の損傷は，全体に影響する。改善の余地があると思われる。

1204
火災対策
電源対策

２．火災防護上，ＥＤＧ・電源室を分散配置できないのも基本設計の設計思想の旧さによるものであること
福島第一原発と同様，東海第二原発は非常用ディーゼル発電機，電源室は複数の系統がそれぞれ「地階の一室」に集
中して配置されるという旧い設計となっている。まだ「分散配置」の設計思想が適用される前の旧い設計思想による配置
である。このことが津波による炉心損傷確率を高くしている。ケーブルと同様，これを系統毎に部屋を違えたり階を違えた
り構造変更することはひとつの体系となっている設計思想を攪乱することとなってしまうことから容易にいじれない（設計
変更できない）。結果として水密扉とか防潮堤という後付けの弥縫策に終始せざるを得ない原子炉である。安全設備であ
るＤＧ室および電源室の一室配置の設計は同時喪失のリスクを免れない。
そして要求される火災防護を見たそうとすると，狭い一室の中で系統を区分して防火壁や防火板の追加設置で火災防護
せざるを得ず，その機能性は低下する。火災防護壁しかり，

484
電源対策
重大事故等対策

電源水源の多重化。

1122 電源対策

「高エネルギーアーク損傷(ＨＥＡＦ)対策」は極めて重要な課題
「高エネルギーアーク損傷」は，高電圧，高電流の放電によって金属が気化し爆発する現象のことで，ポンプなど各種動
力機器に電力を供給するための電源盤とか配電盤と呼ばれる機器の内部で発生します。爆発による火炎で燃え出した
ケーブルがあたかも導火線のようになって，他の電源盤／配電盤に延焼する可能性が大きいため，対策が必須となって
います。
東日本大震災においては，東北電力女川原発１号機において，地震被災時にこの「高エネルギーアーク損傷」が発生し
て火災となったところから，規制委員会でも検討課題になっています。この「高エネルギーアーク損傷」は，電源盤／配電
盤が老朽化すると発生しやすいことが知られていて，まさに40年前に運転開始していて電気機器が老朽化している東海
第二原発の場合，十分な検討が必要になるものと考えます。しかも，東海第二の場合，電源盤が設置されている電源室
が極めて狭隘なこともあいまって，対策は困難になることが想像に難くありません。（設置場所が狭隘なるがゆえに，機器
の入れ替えや，増設が困難）規制委員会にてこの問題が検討され一定の方針が示されたのが，ごく最近ということもあっ
て，東海第二原発の規制委員会審査では，「後で検討」ということにされ，十分な検討がなされていません。このことに鑑
み，茨城県として独自に検討すべき重大課題と考えます。

79 電源対策 非常用電源など地階でダメ，

409 電源対策 電源そう失対策

・高エネルギーアーク損傷（ＨＥＡＦ）対策につ
いて

※電源対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.html
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html

・電源対策の多重性・多様性，独立性及びそ
の信頼性について（全体系統に関する説明を
含む）
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【使用済燃料・放射性廃棄物】

182
使用済燃料の安
全対策

使用ずみ燃料

359
使用済燃料の安
全対策

使用不可燃料に対する説明

514
使用済燃料の安
全対策

１．使用済燃料の保管について

685
使用済燃料の安
全対策

東海第二発電所使用済燃料乾式貯蔵施設に関する新規制基準適合性について説明して欲しい。

861
使用済燃料の安
全対策

2. 使用済み核燃料について
説明会では使用済み核燃料に対する説明が皆無でしたが，なぜでしょうか？説明会では，安全性の根拠として3重の閉じ
込め（ジルコニウム+反応容器+格納容器）に何度か言及されてました，使用済み核燃料はこれらの閉じ込めは一切され
ていません。可搬型ミサイルでも簡単に破壊できるプールに入れて冷やし続けないと放射性物質をまき散らす危険な対
象に言及しなかった理由をお聞かせください。（まさか使用済み燃料は格納容器の外にあり，第2発電所の範疇ではない
という理由ではないと願っていますが・・・）

871
使用済燃料の安
全対策

お世話になります。
茨城県は，関係法律の目的「住民の生命，身体，健康，及び財産の保護すること」の達成のため全力を尽くして頂く様お
願いします。規制庁の住民説明会には６回参加しましたが，質問できなかった項目について，下記に記しますので，県の
WT で十分検討して頂きたいと思います。（以下，節約のため紋切調とします。）
記
1. 規制庁の住民説明会資料では，使用済み核燃料について一言も触れていない。核燃料再処理施設が稼働していない
状況下では，20 年延長を認めた以上，なおのこと「住民の健康と財産」を守るために大変重要な問題である。
東海第二発電所の使用済み核燃料は，全数を早急に乾式保管させる必要がある。そして，仮置き保管であることを原電
に約束させること。
日本の再処理する原子力政策が頓挫している状況から言っても東海第二発電所の稼働はしてはいけないことになるが，
住民の危険を増大するから使用済み核燃料の増加は防がなくてはならないはずである。これでは，残念ながら，原子力
規制委員会が規制機関ではなく，推進機関になっている。この様な規制委員会の許可したものでは，「住民の健康と財
産」は守れない。
茨城県には，「茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画編）」に従って，規制委員会の審査の杜撰さを十分に補って
頂きたい。茨城県は，規制委員会に審査のやり直しを請求すべきである。

1063
使用済燃料の安
全対策

３， 使用済み燃料をどうして原子炉建屋に置くのか理由が分からない。事故発生時に問題解決をより複雑化するのでは
ないか。

1127
使用済燃料の安
全対策

【事故・故障の未然防止対策に関する意見】
・ 新規制基準規定違反の使用済み燃料プールの存在 ：元●●●●　元●●●●原発設計技術者である日本の原子力
技術者●●●氏は以下のように述べています。『ご存じのとおり，日本原電東海第二は，東電福島第一原子力発電所3
号機(福島３号)と同様の沸騰水型軽水炉です。東海第二，福島3号を含む沸騰水型軽水炉には，それぞれの発電所に，
同じ設計の使用済み燃料プールがあり，その設計は，新規制基準規定違反です。このため，「東海第二の審査は不合
格」となります。東海第二も，福島３号とおなじ核爆発が生じる危険性があります。』

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

・使用済燃料プール及び使用済燃料乾式貯
蔵施設に関する具体的な新規制基準適合性
並びに今後の保管方針等について

3-2-43



No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

432
放射性廃棄物の
管理・処分等

これ以上使用済燃料をふやすな

495
放射性廃棄物の
管理・処分等

・運転すれば増え続ける　いわゆる死の灰の処分（無害にする）の方法は科学的に全く説明されない。

680
放射性廃棄物の
管理・処分等

・使用済み核燃料の処分法，廃炉法が確立していない。

814
放射性廃棄物の
管理・処分等

②高濃度放射性廃棄物・使用ズミ核燃料の処理が不明

830
放射性廃棄物の
管理・処分等

<使用済み燃料処理をどうするのか>
原発から出たゴミはどうするのか。夢の？核燃料サイクルは目処が立たず，核ゴミ処理は何も決まらずにどんどん未来に
つけを回しているだだ。未来の子供たちに，「2011.3.11」から日本は変わった，良い時代になったと言われたい。

914
放射性廃棄物の
管理・処分等

最後に
２月13日常陸太田市で行われた原子力規制委員会の説明では，はっきり言って細かい技術的な説明に終始し，再稼働
後のソフト面の対応方法など我々の期待に応えられず，説明会をしたと言う「ありばい」造りにしか思えなかった。
日本の原発全体の課題であるが，既に50トン近いプリトニウムを初めとして放射性廃棄物の保管場所の容量が限界に近
いと言われている。地下深部に保管する方法が検討されているが，日本国中何処でも大規模地震の影響を受けると言わ
れており，これを数千年以上管理して行かねばならないと言うことは我々の子孫に重大な負の遺産を遺すことになる。今
後廃炉になる原発が増える中，放射性廃棄物の処分方法の技術が確定されるまで再稼働等による新たな放射性廃棄物
を増やさない方針を明確にして欲しい。このためにも，放射性廃棄物の処分技術の開発は一部で研究が行われている
が，国際協力を含め国，県等が中心になり，情報をオープンにして日本が一丸となってあらゆる方向から真剣かつ早急に
取り組むべきと考える。関係者の一層の努力をお願いします。以上

４　ついに，原発放射性廃棄物にまで至った現代文明の根本的問題
原発廃棄物の問題は，原発問題の中心問題ではない，一見そう思える。しかし，この問題こそ，原発問題の中心問題で
ある。小泉元首相は３　１１を契機に原発に不信を抱き，自ら北欧まで行って，原発廃棄物の処理現場を見に行った。そこ
では放射能が漏れないよう，硬い岩盤地層を地下深く延々と掘り進め，そこに保存していた。そこに１０万年保管するのだ
という。日本にはその様な地層がないので，無理だと思ったという。また「原発を廃棄するのに５０年もかかるという事は，
その間の諸費用や人件費を考えると，電気料が火力や水力発電など他の電気料より安いなどという事は有り得ない,わ
たしは官僚たちに騙されてきた」と語り，現在は原発からの脱却の先頭に立って運動している。安倍首相にも原発脱却の
話をしたが，安倍首相は黙ったまま何も答えなかったという。安倍首相の心をがんじがらめにしているものは何か？その
心の深い闇の中に入って正せる者はいないのか？昭和３０年代から始まる高度成長期から，大量のゴミが発生した。そ
の後，アメリカ型大量生産大量消費の経済に伴って，さらに大量のゴミが発生した。その経済を下支えしたのが，水力発
電や火力発電であり，さらに，それを補うものとして資源の少ない日本にとって原発は花形産業として登場した。そして今
や，ゴミ問題は収拾のつかない段階に突入している。瀬戸内海の小島，僅か１４ｋｍ２の豊島（てしま）には，１９７５年から
９１年にかけて，全国から産業廃棄物が不法に持ち込まれた。島は，１００万トンのゴミで埋まった。島民は，かつての美し
い山や海を懐かしみ，子供たちに申し訳なく思い，かつての島を取り戻そうと，弁護士の中坊公平氏らの協力を得なが
ら，立ちあがった。ゴミの撤去が始まって，大分，美しさを取り戻したが，地下にはまだ残っていて，道半ばだという。もう３
０年近く経つというのに，気が遠くなりそうな話である。更に，悩ましい事に，撤去された膨大なゴミは，一体，どこへ持って
いかれたのか。それを考えると，何の根本的解決にもなっていない事に気づく。

・東海第二発電所における放射性廃棄物の
管理・処分等について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

また，三重県紀北町に「奇跡の清流」と言われる銚子川がある。世界遺産の熊野古道のすぐ側を流れている。テレビに
映ったその川は，水が透明であるため，舟が空中に浮いている様に見えた。最近，ここに日本中から，産業廃棄物がダン
プカーで連日運び込まれている，というニュースが流れた。紀伊町にはまだ，産業廃棄物持ち込み禁止条例が無かったと
ころを狙われたのだという。この事はまた，産業廃棄物の捨て場がいよいよ日本中に無くなりつつある，という事を示して
いる。経済政策を立案する経済学者や政治家は，こうしたゴミ問題をどう考えてきたのだろうか。そしてまた，工場排水が
原因の水俣病やイタイイタイ病などの公害問題をどう考えて来たのだろうか。昭和２０年８月６日，広島に原爆が投下され
た。当時，青年将校だった中曽根元首相は，その膨大なエネルギーをみて，これからは，これを平和利用に使おうと，強く
思ったという。以後，中曽根氏が日本の原子力政策を牽引していく。中曽根氏の目には，原発のゴミ問題はどう映ってい
たのだろうか。「そういうものを考えていたら，それに利益を食われて，経済など発展しない。そういうものは，考えたり，見
たりしてはならない。全ては，経済発展のためである」。長年ずっと，こういう問題が解決してこなかったのは，経済学者や
政治家がそう考えてきた，という事であろう。しかし，明治以前の祖先たちは違った。

江戸時代，ある藩では，一定地区の山の杉を２００年間，後世に残すために，伐採を禁止したという。また，富士山へ登る
時は，登山中のし尿物は全て持ち帰るのが，しきたりだったという。そのおかげで，富士山という巨大な天然ろ過機を綺麗
に保ち続け，きれいな真清水を私たちは今日，いただく事ができるのである。私たちの祖先は，自分たちの事より，子孫
たちの事を考えた。その様な祖先からの様々な恩恵を現代の私たちは，無意識に享受しているわけである。ひるがえっ
て，現代人が，後世に残せる物は何か？まだ，使えるのに次々と新しい物に取り替え，浪費して，資源を無制限に使い果
たしつつあるボロボロの地球である。そして，その資源を加工したり，消費したりするに伴い発生する膨大なゴミである。そ
して，そのゴミがまた，山を汚し，川，湖，海，大地，大気，地下水を汚す。さらに，その地下水を何十，何百年とかけてろ
過させて来た地層までもである。極め付きは，原発放射性廃棄物である。その処理にかかる年数は，１０万年である。こ
れを後世に残そうというのである。しかも，それをこれからもずっと，廃棄し続けていくのだという。これはもう，人間ではな
い。狂人である。後世の歴史から，私たちは一体，何と言われるだろうか？万葉の時代から，人々は，大自然の美しさを
めでてきた。あの美しい海岸沿いに工場を建て，工場排水を流すなど，どうして，そんな事が出来ようか。神であるあの山
に風穴をあけて，トンネルを掘るなど，どうしてそんな事が出来ようか。山肌を削り，石を採掘するなど，どうしてそんな事
が出来ようか。大自然に敬意を表し，未来永劫，この美しい風景を子孫たちに残してゆきたい，そのような思いがあったな
ら，どうして，自然を汚すゴミなど，作り出すだろうか。ましてやゴミ処理に１０万年もかかる原発を。祖先を見習い，自然を
壊さぬよう，この自然を守り，つましく生きてゆきたい。この美しくも，荘厳な大自然を前にしたら，経済発展などはもうどう
でもいい事ではないか。そう，思える。

弱肉強食の刃を振りかざし，自分勝手な利益を追求すれば，その刃はブーメランのように巡り巡って，必ず自分の所に
帰ってくる。私たちを取り巻く環境を見れば，一目瞭然である。最近のニュースでは，プラスチックごみが，海洋を汚染し，
それが食物連鎖で，魚類に入り，私たちの体が汚染されつつある事が分かって来た。また，築地の代替地の豊洲の地下
水が，以前，そこにあった工場の排水で，極度に汚染されていた。あれはもう，犯罪ではないのか？あのように飲めなく
なってしまった地下水が，都会の地下に広がっている。本当にもう，救いようが無い。この様な，ブーメラン現象は，経済で
も起きているのではないだろうか。それまで，つましく，それなりに幸せに暮らしていた「後進国」に，「先進国」がグローバ
ル化と称して入り込み，自分たちの利益を優先し，その国の今後の経済的自立や発展などは考えないで，商売や開発を
進める。グローバル化に関与した一部の人達のみが富み，経済はねじ曲がり，国は荒れ果てる。

1002
放射性廃棄物の
管理・処分等

・東海第二発電所における放射性廃棄物の
管理・処分等について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

ある湖の周りでは，そこの魚をとって，皆でつましく暮らしていた。そこへ，グローバルな大資本が入って，魚を根こそぎ
とってしまった。また，熱帯雨林アマゾンでは，森林破壊が止まらない。２００５年までの１０年間だけでも，東京都の９０倍
に匹敵する約，２０万ｋｍ２の森林が消滅した。先住民たちは，片隅に追いやられ，もはや，祖先から受け継いできた伝統
的な森や川との生活は不可能になった。代わりに，グローバルな大豆畑や牧場が延々と続いている。赤ちゃんを抱いた
先住民の少女の写真が新聞に載っていた。その純真な目は，「こんな事をして，あなたたちは，それでいいのですか？」と
私たちに問いかけているようで，正視できなかった。その後，熱帯雨林アマゾンは，どうなったのか？グローバル経済の
最大の罪は，この様に，つましく暮らしてきた人達の生活基盤を根こそぎ奪ってしまった事である。こうして，世界的に，貧
困が発生し，治安が悪くなり，多くの住民が国外へ避難を始め，一部はアメリカに殺到する。アメリカの自己中心的なグ
ローバル経済の矛盾がブーメランのようにアメリカ自身に，はねかえり，突き刺さるのである。東海村に日本初の原発が
出来て，小学校の時，学校で見学に行った。ゴミ問題など，誰も口にしなかった。そもそも，知らなかった。しかし，科学者
であれば，分かっていたはずである。そのゴミがやがて，大量にたまり，収拾不可能になる事が。世の中には，やってみな
ければ分からないから，ともかくやってみよう，というスタートの仕方もあるだろう。しかし，こと原発に限っては，それは当
たらない。原発ゴミ問題が今や，完全に行きづまっている状況を見れば，一刻も早くここで，打ち止めにして，今後の処理
に当たる事が賢明である。

781
放射性廃棄物の
管理・処分等

原発の安全性には使用済核燃料や放射性廃棄物の処分も不透明で問題があります。この解決策は見つかりません。

1100
放射性廃棄物の
管理・処分等

7つ目，この基準には再稼動に当たって出続ける放射性廃棄物の問題については一切触れられていません。福島第一原
発事故の際には，過去に出された全ての使用済み燃料棒を冷やしていたプールも損傷したわけです。もし，燃料棒が速
やかに処理されるなどして，最低限の量しか貯蔵されていなければあそこまで事故は甚大にならなかったかもしれませ
ん。東海第二原発でも使用済み核燃料の貯蔵問題は深刻です。しかし放射性廃棄物は今現在の技術では放射能を無害
化することはできませんし，最終的な行き場もありません。むつ市の中間貯蔵施設も審査に時間がかかっています。ま
た，むつ市の施設は中間貯蔵なのでその先廃棄物の行く当てがなければ，また東海第二に戻される可能性も考えられる
のです。安全を考えるなら，全ての原発において置き去りにされてきたこの問題も，取り上げないわけにはいきません。使
用済み核燃料が過剰に東海第二原発に置かれ続けることは，事故のリスクを大変に高めます。ずさんな管理や安全を置
き去りにした保管方法もとられかねません。またこれは原発が廃炉になる際の問題にもつながってきます。先日，原電が
進めている東海原発の廃炉作業が3回目の延期となりました。延期の理由には放射性廃棄物の最終的な処分先が決
まっていないことなどがあげられています。放射性廃棄物が最終的に，そのまま原発敷地内に安全管理が不十分なまま
置き去りにされるのではないか大変危惧しています。建物，施設などは延期の間にもどんどん劣化していくのです。原発
の廃炉作業がまともに行えない状況のなか，同じ原電が原発を再稼動を表明したことは理解に苦しみます。もしこれらが
十分に検討されないままに再稼動が認められた結果，経済的，技術的，科学的なこと等を理由に，最終的に原電が廃炉
作業を行うことができなかった場合や，原発敷地内に廃棄物が置き去りにされるようなことになるなど，重大な不祥事や
事故が起こった場合にはどこが責任をとるのでしょうか。不祥事や事故が福島第一原発事故のときの東電のように，一民
間企業である原電にはとても対処できないような内容の場合には最終的にはどこが責任をとるのでしょうか。そこのところ
もはっきりとさせていただきたいです。

16
放射性廃棄物の
管理・処分等

大量に保管・発生する放射性廃棄物の厳密な安全管理や確実な処分方法

139
放射性廃棄物の
管理・処分等

・放射性廃棄物の処分方法（将来，東海村が最終処分場にならざるを得ない。）

236
放射性廃棄物の
管理・処分等

・安全ばかりを問題にしているが，核廃棄物処理が何も解決していない。それもとり上げる必要がある。

・東海第二発電所における放射性廃棄物の
管理・処分等について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

558
放射性廃棄物の
管理・処分等

　幸いに，20年，大きな事故もなくて運転が終了した場合，もしくは途中で大きな事故を起こした場合には，莫大な量の放
射性の廃棄物が発生するわけなんですが，これについて，規制委員会として，今回，審査されたのかどうか。いずれ，も
のすごく長い期間，強い放射能を管理しなくてはいけないのですが，一体，何年間，管理するつもりでいるのか。その管
理の責任者，主体はどこなのかということを教えてください。

　20年の運転を認可したわけですから，20年後には当然廃止措置が発生するわけですね。ですから，そのことも含めて。
　大きな事故がなくて20年たったときに，廃止措置が発生するときには，とにかく原子炉の使用済の燃料も含めて，莫大
な量の放射性廃棄物が発生することは明らかなわけですから，運転を認可する，再延長を認めるということは，その後始
末をきちんと規制委員会としても評価した上で，これで大丈夫だよということがはっきりしないと，どの事業もそうなんです
が，普通は認可できないと思うんですよね。

　規制庁としては，そこのところはもう責任放棄ということになるわけですが，そういう認識でよろしいわけですか。

596
放射性廃棄物の
管理・処分等

・放射性廃棄物の処理処分

652
放射性廃棄物の
管理・処分等

・原子力廃キの問題

695
放射性廃棄物の
管理・処分等

放射性廃棄物の問題。

1163
放射性廃棄物の
管理・処分等

６）再稼働すれば廃棄物（核のゴミ）が増え続けます。その処理法がないまま将来のつけとして残すことは無責任だし危険
です。

629
放射性廃棄物の
管理・処分等

稼働された場合，プルトニウムが生成される。汚染水の排出，汚染排気の排出されるがどう考えるか。

1171
放射性廃棄物の
管理・処分等

②東海原発の崖下の海を調査していますか？本当に安全な水が流されているのでしょうか？しばらく前の事ですが地域
の海に詳しい方に聞いたことがあります。立ち入り禁止になっているそうですが，その周辺ではとても大きく育った魚が沢
山いたそうです。中には食べたという人もいました。海水はそのまま茨城県沖へ…。

・排気・排水の処理方法・放出基準について

・東海第二発電所における放射性廃棄物の
管理・処分等について
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【重大事故等対策】

4 重大事故等対策

　もう一つ，100テラベクレルしか放射性セシウム137が放出されないというふうに断言なさっております。本当でしょうか。
フィルターベントが壊れちゃったらどうするんですか。たった１基のフィルターベントが壊れちゃったらどうするんですか。コ
ントロールするすべがございますか。まことしやかに100ミリシーベルト以内に抑えるなどというよりは，嘘も万八ではござ
んせんか。

　それが壊れちゃったら100テラベクレルでは収まらないでしょうというんだよ。皆さんのコントロールの手を離れちゃうんで
しょうよ。
　みんな突破されて，最後の最後でしょう，フィルターベントというのは。それが壊れちゃったらどうするんですか。100テラ
ベクレルでおさまえることはできないでしょうと言っているんですよ。あたかもおさまえられるようなことをあなた方は，悪宣
伝なさるから私は怒るんですよ。

187 重大事故等対策 放射能の放出時処理の仕方。

333 重大事故等対策 フィルタベントの多重化が必要

431 重大事故等対策 フィルターベントを２つに

737 重大事故等対策 ②格納容器のベント用フィルターには，使用実績や信頼性があるのか。

793 重大事故等対策
⑦　格納容器ベント配管と非常用ガス処理系の接続状態（放出ガスが建物内に逆流する可能性の検討）
　などなど，以下は省略しますが，上記のような地道なご検討を期待しています

826 重大事故等対策
<重大事故時対策のフィルターベント装置が足りない>
フィルターベントを一個だけ設置というが，多重化すべき。

855
重大事故等対策
地震対策

（２３）フィルターベント（放射性物質の大気放出）
　格納容器内の空気を大気放出する場合，まずフィルターベントを通して放射性物質を水で吸収するとしても，限界があ
る。また，ある程度使用すれば除去性能が低下し，洗浄液の交換等の様々な操作が必要になる。こうした操作ができるか
疑問である。また，洗浄液の供給系や排気系の設備等も含めて，耐震性が確保されているか不明である。

933 重大事故等対策

３　東海第二の格納容器自由体積は柏崎刈羽原発に比べ小さい故に，同じような事故が起きた場合，格納容器フィル
ターベント装置に依存する可能性が高いと想像されます。にも拘らず東海第二は，各原発とも２基設置する柏崎刈羽と違
い，１基しか設置しません。１基ではこれが故障のときには放射能放出を抑制できなくなり住民被ばくは避けられません。
複数基の設置を指示してください。より根本的には，放射能を管理放出し格納容器を守ろうとする考え方は住民被ばく前
提に基づくので，容認できません。容量の大きい第２格納容器（圧力冷却建屋）を設置して，そこで冷却し完封しきる方策
をご検討ください。

・フィルタ付きベント装置の性能，系統の信頼
性及び故障の想定・対応等について（非常用
ガス処理系との関係等を含む）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1116 重大事故等対策
・逃がし安全弁が設置され，危険が迫った時には圧力を逃がすということだが，その際放射性物質を含んだ気体が外へ
洩れないという確認はとっているのでしょうか。また漏れた場合はどのように対処すると想定しているのでしょうか。

1187 重大事故等対策
○ベントフィルターの有効性は実証されていない。1/1000に除去されても大量の放射能は大気排出されるので最低3重
化が必要。

1212 重大事故等対策

２．東海第二発電所では「格納容器圧力逃がし装置」の設置があります。
この新たに設置される格納容器圧力逃がし装置は本来格納容器内で閉じ込めるべき放射性物質が含まれた気体を配管
を通し，格納容器外のフィルター部分へ導くことになります。この過程で漏えいが発生した場合の対策が想定されていま
せん。途中の配管が破損した場合などの対策が必要だと考えます。

9
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

　私は，動かさないことが東海村で安心して過ごせるのではないかというふうに考えています。
　51ページなんですが，可搬型代替注水大型ポンプと放水砲に関しての質問を１点したいと思います。
　昨年の12月25日に行われました県の東海第二原発安全対策の会議において，原子炉建屋が破壊して，放射性物質が
大気中に放出される場合，原電は放水で拡散を防止すると方針を示した際に，どのくらい拡散を抑制できるのかと座長が
ただしたところ，原電は，定量的にはかったものではないという回答をしたということです。具体的な効果は把握していな
いというふうに新聞で報道されました。
　あと，一昨年の原電説明会のときにも，放射性物質を水でたたき落とすというが，何％ぐらい落とせるのかと尋ねた方が
いましたが，原電はわからないという回答でした。
　そこで質問ですが，具体的な効果は把握していないとか，わからないと，放射性物質の打ち落としの実績がなく，当てに
ならない原電に任せてよいと適合するものとした規制委員会の判断は間違いだったのではないかというふうに思います
が，その確認はされているのでしょうか。

268
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

放水砲によって落ちた水は放射性水である。この水を「海洋」へ放出しているが，その際，規制庁委員は「『汚だく防止膜』
でとりのぞく」と説明していたが，これはうそでしょう。2018.12.25の県のＷＴでの資料ではネオジウムを使う説明図になっ
ていた。原電さんを支えるのでは「規制」にはならない！困ったものだ。

292
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

１．平成31年1月13日，東海会場議事録P16～17
審査の概要資料P51
①放水による放射性物質拡散の抑制についてですが，「具体的な効果は把握しておらず，定量的なことを確認しているわ
けではない」ということで「できる限り外部への放出を抑制する」と書いてありますが，原子力規制庁及び日本原電，そして
茨城県では「できる限り頑張って拡散しないように努めますが，食い止められなかったものに関してはやむを得ない」と考
えていると思ってもよろしいのでしょうか？

293
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

②汚濁防止膜とはどういうもので，どのような効果があるのでしょうか？

・放射性物質の拡散抑制対策（放水及び放
射性物質吸着材）の定量的な抑制効果につ
いて（WT指摘事項と共通）

・フィルタ付きベント装置の性能，系統の信頼
性及び故障の想定・対応等について（非常用
ガス処理系との関係等を含む）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

294
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

③今なお増え続ける福島第一原発の汚染水のようにどうしようもない事態になっても，敷地内であれば拡散を抑制してい
る状態であるというのでしょうか？

295
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

④また，放水によって大気中の放射性物質を落とすことができたとしても，地上から地中，さらに海洋への拡散は止めら
れないのではないでしょうか？
以上４点についての考えをお聞かせいただきたいです。

520
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

①P51「放水砲」の項の説がころころ変化していて不信感を覚えた。日立市の時には，「汚濁防止膜で放射性物質を部分
的にとりのぞく…」今回（常陸太田市）では，「吸着材により放射性物質をとりのぞく…」であった。申請の許可をした時点
では，原電さんの説明はゼオライトで吸着させるとの説明あったはず。それをもって許可をしたはずである。2018.12.25の
県のＷＴでゼオライトは否定されいるわけであるから，審査のやりなおし，再査を，県は規制委員会に要求すべきであると
思った。

560
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

　実は，初日，東海村でした。そして，私，今日，会場にいらっしゃる方の人数とか，これまでも何カ所か，私，心配で参加
して状況を聞いてきました。
　それと，私の背景には，1,800を超す方たちが，この東海第二原発再稼働させてほしくないという思いをお持ちの方がい
らっしゃいます。ですから，今日のこういう説明会になかなか来られないという方がたくさんいらっしゃるのですよね。
　そういう中で，この説明会が終わったから次の段階に進むのだということになっていくのかなと思うんですが，ただ，私
は，東海村で，50ページの「止める」，「冷やす」，「閉じ込める」，その閉じ込めができなくなったときに，次の51ページのと
ころですけれども，放水砲で水をかけて，漏れた放射能を打ち落とすというんですが，この打ち落とすのは，どれくらいの
パーセント打ち落とせるのかと原電に確認したのかと聞いたら，それはしていないということなんですね。
　今まで，「止める」，「冷やす」，「閉じ込める」，閉じ込めるが完全にできないことは,福島の原発事故が起きた後ですか
ら，当然，閉じ込めることはではなくなっているんですよ。そういう中で，これが何パーセントかということを確認できない。
だから，放出されてしまうことが，そのときの状況がどの程度なのかという確認がされていないというお答えをいただいた
んですから，私たち，本当に命がかかっているんだということとか，それから，本当にこの生活を守ってほしいんだと。

565
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

　もう一つ，先ほどの51ページの放水砲ですけれども，これは原子炉建屋の破損口を見つけて，そしてこの放水砲で水を
かけることになっていますが，実際にこういう事故が起きた場合に，破損口というのはどのようにして見つけるのか。見つ
かるまでに破損口が穴が開いてからどれぐらい時間がかかると想定されているのか教えてください。

　一体，そこの破損口が破れてからどれぐらいの時間がかかって発見できるのかがわからないのに，何パーセントの汚染
を防げるかと計算できないですよね。だからさっきの質問に答えられなかったんですか。

586
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

P51放水砲で放射能どのくらいうちおとせるか確認してないと。

・放射性物質の拡散抑制対策（放水及び放
射性物質吸着材）の定量的な抑制効果につ
いて（WT指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

588
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

事故発生した時に放射能が周辺に飛散することが完全に防止できるか関心をもっている。

679
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

・放水砲の効果は極めて疑わしい。周辺住民は被曝してしまう。

828
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

<放射性物質の拡散抑制対策が不十分>
発電所外への放射性物質を原子炉建屋に放水し，大気への放射性物質の拡散抑制するというが，実際に効果を確認し
ていない。

857
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

（２５）移動式ポンプ車・放水砲（放射性物質の大気放出）
　重大事故等によって，原子炉建屋が大きく破損した場合，開口部へ放水砲で大量の海水を放水し，放射性物質をでき
るだけ水で除去するとしているが，実際どのくらい吸収できるかは，やってみなければ分からないとのことで，発生する廃
液の回収等も含めて，有効性が疑問である。

868
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

お世話になります。
茨城県は，関係法律の目的「住民の生命，身体，健康，及び財産の保護すること」の達成のため全力を尽くして頂く様お
願いします。
規制庁の住民説明会には６回参加しましたが，質問できなかった項目について，下記に記しますので，県のWT で十分検
討して頂きたいと思います。（以下，節約のため紋切調とします。）
 記
1. 規制庁の住民説明会資料(p4)で「原子炉等規制法」が触れられている。この法律の目的には「国民の生命，健康及び
財産の保護」と記されているが，規制庁の説明には「生命」は守れそうな説明はあったが，「健康，及び財産の保護」する
に足りる説明はなかった。規制庁の住民説明会資料(p51) 「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策」が
その対策のようではあるが，「効果は確認されていない放水砲で，原子炉建屋から放出された放射性物質を撃ち落と
す。」ということであるから，やはり対策になっていない。
茨城県には，「茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画編）」に従って，規制委員会の対策の抜けていた「住民の健
康，及び財産」を具体的にどう守るのかを示して頂きたい。

875
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

③ 放水した水の処理はどのように行うか？

895
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

規制委員会の資料P14，P51の説明に対し明確な回答はなし。不安である。

995
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

４）「放射性物質の放出を想定した対策」の一つとして可搬式代替え注水大型ポンプによる原子炉建屋へ放水し，放射性
物質の拡散を抑制するという説明がありましたが放射性物質は空気に乗って拡散するのであり，煙を放水で閉じ込めるこ
とは不可能であるのと同様に放射性物質の拡散を放水でふせぐことはできないと素人なりに考えました。専門家の考えで
は拡散を防ぐことができるのでしょうか。

・放射性物質の拡散抑制対策（放水及び放
射性物質吸着材）の定量的な抑制効果につ
いて（WT指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1014
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

さらに放射性物質の拡散を抑制するために大型ポンプで放水するなど効果の程が疑われます。くらしにはいくつかの事
故は起こり得ますが何とか回復できます。原発事故は数知れない終わりが遠い負担，健康被害をもたらします。御課の
調査判断，厳正なチェック，そして県知事の英断を切に希望致します。

1029
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

Q13:資料（５１）発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策
対策は，原子炉建屋への放水と汚濁防止膜の設置，二つが挙げられている。天気の良い無風状態では，放水は目標に
命中するであろう。風があれば風向きを見て放水方向を決める。全ての風向きに対して対応可能であろうか。強風時は目
標まで届かない恐れがある。夜間では目標が見えない。照明装置は強風時の使用に耐えうるのか。汚濁防止膜は，敷地
内の水にだけ効果が期待できる。強風で敷地外に飛び去る水は管理外となる。過酷な状況での作業となる。津波再来時
は作業できない。実効性が疑われる。

1044
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

５１ページに「放水砲等により原子炉建屋への放水する設備及び手順の整備することを確認」とありますが，これは整備
する予定という回答で，実験はできませんから実験して効果があったことでないのは当然のことです。しかし，質疑でもど
れくらいの効果があるのですかという質問が出されましたが，この質問に明確に回答できませんでした。それなのに，「規
制基準に合格した」というのにはかなり無理があります。

1092
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

3つ目，住民説明会資料51ページについて
水戸市の説明会の際に何人かの方が，この箇所について質問されていました。「発電所外への放射性物質の拡散を抑
制するための対策」ですが，これではあまりにもずさんすぎます。この説明のどこが科学的，技術的なのでしょうか。1万年
に1度の規模の地震や津波，テロ，ヒューマンエラーなど重大事故の際，まず原子炉建屋の破損口などの状況把握をど
のようにするのか。それにかかる所要時間はどの程度か。建物が吹き飛んでいるなど，破損口が放水でふさぎきれない
程大きい場合や複数個所の場合はどうするのか。放水砲や大型ポンプ車を配置するのにどの程度かかるのか。放射性
物質の汚染がひどく，人が近づけない場合にはどのように対処するのか。落下物などで放水車や大型ポンプ車が破損す
るような事態にはならないのか。瓦礫などが道路に散乱していた場合，放水砲や大型ポンプ車を動かすことが果たしてで
きるのか。対処するはずの人々が負傷，死亡し対処できない場合にどうするのか。放水した水は海に流すとあるが，海の
汚染はどの程度になるのか。大気の汚染はどの程度になるのか。まったく説明になっていませんでした。これはもはや精
神論で科学や技術以前のレベルです。説明会資料3ページ下に示されているように，重大事故が起こった場合東海第二
原発でははじめの7日間で最大18兆ベクレル以上が放出されると試算されているようですが，その試算とこの図はどのよ
うにつながるのですか。その試算の説明はありませんでしたが，その試算は根拠がありますか。この図を見ると，18兆ベ
クレルで済むのかどうか疑問にすら感じます。福島第一原発事故のようにならない根拠はなんですか。少なくとも科学
的，技術的な議論をお願いします。重大事故が起きた場合には，結局のところ福島第一原発事故の際と同じく，場当たり
的で，対応する人に命の危険を強いる対策以上のことはできないということがここで示されているのではないでしょうか。
これでは到底安全とはいえません。

144
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

格納容器がこわれて放射性物質が外に出た。さいごに人の手でホース注水するというが，その人は死んでしまうのでは。
だれが水をホースで出すのか。現実には無理な話。→対策になっていない。

238
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

・Ｐ.51放水砲で放射性物質は捕獲できないだろう。第一，だれがやるのか。もう近づけないはず。なぜこんな非現実的な
方法が許可されるのか。

・放射性物質の拡散抑制対策（放水及び放
射性物質吸着材）の定量的な抑制効果につ
いて（WT指摘事項と共通）

・重大事故等対策における作業員の放射線
防護対策並びに緊急作業に係る要員の確保
等の考え方と対策の成立性との関係につい
て（WT指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

344
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

１．P.51は冗談か。だれが放水するのか。死ぬだけ。

509
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

⑦P.51放水だれがやる。死ぬのに。命中の精度は実験したのか。これでなぜＯＫ？

1143
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

県主催の住民説明会の資料　５１ページについて。
原子炉建屋が壊れて放射性物質が拡散するほどの事態になったら，もはや人間が近づくのは不可能である。しかしその
時の原電の対応策が，なんと人間の手による放水となっている。
福島第一原発事故のときもそうだったが，放水の水は広がってしまい，十分に放射性物質を捉えることなどできない。放
射性物質拡散の抑制が目的と言うが，そんな原始的な方法で拡散の抑制ができないことは明白である。実証実験もして
いない。なによりも誰が決死隊員として放水車を扱うのか。その特攻隊名簿はできているのか。原電は，社員に死を覚悟
した職務命令を出せるのか。県はこの放水方法をよしとするなら，原電から放水担当者名簿を手に入れるべきである。名
簿を作っていなければ，原電はどうせ事故など起きないだろうと高をくくっていることになる。そういう無責任さは許されな
い。

108 重大事故等対策

　ヒートシンク喪失ということですね，電源喪失になった場合，高台にポンプ車とか電源車を配置するということなんです
が，これは，すごい地震になったとき，誰がそこの場所に電源車を取りにいくというか，そういうことができるんですか。道
路もずたずたになっているような状況で，そういうことは可能なんですか。沸騰型の原発というのは，稼働は無理ではない
かと自分は思っています。そこんとこはどうなんですか。電源全く喪失してしまって，それを誰が取りにいって，高台ってど
こなんですか。

　そこに行くまでの高台のところが絶対に崩落しないという根拠というのはあるんですか。
　それはどのように確認したんですか。

1013 重大事故等対策
そして可搬型重大事故等対処設備と称して事故の際国道２４５をはさんでポンプ車や電源車を運搬するとあり，いくつか
のルートも確保してあるとありますが大丈夫でしょうか。

・重大事故等対策における可搬型設備等使
用時の動線の確認並びにアクセスルートの
頑健性及び冗長性について（WT指摘事項と
共通）

・重大事故等対策における作業員の放射線
防護対策並びに緊急作業に係る要員の確保
等の考え方と対策の成立性との関係につい
て（WT指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

316 重大事故等対策

　84ページですか，この絵を見て少し心配になったことがあるので，補足説明していただきたいんですが，固定の装置がう
まくいかなくて，可搬型の，ここでいうと消防自動車のようなので炉心に水を注入するということですが，実際にこれは冷
却できるのか，確認はされたんでしょうか。

　どんな解析をされたんでしょうか。
　そこで，炉心の熱と，あと圧力容器とか，構造材がいっぱいありますよね。そういう熱の評価はしているんですか。
　注入した水が，炉心とその周りの構造材の冷却できるような水量を確保できるとか，そういうことを評価していますか。

　心配しているのには，コードで評価しても，しきれない難しい問題があるんですよ。圧力容器の中の一番下のほうが冷た
い水で，だんだん温度が高い水になってきて，水面では加熱蒸気と。そういった現象をＭＡＡＰでは解析できないと思うん
です。難しい。だから，ＥＣＣＳの評価というのが世界中で実験でやっているんです。だから，これも実験でやらないと確か
なことは言えないんではないかなというふうに心配しているんです。その辺はどのように考えますか。

　炉心の周りのシュラウドとか，集合体の支持板とか，そういった構造材の熱についても計算に入れていますか。要する
に，崩壊熱だけではなくて，構造材の熱もとらないと冷却しきれないですよね。そして，冷却が間に合わないと，燃料温度
が上昇して破損すると。そういう事態になるんで，その辺は厳密に評価しないとちょっと心配なんですね。

788 重大事故等対策
②　交流電源，及び直流電源が喪失した場合の隔離時冷却系（RCIC）の運転可能時間と特性の把握と運転要領（2月2日
に県が主催した日立市での地元説明会では，原子力規制庁の資料にRCICの記述が見られず，説明もなかったが，東海
第二には福島第一で立派に機能したRCICは設置されていないのでしょうか？）

789 重大事故等対策
③　RCICが設置されている場合，極めて重要な役割を果たすRCICを常用系としておくことの是非について（福島第一1号
炉では非常用復水器を常用系としていたことの弊害が発生している。非常用設備と同等の管理が望ましいのではない
か？）

885 重大事故等対策

ｄ）資料45 （代替循環冷却系について）
～代替循環冷却系を多重化する・・・とあるが，
駆動系（電源）や制御系はどの様な多重化になるのか？
以上

484
電源対策
重大事故等対策

電源水源の多重化。

790 重大事故等対策
④　格納容器隔離弁の閉鎖ロジック（原子炉冷却を格納容器隔離よりも優先させた隔離弁の閉鎖ロジックとするべき。従
来の「閉じ込める」を最優先することの問題点）

791 重大事故等対策
⑤　原子炉事故を発生する以前に崩壊熱を大気中に放出する操作手順の確立（圧力抑制室ベント系に人的操作が不可
能なラプチャーディスクなどが設置されていないことの確認）

・重大事故等対策における冷却系統の信頼
性及び位置付けについて

・常設及び可搬型の各冷却設備の容量，流
量や台数並びに水源の容量等の考え方につ
いて（WT指摘事項と共通）

・重大事故等対策の有効性評価に係る各種
解析等の保守性について

・重大事故等対策における格納容器内閉じ
込め対策の考え方について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

963 重大事故等対策
・事故・故障発生時の発電所の非常時対応に関する意見
１原子炉の水位計で原理的に同じの水位計を使用する事は福島事故の反省がないと思います。水位計の数を増やす事
では課題解決にはなりません。

1210 重大事故等対策

さらに，スクラム時にはそれを確実にするために保護系母線を断つ設計となっていることから，この保護系母線に接続さ
れている広帯域水位計も電源を断たれてスクラム後の広帯域水位は計測できない状態となり，スクラム後の原子炉水位
を測るためには水位計への電源を「手動」でつなぎ直すのが手順になっていると日本原電は説明している。スクラムする
と原子炉水位が測れなくなり，その都度手動で電源をつなぎ直すのが通常の手順などという設計があり得るのかという疑
いは残されたままであり，水位計を増やせばよいという問題ではない。審査においても被災経験のプラントであることを考
慮して審査したと言うが，こうした設計上の問題について健全性を維持できるのかの審査が行われた形跡はないまま変
更許可がされており再審査が求められる。
以上のように，バックフィット制度が設けられ，設置変更許可においてさえ現在の水準からの体系的な再評価が必要であ
るにもかかわらず，設計の旧さによる構造的脆弱性の検討・審査が行わなわれないことは，「規制自身が旧態依然で陳
腐化している」ことを示すものであり，茨城県としてはどのように考えているのか見解をお聞きしたい。

799 重大事故等対策

住民説明会に出て，原子力規制員会からの説明を聞いていると，会社（日本原電）の申請を鵜のみにして合格させたよう
に思えてならない。厳しい意見は出なかったのか？全員賛成とは解せない。かえってあやしい。規制委は本当に住民の
安全を第一に考えているのか。疑問を持った。
東海第二原発は，老朽化に加えて２０１１年３月１１日の巨大地震で被災し，津波もかぶり電源喪失している。１つだけ発
電機が動いてかろうじて重大事故を免れたと聞いている。非常に危なかった。もし，全電源が喪失していたらと考えると恐
ろしい。私たちは今ここ（茨城県）には住んでいないだろう。
そこで３点具体的に事故未然防止策をあげてみたい。１つは，原子炉内の水位計の設計を見直すべきだ。２０１１年３月１
１日の大地震では水位計の電源も喪失したために温度の上昇が１時間も続き，発生した蒸気を大気中に放出する事故が
おきた。緊急停止と共に水位計の電源が遮断されるという設計を見直すべきだ。

・重大事故等対策における計装設備の信頼
性について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

866 重大事故等対策

お世話になります。
茨城県は，関係法律の目的「住民の生命，身体，健康，及び財産の保護すること」の達成のため全力を尽くして頂く様お
願いします。
規制庁の住民説明会には６回参加しましたが，質問できなかった項目について，下記に記しますので，県のWT で十分検
討して頂きたいと思います。（以下，節約のため紋切調とします。）
 記
1. 関係法律の目的である「健康及び財産の保護」のためには，放射性物質の一般環境への放出は許されないはずであ
るが，
しかし，規制庁の住民説明資料「東海第二発電所に関する審査の概要」p3 で，「100テラベクレルを下回ることを要求す
る。」と放出することを認めてしまっている。住民は認めていない。
2011 年3 月の東電福島第一原発事故災害で放射性物質の放出があったことは事実であるが，今後の災害時での放出
を認めることは住民は許していない。
本来，原発の設計では，「原子炉格納容器」が「放射能の一般環境への放出を食い止める。」という，この役目を担ってい
たはずであるが，規制庁の住民説明資料p45「冷やす，閉じ込める，ための手段（重大事故時）①（2/2）(代替循環冷却系
について)」の説明では，「原子炉熱出力に対する格納容器の自由体積が小さい。」として，東海第二発電所の欠陥を認め
ている。 ところが，この欠陥を残したまま審査をする理由説明がない。 本来ならば，自由体積を拡大させることを原電に
要求するのが筋である。
これを受け入れてしまったが故に，装置や施設が複雑化，煩雑化している。原発にとってこれは，命取りである。現場職
員の作業の増大化であり，配管の増加とその地震対策による支持物の増加で作業現場の複雑化を招いているはずであ
る。これまで容易に点検に人が入れた所が配管とその支持物が邪魔して点検しずらくなっている事は，想像に堅くない。
規制委員会の審査の甘さを厳しくチェックしてください。

872 重大事故等対策

お世話になります。（その８の修正です。その８は廃棄願います。）
茨城県は，関係法律の目的「住民の生命，身体，健康，及び財産の保護すること」の達成のため全力を尽くして頂く様お
願いします。規制庁の住民説明会には６回参加しましたが，質問できなかった項目について，下記に記しますので，県の
WT で十分検討して頂きたいと思います。（以下，節約のため紋切調とします。）
記
1. 規制庁の住民説明資料「東海第二発電所に関する審査の概要」p45「冷やす，閉じ込めるための手段（重大事故時）①
（2/2）(代替循環冷却系について)」の説明では，「原子炉熱出力に対する格納容器の自由体積が小さい。」として，東海第
二発電所の欠陥を認めている。これは，PWR の格納容器の自由体積の約7 分の１程度である。すると，発熱エネルギー
を10 分の１も下げれば保守的に合理的と言うことである。つまり，元々，東海第二発電所の定格出力の認可に誤りが
あったと言うことになる。原子力規制委員会は運転認可を取り消すべきである。または，この点を正すべく，「熱出力を約
330 万kwhから約33 万kwh に引下げる修正申請」を原電にさせる必要がある。ところが，この欠陥を残したまま，また，原
子炉格納容器の自由体積を拡大させることもなく，原電の要求に従ったままの審査を行い認可を出している。しかも自ら
の原子炉出力認可の誤りも正そうとしない。これは筋違いである。
規制庁の住民説明会資料p81「原子力規制委員会について」にある「規制と利用の分離を徹底し，独立した原子力規制委
員会」になっていない。嘘つきである。不誠実である。
「茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画編）」の目的「住民の生命，身体，及び財産の保護」に従った茨城県による
独自の審査に頼るほかありません。原子力規制委員会の審査の甘さを厳しくチェックし，原子力規制委員会に再審査を
請求してください。

224 重大事故等対策 質問　圧力容器が小さいとの説明。これは何を意味することか。どの位小さいものか。どう理解すればよいか。

929
高経年化対策
重大事故等対策

意見
安全性で問われている問題の中で，中性子線による脆性破壊のリスクにたいしての説明や沸騰水型改良標準化適用格
納容器でＭＲＡＫ－Ⅱは，容器がコスト面で小型化したことの欠点等が指摘されています。
それらの安全面に対してのの説明等一切なかったのですが，問題ないと断言できるのでしょうか？それともリスクも把握
しているが現状問題なしとのことなのか説明すべきと思いました。

・格納容器が他のプラントと比較して小さいこ
とを踏まえた格納容器破損防止対策の有効
性について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1186 重大事故等対策
・事故・故障発生時の対応
○SR弁は人力では開閉しない。被ばくを防ぐため完全自動化する。

1188 重大事故等対策
○放水砲は可搬型では重大な自然災害に耐えられない。原子力建屋内外の壁や格納容器内に固定し，自動操作すべき
であろう。

1189 重大事故等対策 ○苛酷事故時，建屋破壊時の残骸整理は自動化を考えるべきである。

846
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

（１５）落下物によるペデスタル内の細かな構造物の機能不全（炉心溶融事故）
　炉心溶融物がペデスタル内へどのように流下するか不明であることから，設置するとしている小さな構造物が本当に機
能するか疑問である。例えば，側壁にある注水配管の開口部やペデスタル底面から立ち上げた排水管及びそのノズルを
囲う多孔板のカバー，さらに，底部のドレン・スリット等の細かな構造物を設置するようであるが，流下する溶融物や水素
爆発等によって変形したり，詰まったりする可能性が考えられ，事業者が意図したように機能するかどうか，大変疑問で
ある。

847
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

（１６）ペデスタル内に張る耐熱パネルの損傷（割れ・剥がれ）（炉心溶融事故）
　高温の溶融物がコンクリートと接触しないように，ペデスタル部の内壁や床面に沢山の耐熱パネルを張るとしているが，
このパネルは脆いセラミック材料であるため，高レベル放射性廃液のガラス固化溶融炉で発生したように，急激な温度変
化や衝撃或いは地震動等によって，ひび割れや剥がれを起こさないか心配である。

848
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

（１７）溶融物による再臨界（炉心溶融事故）
　福島第一の１～３号機では，現在でも，圧力容器から流下した炉心溶融物の組成や混合状態等はよく分かっていない。
また，溶融物はペデスタル部へ流下し，その一部はさらに格納容器の底まで流下していると推定されているようである。
燃料や金属等が不均一に混合した溶融物が，水中に存在しており，状況によっては再臨界を起こすおそれがあると報告
されている。東海第二においても，溶融物による再臨界が発生する可能性がないか疑問である。

234
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

ヘデスタルに１メートルの水を張って溶けた燃料をうけとめると言うが，効果は疑わしいと思う。

940
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

5 ペデスタルについて
ペデスタルに1 メートルの深さの水を張り，事故の拡大を防止すると言うが，この効果には疑問が残る。事故の進展によ
り効果はさまざまと思うが，専門家による再検証をお願いしたい。

・重大事故等対策における自動化の考え方
について

・格納容器下部（ペデスタル）の各種安全対
策に係る具体的な設計方針（材質や耐熱性，
耐震性等を含む）及び溶融炉心流下に伴う
環境変化や水蒸気爆発を想定した場合の衝
撃，再臨界等に対する裕度について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

東海第２発電所に関する意見書
東海第２発電所（Ｔ２）の原子炉マークⅡ型ＢＷＲは福島第１（Ｆ１）のマークⅠ型と比べると，構造がかなり簡素化されてい
る。マークⅠ型の安全性を削って廉価版にしたことは明らかである。一番の問題点はＴ２の圧力容器の直下に大量の水を
湛えたサプレッションプールが配置されていること。Ｆ１の事故では圧力容器をメルトスルーしたデブリは直下のコンクリー
ト床に落下した。しかし，Ｔ２ではそれでは済まない。あの３．１１の事故のあと，Ｆ１から１００km以上離れたつくば気象研
究所の敷地で自然界にはない放射性物質テクネチウムが検出されている。テクネチウムの沸点は４８７７°Ｃである。こ
のことからＦ１でメルトダウンが起きた時の溶融核燃料の温度は３０００°Ｃをはるかに超え，少なくとも部分的には４００
０°Ｃを超えていたとみられている。Ｔ２の燃料集合体の重量は約７０ｔと記憶している。そんなシロモノがプールの水に落
下する可能性がある。プールの水に落下したら末期的な巨大水蒸気爆発は避けられない。この度の運転延長のための
改造でペデスタル床をコリウムシールドという金属板で覆い，さらに床上の水深１mの水を張るという。労働安全衛生規則
では溶融した高温の鉱物と水は厳重に隔離されることを要求している。この規定は幾多の悲惨な事故を教訓に定められ
たはずである。原電の改造案はまずこの規定に違反している。ＢＷＲ型の圧力容器は底部が制御棒を出し入れするため
の穴が無数に開いており，いわばザル状態である。溶融した燃料集合体が一気に突き抜ける恐れが高い。水を張ったペ
デスタル床でまず水蒸気爆発が起こるだろう。またコリウムシールドはデブリとコンクリートの化学反応を抑制したとして
も，断熱効果は無いはずである。原電はこの改造によって溶融燃料のプールへの落下は防止できると主張している。本
当か？もし本当なら，この機能はあのコアキャッチャーの機能と全く同じことになる。

コアキャッチャー装備の原発は非常に高価で，従来の２倍を超える。その高価になるかなりの部分をコアキャッチャーの
費用が占めている。コアキャッチャーは高価な特殊耐熱煉瓦を大量に使用するために非常に高価になってしまう。建造後
４０年間も中性子線を浴び続けた老朽化したコンクリートの床に，チープな改造を施しただけの装置が，コアキャッチャー
と同じ機能を発揮するなんてあり得ない。もし原電の言う通りなら，原発建造費のベラボーな高騰に悩むメーカーや海外
の電力会社はチープなＴ２方式に飛びつくはずではないか。
コンクリートというものはもともと熱には弱い。耐熱煉瓦どころかごく普通の赤レンガにさえ耐熱性は劣るものである。こん
なことは多くの人が知る常識であろう。筆者は原電の住民説明会でこのペデスタルの改造案を知った。念の為に後日，笠
間と益子の市役所や窯業組合にコンクリート製の窯業釜があるのか電話で問い合わせた。答は，コンクリート製は聞いた
ことが無いとのことであった。あたりまえであろう。おそらくピザ釜でさえコンクリート製など無いのではないか。

964
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

２．汚染水対策で，福島事故ではまだ解決してない事を考えると，コリウムシールドでは対処不能です。コアキャッチャー
を設置して下さい。
以上２件が解決しないと，その他１００件程あるコメントは書きません。新規制基準適合性審査の事業者ヒアリングを読ん
で，数限りない不明な箇所が有ります。川内原発のパブリックコメントから書いていますが改善されていないからです。

678
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

・ペデスタルの水位１メートルの根拠は？水蒸気爆発の危険はないか？

758
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

水蒸気爆発（ＳＥ）について説明があってしかるべき。北欧のどの国のＢＷＲで事前水はりをやっているのか？常時１ｍ水
張っていればよい。ＳＥを除外した理由不明。１ｍの深さの根拠不明。

960
・格納容器下部（ペデスタル）の各種安全対
策に係る具体的な設計方針（材質や耐熱性，
耐震性等を含む）及び溶融炉心流下に伴う
環境変化や水蒸気爆発を想定した場合の衝
撃，再臨界等に対する裕度について

重大事故等対策
（溶融炉心対策）

・溶融炉心による水蒸気爆発に関する具体
的な評価結果及びその保守性について（WT
指摘事項と共通）
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論点（案）
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844
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

（１３）解析条件の設定に依存する結果の変動（炉心溶融事故）
　通常，計算コードによる水蒸気爆発の解析では，炉心溶融物の量や組成，温度或いは流下の仕方等の条件をどのよう
に設定するかによって，結果が大きく変化する。特に，圧力容器の底部に２００本程度の配管が貫通しており，これらが大
きな開口部となって溶融物が一気に流下した場合には，全く違う結果にならないか心配である。

845
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

（１４）炉心下部のペデスタル内における水蒸気爆発（炉心溶融事故）
　炉心溶融が起こった場合，３０００℃を超える高温の溶融物が炉心から流れ落ちてコンクリートと反応し，爆発性の水素
ガス等が発生する。ヨーロッパでは，接触すれば水蒸気爆発を起こす可能性があるため，「コアキャッチャー」を設置し，
溶融物を水やコンクリートを使わないで受け止めるとしている。
　これに対して，東海第二では，ペデスタル内に深さ１ｍの水を張り，この中に極めて高温の炉心溶融物を流下させるとし
ている。計算コードで安全性を解析したところ，水蒸気爆発が起こる可能性は十分小さく，また，発生しても影響は十分小
さいと結論している。
　公開資料では，関連する部分がほとんど白塗りされて非公開であることから，水蒸気爆発等の解析結果について，これ
らの計算コードの特性や限界に詳しい専門家の意見を確認し，得られている結果がどのくらい確かなものか，検証してほ
しい。

965
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

原子力規制庁住民説明会の「審査の概要」４８ページについて質問・意見をのべます。
重大事故の拡大を防止する対策（炉心が解けた状態を想定）東海第二原発は沸騰水型原発で格納容器はマークⅡ改良
型と言われ，原子炉圧力溶器の燃料棒が溶け出し時，真下には水が張ってあり水蒸気爆発によって重大な事故が起こる
と専門家から指摘されています。それに対して日本原電はペデスタルに１ｍの水を張ると言っています。１ｍの水で水蒸
気爆発はなぜ起きないのか。実証実験はしたのか。また，コリウムシールドの厚さはどの位を想定しているのですか。福
島原発事故では溶けた燃料棒は格納容器をも溶かしたと言われています。２０００度ｃ以上数十トンの溶けた核燃料はコ
リウムシールドとペデスタルを溶かして格納容器に落ちる危険性をどう排除出来るのか。水蒸気爆発による原子炉圧力
容器，格納容器の破壊と放射能の全面拡散の危険が指摘されています。これらの危険性を排除の為なら実証実験を最
低疑似実験をしなければ住民・国民に責任が持てないのではないか。私はこの問題が解決しなければ，避難どころか周
辺住民数万人の命が亡くなる危険性があると思っています。県原子力安全対策課は命の問題として慎重に審議をして貰
いたい，と切に願っております。

981
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

東海第二原発の格納容器はMARKII型。万が一の事故で炉心溶融が発生した場合，真下に水深1メートルの水を貼ること
になっていますが，そこに高温の炉心が落下したときに，水蒸気爆発の危険性があります。しかし，審査では可能性が少
ないため，無視してよいとされ，そのリスクが検討されていません。

1036
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

・燃料溶融した場合の対策について
日本の原発にはコアキャッチャーというものがないが，他国では標準装備だそうだ。そのかわりに圧力容器の下に水をた
めておいて核燃料を受け止めるという。水蒸気爆発を起こさないように水量を調節するらしいが，重大事故時にそのよう
なコントロールが効くだろうか。福島原発では計器それ自体が働かなくなったことを考えると疑問である。また，このアイ
ディアは苦肉の策なのかもしれないが，果たして実験的裏付けが取れているのだろうか。甚だ不安である。

・溶融炉心による水蒸気爆発に関する具体
的な評価結果及びその保守性について（WT
指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）
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1153
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

5. 水蒸気爆発の危険は，ペデスタル上部の水槽の設置で防げるのか
原子炉の事故として水蒸気爆発は怖ろしいものです。東海第二原発はGE社製のマークⅡ型炉で，この型特有の設計とし
て圧力容器下にサブプレッション・プールが位置していて，炉心溶融といった事故の際には，そのサブプレッション・プール
へ溶融した燃料棒が流れ込み水蒸気爆発を起こしかねないものです。
溶融して流れ出す溶融燃料は圧力容器直下のコンクリート構築物で支えられているところに入るのですが，そこに水深1
ｍほどの水を張っておいてそこで受けて冷やそうというのです。水深1ｍの水では流れ込んでも水蒸気爆発にはならない
というのですが，さまざまに起きうる状況での水と2700度にもなる溶融燃料の接触で本当に水蒸気爆発は起きえないの
か，検証されているとは信じがたいものがあります。この検証も明らかとは言えません。

1195
重大事故等対策
（溶融炉心対策）

３．重大事故の拡大を防止する対策（炉心が溶け落ちた状態を想定した落下した溶融炉心に対する対策）について
想定されているような過酷事態の際にペデスタル（ドライウエル）での水位をシャローに１ｍに保つとする対策は楽観過ぎ
ると考えます。水蒸気爆発が起きるかどうかの状況でスワンネックを用いてのこのような微調整をすることは机上の楽観
論だと考えます。

577
重大事故等対策
（水素爆発防止
対策）

福島第１事故は，水素ばくはつにより放射能拡散を大きくさせた。水素ばくはつ防止の説明がなかったように思えた。

856
重大事故等対策
（水素爆発防止
対策）

（２４）ブローアウトパネル（放射性物質の大気放出）
　原子炉建屋側壁のブローアウトパネルを開いて，蓄積した水素ガス等を大気放出するとしているが，同時に，どのような
放射性物質が，どのくらい放出されるか不明である。

761 重大事故等対策

２， 事故発生時の発電所内の非常時対応に関するもの
事故発生で，真っ先に重要な情報は，まず，その事故がどこで発生したかです。
次に必要なのは，事故によって，どの程度の放射能が，どういうルートで放出されているかの確認です。
この情報が，時々刻々，把握されておれば，周辺住民に対して適格な指示を与えることができるはずです。
１） その事故はどこで発生したのか？・・をいかに早くキャッチできるのか
原発の放射能は，原子炉内，燃料貯蔵プール・設備，ラドウエスト建屋で，それぞれ管理状態にあります。
燃料プールやラドウェスト建屋内での事故は，カタストロフィックな事故には発展しないので，原子炉にある燃料以外は，
さほど気にすることはないでしょうが，これらを同列に扱っていると，周辺住民には，かえって過度の不安を与える結果に
なります。
★したがって，事故の発生場所が，事故発生後，何分くらいで把握できるのかは，原発の安全対策をするうえで，重要な
指標になります。

762 重大事故等対策

２） 事故は拡大しているのか？
住民にとって次に重要なことは，事故がどのように進展しているのかを，「放出放射能」の量と，核種と，方向で，知ること
です。
炉心が水に浸っているとか，ECCSが，作動したといった情報ではありません。
したがって，放射線計測器の設置場所や，冗長性，何を測定しているのか・・などは，十分に把握しておくべきでしょう。

792 重大事故等対策
⑥　燃料溶融が発生した時の，放射性流体の格納容器外への漏洩経路の確認と対策（原子炉中性子モニターのバウン
ダリと駆動用電動機の設置位置での放射線対策）

・重大事故等発生時における格納容器外へ
の漏えい量等の検知方法及び放射性プルー
ムの方向や拡散の判断方法等について（WT
指摘事項と共通）

・静的触媒式水素再結合器等による水素爆
発防止対策の効果（触媒の劣化等の観点も
含む）及びその効果を上回る水素漏えいに対
する対応について（WT指摘事項と共通）

・溶融炉心による水蒸気爆発に関する具体
的な評価結果及びその保守性について（WT
指摘事項と共通）

・ブローアウトパネル開放時の放射性物質拡
散の影響について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

355 複合災害

安全対策の実効性
　複合災害発生時には，計画どおりに安全対策が機能するのか不安である。
　規制基準に適合しているからと言って，災害発生時には，計画どおりに安全確保の措置が機能するのかの説明が不十
分。〇〇〇について確認しているとの説明では少し不安。

443 複合災害 複合災割に対する影響

1028 複合災害
２，悪天候時の対策は万全であるべき。台風，強風，降雨時も，電気設備は持続可能な構造なのか。台風時，夜間の照
明は使用可能なのか。大雨での視界阻害，強風では移動式証明設備は不安定だ。リスク対策の記述が無いため，実効
性を評価できず不安が残る。

1213 複合災害
３．それぞれの事故対策に自然災害が重なった場合，想定通りに進められない可能性が大であり，複合災害を想定する
必要があります。以上，よろしくお願いします。

410
緊急時対応組織
体制

地震の時，たしか原発前の道路は陥没していたので緊急時に応援部隊などはたどりつけるのか

807
緊急時対応組織
体制

〇事業者の安全管理方針に関するご意見
・組織・体制を組むのはどんな組織でも出来ること。その組織がすべての事象を想定してどのように機能するのかが全く
見えない。各組織・体制の一人一人がどんな役割をもっているのかの行動計画を公表すること。さらにそれらが適正に履
行されていることを公表すること。

1022
緊急時対応組織
体制

Q7:資料（３７）重大事故等への対策，手順及び体制の整備
大津波の場合，久慈川付近の浸水が想定される。日立方面から発電所への交通ルートは移動困難が予想される。要員
確保先は，発電所近辺居住者だけが対象であろうか。また，連絡手段に電話や携帯電話を想定しているなら，通信混雑
に伴う不通事態が予想される。民間設備は，非常時の信頼性を保証しないと見るべきだ。独自の連絡体制が求められ
る。手順書や体制は実効性，有効性が重要な確認事項だ。想定するリスクとその対策が見えず，不安が残る。

1027
緊急時対応組織
体制

Q12:資料（４９）対策要員による作業のための体制・手順など
１，民間通信設備による連絡手段は，信頼性上，非常時向けとしては馴染まない。通信混雑，設備不具合で連絡できな
い可能性がある。

1030
緊急時対応組織
体制

Q14:資料（５２）発電用原子炉施設の大規模な損傷への対応
要求内容は，”手順書，体制及び設備の整備等を要求”とある。評価結果は”手順書を整備することを確認”，”体制を整
備することを確認”とある。これでは計画予定があるだけで良とすると読める。規制委員会は計画案の項目だけ確認して
終了する，とは思えないが。実効性，有効性がどう確保されるのか，資料では分からず不安が残る。

・大規模自然災害時等における災害対策本
部要員等の緊急参集の実現性及び参集計
画の保守性について（WT指摘事項と共通）
・東日本大震災時の非常招集の状況並びに
一斉通報システムの信頼性及び連絡がつか
ない場合の対応等について（WT指摘事項と
共通）
・重大事故等対策などの緊急時対応に関す
る手順化の状況及び職員の教育・訓練計画
について（WT指摘事項と共通）

・大規模自然災害時等における災害対策本
部要員等の緊急参集の実現性及び参集計
画の保守性について（WT指摘事項と共通）

・重大事故等対策に係る組織や体制（初動対
応要員数等の見積もりを含む）の，東海第二
発電所で想定されるあらゆる事故に対しての
網羅性・代表性について（WT指摘事項と共
通）

・重大事故等対策などの緊急時対応に関す
る手順化の状況及び職員の教育・訓練計画
について（WT指摘事項と共通）

・夜間及び自然災害等の環境下での重大事
故等対策の成立性及び有効性について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

783 緊急時応援体制

４.　東京電力のような大組織でも原発の爆発には対応が不完全でした。東海第二原発の日本原子力機構は組織が小規
模です。時々小規模の事故も発生しています。人間は完全に対応しているつもりでも漏れが生じます。想定外の大事故
での組織の対応は完全とは思われません。対応できる専門の強力な組織（消防のレスキユウ隊のような）を作って備える
必要があると思います。
以上の４項目については，県民が安全であると納得できる説明がまだなされていません。政府の説明もありません。以上

1083 重大事故等対策

６．使用済燃料貯蔵プールにおける燃料損傷防止対策について
規制委員会審査において，「想定事故１」として，使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより，
プール内の水温が上昇し，蒸発により水位が低下する場合において，燃料損傷防止対策（可搬型スプレイノズルの設
置，ホースの敷設，重大事故等対応要員の移動及び準備等）に有効性があるかを確認するにあたり，
①水温が約5.1 時間後に100℃に到達し，水位が緩慢に低下し始める。
②事象発生から8 時間後，使用済燃料プールの水位は通常水位から約38cm 低下するが，放射線の遮蔽を維持できる
最低水位は確保されており，この時点で使用済燃料プールへの代替注水を開始する。
③注水が遅れた場合でも，使用済燃料プールの水位が放射線の遮蔽を維持できる最低水位（通常水位から約86cm低
下）に到達するのは事象発生から約11 時間後であり，十分な時間余裕がある。
としているが，防止対策のいずれかに不具合が生じるなどして代替注水ができないか，もしくは想定した11時間を超える
可能性を考慮し，それに代わる対策を講じるべき。5時間，8時間，11時間などという時間はあっという間に過ぎていく。
「想定事故２」についても同様と考える。

７．格納容器の中に入っている圧力容器と異なり，燃料プールの使用済燃料は何ら容器に収められることなく水に遮蔽さ
れただけの状態で原子炉建屋内に設置されており，その危険性に比して防護措置があまりにも不十分である。

67
想定外事象の考
慮・対応

想定外をどう想定し対策するか。

131
想定外事象の考
慮・対応

①想定外の事故（典型例はサイバーテロ）が起こった時対応できない。すでに再稼働ずみについても，対応する基準を決
めてバックフィットすることを考えるべき。東京オリンピックで問題としているとの朝日新聞の記事がある（2019年１月21日
付　第3面　12版）

263
想定外事象の考
慮・対応

「想定外事態」を十分考慮すべきと思います。

425
想定外事象の考
慮・対応

すべて想定しきれているのか？

429
想定外事象の考
慮・対応

想定外は必ずある　万全といえない

516
想定外事象の考
慮・対応

想定外のことが不明

519
想定外事象の考
慮・対応

想定外があるのではだめでしょう。

526
想定外事象の考
慮・対応

想定外の事故に対してどのように安全を確保できるのか。

551
想定外事象の考
慮・対応

自然災害・テロ等想定外のことを考えると，対処に限界があると思う。

622
想定外事象の考
慮・対応

専門的な内容，用語で理解がむずかしかった。想定外は必ずおこり得るという観点から考えるべきと思う。

649
想定外事象の考
慮・対応

・相定外の自然災害が起きた場合の対応

・想定外事象が発生した場合の対応方針及
び体制の整備並びに想定外事象も含めた教
育・訓練の実施等について（WT指摘事項と共
通）

・手順書の想定を超える状況への対応能力
向上のための取組について（WT指摘事項と
共通）

・使用済燃料プールにおける重大事故等対
策の有効性評価の保守性及び対策の冗長
性について

・発電所の重大事故等の進展やその起因事
象による複合災害を考慮した上での発電所
外の支援拠点の活動継続性について（WT指
摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

457 重大事故等対策

　今日の説明会の趣旨は，ここに集まった方はある程度の知識があることを前提とした説明会なんだなという印象を持ち
ました。80数ページのものをたかだか75分で説明しようとするんだから，そういうものなんだなという印象を受けました。
それは置いておいて，質問なんですが，重大災害が発生したときということを想定しているようですけれども，例えば，そう
いう部分が発生したときの実地テストというのは定期的に行われるものなんですか。というのも，福島の第一原発って，40
年間，冷却装置が動かされてなかったと。それゆえ，現場にいる人たちは本当に冷却しているのかどうか，それすらもわ
からなかったというのをＮＨＫの取材で聞いた記憶があるので，その辺，説明をお願いします。

　機器類のテストではなくて，ぜひとも総体的な実地テストを考えていっていただきたいと思います。

470 重大事故等対策
総体的な実地テストが行われるのか否か。福島第１の様に実地テストによる近隣住民の恐怖感をあおる様なことはしたく
ない。テスト後の復旧（政府対応含む）が大変などの理由で実地テストをやらないは，なしにして欲しい。必要なテストを障
害の有無でやらないは言語道断！！

53 重大事故等対策 重大事故に対する安全対策

55
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

放射性物質の放出抑制対策

58
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

説明内容が難しく，一般市民には理解出来ないことがたくさんありましたが，p51対策についてもっと説明を聞きたかった
です。

85 重大事故等対策 重大事故の拡大を防止する対策が一番関心があります。当然のことですが　原子炉に関する対策も問題ですが

96
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

放射性物質の放出

127 重大事故等対策 重大事故発生の対応と対策によっての安全性

220 重大事故等対策 重大事故の発生を防止する対策について

241 重大事故等対策
１Fで事故を生じたBWR-3,4型マークⅠ型（PCV）とは異なる東海2号（BWR-5型マークⅡ型POV）においても１Fと同様な事
故は発生するのか？可能性があるとすれば，どのような安全対策が追加されているか？

273
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

・放射性物質の漏えい，拡散，汚染対策
この場合に市町村の広域避難計画が作成されるため。

492 重大事故等対策 閉じこめる対策。これは不可能であることがわかった。

※重大事故等対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html

・実際の設備・機器等を用いた訓練の実施方
針について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

503 重大事故等対策 ⑥平気でベントをして，放射能を外に出すことに抵抗感がないこと。

602 重大事故等対策 重大事故の発生を防止することはできない。

603
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

放射能の拡散を止めることは不可能だと。

640
重大事故等対策
（放射性物質の
拡散抑制対策）

・放射性物質の拡散抑制

643 重大事故等対策 P.37を詳細に説明されるとよかった。

657 重大事故等対策 シビアアクシデント対策は十分か？

702 重大事故等対策 事故が起きた場合の対処法

722 重大事故等対策 事故発生時の対策。

※重大事故等対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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【リスクの定量化】

90 リスクの定量化
重大事故が発生する確率について，一般的な事故等の確率（航空機，宝くじなど）と比較して，どのくらい低いものなのか
について，わかりやすい資料がほしい。

92 リスクの定量化
100％安全が無いのと同様に，100％重大事故につながるわけではないと思います。今日の全体の印象では，重大事故
有りきの説明のように聞こえました。きわめて低い確率のものに対して，これだけの対策をしているというアプローチの方
が良いのでは？

　私は，原子力の問題では，ＮＨＫが２～３年前にやったときの事故当時の免震棟に入っている福島の状態と東電さんの
本店のやり取りを見ていたんですね。そのときに，どうやっていいか，またはどこの状態がどうだということで，具体的に対
応ができていない。今はマニュアルをつくりますとか，こうやってやりますと言っても，当時だってマニュアルはあったはず
ですよね。しかしながら，それができない。
　そこを考えないと，今，これもやります，あれもやりますと言っていますけれども，福島に比べて東海のこのエリアは100
万都市でしょう。その避難計画とかも小出しにしてやっていたのではわからないんだよ，我々はね。逆にリスクマネジメント
して，事故が起きないということはあり得ない。ここまでした場合には，何パーセント的に起こりますよという形で，金もこう
いうふうにかかりますよと。だったら，つくるよりやめたほうがいいですという選択肢というんでしょうか，それは当然あるは
ずですよね。動かすことありきで論議すると，ここの状態で，地層がこうであるとか，ある意味では枝葉も嘘になってしま
う。だから，今度，避難とか何かを含めてのですね，リスクマネジメントとして，これだけかかるのだと。
　このエリアは，福島から比べるのだったら，ＧＮＰだって１万倍くらい大きいですよ。避難とか何かした場合に，私は，素
人ながらに計算すると，何兆円，東海第二原発の100キロワットの発電の電力から比べたら，電力を発電して得られる金
額よりもリスクのほうがはるかに大きい。それは，私，原発を動かさないと言っているんではないですよ。動かしてもいい。
ただ，そのあたりのリスクマネジメントをきちんとして，やらないと，ここの枝葉で，地層がこうです，このベントがこうです，
あんなつまらない論議はいいんだよ。
　だから，基本的に，これからの世代，若い子どもたちが本当に安心していけるのか。これは避難したら戻れませんよ。就
労できますか。何十万人も就労できますか。何十万人も住宅をちゃんと手当てできますか。茨城県だってそうなのよ。茨
城県という形では論議はできませんよ。日本全体としてどうなのかということで，もし避難ということでも，これも避難して
やったらできないから，何でもできる，できるという論議でいってしまうとこれはだめなのよ。できないときはできないと勇気
を持って言わないとだめなの。

　そういう意味では，私が常々反対という立場で何でも論議するということはいけないと思っているので，しかしながら，原
発に対してはリスクが大きすぎた。実際のリスクマネジメントも数量的な経済効果としてもしていない。これ，下手すると日
本が破綻しますよ。あなた方は計算するときに，表の計算とか何かというのはばかでもできるよ。そうじゃなくて，リスクマ
ネジメントというのは，本当にこの国はいいのかどうか，そこからスタートしないと。そして，技術的なことを次から次とやっ
てもらわなくてはいけないんだよ。だけど，これからも多分やるときには，技術委員会，何とか委員会，枝葉で一つ一つや
る。これは一つ一つやるんで催眠効果と同じなんだよ。一つの事例を見ると，人間の思考はだんだん縮められて一つの
考え方になっちゃう。大局的にどうすべきかということを，時間がかかるかもしらんけれども，そこからちゃんとやって，だ
めなものはだめ，その勇気を持って言ってくださいよ。
　私は今，結論とか何かということは回答は要りません。要らないけれども，私の発言した内容はある程度考慮していた
だかないと，茨城県もそうですよ。避難とか何か言っているけれども，避難するときどうですか。そんなに簡単にできない
よ，何十万人も。できないことをできるという視点で捉えてしまうと間違ってしまうと言っている。そこをちゃんと肝に銘じて，
私はこういう会にはあまり出たことないけれども，本当にこれは子どもたちの財産を考えた場合には，本当にしっかり考え
ないとだめだと思っている。
　だから，あなた方が今，技術的にといって旗振りをやった場合には，この範囲は技術的ですから我々はやりません。こ
れは想定外です。みんなそうなっちゃうんだ。

　避難計画ではなくて，リスクマネジメント，数字でちゃんと根拠を示してやってくださいよということです。感情論で言って
いるわけじゃないんです。感覚で言っているんじゃない。

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

・新規制基準に基づく安全対策後の残余のリ
スク等に係る定量的評価について（WT指摘
事項と共通）

113 リスクの定量化
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

136 リスクの定量化 安全目標。性能目標。確率論的リスク評価

399 リスクの定量化

・リスク評価結果について知りたいポイントは，
東海第２の　①内的事象によるもの，②外的事象
・外的リスクについて，たとえば同じ地震想定を鉄道や，高速道路などと比較した場合，結果はどうなのか？他産業との
比較を知りたい。

485 リスクの定量化 事故リスクの大幅な低減。

意見① 原子力施設内の各種の残余リスクの定量的明示が実施され，関係機関と県民との間にリスクコミュニケーション
を図れるようにすべきである．そのために県は，事業者および原子力規制委員会と連携してそれら明示に取り組むべきで
ある．
(ア) 重大事故（含むメルトダウン）のシナリオを全て示すこと．また，想定が難しいが起こりうるシナリオも別に示すこと
想定シナリオ例，複合事象も含む，地震動，津波（隕石落下も含む），竜巻（飛来物を含む），ミサイル攻撃，テロ活動行為
など。燃料冷却水の取水が不可能になる事態のシナリオなども含めなければならない．
(イ) 上記項目（ｱ）にあわせ，想定被害規模別の事故が発生する確率を定量的（数値）で示すこと
例えば，全想定されるメルトダウンのシナリオ別の確率，放射性物質の格納容器外への拡散の確率（「福島第一原子力
発電所事故の放出の100 分の１以下」の説明だけでは，リスクを理解するのは容易ではありません），放射性物質の周
辺地域への飛散の確率．津波が原子力施設の防御用の防潮堤天端に到達する可能性を，別途推定した津波ハザード
曲線から参照はできるが，津波がその防潮堤を越流したあと防潮扉による原子力施設建屋内への浸水阻止，建屋に浸
水したとしても原子炉格納容器の冷却システムの稼働を含めた対策が実施された後に，リスクがどの程度残るのか（残
余リスク）までを示すべきである。合わせて，冷却水の取水が不可能になった場合における，別システムによる燃料冷却
が実施された後に，リスクがどの程度残るのか（残余リスク）までを示すべきである。
(ウ) 上記項目（ｲ）に付随して，科学的で不変的にメルトダウンの発生が無いと証明されている事象（シナリオ）とその根拠
を示すこと。（リスクが0.00％等と有効数字も意識したもの）

(エ) 現時点において定量的には（数値では）確率を示せないシナリオについてもその示せない理由別に，詳細までを丁
寧に説明すること．
確率を定量的に示せない事象について，
A) 現時点の知見では，科学的にメルトダウンの発生の過程を定性的にも説明できない事象（シナリオ）とその理由(知見
の限界点までの明示)
B) 現時点の知見では，科学的にメルトダウンの発生の過程を定性的には示せるが定量的には
説明できない事象（シナリオ）とその理由(知見の限界点までを明示)
C) 現時点の知見では，科学的にメルトダウンの発生の過程の一部は定量的に説明できるが，全体としては定量的には
説明できず，定性的に留まる事象（シナリオ）とその理由(知見の限界点までを明示)
など，明瞭に区分して丁寧に説明すべきである．
（例えば，アウターライズ地震は，科学的に実証されている歴史的な地震記録では，大きな津波を発生させた事実は確認
できないが，アウターライズ地震が大規模な津波を発生させないとまでは科学的に証明されてなく未知の部分である。し
かし，その確率は△△△の理由から「〇〇〇」以下と専門化の間で広く認知されている）

1107 リスクの定量化

・新規制基準に基づく安全対策後の残余のリ
スク等に係る定量的評価について（WT指摘
事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

意見③ 上記の意見②における原子力施設内の各種「残余リスク」に伴う周辺地域住民に及ぶリスクが残存するならば，
そのリスクと原子力施設が存在しなくても発生する周辺地域住民のリスクとの定量的な比較を明示して，このリスクの比
較を通して県民が原子力施設の残余リスクの理解を深められる状況にすべきである．そのために県は，事業者および原
子力規制委員会と連携して明示に取り組むべきである．
原子炉施設の設計地震動が実際に発生した場合，またその地震動と一般建築物の耐震基準における地震動の間にお
いて段階的に地震動を設定し，それら地震動で周辺の建屋（県民の一般住居を踏くむ）被害の程度を定量的・定性的に
示し，県民がリスクの比較および理解を深められるようにすること．津波が原子力施設を防御する防潮堤の天端の高さに
到達した場合，またその津波と現在の津波浸水想定の間の高さ（規模）の津波が発生した場合それぞれにおいて，想定
される茨城県内の浸水域を定量的に示し，県民がリスクの比較および理解を深められるようにすること．県民が最も関心
があるのは健康問題である．また，周辺地域住民に及ぶリスクが健康問題に及ぶ程度を，一般的に用いられる他の事故
または健康問題による死亡や病気・怪我の確率と比較できるものにすること．

意見④ 上記の意見③のような周辺地域住民に及ぶ「残余リスク」の発生源が原子力施設に存在するならば，原子力施
設周辺の自治体および県内の自治体が被る残余リスクと他の首都圏や周辺県の自治体のリスクと比較できる情報を県
民に提供して，県民がそのリスクの比較を通して原子力施設が有する残余リスクの分布（バランス）の理解を深められる
ようにすべきである．そのために県は，事業者および原子力規制委員会と連携して情報提供に取り組むべきである．

意見⑤ 上記の意見④のような，他県とは異なる県内の周辺地域住民に及ぶ「残余リスク」の発生源が原子力施設に存
在するならば，県が主体に事業主や国家にそのリスクの低減を実施する策を講じるべきである．第一に考えられるのが
健康被害の低減の事前の準備があげられる．これ以外にも，上記の意見④をもとに原子力施設周辺自治体および県内
の自治体が被る特有のリスクによる広義の生活環境の損失を推計し，県民が原子力施設を起源とする残余リスクの理解
を深められるようにすべきである．また県は原子力施設の稼働により利益を得る他の首都圏の都道府県や国家等に相
応の負担を要請することを通して，県民が原子力施設を起源とする残余リスクの代償を得られ，リスクの公平な分担が取
られる社会にすべきである．そのために県は，事業者および原子力規制委員会と連携して情報提供および積極的な働き
かけを他の首都圏の都道府県や国家にするべきである．

意見⑥ 県内の周辺地域住民に及ぶ「残余リスク」の発生源が原子力施設に存在する場合で，上記の意見①～⑤のうち
で直ちに推計，情報提供や要請等が難しい場合には，それら難しいものに対して，県は事業者や原子力規制委員会と連
携して，県内に検討できる専門機関を設置または既存の専門機関に検討を要請し，県民が原子力施設を起源とする残
余リスクの理解をより深められる道筋を構築すべきである．また県外，国外の人々も含めて原子力施設のリスクを学べる
学習施設を建設し，県民との交流する機会も設けるなどアクティブラーニングの要素も取り入れ，県民が原子力施設を起
源とする残余リスクの理解をより深められる状況にすべきである．これらの経費についても県は，事業者および原子力規
制委員会と連携して，原子力施設の稼働により利益を得る他の首都圏の都道府県や国家等に要請するべきである．

意見⑦ 県内の周辺地域住民に及ぶ「残余リスク」の発生源が原子力施設に存在するならば上記の意見①～⑥を通し
て，茨城県がリスクコミニケーション先進県として我が国を牽引できるよう，県が事業者や原子力規制委員会に対して継
続して残余リスクの低減の実施を促していく方策を構築し，県民が原子力施設の安全性を認識できるよう，新たなIT 技術
を活用したリスクコミニケーションを開発するなどして，安全な茨城県社会創りを進めていくべきである．以上

47 リスクの定量化 安全とは言っていませんので本当の安全性に関心があります

1109 リスクの定量化 ・新規制基準に基づく安全対策後の残余のリ
スク等に係る定量的評価について（WT指摘
事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

306 リスクの定量化

　一度聞きたかったんですけれども，前田中委員長は，規制委員会の適合性審査というのは安全を保証するものではな
いと言いましたよね。今回，合格になったわけですけれども，それについてはどう考えられますか。今回，私，原発から９
キロのところに住んでいるんですけれども，この結果が安全を担保しているものなんですか。そう思っていいんでしょう
か。保証していただけるんでしょうか。

314 リスクの定量化

　２番目は，先ほども質問がありましたけれども，規制庁として，安全であるということを保証してくれるのかどうか。これに
ついては先ほど話がありましたけれども。

　２番目の再稼働して本当に安全かどうかということについては，これは東海第二原発の審査に合格したから稼働すると
言っているんですよ。だから，安全ということについては，規制委員会としては関係ないんだということをはっきりと言って
ほしいんです。それなら安全かどうかというのは日本原電と地方でやればいいわけですから，まず，規制委員会は安全に
タッチしていないんだということをはっきりと言ってほしいんですね。それが２番目。

381 リスクの定量化 ①100％安全といえないこと。

422 リスクの定量化 原発が100％安全と断言できるのか？その根拠は何か？

462 リスクの定量化

　安全が確認されれば東海第二原発を再稼働してもいいんじゃないかというふうに考える方はいらっしゃいまして，それ
は，普通，原子力規制委員会の規制基準に合格したことをもって安全だというふうに考えるのが普通だと思うんですけれ
ども，前回のひたちなか市での説明会のときの会場からの質問者に対するお答えで，どんな新しい知見を踏まえても，事
故が起きないと保証できるものではないというふうにお答えしております。
　そこで，お聞きしたいのが，東海第二原発が再稼働した場合に，96万人の避難が必要となるような事故の可能性も否定
できないというふうにお考えなのか，それとも，そんなことは絶対にあり得ませんと保証するものなのか，そのことをお伺
いします。

　原子力規制委員会としては，96万人の避難が必要となるような事故も否定できないということで，そう思っているというこ
とでよろしいんですね。

556 リスクの定量化

　今，縷々，新規制基準に沿って説明をいただきましたけれども，その内容は多岐にわたって専門的な部分もあって，大
変難しいものがありました。
　それで，私が聞きたい端的なことでお聞きしたいと思います。
　その審査の結果，東海第二原発は絶対安全と言えるようになったのでしょうか。私が電気に求めることは，快適に暮ら
せる生活ということなんですよね。ところが，その電気を生み出すべく，原発が，一度，過酷事故を起こしたとなると，その
快適な生活を奪いますし，例えば仕事のところも奪っています。あえて言えばふるさとまで奪ってしまう状態なのです。
　その範囲は広範囲にわたって何十万ということで影響を及ぼします。だからこそ原発は絶対安全でなければならないと
思っているわけなんです。
　改めてお聞きします。東海第二原発は，審査の結果，適合したなんて言わないで，安全かどうなのかお聞かせください。

591 リスクの定量化 安全対策が，どの範囲まで許容されているのか。許容されない範囲はどこなのか。

621 リスクの定量化 今回の審査内容，基準で本当に安全性を確保できるのか？

651 リスクの定量化 ・どんなに安全対策をしても完全な安全とはいえない。

698 リスクの定量化
リスクコミニケーションできるような安全対策
具体的なものは残余リスク提示

・新規制基準に基づく安全対策後の残余のリ
スク等に係る定量的評価について（WT指摘
事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

760 リスクの定量化

こういう視点で見ると，「事故の発生確率が低いので対策をしていない」という姿勢が，過去には多くあったように思います
が，これが，周辺住民が，肌で感じ取る不安のもとになってきました。
大きな破壊をもたらす事象（地震のほかに，隕石落下や，航空機落下など）については，確率論ではなく，深層防禦の考
え方で対処すべきでしょう。
確率論は，「安全性を示す道具」ではなく，残存しているリスクがどれくらいかを知り，そのリスクを下げるための手法です
ので，場違いな使い方でしょう。
なお「深層防禦」の考え方で防禦策を構築してゆくと，「その効果がいかほどなのか」という疑問が出てきます
例えば，津波事象なら，防潮堤の高さを，１０ｍにした場合と，15ｍにした場合，さらには，ヤードに物を置かなかった場合
と，津波防御策を十分に実施してヤードに安全刑を設置した場合，建屋入口管理を厳重にした場合と，しなかった場合，
建屋の系統分離を徹底した場合と，適当な対策で済ませた場合・・などの防禦策の組み合わせで，「原子炉が，溶融して
しまう」という最悪事態に至る迄の確率は，異なります。
それぞれの対策の組み合わせで，炉心溶融確率を評価し「サイト外への放射能放出量」と「その発生頻度」までを評価し
て，それが「許容できるのか，できないのか」を，きちんと評価してあれば，住民も納得するでしょう。
・・・肝心なのは，許容値に到達しない場合，到達するまで防禦策を考えて続けているかどうかです。＜How Safe is Safe
enough?＞

772 リスクの定量化

説明要望（２）：
今回の審査で合格とした安全対策により，リスクがどれくらい小さくなったのか？，残されたリスクはどれくらいなのか？，
それらは別に議論されている「安全目標」や「性能目標」の物差しでみたら，どのようなレベルと理解すればよいのか？
これらの説明が不可欠だと思います。

896 リスクの定量化 事故は０（ゼロ）でないとの回答あり。

948 リスクの定量化

住民説明会の開催について，そのご努力に敬意を表します。しかし，議事録等を拝見すると，絶対安全・ゼロリスクを求
める方との議論については，規制庁回答は間違いではないとは思いますが，説得性に欠けているように感じます。東海
第二の再稼働を望み，かつ原子力発電所の重要性を認識するものとしては，東海第二の安全性の説明に，規制基準を
満たすことだけでなく，以下の点を考慮されるよう希望します。
１）再生可能エネルギーや化石エネルギーなどエネルギー利用には，リスクゼロのものは，存在しない。例として，水力で
はダムの決壊，太陽光では悪天候による供給不安定，風力では台風・落雷等による損壊，化石燃料では採掘時の事故・
大気汚染・輸入停止・地球温暖化などが，考えられるので，それらをできるだけ定量的に示してほしい。下表は例示です。
（出典：総合資源エネルギー調査会　基本政策分科会第3回会合　参考資料２から抜粋）
(表)
２）原子力発電所の安全性は，東電福島事故の反省を踏まえて，向上している。東海第二でも，新規制基準に基づく安全
性向上対策を実施しており，安全性が向上している。できれば，炉心損傷確率等で，定量的に示してほしい。
３）我が国には，定量的な安全目標が定められていないが，諸外国の例を示して，東海第二の場合，それを上回る程度
になっていることを定量的に示してほしい。

988 リスクの定量化

（２）規制委員会の「審査合格」は「安全を保証」する物ではない事の周知徹底
日本原電は「審査に合格」したので「再稼働がOK」されたニュアンスで話をしています。規制委員会は自身のホームペー
ジ（左記）で，審査合格は「安全を保証するものではない」と明記していますし，審査結果説明会の席上でも「保証するも
のではない」と明言せれています。規制委員会の審査と安全（事故を起こさない）→地域住民はこちらが大事です。は別
であるとして検討を進めてください。

・新規制基準に基づく安全対策後の残余のリ
スク等に係る定量的評価について（WT指摘
事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1047 リスクの定量化
あの日から８回目の３．１１。今，東電社員の当事，非常時の徒ならぬ状況での声が発信されてます。原発事故の恐怖が
よりより甦ってます。未然防止はもちろん１００％でなければならないと思います。が東海第二原発で，ここ最近小さい影
響は無いと言いながらニュースが流れてます。

1087 リスクの定量化

知事は原電の原発再稼動をめざすという表明の際，「県でも独自に安全基準を作って検証中」とテレビで発言しておられ
ましたが，その基準はぜひとも安全の証明ができるものでお願いします。なお，この場合の「安全」の定義は，原発事故は
絶対100％起きないこと。周辺住民や原発関係者も誰一人として被爆せず，大地も海も一切被爆しないこと。茨城県で生
まれた人が一生生まれた土地で安心してすみ続けることができて，原発事故によって自分の家や畑，仕事，命を奪われ
る恐れが一切ないこと。茨城県に住む一般の市民にとって「安全」の定義とはこういうことではないでしょうか。事故・故障
の未然防止対策とは，つまり安全を脅かすものを未然に排除するということです。それを科学的に検証するというのでし
たら，「安全」の定義からきちんと示す必要があります。これはとても重要なことです。新規制基準では「安全」の定義が
はっきりとなされていません。「安全」が定義されない限り「安全」の議論はできません。ぜひ，「安全」を定義してください。

・新規制基準に基づく安全対策後の残余のリ
スク等に係る定量的評価について（WT指摘
事項と共通）

3-2-70



【技術的能力・ヒューマンファクター】

24 技術的能力 発電所員の活動

106 技術的能力 職員への周知及び研修策

143 技術的能力 運転員のスキル

180 技術的能力 原子力機械の安全性はもとより，人的な面での教育・訓練等住民を含めた対策が必要。

245
高経年化対策
技術的能力

車も10年以上立つと金属疲労等によるトラブルが起きるのは必然。40年過ぎた発電所を再利用するのは大変危険性を滞
びている。かつ発電所を運用する人材，特にトップクラスの能力の劣化が見られ，小さなトラブルが多発している。なぜ，だ
れが運転継続を指示しているのか。

262 技術的能力
☆ハード面はわかったが，要員のレベルの保証はやってあるのか。原子力がとまって8年にもなり，要員の最低レベルの
アップも必要だろう

274 技術的能力
・作業に当たる職員等の確保，科学的・技術的な内容に関する理解など
施設・設備を動かすのは人(ヒト)であるため

322 技術的能力
震災後，長期停止していたプラントを再稼働するにあたって，操作する運転員や保修要員などの教育訓練などは充分な
のか，不安です。(従来のOJTは，実質出来ていないのが現状かと推測が容易かと思います)

376 技術的能力 ・運転員の技術面についての心配（長時間運転してないので不安）

548 技術的能力 安全対策のきちんとした運用ができるようにどのような訓練を行なうのか確認したい。

614 技術的能力

規制委員会は原子炉を動かす技術的なことについてのみとり上げていることがわかりました。私は原子炉を動かす人々
が十分に働けているのか疑問です。これまで中・小の事故をしばしばおこしてきましたから。そこで働く人々の稼のための
安全体制は別の委員会？のようですが，我々住民は両方からのえいきょうの下で暮らしていますので，そちらの方も説明
会を開いて欲しいです。

642 技術的能力
審査会合，原子力委員会，茨城主催の本説明会などを通じてハード対策は十分にできていると感じた。それらを使いこな
せる技術的能力を事業団が有しているかについてどのように確認したのか知りたい。

676 技術的能力 ・10年も動かしていない状況で運転員の技術が心配。

805 技術的能力 ・点検対象物と同一の点検シミュレーターを設置し，そこで一定訓練してから実際の現場で点検を行う研修を行うこと。

858 技術的能力
（２６）運転・保守に関する人的ソフト面
　東海第二の安全対策のうち，保安規定等の運転管理や保守に関する人的な要因については，どのような状況か不明で
ある。今後，県による検証の中で確認してほしい。

942
高経年化対策
技術的能力

さらに予定通り工事が完了し再稼動した場合，東海第二は10 年間のブランクがあるわけです。老朽化しているうえ10 年
のブランクがあり，さらに運転員の技術にも不安があります。こんな原発に合格を出したことが不思議でなりません。ワー
キングチームの皆様の賢明な対応をお願いします。

1055 技術的能力 ・ 社長を含めた安全教育・訓練

・要員の技術的能力確保のための対策につ
いて

・重大事故等対策などの緊急時対応に関す
る手順化の状況及び職員の教育・訓練計画
について（WT指摘事項と共通）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

36 技術的能力

設備などは基準に従ってされてるのでしょうが，最後は人じゃないかと思います。働いている人々は，やる気(？)責任感を
持って仕事できているのでしょうか？人々も劣化，疲労してるのでは…　運転しないと決っても，廃炉にするにしても専門
知識のある人々が必要なのでは，と，このまま誰もかかわる人が居なくなってほったらかし状態になるのは不安です。しっ
かり知識を持った若い人を育ててほしい(育っているのか？)と関心を持っています。

351 技術的能力
安全対策を確実に運用していく人材が集まるかどうか？
・原子力バッシングの中，優秀な人材を確保できるか。
・再稼動したにしても，その後の原電の事業展望が見通せない。そのような会社に人が集まるか。

424 技術的能力 今，原子力関系で働く人が少なくなっているのに，対策をしてもいざとなったら運転できないかも

1076 技術的能力

意見
原子力施設のハード面の対策についは，専門分野が広く詳しくはわかりませんが福島発電所の事故を教訓に，かなり厳
しい安全基準の下に対策が行われたと思います。この対策について，原子力規制委員会の専門家が安全対策の適合性
を審議し合格を出したならば，それを信用します。ただ，ソフト面についてですが（安全対策の中では，体制整備，訓練の
実施のみ），原子力発電所にかかわる人の人材について，最近は原子力に優秀な人材が集まらず，不足していると聞い
ています。ハード面が良くてもそれを運転，管理する人の能力に問題あれば大きな事故につながりかねません，要員の能
力確保，評価，育成が大事になってくると思いますので，この面でも十分注意していってほしいと思います。以上

973 技術的能力

（２）運転技術，安全技術・思想の伝承体制に関して
これはソフトの安全対策に関するものである。JCO，スリーマイル島，チェルノブイリでの事故は，人的要因が絡んでいる
のは周知の事実である。つまり，当初は運転技術，安全技術・思想を深く考え，熟知したメンバーにより行われていたが，
年数の経過に従い，次々とメンバーが替わっていき，ある年数が過ぎると理解の不十分なメンバーが運転に携わっていく
ようになり，ある時重大事故を起こしてしまうことは，よくあることである。原発ではこのようなことが起こってはならない。そ
のためには，運転技術，安全技術・思想が確実に連続して引き継がれる明確な体制が万全に整えられていなければなら
ない。
原電でそのような体制が取られているのかは，現状では甚だ疑問である。何となれば，東海第１原発は廃炉作業の途中
にあるが，放射能を帯びた廃棄物が施設内のプールに乱雑に放置されていて，どれがどれなのか分からない状態になっ
ていると報道されているからである。従って，原発の運転技術，安全技術・思想が確実に連続して引き継がれる明確な体
制の整備，確証の仕組みの確立が必須である。

1067 技術的能力

私は，今回の茨城県による住民説明会には出席できませんでしたが，これまで東海第二発電所の安全対策については，
原子力発電㈱等の状況報告から十分な安全性が確保され，“重大事故”に対する規制基準を網羅し，十分な対策が取ら
れたものと考えます。
また，従業員等，これまで培われた技術や技能等の資質の低下が心配です。いち早く原子力政策の見通しを立て，技術
の伝承にこころがけてほしいと思っています。
今後，茨城県原子力安全対策委員会の適切な審議に期待します。

1162
高経年化対策
技術的能力

５）８年間も休眠状態でいた老朽原子炉は再稼働して本当に無傷ですむのでしょうか。又，運転技術の面でもきちんと継承
ができているのでしょうか。

・人材確保に関する取組・工夫について

・実効的な安全確保に係る技術伝承に関する
取組について（WT指摘事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

63
ヒューマンファク
ター

事業所のヒューマンエラ事故

386
ヒューマンファク
ター

・人為的ミスに対する説明がない

403
ヒューマンファク
ター

ヒューマンエラー，

730
ヒューマンファク
ター

・ヒューマンエラーや，組織や人間の持つリスク（過失，故意の隠蔽，馴れ合い，慣れ，保身）を，ふせぐシステム，基準に
ついて。

928
ヒューマンファク
ター

（4）住民説明会の中で，重大事故の対策として，原発の操作手順，マニュアルの改善で対応するとしているが，操作を完
全に自動化しない限り，人間が操作する限り，ヒューマンエラーが発生し，大事故に繋がると判断します。以上

604
ヒューマンファク
ター

外部要因も危ぶまれるが，原発の自爆も　ソフト面扱う人間の不信。

４， 福島第一原発事故の教訓を踏まえての第二の施設・設備・組織に係る安全対策に関するもの
安全性を支配する「最重要因子」は，人そのものです。
「ヒューマン・ファクター」こそが，安全性を作りこむ「最重要因子」です。
●福島原発事故では，「型式が古すぎた」とか，ＧＥの言いなりに作ったからとか，いろいろな言い訳が出てきましたが，欠
けていたのは，「古いものであろうと，きちんと性能を出せば救えたものを，その古いものを動かすための，日ごろの訓練
や，製品そのものの性能について，きちんとした技術・ノウハウの伝承がされていなかった」ことこそが，事故の最大原因
でした。
事故が起こってから，機器のパンフレットを見直しても遅いのです。
この意味から，原発が生きて運転されている限り，その設備についての運転，メンテナンス，保守・改良に関する，生きた
情報をきちんと残し，それを，世代を超えて伝承し，訓練し，指示できる「安全文化」を，堅固な組織力で維持継承してゆく
ことが大切です。・・・また，この視点に立って「ヒューマン・ファクター」に起因する不安全要因を明確にしてゆくことです。
一般に「ヒューマンエラー」と言われているような，人間の設計ミス，製造ミス，検査ミス，操作ミス・・といった狭義な項目だ
けではなく，より広範囲に及ぶ，「個人・組織の体質の中にある不良」も合わせて「排除してゆく」必要があるのです。
●計画・設計段階では，計算ミス，根拠の捉え違いのほかに，「設計の前提を記述した詳細な設計根拠の作成を怠ってい
た」というエラーがあります。
設計の結果があっても，「そのよって来たる根拠がどこにも残っていない」，あるいは，「残さないですむ組織体質」が問題
です。
これでは，後世での「技術の積み上げ」のもとになる図書だけでなく「設計物の再現性」までも，不可能になります。

運転後に機器が壊れたり，メンテナンス基準が変わったりしたような場合，何のためにどこをどのように補修・保守してゆ
けばよいのかの根拠が失われるだけでなく，その後の技術伝承行為も損なわれます。
当然，後輩のための「技術伝承」が損なわれるので，新しい知見を取り込む組織的能力も欠落してゆきます。

・安全確保活動におけるヒューマンファクター
の考慮について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

●同様に，製造，据え付け，建設段階でのミスを補正できるように，製造プロセス，検査手順，検査結果などを，・・「偽装・
捏造・改ざん」などをすることなく・・明確な形で残すことも，「安全性確保」のための必須要件です。
●原発は，色んな設備，部品を購入品で賄っていますが，これを調達するに際しては，値段交渉に熱意を入れ込むだけで
なく，調達品のパンフレット性能にはない，調達元の「製造・検査」など，安全に対する組織的能力を，いかに見抜いておく
かが重要なポイントになります。
★人間の責任感を揶揄した笑い話があります。
ある会社に，4人の優秀な社員がいて，「誰でもできる仕事」に，どう対応するかを議論していました。
仮にこの4人を，「皆氏；Everybody」，「誰か氏；Somebody」，「誰でも氏；Anybody」，「誰も氏；Nobody」としましょう。
「皆」氏は，「誰か」氏がこの仕事をやると思っていました。しかし，誰でも氏でもできる仕事なのに，誰も氏は，やりません
でした。
すると，誰か氏は，「皆氏の仕事なのに，なぜやらん」と怒ります。
皆氏は，誰でも氏でも，できたはずだと考えました。
誰も氏は，皆氏がやらないことに気づいていませんでした。
こういう事態が生じると，皆氏は，誰でも氏でもできたのに，誰も氏もやらなかった・・と誰か氏を責めるものです。
・・・英語にすると，
It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have done.・・となります。

こういう事態に陥るのは，「誰もが，自分の責任ではない」と思っていることが原因です。各自・各部署が，責任を明確にし
ていないために起こる「社会現象」の一つです。
ヒューマン・ファクターに起因する不良要因を確実に除去し，不良ポテンシャルを徹底的に下げるためには，組織間のイン
ターフェース業務の中で，曖昧になっている（欠落している）責任部位・・組織の「不良要因」・・をえぐりだして，どの部署が
「責任部署か」を明確にし，「インターフェース業務で発生する不良要因を，どのような手法で，摘出するか」を明確にしてお
く必要があります。
誰かがやっているだろうと逃げるだけでは，「安心・安全」な原発はできません。

766
ヒューマンファク
ター

・安全確保活動におけるヒューマンファクター
の考慮について
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【テロ対策等】　※内容に応じ，セキュリティの観点から非公開で審議

73 テロ対策
重大事故の拡大防止対策等の説明を聞いたが，サイバーテロで原子炉自体が制御不能になることは無いのか？（既に
対策が取られている？）

126 テロ対策
監視カメラは●●●の●●●社が担っているとのことであるが，リモートコントロールにより自在に作動させることができ
るとのこと。スタックスウイルスにより誤作動させることが可能であるとの記事があり，サイバーテロが不安である。人工地
震も同様である。

309 テロ対策

　お答えしにくいということで，それはしょうがない面もあると思うんですが，それでも特に気をつけてほしいのがサイバー
テロなんですよね。サイバーテロで，情報を盗んで，それでもってテロを仕掛けてくるというのがありまして，東京オリンピッ
クなんかでも狙われているんではないかということで，政府なんかもやっているようですが，以前，身代金要求ウイルスと
かそういうのでウイルスに感染させて，イギリスでは医療機器を狂わせたとか，いろいろなことが起こって混乱されたと。
それから，電力会社を狙ってくると。電力会社を混乱させて，外部電源を全部止めてしまって，それで複合的に狙ってくる
ということはあると思うので，それについては，やっていますということを言っていただければと思います。
　それから，さらに，それはどんどん高度化していくわけですので，対応も高度化していくし，それはバックフィットさせる必
要がある。規制が変われば，今既に再稼働している原発もあるわけですから，それらについても適用させるということが
必要だと思いますが，そういうことをやっています，これからやりますということを言ってください。

387 テロ対策 ・サイバテロとかのテロに対する説明不足。ただ検討しているだけの回答ではＮＧ

782 テロ対策
３.　サイバー攻撃などで電力システムが破壊される恐れもあります。IT技術が進化していますのでテロ集団等に狙われた
場合対策が大丈夫なのかどうか疑問です。

117 テロ対策
　テロ対策のところをちょっと質問をさせていただきます。
　私の考えられる想定では，例えば，百里基地からジェット戦闘機がテロに遭って原発に向かって飛来したと。そのとき，
例えば，ブローアウトパネル設置場所に飛び込まれたときはどういう評価をなされているんでしょうか。

308 テロ対策

　福島事故では，想定外ということがあったので対応できなかったということがありますので，想定外というのはできるだけ
少なくする必要があると。
　その中で気になっているのはテロリズムということなんですが，52ページを見ていただきまして，大型航空機の衝突その
他のテロリズムというのですが，2001年ですか，アメリカの9.11の航空機乗っ取りと，そういうことを想定していると思うん
ですが，このようなテロリズムで航空機が原子炉建屋に衝突したら，原子炉建屋は破壊されるということを想定していると
いうことでいいんでしょうか。
　ここに書いてあるのは，どういう事象が起こるかということが何も書いていない。そのための手順書とかそういうことしか
書いていない。よく見ると，１行目，可搬型設備による云々かんぬんの手順書を整備することを確認したということです
が，もう整備したのか，これから整備するということを確認したのか，内容が正しく確認できているというふうに確認したの
か，そこが曖昧なので，これからやりますということであれば，ではどうやってやるのか，保安規定だとか何かいろいろあ
ると思うんですが，そういうことでやるのか，それをお聞きしたい。
　航空機というのは，昔から，ミサイルが原子炉建屋に衝突したらどうなのかみたいな話がありまして，これはほとんど壊
れるのは間違いないということ。
それから，テロリズムだと，テロリストだと，もっと手のこんだ，航空機だけではなしに，ヘリコプターを使って非常用電源設
備なんかも攻撃するとか，多重の攻撃を行って，対応できないということを狙ってくると思うんですが，それはどこまで検討
していますか。

・テロ対策における想定と対策について

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

・サイバーテロへの対応策について（WT指摘
事項と共通）
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

327 テロ対策 テロ対策(悪意を持った人物の侵入)

329 テロ対策
現在なら，ドローンで爆破物をおとされる機会も充分に考えられる。それの対策として，１年365日24時間安全対策が可能
か？非常に心もとない限り！！

450 テロ対策
１．福島原発事故をふまえて想定外の事故を防ぐこと
特にテロリズムや内部従業員を通じての犯罪的行為は対策がむずかしい。サイバーテロは日進月歩につき，対応は常に
最新技術でバックフィットすることが必要。

482 テロ対策 内部人材による意図的な人為的操作ミスによる事故への対応

566 テロ対策

　テロのことでちょっとお聞きしたいんですけれども，その前に，この新規制基準ですか，私の頭では全部理解できませ
ん。素朴な疑問を一つだけお尋ねしたいと思います。
　テロのことで，今の日本国民は平和ぼけしていて，テロなんか絶対起きないと思っているんですよ。でも，仮にテロ集団
が稼働原発の中に自爆覚悟で入ってきて，電源を全部遮断した場合，どうなりますか。それを聞きたいんですよ。

751 テロ対策

原子力発電所の安全性については，自然災害については，どのようなものを想定しているのか（地震・津波・火山など）あ
る程度明らかになっているが，テロリストなどによる故意の攻撃に対してはほとんど明らかになっていないと考える。
例えばB777程度の旅客機が，格納容器のある建屋や，使用済燃料プールの格納建屋に激突した場合，何が起こること
が想定されるのであろうか？　2011年ニューヨークの同時多発テロや，ジャーマンウイングス9525便墜落事故（副機長の
自殺行為）が今までに発生している以上，当然検討すべき課題と考える。
また，これらのテロ攻撃に耐えられない原子力発電所は，安全とは言えないと考える。

776 テロ対策
設置変更許可申請に関する審査結果の概要の発電用原子炉施設の大規模な損壊への対応P52で具体的な説明が無く
不安が残る。実際に高度なテロリストや軍事的攻撃に対してどの程度の対応が出来るのか？津波や地震への対策も重
要だがテロや軍事攻撃に対しての対策の方が重要度が高いと思う。

819 テロ対策

安全に関しては，福島の事故の経験から「想定外」は絶対に許されない。（特にこの地区は１００万人以上の方々が影響
を受ける。）
２/７説明会での原子力規制委員会の審査結果は「安全を保障するもので無い」との答であった。ならば，
意見①テロや航空機事故等，空からの災害には全く無防備，２２ｍの津波対策の防御壁も役に立たない。海外ではこの
対策として地下に設置もあるが，この対策については明確にすべきではないか。

・テロ対策における想定と対策について

3-2-76



No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

1090 テロ対策

2つ目，住民説明会資料52ページについて
自然災害だけではなくてテロやミサイルなどについて殆ど想定されていない点が問題です。
住民説明会資料10ページでは福島第一原発事故の教訓は津波と地震だったとあります。
説明会でもほとんどが地震と津波に関する内容でしたが福島第一原発事故の教訓はそれだけでしょうか。福島第一原発
事故でもっとも学ぶべき教訓は，2008年時点で地震や津波の恐れがあることを知りながらその対策を怠ったという，事実
誤認や錯誤，妥協，目先の金銭的損得，人間関係の忖度などに捉われて，人間は往々にして合理的な判断ができないと
いう点ではないでしょうか。安全性を追求するなら，自然災害のみならず全てのリスクについて今現在考えられるかぎり
の手を尽くす必要があります。18年も前に起きた9.11の「意図的な航空機衝突」だけではなく，具体的なテロやミサイルな
どの落下も教訓にして当然対策をとるべきです。そもそも数人でもテロリストが敷地を襲ってきた場合，武装もしていない
職員が対抗したり，原発を守ることが技術的に可能なのでしょうか。また，「意図的な航空機追突」は9.11を想定していると
思われますが，あの時ビルが跡形もなく崩れ落ちていますが，原発は設計上びくともしないのでしょうか。

953 テロ対策

３．使用済燃料プールのテロ防止対策
放射能の塊りである使用済燃料を水中にびっしりと並べて貯蔵しているプールは，原子炉建屋の最上階に位置して，上
方からのテロ攻撃に対し薄い天井のみが存在する全く無防備な状態にあります。天井をより強固にするなどの何らかの
対策が必要だと考えられます。（以上）

271
テロ対策
ミサイルへの対
応

・テロ対策，ミサイルへの対策等の安全対策
テロ対策，ミサイル対策への対応が具体的ではないので，詳細な安全認識を示して欲しい

396
テロ対策
ミサイルへの対
応

・テロ，ミサイル等のこれまでに起きたことのない事態の発生時に，”想定外の出来事だった”という事業者や国の言い訳
だけは聞きたくない。

729
テロ対策
ミサイルへの対
応

・テロ，サイバーテロ，ミサイル対策について。

913

テロ対策
ミサイルへの対
応
自然災害対策

（提案-7）テロ対策等
原発は，内部関係者の意識的誤作動，敵対国からのミサイル攻撃，航空機の墜落，浅間山や富士山からの降灰，ドロー
ン等による放射性物質やサリン等の有害化学物質等の空中散布等があった場合制御室も含め現場に人が近付けず原
発が制御不可能になる恐れは無いのか，これらに対する防御や対策はどうするのか十分考えているのか？秘密事項だ
から説明できないでは納得出来ない。また，監視体制の強化のみでは納得できるものではない。原発を再稼働させない
事を含めて徹底的な議論が必要である。

・ミサイル攻撃等への対応について

・テロ対策における想定と対策について

3-2-77



No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

　時間がありませんので端的に省略してやらせてもらいます。
　ミサイルの件ですけれども，原電さんは，米国電力研究所，コンピュータシミュレーションの結果，液体燃料満載の民間
航空機が時速563キロメートルで原子力発電所に衝突した場合，格納容器は堅牢であると報告されています。
　質問１，現代の標準ミサイルの性能は時速1,000キロメートルです。民間航空機の２倍にもなり，燃料は高性能爆薬で，
秒速で9.6キロメートルとも言われており，シミュレーションの結果をはるかに超えています。地下60メートルにも届くミサイ
ルのために，イスラエルと敵対するイランがあらかじめ地下80メートルに核施設を備えています。用意周到です。特に，日
本の原発施設は全て海岸沿いの陸上に設置されており，領海23キロメートル以内からちょっと離れた接続水域，接続水
域というのは国際法で定められた航海自由のところですが，そこからの潜水艦から発射されたミサイル攻撃からは，水平
飛行のためレーダーにも映りません。数分で施設は破壊され，その瞬間，原発施設は国民に向けた殺人兵器になってし
まい，どこの国から攻撃されたかも不明のままです。
　原電さんは，これは国の問題ですという立場で，施設の完全な防備を行わず原発再稼働を目指しています。将来にわ
たって不安で，絶対容認できません。施設が破壊された後も全く不確実で，希望，予測的な対応に頼る前に，原発施設の
完全な防備こそが急務です。
　質問３，原子炉規制委員会としても，国の問題だからと避けるのではなく，規制対象内の重大事項として取り組んでもら
い，国民の命を守ってもらいたい。
　備考，同封した写真は，米国からシリアに向けたミサイル攻撃ですが，軍事施設ではありません。ただし，それであって
も，むき出しの状態のため何の対応もできません。これは，原電に比較しますと，事故が起きた場合に，対応する敷地の
ルートの確保は全くできません。先々，最も懸念される中国の原子力潜水艦等も日本列島東西南北の公海ルートを，接
続水域を含めてですね。
　また，日本政府は，これから配備予定の陸上配備型のイージス・アショア，これも全く対応できません。
ちなみに，原電さんの４年前の質問と回答。ミサイルは撃ち落とす。３年前の確認，打ち落とすではなく，なくすと言ってい
ました。２年前の回答。何も言っていません。我々は録音なしですが，出席者多数が確認しています。どうか県民の命と
暮らしを守る最後の砦として，原子力規制庁の力強い行政指導をお願いいたします。
　大井川知事にもよろしくお伝えください。

　そういう項目（武力攻撃事態対処法，国民保護法）があるということは，国民の命・暮らしを守るために，しっかりと適用
していただきたいという切なる思いでございます。よろしくお願いします。

332
ミサイルへの対
応

ミサイル対策。

481
ミサイルへの対
応

テロ，大型航空機の突入などの対応の中で，クルージングミサイルの攻撃など想定をはるかにこえる事象があるのに，こ
れだけでＯＫしたのは納得が行かない。

515
ミサイルへの対
応

２．戦争等によるミサイルにより使用済燃料は安全なのか

312
ミサイルへの対
応

・ミサイル攻撃等への対応について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

816
ミサイルへの対
応

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準）
に関しての質問
○故意のミサイル攻撃（航空機衝突）に依る破壊行為による原子炉建屋の防護対策を原電さんに求めている。
（原電さんの回答）
○米国電力研究所でのコンピュータのシュミレーションの結果，液体燃料満載の民間航空機が５６３ｋｍ/時速で原子力
発電所に衝突した場合格納容器は堅牢で有ると報告されている。
○（質問１）
現在の標準ミサイルの性能は１０００ｋｍ/時速で民間航空機の２倍にもなり燃料は高性能爆薬で爆速９．６ｋｍ/時速と言
はれて居り，シュミレーション結果をはるかに超え地下６０ｍにも届く為，イスラエルと敵対するイランは予め地下８０ｍに
核施設を備えている。（用意周到）
○（質問２）
特に日本の原発施設は全て海岸沿いの陸上に設置されて居り，領海（２３ｋｍ以内）から離れた接続水域からの潜水艦
から発射されたミサイル攻撃からは水平飛行の為レーザーにも映らず数分で施設は破壊され，その瞬間原発施設は国
民に向けた殺人兵器になってしまいどこの国からの攻撃かも不明のままです。原電さんはこれは国の問題ですとの立場
で施設の完全な防備を行なはず原発再稼働を目指してます。（将来に渡って不安で絶対容認出来ません。）施設が破壊
された後の全く不確実で希望予測的な対応に頼る前に原発施設の万全な防備こそが急務です。
○（質問３）
原子力規制委員会としても国の問題だからと避けるのでは無く規制対象内の重大事項として取り組んでもらい国民の命
を守って下さい。
○（備考）同封した写真２枚は米国からシリアへのミサイル攻撃ですが，軍事施設等では有りませんが剥き出しの状態の
為何の対応も出来ません。
先々最も懸念される中国の原子力潜水艦等も日本列島東西南北の公海ルートを確保済み。（接続水域を含めて）又日本
政府が配備予定の陸上配備型イージスアショアでも全く対応出来ません。以上

817
ミサイルへの対
応

◎原電さんへの４年前の質問と回答　ミサイルは打ち落す。
◎原電さんへの３年前の質問と回答　打ち落すでは無く守ると言った。
◎原電さんへの２年前の質問と回答　何も言ってません。（我々は録音なしですが出席者多数確認）

1066
ミサイルへの対
応

６， 大型航空機の衝突やテロリズムの対応には対空ミサイル等の配置が必要ではないか。爆発してからでは遅い。

1091
ミサイルへの対
応

そのあたりは今回の説明会でも語られませんでした。ミサイルの落下についてはこの新基準ができた数年前まではそれ
ほど考えなくて良かったかもしれませんが，今は現実に想定しなくてはならないことです。北朝鮮のミサイル技術が向上し
核を保有するという段階まで来ています。一昨年実際にミサイルが発射された際に，茨城県はミサイルの警報がなった地
域です。内閣官房のホームページ，国民保護ポータルサイトには「弾道ミサイル落下時の行動について」という避難の仕
方の内容が掲載されています。茨城県警察のホームページにも茨城県のホームページにも「弾道ミサイル落下時の行動
について」の掲載があります。このように公の機関では軒並みミサイル落下を想定しているのです。このような状況の中，
原発ではミサイル落下は想定していないとすれば，非合理的ではないでしょうか。北朝鮮は数百発の弾道ミサイルを保持
しているといわれますが，今回日本がアメリカから導入を決めたイージスアショアではその全てを防ぐことはできないとの
ことです。北朝鮮の非核化は今回も合意に至らず，核開発は続くのです。
東海第二原発は東京に最も近い原発であり，もし，軍事的に狙われれば，首都東京に相当なインパクトを与えることにも
なると容易に想像ができます。狙われる危険性はあるのです。

534
自然災害対策
ミサイルへの対
応

３．外部飛来物（飛行機，ロケット，イン石等）

・ミサイル攻撃等への対応について
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
論点（案）

（今後日本原電等から説明を求める事項）

60 テロ対策 テロ対策

69 テロ対策 テロ対策はどう考えたのか。

159 テロ対策 航空機以外のテロ対策

190 テロ対策 ・テロ等への対策。対応できない。

218 テロ対策 テロ対策

334 テロ対策
テロや航空機衝突等，新たなリスクに対し，本当に安全が確保されているのか。
テロ対策について安心できる説明ではなかった。質問された内容を相定したテロ対策の説明が欲しかった。

392 テロ対策 技術だけでは対応が困難と思われる。テロ対対をどこまで実施すべきか。

641 テロ対策
・テロ対策
上記の項目の内容が他の項目に比べて少なく，不安である。

744
火災対策（非難
燃性ケーブル）
テロ対策

・規制委が再三断っているように，「規制基準に適合しているかを述べているだけで，100％の安全は言わない」としてい
るのだから，安全対策を求めても仕方ない。
「防火シート」と「テロ対策」は，甘すぎてあきれてしまう。

1114 テロ対策 ・テロへの対応は考えないのか。周囲には原子力関連の施設が多く昨今の社会情勢を考えると，テロ対策も必要と思う。

※テロ対策等全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取（セキュ
リティの観点から非公開で審議）
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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【高経年化対策】

252 高経年化対策 ・圧力容器自体の劣化状況

342 高経年化対策 ５．劣化状況評価　とくに中性子照射脆化　P.71.72（40年超の安全は不明）

353 高経年化対策 原子炉圧力容器の経年劣下評価

406 高経年化対策 金属疲労，脆化，破断についての説明が不十分であり，超音波で安全といえるのか

753 高経年化対策

原子炉圧力容器は中性子の照射により脆くなっていく。その目安が「脆性遷移温度」である。脆さが増すと脆性遷移温度
は高くなり，原子炉事故時に注水される水の温度や圧力容器内面のき裂の大きさによっては圧力容器が破壊されてしま
う。照射脆化の調査を行うため監視試験片を炉内にいれている筈だが，高経年化評価，および特別点検で検査した結果
を単に「特に重要となる内表面近傍の欠陥がないことを確認した」的な曖昧表現でなく，本来あるべき管理値に対し，劣化
傾向をトレンド的に示し２０年の運転延長に耐えられるかを明らかにすること。現に欧州原発で４０年を超過した原子炉圧
力容器にひび割れが見つかっており，東海第二もＧＥからの輸入品であることを考えれば，ひび割れの可能性が考えら
れる。特に東海第二は第一世代と言われる７０年代の原発であり，容器の材質が非常に悪い。銅などの不純物がたくさ
ん入っているとも言われており，中性子が当たると不純物が固まって脆くなる可能性を秘めている。参考までに，原子炉
圧力容器の設計寿命は４０年となっている。東電１Ｆ－１の原子炉設置許可申請書にも４０年と出している。また，ＢＷＲで
はシュラウドにひび割れが見つかり，１Ｆ－３，敦１，島根１では交換している。評価結果により，運転延長する場合は，原
子炉圧力容器，シュラウド等の交換も実施することを検討のこと。

837 高経年化対策
（７）炉心シュラウド等の応力腐食割れ（施設設備の老朽化）
　炉心シュラウド及び上部格子板の応力腐食割れが発生すると推定しているが，どのような根拠で，いつごろ発生すると
推定しているか，また，それが問題にならない理由を知りたい。

929
高経年化対策
重大事故等対策

意見
安全性で問われている問題の中で，中性子線による脆性破壊のリスクにたいしての説明や沸騰水型改良標準化適用格
納容器でＭＲＡＫ－Ⅱは，容器がコスト面で小型化したことの欠点等が指摘されています。
それらの安全面に対してのの説明等一切なかったのですが，問題ないと断言できるのでしょうか？それともリスクも把握
しているが現状問題なしとのことなのか説明すべきと思いました。

論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

・原子炉圧力容器等の劣化状況評価及びそ
の保守性並びに評価を踏まえた運用等に関
する詳細かつ丁寧な説明について（ＷＴ指摘
事項と共通）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

930 高経年化対策

当初原子力発電所は40年と決めて，進めたはずなのに20年延長という事が出た背景は，どこまで検証されたのか，説明
もないのですが，脆性破壊の劣化予測モデルが実際とあっていないことなど，明確にしてもらわないと安心できない。ま
た，専門性が高すぎて意見をだせと一般県民に説いてもなかなか意見も言えないのが現状だと思われます。沸騰水型の
第一号であれば，しっかり検証し，予測値との差などでていないかなど見極めて進めていただきた。

968 高経年化対策
４０年もたってしまった機械は古くなり劣化します。周囲の部品はとりかえられるにしても，肝心の圧力容器や格納容器は
とりかえることも修理することもできません。

991 高経年化対策 ２，稼働して４０年経過したということは核燃料の燃焼による炉への経年疲労は相当なものがあると思われます。

1183 高経年化対策
・事故・故障の未然防止対策
○圧力容器，シュラウドなどは30年余の中性子照射・脆化により耐用年数は超過したので熱衝撃で破損の恐れが大き
い。

500 高経年化対策 ③劣化状況評価が不十分なのに合格としたこと。（P.71ちゃんとしたテストピースはもうないのに）

834 高経年化対策

（４）中性子照射等による炉内構造物の劣化予測（施設設備の老朽化）
　中性子照射の影響を受けた炉内材料の劣化状況を確認するため，圧力容器内に設置している材料試験片は，定期的
に取り出して監視試験を実施しているが，この試験片が残り１点だけで，今後は，新しいものを入れるようであるが，十分
に信頼できる評価ができるか疑問である。

925 高経年化対策

p71に関連して，原子炉圧力容器の中性子照射脆化についてJEACで監視試験が基定されているが，東海第二では監視
試験片（４対）がすでに実施され試験が出来ない。
再生試験片を入れたと聞いたが母材は出来ても，溶接金属，HAZの試片は再生出来ない。
JEAC（法）にていしょくするのでは

1184 高経年化対策
東海第二はテストピースが極端に少ないか又は無きに等しいので，審査は誠に不十分。圧力容器は再審査する必要あ
り。

・５回目の監視試験を行う場合の対応方針に
ついて（ＷＴ指摘事項と共通）

・原子炉圧力容器等の劣化状況評価及びそ
の保守性並びに評価を踏まえた運用等に関
する詳細かつ丁寧な説明について（ＷＴ指摘
事項と共通）
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（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

256 高経年化対策 ・被災する前より指てきされていた老朽化・シュラウドなど。

464 高経年化対策

　新基準の適合と設置許可の関係は非常に長い説明だったんですけれども，老朽したこの東海第二原発の運転延長問
題のところが非常に短い説明でよくわからないんですね。
　質問したいのは，72ページの炉心シュラウドのところについて書いてあるんですけれども，一番上では，一定の値を超え
た場合，応力腐食割れが発生する可能性があると。いろいろな検討がされて，結果ということで，運転開始後60年時点を
考慮しても不安定破壊に至ることはないからという説明になっています。
　今まで，東海第二原発で応力腐食割れの事故というのは起きていないんですか。そういうふうに読み取れるんですけれ
ども，どのような審査を行ったのか，お聞きしたいです。

　全然わからないんですけれども，要するに，ひび割れも含めて今まであったわけですよね。そこの部分の対策というの
は全然とられていないという，そのままになっているわけでしょう。2005年の定期検査の中では３カ所のひび割れがあった
し，それについても結構深さは深刻な，一番深いところでいうと42ミリとか，63ミリとか，そういうところの亀裂の問題が保
修されずにそのままになっているんじゃないんですか。最近でいっても，40カ所のひび割れが起きているということもわ
かっているわけですよね。原電からもその報告は出ているわけですよ。それについてどのような対策を講じているんです
か。40年超えの老朽原発を動かすなんてとんでもない話ですからね。もう１回，教えてくださいよ。

800 高経年化対策
２つ目は，炉心を囲む隔壁のサポート部に腐食割れが進行しており，将来の地震で崩れて炉にぶつかる危険がある。腐
食したサポート部を新しくすることが急がれる。８年前の大地震によってひびが入ったりずれたりしてこわれている個所を
探し出し，新しくしなければならない。一体どれだけの箇所があるか，県は把握しているのか。会社に公表を迫るべきだ。

835 高経年化対策

（５）炉内構造物の予期しない破損の可能性（施設設備の老朽化）
　ＢＷＲ原子炉では，日本原電敦賀発電所の１号炉及び東電福島第一発電所の１号炉から３号炉及び５号炉において，
炉心を支持している大型構造物（シュラウド）にひび割れが発生し，新しいものに交換する大掛かりな工事を既に実施して
いる。
　こうしたさまざまな炉内構造物は，中性子照射による脆化や応力腐食割れ，スエリング，疲労割れ等の様々な事象が発
生することが分かっており，原子炉の運転を継続した場合，どのような時点で，どのような異常が発生するか知りたい。ま
た，予測に反して早い時点で，突然異常が発生するおそれはないか心配である。

1038 高経年化対策

・老朽化について
そもそも４０年を超える原発は稼働しない事が前提であった。脆化試験片もそれを前提に使い切ったと思われる。圧力容
器の中性子線による劣化が心配される。また，圧力容器の中の燃料棒を支える部分にひび割れがあることがわかってお
り，このひび割れが進展すれば，燃料棒のコントロール不能に陥るであろう。

・シュラウドサポート溶接部のひび割れ及び
運転開始後60年時点における経年劣化状況
を踏まえた耐震評価及びその保守性につい
て（ＷＴ指摘事項と共通）

・シュラウドサポートのひび割れを踏まえたこ
れまでの対応及び今後の管理方針について
（ＷＴ指摘事項と共通）
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402 高経年化対策 老朽化そのものによる事故率の上昇や

821 高経年化対策

1978年に運転開始した東海第二原発は，福島第一原発と同様に古い設計であり，地震などの衝撃に対して弱いと理解さ
れている。東海第二は，全国のBWRの中ではトラブル件数は上位である。特に運転30年以降上昇しており，危険水域に
入っていた。そのことは，機器設備が老朽化していることを示しており，基本的な品質保証，保守管理能力だけでは解決
できないことも示している。当該原発は，米国GEが開発し，部品の大半は米国から輸入してGEの手で組み立てが行われ
た。建設は日立。膨大な数の部品が使われているが，東海第二の世代の原発は信頼性の高くない部品が使われたとさ
れている。(特に，輸入品)部品の信頼性が高いことで，初めて安全性が保たれるのである。東海第二原発はもともと信頼
性が高くない上に，老朽化が進んでいる。それでも幸いに寿命40年をなんとか真っ当し，役目を終えたのだから，廃止す
るのが，事業者としての社会的責任であり，かつ技術面からも合理的である。ところが規制委での審議では，そのような
技術面の本質に踏み込んだ議論がなかった。古い材料，設計構造の使用延長を看過したとも言える。古い部品や設計
構造の全面的見直しを県が働きかけてほしい。

1206 高経年化対策

機器の寿命，経年劣化によるリスクという点においても，電源盤は２０年，非常用ディーゼル発電機の期待寿命は４０年と
言われており，過去のトラブルでも東海第二の非常用ディーゼル発電機のトラブルはわが国で最も多いと指摘されている
のであるから，非常用ディーゼル発電機は最新のものに更新してしまえば駆体も１／３程度になって火災防護空間にも余
裕ができるはずであるが，入替の計画はない。

282 高経年化対策
③経年劣化は人の眼・検査チェックにより，メンテナンスして寿命を延す説明でしたが，災害は人的ミスにより拡大しま
す。この考え方は改めるべき！(点検出来ない場所も有る)

824 高経年化対策
<設備の老朽化が考慮されていない>
適合性審査は，設備が新品同様であること( 難燃性ケーブルなども含め)が前提となっており，炉心内部の確認不可能な
箇所の老朽化については考慮されていない。

836 高経年化対策

（６）テレビカメラによる炉内の目視検査（施設設備の老朽化）
　原子炉内構造物の劣化状況を確認するため，主に水中テレビカメラを使って目視検査するようであるが，障害物あった
り，場所が狭くて確認できない範囲が相当あるはずである。こうした確認できない部分は，どのように確認するのか心配
である。また，水中の照明や画像の解像度に限界があるため，傷の大きさや割れの深さ等を確実に検査できるか疑問で
ある。

1011 高経年化対策

原子炉の製造に携った人の話では福島第一原発の原子炉と同型の東海の原子炉のペデスタルは３０年耐応を前提とし
た物だそうです。８年も使わず，しかも老朽化しているはずの炉にシビアアクシィデントに耐える完全さが望めるのでしょう
か。現に原子力圧力容器の特別点検の結果有意な欠陥は認められなかったとありますが，母材及び溶接部は点検可能
な炉心領域すべて，そして基礎ボルトも試験可能なボルトの強度だけだとしています。これでは一番肝心な点検（つまり
点検不可能な箇所の点検＝危険をはらんでいる）が抜け落ちていると言えませんか。

・東海第二発電所において過去に発生したト
ラブル事象と高経年化との関連について（Ｗ
Ｔ指摘事項と共通）

・接近ができず，直接の目視点検等が不可能
な部位に対する健全性の確認方法及び判断
基準等について（ＷＴ指摘事項と共通）
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75 高経年化対策 ・東日本大震災以降８年も停止している原発を40年以上運転の為に再稼働することは大きなリスクになるのでは？

377 高経年化対策 ・すでに８年停止している発電所が再稼働する事への不安。

675 高経年化対策 ・再稼働までに10年も停止しているわけだが実際うまく正常に機器が動作するものだろうか？

899 高経年化対策 １，ご承知のとおり東海第２原発は約40年前に稼働，東日本大震災以降休止。

942
高経年化対策
技術的能力

さらに予定通り工事が完了し再稼動した場合，東海第二は10 年間のブランクがあるわけです。老朽化しているうえ10 年
のブランクがあり，さらに運転員の技術にも不安があります。こんな原発に合格を出したことが不思議でなりません。ワー
キングチームの皆様の賢明な対応をお願いします。

1162
高経年化対策
技術的能力

５）８年間も休眠状態でいた老朽原子炉は再稼働して本当に無傷ですむのでしょうか。又，運転技術の面でもきちんと継
承ができているのでしょうか。

1193 高経年化対策

１．運転期間延長について
運転期間延長審査の趣旨に「長期間の運転に伴い生じる設備の劣化の状況を踏まえ，延長しようとする期間において安
全性を確保する」とあります。現実に想定される東海第２原発の運転再開は「長期間の運転に伴い生じる設備の劣化」と
「長期間の『停止』に伴う設備の劣化」の二重のリスクにさらされることになります。この「長期停止に伴う設備の劣化」は
今回の原子力規制委員会の審査では想定もされていない。片手落ちであり，非常に危険であると考えます。
2018年3月末に発生した九電・玄海3号の蒸気漏れトラブルは長期運転停止ゆえに発生した事象であり上記の実例です。

279 高経年化対策
原子力発電所の寿命40＋20年において，安全に稼動が維持出来るかどうか。特に地震等の予期しない外力が加わった
時コントロール不能の状態にならないか，大変心配しています。（どの時点で地震の外力が加わるかによって，耐力に違
いが生じるのではないでしょうか。）弱点を有する施設（配管・ケーブル・炉心に直結したセンサーの劣化が一番心配です

924 高経年化対策

２．P66
試験不可のボルトとは？
試験しなくても大丈夫なのですか？
何万本位いあるのですか？

1099 高経年化対策

6つ目，60年の耐用年数試算では不足しています。
住民説明会資料75ページなど，今回新規制基準が確認している劣化状況は運転開始後60年を基準としています。しか
し，万が一再稼動した場合，実際の建物の使用は60年ではすみません。2038年に原発本体は停止しても，停止後の廃
炉作業には試算では20年から30年かかるといわれています。（先日東海原発の廃炉作業がまた延期されました。この数
字はそもそも放射性廃棄物の最終処分場が決まっている前提での試算なのでこれよりもずっとかかる可能性も現状では
高いわけです。）原子炉や建物は停止後にすぐに解体されるわけではありませんし，使用済み核燃料は持ち出す先がた
とえあったとしても，運転停止後少なくとも数年は東海第二原発で60年超えの配管や設備を使用してそのまま冷やし続け
なくてはなりません。原子炉のような高い放射性物質を放出し続ける設備も，引き続き施設内に安全にとじ込め続けなく
てはなりません。それは60年経過した後も数十年続いていくわけですが，そこのところがまったく考慮されずに「運転開始
後60年目」までしか確認の対象となっていないところは大変問題です。全て解体されるまでの余裕を持った耐用年数が必
要です。原発を60年運用するためには60年の耐用年数ではまったく足りません。

・長期間停止状態が継続する場合の劣化状
況評価の結果について（現状の長期停止に
よる影響及び保守管理の実績を含む）（ＷＴ
指摘事項と共通）

・運転開始後60年時点における経年劣化状
況を踏まえた耐震評価及びその保守性につ
いて

・延長運転終了後の健全性確保の考え方に
ついて
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1064 高経年化対策 ４， 配管の接続部についての評価がされていない。

1132 高経年化対策

・80㎞の配管の摩耗，25000カ所の溶接個所劣化による切断の可能性：2010年5月26日の報告では，配管の誤接続によ
り微量のトリチウムを含んだ水が排水されたと報告がありました。
原子炉は「パイプのお化け」で，総延長80kmもの長い配管が25000カ所で溶接個所されています。（ｐ30）配管の誤接続だ
けでなく，地震やテロで一カ所でも破損すれば，冷却水が漏れ出します。冷却できなければ空焚き状態になります。電源
や防波堤に問題がなくてもフクシマを再現する可能性があります。建築時に熟練の溶接工がすべての溶接を行っていな
いとの情報もあります。40年を経過して再稼働し続け，溶接個所をすべて問題なく管理することが可能でしょうか。加圧水
型軽水炉と呼ばれるタイプの原子炉は， …（略）… 配管の中は157気圧，320度という熱水が流れています。直径20セン
チ，肉厚2センチの特殊合金パイプが20年持たずに摩耗していたのです。地震などが発生したら，溶接部，とくに原子炉と
の接合部が切断される危険性が指摘されています。（ｐ31）
加圧水型軽水炉も 沸騰水型原子炉も，原子炉で蒸気を発生させて発電タービンを回す点や，非常時に原子炉を停止さ
せ冷却に移行させる過程は同じですので，配管内部の摩耗も大きな違いはないものと思われ，80㎞に及ぶ特殊合金パイ
プの摩耗状態の判断の難しさもあります。
※日本の発電用原子炉は，沸騰水型原子炉（BWR)と加圧水型原子炉（PWR)があります。 沸騰水型原子炉（BWR) であ
る東海第二発電所原子炉施設は，原子炉で熱した水を沸騰させ，その蒸気（放射性物質を含む）でタービンを回し，発電
機で発電します。タービンを回し終わった蒸気は，復水器にてパイプ内の軽水（普通の水）で冷やされて水に戻り，原子炉
容器に戻され，循環します。
参考資料は以下
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B8%E9%A8%B0%E6%B0%B4%E5%9E%8B%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89#/media/Fil
e:BoilingWaterReactor.gif

1140 高経年化対策

２．運転期間の延長において，問題なのはパイプの溶接個所（数万カ所ある）の　信頼性です。ＳＵＳ材自体の組成のば
らつきに加えて，溶接技術のばらつきを　含めての複合信頼性の検証は出来ていないでしょう。ＳＵＳ材の溶接のばらつ
きは技能熟練レベルによって大きく，日立製作所は　このために熟練技能者の育成のために，会社内の学校に溶接科を
設けたほどです。

1181 高経年化対策

原子力発電所には数え切れないほど無数の配管があります。その配管の接続部分は溶接ですから，古くなると腐食し，
放射線が当たる部分はなおのこと劣化が激しくひび割れ等を起こすと思います。また，原子力発電所施設全体の基準地
震動が同じではありませんし，地震動は場所によって伝わり方が一律ではありませんから，溶接部分は特に危険が高く
なると考えます。まして，東海第二は古い原発です。また，配管の全てをチェックすることは不可能です。このように，配管
の危険性を考えると，そのチェックが完璧にできない限り地震による破壊の可能性を否定できないのではないでしょうか。
何よりも怖いのは配管ですし，福島第一原発においても，地震による配管への影響はまだ確認･検証されていません。
東海第二は福島と同じタイプですので，この検証なしには再稼働は到底認められません。

・配管に係る高経年化対策及び経年劣化を
考慮した耐震評価の網羅性，保守性につい
て
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

5
高経年化対策
（電気ケーブル）

　ケーブルについてお尋ねいたします。
　資料で，74で，一部ケーブルについては，運転開始後60年前後で有意な絶縁低下が発生すると評価された。ケーブル
の交換について保守管理する方針があるという文章があります。ここについては，前からケーブルの交換はできないんだ
という話を聞いておりましたけれども，ケーブルの交換ができるのかどうか，それから，私はケーブルの開発に当たってき
たんですけれども，大体，架橋ポリエチレンだのそういうケーブルの寿命は30年から40年というふうに想定されておりまし
て，さらにそれが20年もつかどうかということについては非常に不安があります。
　そういうことで，できれば，アメリカなんかでは，1970年に現地のケーブルを撤去してきて，詳細に調べたというときに，
水トリーを発見しました。これは非常に条件のいい乾いたマンホールだったんですけれども，ここの原発も，割合，人間に
とっては条件がいいような感じがしますが，ケーブルにとって必ずしもいい条件であるかどうかということはわかりません
ので，できれば，まだ稼働までに２年ぐらい時間がありますので，サンプリングをして，徹底的に絶縁状況はどうであるか
ということをやられたらどうかということを提案したいと思います。

　環境劣化試験というのは新しいものでやったのでしょうか。
　今まで使ってきたものでぜひやってもらいたいと思うんですよ。これからどうなるかというのを，今のうちだったら，サンプ
リングして取り替えられると思いますので，それをお願いしたいと思います。

94
高経年化対策
（電気ケーブル）

ケーブル類の劣化。開発当初，架橋ＰＥ等のケーブルの期待寿命は，30年～40年とされた。何年か運●や，通電容量が
フルでないことを考慮しても，今年２０年安全性を確保できるか，懸念がある。まだ，稼働迄には２年位時間がある。次善
の策として，ケーブルをサンプリングして劣化情況を調べることを提案します。

198
高経年化対策
（電気ケーブル）

　２つ目に，運転延長認可の審査では，新品のケーブルに60年間分の放射線温度などを加えて試験し，一部のケーブル
を除いては，あと20年オーケーだと判断したということですが，東海村の説明会では，ケーブルの研究をしていたという方
が，実際に使ってきたケーブルのサンプリング検査をすべきではないかという質問をされました。規制庁の●●さんは，
審査の枠外でそういう活動は当然できると，可能性はあるというふうな回答をされましたが，新品のケーブルを使った評
価試験だけでは不十分だということを認めたというふうに私は受け取りました。

796
高経年化対策
（電気ケーブル）

2007年に経年評価を行った・・・そのときにケ－ブルは，絶縁性能の低下の可能性は小さいと評価され・・・適宜チェックす
ることで長期の安全使用はできうるとのことですが，40年という数字は，材料の機械特性の低下から逆算されています。
絶縁性能とは区別して考えねばならないと思います。大げさに言えば，材料がボロボロになっても絶縁があれば使い続
け，ある日"電気的にパンクして"やっと慌てるということになりかねない。そういうことを前提にして使用延長をすることは
あってはならないと思いますし，万一発火のときは「防火シート，複合体」で対応できるから，では危険因子が大きいと考
えます。 少なくとも安全系機器に使用されるすべてのケーブルは，まずは隅から隅まで物性面の非破壊検査を行い，現
在の状況や余寿命などを確認すべきと思います。そのうえで使用延長(20年延長)が可能と思われそうなケーブルと，そう
ではないものを分別すべきと思います。
とくに，低圧ケーブル，計測ケーブルなどが問題だと思います。これらはメガー測定が実施されていますが，この方法では
絶縁不良を予測するのは大変困難です。しかし，ケーブルのシース（外皮）の劣化などから絶縁不良を予測するなどの方
法もできているようです。(シース内の超音波伝播速度を測定することで劣化を定量的に把握するもの) このような問題
や，予測方法について検討を進めるべきです。電気ケーブルは工業会調べではせいぜい20数年程度が耐久限度として
います。老朽化に伴って弾力性を失い，硬化，ヒビが入る。電気ケーブルがこのようになると，プラントの状態が把握でき
ず，たとえば誤作動，誤計測，(各種の弁を動かすこともできなくなるなど)，危険な事態を迎えることもありえます。プラント
の中でもとくに安全が重視されるのが原子力発電所ですから，この耐久限度は厳しく判断すべきと考えます。

・電気・計装設備や電気ペネトレーションの加
速劣化試験に係る実機サンプルによる知見
を踏まえた試験方法等の保守性の確認につ
いて（ＷＴ指摘事項と共通）
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

838
高経年化対策
（電気ケーブル）

（８）電気ケーブルの劣化評価の信頼性（供試体の選定）（既設ケーブルの劣化）
　既に４０年間使っている古い電気ケーブルのうち，新しい難燃性ケーブルに交換しないもので，特に安全系設備に接続
している非難燃性ケーブル（約２００ｋｍ程度か）については，今後もそのまま使うとのことである。これらのケーブルは，動
力の供給や計測制御等を左右する重要な機能を果たしているものであるが，設置された環境に応じて，放射線や，様々
な外力，振動，熱，湿度等によって，被覆材等の強度や絶縁材の性能等は確実に低下しているはずである。これらの劣
化を確認するため，新しい製品ケーブルを使って加速試験を行い，６０年間使用しても何ら問題ないと結論しているが，こ
の供試体は４０年前に設置したケーブルと全く同じものではない。材料の組成や製造条件或いはそれらのばらつきや品
質管理の基準等が違っているはずだが，試験結果に影響していないか心配である。既に使っている電気ケーブルの一部
を使って，今後の劣化進展を予測する方が，確かな推定ができるはずであり，そうしなかった理由が疑問である。

938

火災対策（非難
燃性ケーブル）
高経年化対策
（電気ケーブル）

3 内部火災対策について
難燃ケーブルに交換できないケーブルが存在している。本当に運転延長して60 年間安全に使用できるのか？規制庁は
検査は新品のケーブルに負荷を加えて検査したというがそれでは安全を実証したとは言えない。再検査をお願いします。
ケーブル専門の企業の意見も取り入れて十分な検証をお願いします。

私は，●●●●の設計部門に於いて，昭和４０～５０年代に，高電圧ゴム。プラスチックケーブルの開発に携わりました。
また，この間に，アメリカGEに架橋PEの技術提携の実習，アメリカの電力会社の架橋PEケーブルの使用状況調査，IEEE
（アメリカ電気・電子学会）に出席など，をしました。これ等の知見を基に技術士（電気・電子）資格を取得しました。これ等
の経験から，今回，東海第二原発で使用されているケーブルについて，具申したいと思います。
架橋PEケーブルを主体にした開発ですが，実機ケーブルを用いて，過電流，過電圧による，通電ヒートサイクル試験を実
施，電気劣化特性（交流破壊試験・衝撃破壊試験）及び，物理特性（引張強度，伸び）を調べました。又，初期ケーブルか
ら採取した試料を用いて，オーブンで強制熱劣化試験を実施，劣化状況の変化を調べました。これ等の促進劣化試験か
ら，ケーブルの期待寿命を，３０～４０年に設定しました。
・東海第二原発の実質稼働年：稼働から４０年経過した。しかし，１３カ月に１回毎に定期点検を実施している筈である。ほ
ぼ，１２カ月運転で，１．５カ月保守点検をするとすれば，（４０×１２）/１３．５＝３５．５年。（L1)

・熱劣化補正：ケーブルは，許容電流一杯で使用している事は無いと考える。仮に，８０％の通電を行っていたとすれば，
熱量W∝I×I・R　電流の２乗に比例する。寿命L∝１/Wとみれば，L2=L1/０．８×０．８補正寿命L2＝１．５６L1程度にな
る。この補正を行えば，L2＝３５．５×１．５６≒５５．４年程度で，今後，１５年程度使用可能と云える。現状でほぼ健全と
認められても，期待寿命の４０年より長いものの，今後２０年には，懸念があります。
・私が１９７０年アメリカに出張の折，サンフランシスコ市（P＆G：電力・ガス局）に以下に対して，見解を求められた。実用
ケーブル（CV)（乾いたマンホール内布設）を採取，劣化状況を調べた。その結果，世界最初の水トリーを発見した。初め
て見る劣化現象であり，条件の良いとみられる環境下での発生に驚くと共に，実用ケーブルを用いた劣化状況の有効性
を知りました。（この現象は，１９７１IEEEで報告された。）人間にとって良い環境とみられる場所でも，ケーブルにとって好
条件とは限らないと判り。以後，この様な，劣化診断を，多くの電力会社に奨めて来ました。
*私の提案：今後，稼働開始迄に，２年半以上懸るとされています。是非，この間に，現在，実用されているケーブルから，
試料をサンプリングし，劣化状況を調査し，今後に資することを提案致します。以上

・電気・計装設備や電気ペネトレーションの加
速劣化試験に係る実機サンプルによる知見
を踏まえた試験方法等の保守性の確認につ
いて（ＷＴ指摘事項と共通）

高経年化対策
（電気ケーブル）

958
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

1037
高経年化対策
（電気ケーブル）

・電源ケーブルについて
一般的に電気ケーブルの寿命は３０年と言われていて，４０年超では経年劣化による損傷のおそれがある。難燃ケーブ
ルに取り替える必要があるが，原電は半分以上のケーブルを，防火シートで巻くことで対策するという。シートで覆うことで
保守点検が難しくなり，加熱による損傷，信号の切断が考えられ，大変危険である。

62
高経年化対策
（電気ケーブル）

ケーブルの劣化　過去40年におけるケーブル難燃性，耐熱性の劣化状況　⇒今後20年安心できるか

115
高経年化対策
（電気ケーブル）

　一つ，ケーブルのことをお伺いします。
　33ページとか79ページのところにありますが，一部ケーブルが絶縁低下だという，交換できない部分もあると言うんだけ
れども，というか，79ページのところで，交換できない部分もあるはずなんです。一部ケーブルについては，74ページでは
交換するようなことを言っていますけれども，交換できない部分があったらどうするのかなというのが説明がないですけれ
ども，全部交換すればいいんだけれども交換しないわけですよね。本来，基本的に，審査基準では交換しなければいけ
ないとなっているものが，都合が悪いから交換しなくても太鼓巻きでいいというふうに勝手に規制庁が決めてしまったとい
うのは違反ですけれども，実際に，今言ったように，交換しなくちゃならないところがあった場合，どうするんでしょうか。伺
います。

　実際にケーブルは，何がなくても30年から40年が寿命だといっているのに，何で60年もたせるのかがさっぱりわからな
いんですが。

147

火災対策（非難
燃性ケーブル）
高経年化対策
（電気ケーブル）

ケーブル問題。
ケーブルを全交換しないのにO.K.してしまったいいかげんさ，違反ですね。

173

火災対策（非難
燃性ケーブル）
高経年化対策
（電気ケーブル）

①電気ケーブル（交換不可のものの）の安全性

199
高経年化対策
（電気ケーブル）

　３つ目，●●●の資料の中に，東海第二の建設時に，ケーブル敷設作業で，被覆に3,000カ所に及ぶ傷をつけてしまっ
たと。それで大半は応急措置的な補修で済ませてしまったということが書かれている。これはネットにも載っています。
　この件について，昨年５月２日に実施した再稼働阻止ネットの規制庁さんへのヒアリングでは，私も参加して，そういう情
報も提供して調査をお願いしました。
　質問としては，このような住民からの情報提供について，規制委員会としてどう扱ったのかということ，もう一つは，やは
り原電にケーブルの実物を使ってきたものを点検させて，規制庁としても現場でそれを確認すべきではないかということ，
以上です。

・実際に敷設されている電気ケーブル等に係
る現状の劣化等の状況（敷設作業時に生じ
たものを含む）及び高経年化に係る評価上の
考慮について

・防火シート施工の確実性及び品質管理並
びに施工後の非難燃性ケーブル及び関連設
備等の保守管理について（ＷＴ指摘事項と共
通）
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

233
高経年化対策
（電気ケーブル）

どうしても交換出来ないケーブルが存在すると思われますが，本当に60年間もつのでしょうか？実際に60年間使用され
た例はありますか？

374
高経年化対策
（電気ケーブル）

・ケーブルの安全性は？60年もつとは考えられない。

626

火災対策（非難
燃性ケーブル）
高経年化対策
（電気ケーブル）

ケーブル等安全対策

682
高経年化対策
（電気ケーブル）

・交換不能のケーブルが60年もつという事は考えにくい。

794

火災対策（非難
燃性ケーブル）
高経年化対策
（電気ケーブル）

東海第二原子力発電所のような40年寿命を迎えたとされるプラントでは，ケーブルについても，その寿命問題を俎上に載
せて議論しなければならないと考えます。難燃であるか難燃でないかにとどまらず，寿命オーバーによる火災リスクも十
分に検討せねばならないと考えます。規制委の資料から察するに，ケーブルは30%程度しか新しいものに交換されないよ
うです。その理由はケーブルルートが狭くて交換しにくい，トレイの下などは壁に開口をあらたに作ってケーブルを引き入
れないとならないが建物の強度を損なうのでできない，と理解しました。しかし，もともとは40年前から，火災や機械的な
損傷でケーブルの大量の引き替えも想定されていたはずですから，壁にあらたに開口をつくることは当然に用意されてい
たと考えます。そうでなければ設計的なミスということになってしまいます。このあたりがあいまいにされ，不自然かつ疑問
に感じております。
本件は，開口や基準地震動の双方を満足するかたちで耐震補強をおこない，古いケーブルは全面的に取替えて，災害
ポテンシャルの極小化をはかるべきです。

839
高経年化対策
（電気ケーブル）

（９）電気ケーブルの劣化評価の信頼性（評価手法・ばらつき）（既設ケーブルの劣化）
　放射線，熱及び事故時の高温水蒸気による電気ケーブルの劣化を加速試験で推定し，一つの要因の変化を指標とし
て，その活性化エネルギを使って簡易に評価しているようであるが，試験回数が少なく，繰り返し再現性があるか心配で
ある。また，推定した耐用年数は，ほぼ同じ条件であるにも拘らず何倍もばらついており，大まかな目安に過ぎないと思
われるが，誤差が考慮されているか疑問である。

840
高経年化対策
（電気ケーブル）

（１０）電気ケーブルの劣化評価の信頼性（外力・振動・傷等の影響）（既設ケーブルの劣化）
　既設の古い電気ケーブルは，長年にわたって引張りや曲げ，ねじれ等の様々な力を受けている可能性がある。また，地
震による強い力や機械的な振動等によって，ケーブルの細かい割れが発生したり，その拡大が大幅に加速されている場
合も考えられる。さらに，東海第二では，建設時にケーブルが損傷したため，多くのケーブルを補修したとのことであり，こ
うした傷やその補修が，ケーブルの機能に影響しないか不明である。
　このため，劣化試験において，こうした機械的な応力や振動，さらに傷が全く考慮されていないのは疑問である。

841
高経年化対策
（電気ケーブル）

（１１）継続使用に伴うトラブル発生頻度の増加（短絡・断線）（既設ケーブルの劣化）
　日本電線工業会によれば，電線・ケーブルの耐用年数は最大でも３０年を目安としており，交換することを推奨してい
る。また，特に低圧ケーブルでは，絶縁抵抗の測定くらいしか点検する手段がなく，ケーブルの健全性を事前に確認する
のは難しいようである。このため，突然，短絡や断線を起こし，信号異常によってプラント状態を把握できなくなったり，機
器が制御できなくなる頻度が増えないか心配である。

・実際に敷設されている電気ケーブル等に係
る現状の劣化等の状況（敷設作業時に生じ
たものを含む）及び高経年化に係る評価上の
考慮について
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

879
高経年化対策
（電気ケーブル）

③ 旧品を流用する場合，寿命はどのように評価されているか？

1062
高経年化対策
（電気ケーブル）

２， 一部のケーブルについて運転開始後60年以前に有意な絶縁低下が発生すると評価されているがどう考えるのか。
（規制庁概要74P）

1077
高経年化対策
（電気ケーブル）

規制委員会は，審査書案中100ページ目にて，「その設計目標には，外部の火炎及び複合体内部からの発火を想定し，
外部からの熱（火炎）及び燃焼に必要な酸素量を抑制する観点が含まれていること，この設計目標の成立性を確認する
実証試験には，難燃性能の確認はもとより，非難燃ケーブルの通電性及び絶縁性並びにケーブルトレイの耐震性の確認
が含まれ，さらに施工後の傷等も想定していることから，十分な保安水準が確保されることを確認した。」とあるが，ケーブ
ルの老朽化についての考慮はされているか。
東海第二原発は稼働開始より40 年近く経ち，ケーブル製造業者が規定している耐用年数の目安である 10～30 年を過
ぎている。建設当時のケーブル技術から考えて，放射線に対する耐環境性も十分ではないといえる。

1185
高経年化対策
（電気ケーブル）

○難燃性ではない古い電気ケーブルは，事故の元になり易い。ケーブルを含むすべて装置や機器類は新品同様でなけ
れば原発は動かさない。

13 高経年化対策 ４０年を過ぎた施設の老朽化と，

43 高経年化対策
20年の延長の安全性(劣化)
東海第２の炉は３０～４０年の寿命を想定した設計のため，てってい的に劣化特性を評価すべき。

68 高経年化対策
運転期間延長：当初の設計値(寿命・故障率等)は何だったのか。
　　　　　　　　　　→これへの安全対策

78 高経年化対策 設計自体が1970年代という古さ，

・実際に敷設されている電気ケーブル等に係
る現状の劣化等の状況（敷設作業時に生じ
たものを含む）及び高経年化に係る評価上の
考慮について

※高経年化対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

107 高経年化対策

　東海第二原発から14キロ離れたひたちなか市から来た者ですけれども，聞いていて思ったのは，40年からさらに20年
延長できるということになっていると聞いたのですけれども，茨城県内に住む私どもとしては，絶対に100パーセント原発
の事故が起こってはならないというふうに思いますし，そうであるということは，福島原発の事故の件でもうおわかりだと思
うのですけれども，なぜここで20年延長できるのか，そこを不思議に思うので質問したいと思います。
　それは，例えば，原発の中の金属自体が温熱や冷却で膨脹したり収縮したりする中で金属疲労を起こしたり，それか
ら，放射線で金属やその他のものが劣化してくると考えた上で，40年が限界であるという最初の基準の設定があったわけ
です。それをなぜ20年延長できるのか，ここを疑問に思いますので，そこを答えていただきたいと思います。

　評価の基準がどこかというのは，多分，そちらのほうで決めているというか，基準をそう決めているところがあるとは思い
ますけれども，まず，東海第二原発が一番最初につくられた原発でしたよね。一番初期型の，欠陥もあるかもしれない，
そういう旧型の原子炉であるということ，もう既に40年たっているということと，そういったことを踏まえて，原子炉というの
は決して車でもないし，電車でもないし，事故が起こされることが一切許されないものだと私は思うのです。私は，子ども
のときには，100パーセント事故はないという，安全であるということを信じ込んでいましたし，福島の事故までは，疑念に
思いながらも，まあ，あるんならしょうがないかぐらいまで思っていたんですけれども，もうここで事故が起こるということは
あり得ないですね。
　ですから，そういう存在である東海第二原発が，なぜここで，劣化もかなり予想されるのに延長できるのか。40年以上と
いうのは前からありましたよね。40年後に解体するということはもう既に言われていたと思います。私は20年か30年ぐらい
前に解体をするというテレビ番組を見ました。解体するためにはこれだけのものをやらなければならないというテレビ番組
を見ました。それだけの根拠があったからこそ40年ということが出てきたのでしょうし，それをさらに20年延長するというの
は，30年に短縮されるのなら話はわかるんですけれども，60年に延長されるというのは，100パーセントを望む者として信
じられないのです。ですから，そこのところの基準がなぜ20年延長できるのかというところがちょっと曖昧すぎて答えに
なっていないと思うんですけれども。

110 高経年化対策

　今回，運転延長を決めた規制委員会の責任というのは極めて重いと私は思っております。
　まず，防火シートを巻くまでの信頼性，難燃性化をはかるといっても，ほんの一部にとどまっておりまして，信頼性には極
めて劣る対策でオーケーにしてしまう。それでも規制委はさらに20年も延長したんです。震災後決められた防潮堤の高さ
も，想定した津波の高さに一定の上乗せをしたもので，さまざまな前提条件や不確実性を含んでいます。万全を期しても
リスクはゼロにならないというのが原発だと私は思っております。特に，人のつくったものは，設計やデザインにその時代
の技術や思想が反映されています。老朽原発は設計の古さという弱点を抱えております。後から補強をしたり改造をして
も，最新の施設にはなり得ないのです。

186 高経年化対策 40年たつもの（劣化）を20年延長させることへの不安

194 高経年化対策 古い原発。

214 高経年化対策 ・40年規定に対して一回のみ延長できるとした，安全性の理由が理解できない。

231 高経年化対策 ・40年が何故20年も延びるのですか→人間だって40才と60才は大部ちがうでしょう。

239 高経年化対策 ・説明が長いのにＰ.70～73について触れない。大事なのにごまかしたか？

245
高経年化対策
技術的能力

車も10年以上立つと金属疲労等によるトラブルが起きるのは必然。40年過ぎた発電所を再利用するのは大変危険性を
滞びている。かつ発電所を運用する人材，特にトップクラスの能力の劣化が見られ，小さなトラブルが多発している。な
ぜ，だれが運転継続を指示しているのか。

※高経年化対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

310 高経年化対策

　詳細な説明，ありがとうございます。
　端的にお答えいただきたいんですけれども，余計なことは言わないで，端的にお答えください。
　60年延長というマックスのところですけれども，これは何をもって根拠にしているのか。また外国にそういう例があるの
か，それとも，何で60年でいいのか，70年でもいいのか，50年ではだめなのか，そこら辺の60年の根拠を示していただき
たいということと，60年ということなんですけれども，原子力規制庁さんは環境省の外省ですよね。つまり，時の政権に影
響を受けている可能性がないとは言えない。だから，政権に即した形で60年にしたとか，そういうことはあるのかないの
か，これも端的にあるか，ないかで答えてください。

348 高経年化対策 40年経過した建屋の不安。

426 高経年化対策 40年を過ぎた老朽原発ということ。

532 高経年化対策
１．経年劣化に対する想定外の事項。（特に被バクによる変位←炉内構造物，ケーブル被フクの劣化，旧ケーブルの延燃
防止対策）

544 高経年化対策
延長認可
20年間安全を本当に保てるのか

567 高経年化対策

　規制委員会は，40年超えの原発は原則的には延長運転は認めないと。非常な例外以外には運転延長は認めないとい
うことだったはずなんですけれども，かなりの頻度でそれが認められるようになってきている。例えば，福島原発事故のと
きに，首相であった菅直人氏は，40年超え原発の20年延長というのは，石油の輸出が止まったような非常時以外には考
えていなかったと。ところが，それが，ある時から容易に延長されるようになったと。どうしてなのかということをお尋ねした
いのが一つ。

581 高経年化対策
もともと原発は40年で廃炉にということではじまったと思います。例外的に20年延張を認めるといわれますが，そんなに簡
単に20年も延張を決めてよいのでしょうか。そんなに安全なら避難計画などつくる必要がないのではないでしょうか。

636 高経年化対策 運転期間延長許可について

638 高経年化対策
施設の耐用年数に伴う安全対策
躯体（コンクリート），設備（特に給排水ダクト等）

644 高経年化対策 古い

671 高経年化対策
運転延長は科学的に有意なのか？（私にはこじつけに思える。まず「運転延長」という結論を立てた上で，原電に申請さ
せ，規制委で審査していたように思える）

683 高経年化対策 ・安全対策を施したと言っても，基本的には40年前の構造体であり，運転延長は考えられない。

701 高経年化対策 40年以上過ぎているのですし，続ける事が危険です。

1125 高経年化対策

東海第二発電所原子炉施設の安全対策に関する科学的・技術的な意見
たとえば「40年前のパソコンがあったとして，今現在，使いますか？」と問いかけされたら，どうでしょう。20年前のソフトで
さえ動く速さも周辺機器とその接続口さえ使い物にならないのは明らかです。本体や部品の経過劣化も言わずもがな。電
源を入れてもいつ動くのか分からない，材料の劣化により感電するかもしれないパソコンを，いや，まだまだ20年使えるよ
と言われて使う人はいるでしょうか。40年前に建築された原発だけが例外で ，あと20年使えるのか，疑問です。

※高経年化対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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【安全対策全般等（上記以外の事項）】

80 安全対策全般 重要な部分が分割管理されていないので，一コダメになったら影響が大きい，等

575 安全対策全般 安全性確保の多重性について

869 安全対策全般

お世話になります。
茨城県は，関係法律の目的「住民の生命，身体，健康，及び財産の保護すること」の達成のため全力を尽くして頂く様お
願いします。
規制庁の住民説明会には６回参加しましたが，質問できなかった項目について，下記に記しますので，県のWT で十分検
討して頂きたいと思います。（以下，節約のため紋切調とします。）
記
1. 規制庁の住民説明会資料「東海第二発電所に関する審査の概要」(p35)で「電源」が触れられている。大変重要な部分
であるにも関わらず基本的考え方のいい加減さが見えている。
それは「①外部電源 外部からの電力は，独立性を有する２ルート３回線の送電線…」としているが，「独立性を有する」の
ならば「３ルート３回線の送電線…」でなければならない。
これは明らかに住民を騙していて問題である。三つの鉄塔ルートで，三つの電源回線を引き込まなければならない。これ
が独立しているということである。
茨城県には，「茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画編）」に従って，規制委員会の審査の杜撰さを十分に補って
頂きたい。茨城県は，規制委員会に審査のやり直しを請求すべきである。
お世話になります。
茨城県は，関係法律の目的「住民の生命，身体，健康，及び財産の保護すること」の達成のため全力を尽くして頂く様お
願いします。規制庁の住民説明会には６回参加しましたが，質問できなかった項目について，下記に記しますので，県の
WT で十分検討して頂きたいと思います。（以下，節約のため紋切調とします。）
記
1. 規制庁の住民説明会資料「東海第二発電所に関する審査の概要」(p35)で「電源」の項で触れられている様に，大変重
要な部分の基本的考え方が見えている。それは「②非常用電源 非常用ディーゼル発電機…を３台設置し，…」としている
こと，また，「①外部電源」も「独立性を有する」のならば「３ルート３回線の送電線…」が論理的に言って保守的な立場とな
る。そうすると，規制委員会は「３」を基本的数字と考えていることが見えてくるが，「①外部電源 外部からの電力は，独立
性を有する２ルート３回線の送電線…」としているため，今回の審査では基本的考え方に矛盾を呈している。これは明ら
かに審査ガイド（審査要求事項）を現状に合わせた「合格先にありき」の審査であり問題でもあるが，東海第二発電所の
現場で働く職員にとっては煩雑化した作業環境を強いられ，緊急事態時では混乱を招く要因と言える。コンセプトの整理
が必要である。
２. より安全な東海第二発電所に近づけるため，次に「３」を基本的数字としたコンセプトの提案をするので検討をして頂き
たい。
⑴ 外部電源は３ルート３回線とする。（原発の冷却に重要）
⑵ 取水口を３箇所にする。（原発の冷却に重要）
⑶ 放水口を３箇所にする。（原発の冷却に重要。なお，今回の審査の様にゲートを設置することは，冷却水流路妨害であ
り，愚の骨頂である。）
⑷ フィルター付きベント装置を３台設置する。（放射性物質の吹出し防止に重要）
⑸ 格納容器を３つにする。（放射性物質の吹出し防止に重要。原子炉格納容器，原子炉建家の準格納容器化，原子炉
建家格納容器の追加）
なお，「原子炉建家格納容器」は自由体積が原子炉建家の10 倍は必要である。しかも，内に散水装置をつけて放射性物
質の一般環境への放出を防ぐ。また，これによって「使用済み燃料プール」を厳重に格納することになる。
今回，規制委員会の許可したものでは，「住民の健康と財産」は守れない。
茨城県には，「茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画編）」に従って，規制委員会の原発についてのコンセプトの不
明確化を洗い出して，規制委員会の審査の杜撰さを十分に補って頂きたい。茨城県は，規制委員会に審査のやり直しを
請求すべきである。

・安全機能の定義，分類及び防護対象施設
（内部事象，外部事象）との関係並びに多重
性・多様性，独立性の確保について（WT指摘
事項と共通）

論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

870 安全対策全般

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

3-2-94



論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

1207 安全対策全般

分散配置の設計思想を持ち得なかった当時の設計の原子炉をそのまま「使い倒す」ことは現在の技術水準，規制水準か
らしたら設計構造自体の旧さ，陳腐化を容認するものであり，その安全性を設計構造上の分散配置，多重性，多様性に
よって安全性を担保することは困難である。
このような現在水準から見た設計の旧さによる脆弱性を検討しないままの設置変更許可は無効である。

1208 安全対策全般

３．東日本大震災で東海第二発電所の設計に多重性・多様性がないことが露呈したこと
２０１１年東日本大震災の被災によって，はからずも東海第二原発が多重性，多様性がないことが露呈した。最も重要な
点は３台の非常用ディーゼル発電機のうちたった１台がダウンしただけで，原子炉の冷却に必要なポンプ４台のうち３台
もが動かなくなったことである。被災時に上記のような機能を発揮できないのは「基本設計において多重性がない」原子
炉であることが明らかになっている。
また，同様に１台の非常用ディーゼル発電機がダウンしたことで，格納容器内上部ベロシティー近辺の温度が１４１℃に
まで上昇した。これは福島第一原発３号機と同じ挙動を示したものだが，日本原電はその原因と対策を説明していない。
一説によれば非常用ディーゼル発電機１台がダウンしたことで格納容器空調２台のうち１台がダウンしたことで，片肺の
機能しか維持できなかったとも言われる。一般的に「多重性」とは２台のうち１台がダウンしても安全機能が通常に維持さ
れることを言う。
なお，日本原電は住民説明会で，住民からの「震災の際に格納容器上部温度が１４１℃にまで上昇した原因は？」との質
問に対して，日本原電●●東海第二副所長は「格納容器の温度が１４０℃まで上がったということは私どもは認識してお
りません。格納容器の温度も圧力もずっと監視していましたので，そんなようなことにはなっておりません。私がそこにい
ましたので事実です」などと虚偽の説明を行った（２０１６年１１月３０日の住民説明会）。
しかるに規制委員会にはその事実を報告しているようである。

82 安全対策全般 もう少し深層防護の説明をていねいにお願いしたい

人は，先ず「好きか嫌いか」で意思決定しますが，なるべく中立的に「合理的か否か」でも，意思判断するものです。
原発に関して言えば，福島第一の事故で，周辺住民の方々中心に，反原発感情が一気に広がったので，「原発は嫌い」
と言う人が，一気に意思表示するようになりました。
こういう雰囲気では，原発の安全性を，難しい言葉で説明しても，殆ど聞いてもらえません。そもそも，安全審査そのもの
の内容が，専門家同士の会話になっており，「一般の人」のみならず，専門外の人には，とても理解できません。
また，安全審査は，国と事業者の間での技術的会話が中心ですが，本来は，周辺住民の為のものであるべきでしょう。そ
う考えると，住民には，「原子炉の堅固さ」だけでなく，「放射能・放射線の挙動」に重点を置いて，判りやすく説明してゆく
べきだと強く感じています。
以下の意見は，上記の視点から書いたものです。
１，事故の未然防止に関するもの。
　事故の未然防止能力は，安全指針の要求事項をどこまで満たしているかではなく，「深層防禦（Defense in depth）」をど
こまで考慮しているかで決まります。
★「深層防禦（Defense in depth）」の哲学は，理解しているようで理解していない難物です。
簡単に言うなら，「防御層」を構築しても，それが破れることを想定し，つぎの「防御層」を構築する，さらにそれが破れて
も，その次の「防御層」を構築する‥といった具合に，次から次に防御層を構築し，「事故のリスク」が，許容できる範囲ま
で抑え込むという考え方です。・・・もともと戦争で敵を破る戦法を練り上げる時の思考パターンです。
これは，コストアップを心配する工学の徒には，なかなか受け入れられません。
しかし，一般市民の懸念を取り除き，安心してもらうには，比較的わかりやすい方法です。

・安全対策における深層防護の考慮につい
て

・安全機能の定義，分類及び防護対象施設
（内部事象，外部事象）との関係並びに多重
性・多様性，独立性の確保について（WT指摘
事項と共通）
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

「深層防御」は，バリケードを何重にも築くというような・・人間の存在を考慮していない無気質な・・ものではなく，「人と防
御策とが一体（兵隊と戦艦の如く）」となって「ことに当たる」防禦態勢を指します。
★この深層防御の考え方を理解するために，「津波対応策」を例に説明します。
津波対策は，「深層防御の考え方」を適用するうえで，最適な例の一つだからです。
津波は，地震によって引き起こされますが，地震の起きる場所，時期，強さ，揺れ方などを「科学・工学的」に予測できま
せん。ましてや，たまたまの偶然で誘発される津波ともなると，過去の事例から類推するしかありません。
想定すべき津波の強さについては，地震科学者と，地震強度を専門にする工学者の意見は，いつの時代でも一致しませ
ん。
最悪を心配する科学者と，目の前の問題を解決しようとする工学者の意見が一致するはずはありません。
だからと言って，この間を仲裁するような「超人」などいません。これを解決する考え方が，「深層防御」の考え方です。
★簡単に説明しますと・・・福島原発事故を念頭においてください。
まず，津波に対する第一の防御策は，「防潮堤」です。
「防潮堤」で対処することに関しては，科学者も工学者も，意見対立はないでしょうが，防潮堤の高さをどのように選ぶか
で衝突します。
科学者は，数十万年のスパンで，最悪の津波を予想して，「最低でも２０ｍは必要だろう」などと主張しますが，工学者は，
「せいぜい，６０年程度しか運転しない原発に数十万年スパンの大地震・大津波を想定するのはばかげている」とばかり
「１０ｍ以下でも十分だ」と言い切るでしょう。
両者は，よって来る根拠が全く異なるので，いくら議論しても「答えは出てきません」。こういう時に「両者の妥協点を見出
す考え方」が，「深層防御」です。
「深層防御」では，「津波防御策」は，「防潮堤だけで十分」と考えないからです。
「防潮堤」は，人工である以上，「自然力で破壊される」懸念があるし，想定した以上の高さの津波が襲ってくるかもしれま
せん。
このように考えると，第一の防御策（防潮堤）だけでは，不十分ということになります。
そこで，第一の防御策の防波堤が「無効であった」ことを想定して第二の防御策を考案します。
防潮堤を乗り越えた津波は，原発のヤードを襲います。これを想定して，
・安全上重要な設備・機器は，ヤードに配置しない。
・配置する場合は，十分な津波対策（衝撃力，漏電対策など）をとること。
・既設の場合は，津波の来ない場所に移設するなど。
・・の対応策をとります。
しかし，津波は，ヤードを横切り，「安全上重要な設備・機器」を収納した「建屋（原子炉，タービン，ラドウェストなど）」を襲
うでしょう。

したがって，第三の防御策として，これらの建屋が，
・津波で破損しないこと
・津波が，建屋内に侵入しないように「建屋の開口部の厳重な管理＊」をする
＊日常から開閉管理を厳重に実施するだけでなく，開口部入口に津波防護　壁を設置したり，開いている扉を迅速に閉
める機能をもたせたり
・・など津波対策を施します。
それでも，津波海水の一部が，建屋内に進入した場合に備えるのが，第四の防御策です。
建屋内では，安全上重要な機器（冗長性を持っている）を，系統分離配置し，区画分けして，同時に冗長系が浸水しない
ように対策します。
さらに，海水浸水に備えて漏電対策を施しておく必要があります。
既設炉の場合は，最悪の事象を想定して，予備の電源系などを建屋の上に設置するのも効果的です。福島第一の事故
では，有効性が証明されています。
深層防禦で「ここまで対策をする」ことが事前の知識にあれば，科学者でも，工学者でも，津波の高さ（防潮堤の高さ）の
みに拘ることの無意味さを理解するでしょう。
問題にすべきは，防潮堤の高さだけではなく，「深層防御法」の考え方が，どこまで徹底されているかです。

・安全対策における深層防護の考慮につい
て

759 安全対策全般
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

950 安全対策全般

(3)冷却材喪失事故（LOCA）時の緊急炉心冷却水（ECCS水）注入に伴う出力暴走
BWRでは，燃料棒被覆管（ジルカロイ）の融点は約1850℃であるのに対し，制御棒被覆管（ステンレス鋼）は，中性子吸収
材のB4Cとの共晶反応により融点が約1200℃となり，600℃以上も低いという重大な弱点があります。そのため，原子炉
容器底部や大口径配管で破損が生じるなどにより炉容器内の冷却水が喪失すると，燃料ペレットからの強い放射線によ
る発熱で，燃料棒と制御棒はほぼ等温で昇温すると考えられます。両者が約1200℃を超えると，制御棒は溶け落ちて炉
心下部に堆積するが，燃料棒はふくれ，破裂などを起こしながらも自立しており，炉心の幾何形状がほぼ維持されている
状態がかなり広い範囲で実現する可能性があります。その状態で，大容量のECCS水が炉心上部から注入されると，非
常に激しい出力暴走が起り，炉容器のみならず格納容器さえも損壊する恐れがあると考えられます。福島事故の際も，こ
の事象を避けるため，消火系統から炉心に注入する冷却水には，中性子吸収材のほう素が混入されたと聞いています。
BWRにはほう酸水注入系が装備されていますが，これは制御棒が挿入不能の場合にも炉を停止するための設備であり，
緊急炉心冷却系（ECCS）ではありません。LOCA時には炉心スプレー系などのECCSが自動作動するので，どのタイミン
グでECCSが作動しても大丈夫なように，全てのECCS水にほう素を混入することは最低限の対応策として実施すべきで
すが，なされていません。

1080 安全対策全般

３．炉心溶融に関すること
　BWRで福島のような炉心の空焚きが起こると，燃料棒より制御棒の方が被覆管の融点が低いため早く溶け落ちてしま
い臨界を超える恐れがないのか検証すべき。
　※燃料被覆管ジルコニウム　　融点1850℃
　※制御材被覆管ステンレス鋼　融点約1450℃

1024 安全対策全般

Q9:資料（４０）（４１）炉心損傷防止対策
”原子炉を停止する代替手段等を確保していることを確認”とある。信頼性，有効性をどのように要求し確認されたのか記
載がなく不安が残る。
追記）資料説明文で，”制御棒の挿入には，代わりとなる制御回路を設置”とあるが，制御装置ではないか。再循環ポンプ
のコントロールのところは，制御装置ではなく，制御回路ではないか，文字間違いと思われる。

1152 安全対策全般

4. 制御棒とホウ酸水による「止める」ことは，確実にできるのか
緊急時に確実に「止めること」，臨界状態が続いて核兵器のような制御不能な事態にさせないことも，大きな課題だと思い
ます。水圧で制御棒を下から，重力に逆らって確実に燃料棒の間に差し込むというのは簡単ではない操作だと思います。
この水圧で制御棒を持ち上げるのには電気制御によってなされるとされ，もし，万一電気で水圧操作が出来ない場合でも
手動での操作も可能だとしています。
しかし，地震動によって燃料棒枠の変形や移動などで，すんなりと押し込めない場合が想定され，計算上3.5秒以内に差
し込み完了できると言われますが，もっと保守的に考えるべきではないか。さらに，これに失敗した際にはホウ酸水の炉
内注入という方法があるとも説明されていますが，このホウ酸水注入系については耐震度を増したとはされているもの
の，多重化されてはいません。この系の重要性から言って，不十分と言わざるを得ないでしょう。

・LOCA等に起因する重大事故時の制御棒の
溶融に関する知見及び原子炉停止機能への
影響等について

・原子炉停止系統の信頼性について
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

388 安全対策全般 ・海外の原発に対する安全対策の比較がない

779 安全対策全般

１.　福島第一原発が東日本大震災時に爆発し，放射能物質が放出してしまったのは人災と言われています。それまでは
日本の原発は二重，三重の安全対策がとられているので安全であるという安全神話がＰＲされてきて，政府も電力会社も
国民もそれを信じていました。原発爆発後の惨状を見て安全神話が崩れ国民の多くが信用しなくなりました。その後原子
力規制委員会が創られ，そこでより厳しい安全基準を作り電力会社からの申請により審査しこのレベルに達した原発は
合格としました。委員長は合格したものでも安全を保証するものではないと述べていました。福島第一原発の爆発後，欧
州の最新型原子炉は格納容器を二重にし，かつコアキャッチャーというものを備える構造となっているとのことです。日本
の原発は世界で最も安全ではありません。世界で最も安全な対策が必要です。

1190 安全対策全般
・事業者の安全管理方針
○苛酷事故時，想定できる操作はすべて自動で行い，人間の被ばくを避けるようにしなければならない。国際標準の原
発：格納容器の二重化，コアキャッチャー増設などが必要である。

1167 安全対策全般

「世界的には先行施設…」と言うが，日立の英国原発（凍結中）三菱のトルコ原発(中断中）などの新規原発の設計方針と
の対比をして明示してもらいたい。例えば，山名元京大教授が「今回３．１１の事故まで，使用済核燃料プールは格納容
器の中にあるもの思っていた」（東京新聞）と述べていたように。福島事故で日本壊滅のリスクは４号炉であった。日立の
研究員も「英国での設計は格納容器内に納める」と認めている。東海もその知見にもとずいて改築すべきである。設計方
針から他にも新たな様々な知見を調査入手願いたい。その関点から今回の適合審査は仮又は保留とすべきものである。

25 安全対策全般 安全対策工事がきちんと実施されること。

209 安全対策全般

　素朴な疑問で申し訳ありません。パワーポイントの48ページの関連質問です。
　重大事故の拡大を防止する対策(炉心が溶けた状態を想定)，落下した溶融炉心に対する対策，その中で，原子炉格納
容器の中の多分水槽のようなところにコリウムシールドなる防水シートというような感じなんでしょうか，これを設置して安
全対策を確立するということのようですけれども，格納容器の中での作業だと思うんですけれども，この種の作業というの
は，安全に，確実に，また時間もかけられないでしょうから，短期間に設置できて，なおかつそれの検証というんですか，
その辺が確実にできるものなんでしょうか。

　私は，この工事に限らず，格納容器の中で安全にできるものなのかなと，今，素朴な疑問です。短期間で，かつ，それが
実際に検査するんでしょうから，検査まで含めた作業一連のことです。

595 安全対策全般 ・●●工事に外部専門家の活用

1008 安全対策全般

私は東海村に住んでいる主婦です。「命が何よりも大切」と考え，今回の東海第二原発が新規制基準に適合したというこ
とに納得がいきません。これ以後規制基準をクリアするための補強工事，新設設備の検査が正しく行われるのか甚だ疑
問です。それだからこそ，規制庁の今回の審査，特別点検が本当に地域住民（東海村と周囲市町，そして東京などまで
含めた）の命とくらしとなりわいを守るためのものであるか御課に徹底的に追求していただかなければなりません。規制委
員会のメンバーにも物申せるプロ集団として是非とも不安にかられている住民にお力添えを頂きたいと思います。

1012 安全対策全般
炉心溶融により溶けた燃料がコンクリート侵食を抑制するためにペデスタルにコリウムシールドを設置するという計画だ
そうですが，誰がその工事を担うのでしょうか。たぶん人間ではできませんね。仮にできたとして規制委員会の委員か県
の安全対策課の方の立ち会いの元に検査するのですね。それは可能なのでしょうか。

・海外プラントとの比較及び東海第二発電所
の安全設計方針について

・安全対策工事において設計時の仕様や思
想を確実に反映させるための方策及び検査
の実施方針について
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

14
東日本大震災の
影響

東日本大震災で被災した影響の危険性

101
東日本大震災の
影響

・東日本大震災の時当該東海第二プラントの冷却ポンプが３台中２台が既対策のために救われた事実をもっとリアルに
知らせてほしいと思います。
・非常用電源設備が国道245をまたいで設置してありますが関連ケーブル等は地下に布施してあるとすれば地震被害の
心配はないのですか。
・地震によって冷却設備以外の建物内の諸設備に被害は無かったのですか。

193
東日本大震災の
影響

７年前被災した部分があるはず。

1197
東日本大震災の
影響

１. 東日本大震災時の状況（原電からの報告，規制委員会資料，等より）
　東日本大震災時，出力運転中の東海第二発電所は原子炉が自動停止。外部電源喪失したが非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機に
よる電源確保と炉心冷却，残留熱除去系によるｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ冷却が行われ，原子炉の安全性が確保された。津波の影
響で非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機３台のうち1台の海水ﾎﾟﾝﾌﾟが冠水するも，残りで炉心冷却とｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ冷却が継続され，
外部電源復旧したのち原子炉は冷温停止し，外部への放射性物質の放出もなかった。

1209
東日本大震災の
影響

福島第一原発３号機は炉心損傷の事態で格納容器温度が２００℃を超過したが，東海第二でＳＲＶが１７０回も噴いた時
に，圧力容器の圧力が弁の耐圧を越えて弁から格納容器ドライウェルに放射能を含む蒸気が漏れ出た疑いさえある。コ
ンクリート強度の確認だけでなく，こうした基本設計の機能維持性能が適格かどうかが審査されるべきところ，そうした審
査が行われた形跡はない。

804 点検・保修

〇事故・故障の未然防止対策に関するご意見
・点検重視とすること。
・作業員からの意見を徴収し点検マニュアルに反映すること。
・徹底した点検マニュアルの管理，点検作業に支障が出た場合は点検中止し早急にマニュアルの修正を行うこと。
・点検は3重チェックを行うこと（点検者・点検責任者，さらに品質管理部門によるチェック，これらはすべて別な日に行うこ
と。）

1176 点検・保修
安全対策で施設の点検を誰れが行っているんですか。事業者が安全と言うのは絶対に信用出来ません。規制委員会で
すら安全は保障しないと言っている。

487
情報発信の在り
方

第二発電所の全体的又は一部分的放射のうの放射率等の確認，情報等連絡伝達等の一連の報告，及び自民にいち早
く状況の把握し，TV・ラジオ・その他の放送により伝達し，意思疎通のできるものであって欲しいと思います。

・東日本大震災及びその後のプラント状態を
踏まえた施設・設備の健全性への影響につ
いて

・東海第二発電所における点検・保修に対す
る考え方及び実施方針，並びに点検・保修に
係る厳格な品質管理のためのマニュアル上
の工夫及び今後の取組等について

・重大事故等対策における発電所外部への
情報発信について（WT指摘事項と共通）
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

768
情報発信の在り
方

また，日常から非常用設備・機器の運転操作，非常時の運転操作訓練，広域避難訓練などを，定期的に実施し，事業者
のみならず，住民にも，事業者の真剣な対応を見てもらい，知ってもらう努力が必要でしょう。

806
情報発信の在り
方

〇事故・故障発生時の発電所内の非常時対応に関するご意見
・想定できるすべての事故・故障についての対応方法を作成し公表すること。（軽微・重大な事象は問わずすべての事象）
・想定できるすべての事故・故障について茨城県への報告連絡体制（5W1H）を作成し公表すること。（軽微・重大な事象
は問わずすべての事象）
・想定できるすべての事故・故障について事前に準備・対応できるものは必ず行い公表すること。（軽微・重大な事象は問
わずすべての事象）
・作業員の安全第一とし，作業員の避難マニュアルも作成し公表すること。（作業員を捨て石にしないこと）

908
情報発信の在り
方

（提案-2）情報公開
国，地方自治体，原電等原発の運営に関連する組織全てが，地域住民の生命・財産・将来に亘る子孫も含めた全てを守
る為，議事録，PDCA（プラン，ドウ，チェック，アクション）運用に関するすべての情報，意思決定過程，運用マニュアル，
設計図等全てをオープンにすることである。また，これらを決定した責任者を明確にすることである。当然何か事故等が
発生した場合は，相応の責任を負ってもらうのは当然である。なお，国家安全の為止むを得ず一般人にはオープン出来
ない情報については後に述べる監視委員会等のみにオープンする事は考えられる。

764 品質保証

３， 事業者の安全管理方針に関するもの
「運転中の原発でも安全性向上のための定期的改善・改造を怠ってはならない」という原則があります。
東海－２は，「あと20年運転するだけなので，大した設備補強は不要であろう」などという考え方があったとすれば，大問
題です。
世界中の「災害情報」・・原子炉事故に限らず，気象災害や隕石落下，テロ，サイバーテロなど，世界を取り巻くハザードリ
スク・・を，定期的に把握・分析し，必要な対策を，今後も原発に追加してゆく姿勢が必要です。
この時に必要なのが，情報の入手と資金です。
・世界中のリスクハザード情報を入手できるのか，入手した資料を十分に消化吸収できるのか，その時に必要な改造など
は，どのように企画し実行に移すのか

974 品質保証

（３）判断をした者の名前を明確に記録保存することに関して
これもソフトの安全対策に関するものである。福島原発事故に関しては，防潮堤のかさ上げ工事の中止／遅延，非常用
電源の低地への設置の判断をしたのが誰なのかが明確となっておらず，責任回避をしようとする会社責任者がいて無責
任な状態に陥っている。
これは，施設の安全対策に関する議事録を残し，判断をした者の名前を明確に記録保存する体制となっていなかったた
めに生じている事態であると考えられる。もし，判断をした者の名前が明確に残す体制になっていれば，それぞれが不測
の事態も含め真剣に考え対応してきたはずである。
東海第２原発の再稼働に当っては，そのような体制を明確に整える必要がある。整えられていることの検証を行う外部組
織として，次の（４）の委員会の設置が必須である。

・最新知見等を適切に反映するための品質
保証体制について

・平時からの情報公開を通じたリスクコミュニ
ケーションについて
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

1145 品質保証

東海第二原発を再稼働しようというのは論理的に無理があります。
事故時の被害の大きさは無限であることに対し，対策は人為的で有限であるためです。そのため規制委員会も「新規制
基準に合格しても安全とは言い切れない」としか言えません。
私が東海第二発電所安全性検討ワーキングチームにに取り上げて頂きたいのは, 適合審査の過程でH 3 0 年1 月に明
らかになった，「日本原電から提出された審査資料に2 種類のT A F の値が存在した」ことです。
しかも，事故時に用いる原子炉水位計は誤ったT A F 値で校正されていました。原因は運転開始前の設計変更の情報が
反映されなかったとのことですが，運転開始以来4 0 年に渡り，誤ったT A F 値を用いて原発は稼働していたことになりま
す。
定期検査他でも気付かなかったことから，日本原電の品質システムは機能していないと判断せざるを得ません。何故，規
制委員会が保安規定違反３ という軽い処分に収めたのか，合点が行きません。
また，他にも同様の間違いがないのかは，原電の資料に重複して現れない値については外部からは分かりません。内部
での調査は所謂，『悪魔の証明』で「他にはありません」とは言えないものだと思います。茨城県原子力安全対策委員会
で取り上げて頂きたくお願い致します。

808 安全文化

・安全管理は作業員の心構えが重要である。作業員を管理するものが安全に作業を行っているかを把握することが重要
である。また，経営者側は，安全に作業されることが管理されていることを必要十分に把握し自らをもってその状況を確認
しなければなければならない。そのためには，経営者サイドとしても抜き打ちで作業状況を確認しなければならない義務
と責任を負う。

109
新規制基準の背
景・考え方

　法律が原子炉等規制法に従って判断されているようなんですけれども，法律ですから，その上位のまた法があるはずな
んですけれども，それをたどっていくと，きっと憲法に行き着くのではないかと思うんですけれども，その憲法のどの条文
につながるんですかね。この原発，原子炉に関する法律というのは。ちょっと教えてください。

　憲法の条文に必ずつながっているはずですよ。法律があるんですから。どこにつながっているんですかと聞いている。
時間がなくなってしまうから簡単に言ってください。わからないならわからない。皆さんに迷惑がかかるから，早くしてくださ
い。

129
新規制基準の背
景・考え方

そもそも新規制基準なるものは，どのくらいの確率で重大事故がおきることを想定しているのか。言いかえれば新基準に
そった場合どのくらいの事故確率を許容して考えたものなのか。その値，算出手法，そして，それから新基準を作ったプロ
セス

166
新規制基準の背
景・考え方

地震・津波の規制ではなく，一番問題なのは，ひなん計画です。避難計画も含めて，規制法，規制庁は，適合を出すべき
である。　20年後はどうするんですか。

398
新規制基準の背
景・考え方

・どこまでリスクを低減すれば良いとして審査したのか？

433
新規制基準の背
景・考え方

避難計画は，規制委はなぜ審査しないのか。

452
新規制基準の背
景・考え方

②住民のひなん計画の妥当性
全てを判断することは無理でも技術的助言等を行うべき。必要ならば組織を改組・拡充するべき

453
新規制基準の背
景・考え方

規制委員会は，避難についても，規制委員会の判断を出すべきと考えますが，その点に関する解答

・新規制基準の背景・位置付け並びに安全目
標，立地評価及びオフサイトの緊急時対応等
に関する原子力安全規制上の考え方につい
て

・協力会社等も含めたモチベーションや安全
意識の向上及び使命感の醸成等の取組につ
いて（外部機関による評価等の活用も含む）
（WT指摘事項と共通）

・燃料有効長頂部位置データの不整合を踏
まえた設計や手順等の個別の変更管理及び
ＱＭＳ全体の変更管理の観点を含めた今後
のＱＭＳの具体的な改善策について（WT指
摘事項と共通）
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

568
新規制基準の背
景・考え方

　もう一つは，避難計画がなぜ再稼働の審査の基準に入っていないのか。例えば，米国の規制委員会であれば，この問
題はきちんと審査している。しかし，なぜ日本ではそれを審査しないのか。これは非常に重要な問題であって，どこも審査
しないということになると，結局，自治体に丸投げになってしまうわけです。この点についても，なぜ審査しないのか。

　米国では避難計画は審査しているのに，なぜ日本では審査しないのかということを聞いています。

632
新規制基準の背
景・考え方

法を見直して避難計画も含めて審査するようにすべき。

715
新規制基準の背
景・考え方

新規制しん査の項目に，ヒナン問題も（住民の安全）入れるべきだ

733
新規制基準の背
景・考え方

避難計画が審査規準に入っていないのもおかしい。
避難計画についても説明があってしかるべき。

743
新規制基準の背
景・考え方

ひなん計画は別の法律だって言いますけど，それがおかしいって，異をとなえるべきじゃないんですか？でなければ無責
任です。

823
新規制基準の背
景・考え方

<福島原発事故の検証が不十分>
福島原発事故の検証が不十分であり，原因もわかっていない。津波の前に地震により機器が破損した可能性についても
検証が不十分である。福島原発事故を教訓にするというのであれば原因の究明を先に行うべきである。

863
新規制基準の背
景・考え方

茨城県防災・危機管理部原子力安全対策課　安全・監視G御中，
＊事故・故障の「未然」防止対策に関する意見
住民説明会では「世界レヴェル」に匹敵する安全対策を行った，という説明であったが，果たして世界で現在，６０年無事
故で運転している原発は存在しているのか。そうした「前例」への参照を持たずに，なぜ「未然防止策」が取れるのか。説
明会で示された対策はすべて，架空のものにすぎないのではないか。

・新規制基準の背景・位置付け並びに安全目
標，立地評価及びオフサイトの緊急時対応等
に関する原子力安全規制上の考え方につい
て
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

お世話になります。（以下，節約のため紋切調で記します。）
1/13 から2/18 まで実施された茨城県主催「東海第二発電所に関する審査の概要 原子力規制庁」の全ての住民説明会
に私は参加した。規制庁の説明が住民を説得出来ないミスマッチング性はどこにあるのかに気付いた。概要は，規制庁
が役所として不適格な法的不整合状態で審査を実施しているため，何でもありの審査となっている。法的整合性のもとで
の再審査が必要である。
茨城県は，「審査のやり直し」と「適格な役所として法的不整合を正すことが，規制庁には最も重要」と，原子力規制委員
会に要求すること。
下記に，その理由と改善すべき点を記します。
 記
１.規制庁の拠って立つ法律についての説明が曖昧であった。
審査に当たっての拠って立つ法律のツリー（関連する憲法条文からの法的シーケンス）の明示がなかった。
これは，住民とのマッチングのために最も重要である。
ところが，説明資料「東海第二発電所に関する審査の概要 原子力規制庁」のp5 にのみ「原子炉等規制法」との記述があ
るだけ，口頭説明でもそうであった。
しかし，同説明資料(p50，p51，p52)「放射性物質の放出を想定した対策」は，明らかに「原子力災害対策特別措置法」及
び「原子力災害対策指針」に拠って判断されるものであるにも拘らず，その説明はなかった。ここで，各法律等の目的を確
認すると，
1-1（昭和三十二年法律第百六十六号） 「原子炉等規制法」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000166#2
「…，もつて国民の生命，健康及び財産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。」 に
は，「財産」が入っている。さらに，「健康」まで守ると言っている。

1-2（平成十一年法律第百五十六号）「原子力災害対策特別措置法」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000156#2
「…，もって原子力災害から国民の生命，身体及び財産を保護することを目的とする。」にも，「財産」が入っている。財産
の保護のためには放射性物質の放出の防止しかない。
1-3（平成24 年10 月31 日制定）「原子力災害対策指針 原子力規制委員会」：（H25 年に避難計画を改訂せよと，自治体
に示した規制委員会の指針）http://www.nsr.go.jp/data/000240387.pdf
「…，国民の生命及び身体の安全を確保することが最も重要であるという・・・」には，「財産」が抜け落ちている。「避難」が
誘導されている。
1-4（原子力編は平成十一年制定か？）「茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画編）」
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/kikaku/gentai/documents/sinkyuutaisyouhyou2.pdf
「…。住民の生命，身体及び財産を原子力災害から保護することを目的とする。」にも，「財産」が入っている。
（茨城県は法的不整合に気がつき，平成25 年に上位の「原子力災害対策特別措置法」と整合性を取って修正している。）
「1-４」と「1-３」とに非整合性が生じていることの理由は，
2013 年の2 月5 日・15 日に県民（私も参加した）と当時の茨城県原子力安全対策課との意見交換会（原子力防災計画
について）の中で，改定案の「目的」の「非整合性」が指摘され，その後のパブコメで意見が出されて，上位の法律である
「原子力災害対策特別措置法」との整合性を取ることが正しいと県も判断をして，規制員会の指針を跨いで修正されてい
る経緯がある。
以上，原子力災害を防止する「原子力災害対策特別措置法」と避難を誘導する「原子力災害対策指針」に不整合があり，
規制庁の仕事が法的不整合状態を許した体質の中で実施されていることが分かる。
規制庁が，「避難に関連すること」に触れないことの理由が，見える。
でも，前記した様に同説明資料(p50，p51，p52)「放射性物質の放出を想定した対策」として，触れざるを得ない状況が，
住民とのミスマッチングを露わにさせている。

865
新規制基準の背
景・考え方

・新規制基準の背景・位置付け並びに安全目
標，立地評価及びオフサイトの緊急時対応等
に関する原子力安全規制上の考え方につい
て
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

「住民の生命，健康及び財産を保護」するには，放射性物質の放出は絶対に防がなければならない。それなのに同説明
資料(p51) 「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策」では，「効果は確認されていない放水砲で，原子炉
建屋から放出された放射性物質を撃ち落とす。」という。「では，撃ち落とせなかった放射性物質はどうなるのか？」，さら
に「撃ち落とされて放射能が濃縮した放射性物質の処理はどうするのか？」についての説明がない。「尻拭い」を「避難に
関連すること」として，茨城県など自治体に丸投げして平気でいる。しかも一企業の引き起こす災害であり，筋違いであ
る。
原子力規制委員会が，決めた「指針・審査のためのガイドライン」が法律と不整合を起こしているために，「指針・ガイドラ
イン」に忠実な規制庁職員達が住民とのミスマッチングに平気でいられるものと考えられる。
茨城県は，「審査のやり直し」と「適格な役所として法的不整合を正すことが，規制庁には最も重要」と，原子力規制委員
会に要求すること。
次回からは，審査の曖昧さの具体例を挙げます。
茨城県には法に基づいた厳格なる対応をお願い致します。

867
新規制基準の背
景・考え方

お世話になります。
茨城県は，関係法律の目的「住民の生命，身体，健康，及び財産の保護すること」の達成のため全力を尽くして頂く様お
願いします。
規制庁の住民説明会には６回参加しましたが，質問できなかった項目について，下記に記しますので，県のWT で十分検
討して頂きたいと思います。（以下，節約のため紋切調とします。）
記
1. 関係法律の目的である「健康及び財産の保護」のためには，東海第二発電所の立地条件が最も重要な審査基準にな
るはずであるが，
しかし，規制庁の住民説明資料「東海第二発電所に関する審査の概要」p11「（３）強化した新規制基準」には，「重大事故
の発生を防止するための基準」と条件をつけて，住民を守る法律の目的達成のための新基準が見当たらない。規制庁の
説明資料の何処にも出てこない。ここは半径30 キロ圏に96 万人が毎日居住している地域である。10 キロ圏にしても30
万人近くが毎日生活を営んでいる。「新規制基準」には，法律の目的達成をするための「原発立地条件の審査」が不足し
ていると言える。
東海第二発電所からの放射性物質の吹き出しを許している規制庁の審査では，住民を守れない。
茨城県のWT では，法律の専門家も加えて，法律に従った「原発の立地条件の審査も十分に」していただきたい。

1081
新規制基準の背
景・考え方

４．安全対策の複雑さに関すること
もろもろの対策によって，原発システムをどんどん複雑にさせている。一見，安全性を向上させているように見えるかもし
れないが，システムが複雑になると，その把握・管理が難しくなる。そのような状態では，本当にアクシデント対応が必要
なときに間違いなく機能することを期待するのは楽観的。システムが複雑になると，安全の向上にマイナスになる点をどう
評価するのか検証すべき。

1148
新規制基準の背
景・考え方

1. 第四層と第五層とを連続的に対策する審査でないことの問題
最初の問題とも重なりますが，前提となっている「新規制基準」自体が，深層・多重防護の思想などと言いながら，その第
五層のシビアアクシデントが起きてしまって，格納容器の外まで放射性物質が放出されてしまう段階にいたった時の，避
難などの防災対策については，チェックの対象となっておらず，それは別の災害対策法制の下で，主として自治体に任せ
られているとしてしまっている，改正原子炉等規制法などの原子力規制法制自体が，誤っている・不完全であるということ
です。なので，「説明資料」51頁にあるごとく，発電所外への放射性物質の拡散抑制対策だとして，定量的な県省もされ
ず。しようもない「水鉄砲作戦」を取ればよく，事実上「あとは野となれ山となれ」的に，終わってしまっているのです。
IAEAですら言っている多重防護を完全にすること。第四層で終わらせずに第五層へと連続する対応を規制委員会自体で
審査，チェックされなければ不十分です。仮に，自治体としての茨城県がその任に当たるというのなら，そのための技術
的専門的体制を含めて，確立した上で説明してください。

・新規制基準の背景・位置付け並びに安全目
標，立地評価及びオフサイトの緊急時対応等
に関する原子力安全規制上の考え方につい
て
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

114
新規制基準の背
景・考え方

　皆さんにまず見ていただきたいんですけれども，パワーポイントの３番に，下のほうにさらっと書いてあるんですね，こ
れ。新規制基準では，想定される重大事故の発生時に放出される放射性物質セシウム137の放出量が100テラベクレル
を下回ることを要求，これさっきよくわからないんで調べたんですけれども，テラというのは１兆なんですね。これが今，下
に，東京電力発電所事故の100分の１，ということは，福島事故のときに１万ベクレルの１兆倍出たわけです。この基準は
100兆ベクレルまでだったら出していいよという基準で審査したんですね。
　その下をさらに見ますよ。東海第二発電所の場合は，７日間で最大18テラベクレルで評価した。これは18テラベクレルと
いうことは18兆ベクレルですよね。これを許可したと。ということは，規制庁の皆さんは，茨城県民の大地と人体といろいろ
なものが18兆ベクレルまでだったら汚染してもいいよという許可を出したんですね。そうですよね。どうですか。これは安
全ですか。18兆ベクレル，茨城県民と茨城の大地，いろいろなものが汚染されるのは安全なんですか。あなた方はそうい
う許可を出したんです。答えてください。18兆ベクレルですよ。これは想定内ですよ。外じゃない。あなたたちが想定したん
です。

150
新規制基準の背
景・考え方

放射性物質を外に出してはいけない。いつだれが出してよいと許可したか。地元はだれも認めていない。ベント自体認め
ない。

441
新規制基準の背
景・考え方

人口密集地での原発の安全。放射能は全対吹き出してはならない。

728
新規制基準の背
景・考え方

・基準では事故の場合，18兆ベクレルが放出されるとありますが，これはレベル5程度の放出量です。住民は安心できま
せん。この数字を０にして下さい。

771
新規制基準の背
景・考え方

１月２４日の那珂市説明会に参加させていただきましたが，残念ながら質問時間に指名されませんでしたのでご意見送付
いたします。
【安全に関する感想と説明要望】
感想：
世界一厳しいと言われる「新規性基準」による，「設置変更許可安全審査」「工事計画審査」「運転延長審査」の３つの審
査の内容と，どのような基準で合格しているかがよくわかりました。
地域住民としての感想ですが，これにより東海第二が「あるレベルの安全性を達成している」ことは国から説明してもら
え，証明してもらえていると感じています。ありがとうございます。
説明要望（１）：
ｐ3　137Csの放出量100 TBｑ以下という基準値と，東海第二は最大18 TBｑ以下という数値は，福島第一の事故と比較し
て「避難しなくても良いレベル」と理解しているがそれでよいか？　きちんとした説明が必要だと思います。

・新規制基準における規制要求の趣旨並び
に重大事故等対策の有効性評価に関する判
断基準の考え方について
（格納容器破損防止対策の有効性評価にお
いてCs-137の放出量が100TBqを下回ってい
ることを確認することの考え方等）
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

1026
新規制基準の背
景・考え方

Q11:資料（４６）フィルターベント装置　資料（３）新規制基準
重大事故時，格納容器内圧力を下げ，放射性物質放出量を低減するために設置される重要設備だ。資料では参考とし
て，放出量基準のみ示されている。説明資料としてはあまりにも情報が少ない。人の安全か原子炉格納容器保護のため
か，どちらに主眼を置いた基準なのか良く分からない。放出量基準は”放射性物質の放出量が１００テラベクレルを下回
ることを要求”とある。この値は人の被曝低減に有効なのか？有効でなければ住民の安全を守れず，納得できないであろ
う。設備を増強すれば効果が向上する。圧力容器からの排気は液体槽を通して大気に放出される構造だ。液体槽の大型
化で放射性物質の濾過効果の向上が期待できる。被曝許容値としている，年１００ミリシーベルト以内に収めるには，ど
の位の規模の設備になるのか？検討してその結果を示して欲しいところである。設備性能は，地域環境や人口密集度に
応じて設定されて良い，という考え方もある。許容被曝値をゴールとして，設計を進めるやり方だ。敷地内で災害を止める
最後の砦。実現可能な最高性能の装置が望まれる。

1088
新規制基準の背
景・考え方

第三に，「その他,福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた東海第二発電所の施設・設備・組織に係る安全対策に
関する意見（原子力規制委員会における新規制基準適合性審査の結果及び運転期間延長認可審査の結果に関するこ
とを含む）」について。
1つ目，住民説明会資料3ページ下（参考部分）より「新規制基準では，想定される重大事故（シビアアクシデント）の発生
時に放出される放射性物質セシウム137の放出量が，100兆ベクレル（福島原発事故の100分の1）を下回ることを要求。」
について
放射性物質が放出される量について定められた基準が0ではないことにまず驚きました。セシウム137以外の放射性物質
もそれに応じて放出されうるということなので，全ての放射性物質を合わせると100兆ベクレル以上の放出が国の定める
基準になっているということになりますが，これはとても安全といえる基準ではありません。これを国際原子力事象評価尺
度で単純に当てはめればこれはレベル5の「事業所外へリスクを伴う事故」程度，すなわちスリーマイル島事故レベルの
事故は起きることをそもそも想定した基準ということです。この規模ですと周辺住民は被爆します。被爆する程の数値が
規制基準といえるでしょうか。いったい何を規制する基準なのでしょうか。またこれを東海第二に当てはめた場合の試算
は，事故が起こった場合はじめの7日間で最大18兆ベクレル以上が放出されるとのことですが，これも国際原子力事象評
価尺度で単純に当てはめればレベル5程度の事故ということになると推測できます。規制委員会はできる限り，最大限の
安全をめざすと言いながら実際の基準がこれでは甘すぎます。

1166
新規制基準の背
景・考え方

「新規制基準は福島事故を踏まえて大幅に強化し改善した。世界的には先行施説を参考にしている」「絶対，事故は起き
ないとは言えないが，限りなくゼロに近ずけるべくの規準としている。新しい知見があれば規制委及び事業者は規準を見
直していく方針である。」が規制委員の説明であった。「強化改善」どころか「放射能を閉じ込める」ことから「２ケタテラベク
レルまで出すこともあり得る」となっている。「絶対閉じ込める」に戻してもらいたい。

・新規制基準における規制要求の趣旨並び
に重大事故等対策の有効性評価に関する判
断基準の考え方について
（格納容器破損防止対策の有効性評価にお
いてCs-137の放出量が100TBqを下回ってい
ることを確認することの考え方等）
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

874
新規制基準の背
景・考え方

（１） テロ対策として「意図的な航空機衝突への対応」を新基準に挙げているが，資料５２頁の対策は，テロが起こって原
子炉建屋の一部に開口部が出来た時の放射性物質の拡散を放水で防止する，という方法が主体であるように見える。
しかし航空機が衝突したら，開口部が出来るくらいで済む筈がないのは，米国の9.11の経験から明らか。
① 米国のテロ対策の専門家などとの意見交換は実施されたか？
② テロが起きる事を未然に防止することは新基準に含まれるか？

972
新規制基準の背
景・考え方

安全対策には，ハードとソフトの安全対策がある。それらは表裏一体の関係にあり，共に重要である。原電からは主に
ハードの対策のみが述べられているが，ハード，ソフトの両面から現状での問題点，改善点を述べたい。
まず，それらの概要を箇条書きで示し，その後に説明を加えたい。
（１） 安全対策としてのテロ対策施設の工事は再稼働後に行う計画のようであるが，再稼働前に完了しておくことは必須
条件である。
（２） 原発の運転技術，安全技術・思想が確実に連続して引き継がれる明確な体制の整備，確証の仕組みが必要であ
る。
（３） 施設の安全対策に関する議事録の作成と，判断をした者の名前を明確に記録保存され，確証される仕組みが必要
である。
（４） 施設の運転状況に関する詳細な説明を定期的に受け，また施設の立ち入り調査も定期的に行う仕組みが必要であ
る。このために，関係する市・村の構成員（市民，村民）から選出された委員による安全監視委員会の設置が必須であ
る。

次に，以上各項目に関して，説明を加えたい。
（１）のテロ対策施設工事に関して
これはハードの安全対策に関するものである。３月２日付けの新聞報道によると，再稼働に当って（原子力規制委員会が
認可条件とした）安全対策のための工事費が従来想定の２倍近い約３千億円に膨らむと見積もられる状況になっている
とのこと。これに関連すると思われるが，防潮堤の設置などの安全対策工事は再稼働前に完了する予定であるが，テロ
対策施設の工事は再稼働後に行う予定のようである。しかし，テロによる原発施設の重大事故が再稼働後しばらくは起こ
らないとの考えは，いわば「安全神話」から抜け切っていない期待に基づくものであり，何ら根拠がない。原発の場合，考
えうる全ての安全対策が取られていなければならない。その意味で，テロ対策施設の工事を再稼働後にすることは許さ
れない。

1043
新規制基準の背
景・考え方

次に，従来の規制基準と新規制基準の対比が１１ページに掲載されていますが，従来の規制基準がいかにひどい基準
だったかがわかります。福島原発事故以前も，誰が規制を担当していて，もし原子力規制庁が規制をしていたのであれ
ば，福島原発事故以前の規制庁の担当者が事故後の現在も引き続き担当されているのかどうかをはっきりさせる必要が
あります。新規制基準ができたと言っても，新規制基準に対する信頼性は揺るがざるを得ません。新規制基準ができた
からいいではなく，従来の規制基準を作った人や運用していた人たちの責任を追及する必要があります。これは，現在の
規制庁の皆さんの責任であり，仕事でもあります。
さて，今回の説明会では，「＊＊の件に関しては＊＊のような要求をした」「原電からは＊＊という回答があったことを確
認」という説明が多数続きました。この「確認」が「こうする予定ですの回答」なのか「実験をしたがきちんと対応できること
確認したの回答」なのか「規制委員会でも実験したが実験結果に間違いはなかった回答」なのかが数が多すぎてわかり
ませんでした。おそらく「確認した」にはいくつかの種類があるはずなのに，その違いを正確に把握することできませんでし
た。そして「こうする予定です」の回答が多いのではないかと思ってしまうのですが，本当はどうなのでしょうか。

・審査や検査等一連の許認可手続における
主な確認事項について

・新規制基準におけるテロ対策の要求につい
て
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

1095
新規制基準の背
景・考え方

3，また，新規制基準はハード面の説明は多くありますが，ハード中心に基準を設けても，実際にそれを動かす人々，ソフ
ト面に問題があれば機能しません。有事の際については少しだけ記載がありましたが，重要なのは平時も同じです。例え
ば，点検中などに作業員がこう思ったとしましょう。，「古い施設だからまた同じところが劣化し始めている。報告したら上
司に怒られるし，ようやく動き出したんだから原発止めるわけには行かない。」とか，「原発が止まったら仕事がなくなるか
ら，これほっといたら危ないかもしれないけどはっきりしていないから黙認しよう」，とか，意識的でも無意識でも危険への
慣れや馴れ合いや過信隠蔽保身などといった力が働いた場合に，もっとも重視されるべき安全は簡単に優先順位の下
のほうに来てしまいます。そうさせないために人間の心理的な部分にかかわるシステムも建物などの基準と同様に重視さ
れ，定められるべきです。チェルノブイリ原発事故やスリーマイル島原発事故，また東海村JCO臨界事故など，多くの原
発事故は地震などの天災によって起こったのではありません。人災です。福島の事故も，東電が2008年，福島第1原発に
最大15.7メートルの津波が来ると試算したにもかかわらず，対策を取らなかったことで起きたといえます。いわば人間の思
い込みや過信，錯誤，事実誤認，目先の損得勘定，立場などが，重大事故を起こすわけです。

1097
新規制基準の背
景・考え方

この基準が原発にかかわる全ての組織や人間の持つリスクやヒューマンエラー，それは過失だけではなく故意に隠蔽す
るなどといった部分も含めたリスクですが，それを殆ど取り扱っていないのは問題です。いったん重大事故が起これば原
発とは関係のない茨城県の多くの一般市民はもちろん，茨城県民である消防職員や自衛隊員，警察，原電関係者など，
事故対応に当たって高線量を被爆をする可能性の人が相当でるわけです。その重みをどう捕らえるのですか。「運転す
る」ことしか盛り込まれていないこの基準からはまったく伝わってきません。

4つ目，ソフト面の問題について，3点問題があります。
1，ミサイルの問題に触れていない，茨城県沖の最新の地震の確率などに触れていないなど，新規制基準は今の段階で
もすでに内容が古くなっていることからも分かるように，基準とは一度つくったらそれで絶対ではなく，常に最新の研究や
情勢などをチェックし，更新し続ける必要があると思いますが，そのシステムが明確にされていない点がひとつ。
2，新規制基準は「運転する」こと前提の基準になっている点が問題です。もっと客観的で包括的な内容である必要があり
ます。
3，この新規制基準はほぼ建物のことにしか触れていません。基準を運用する人々や建物を運転運用する人々について
も，建物同様基準が必要なのではないかという点。

以下では1，2，3，について詳しく述べます。
1について，原子力規制委員会のホームページにはこのように記載があります。
「この新規制基準は原子力施設の設置や運転等の可否を判断するためのものです。しかし，これを満たすことによって絶
対的な安全性が確保できるわけではありません。原子力の安全には終わりはなく，常により高いレベルのものを目指し続
けていく必要があります。」
それならば，新規制基準は技術の進歩や国際情勢，国内情勢に対応して刻々と変化していかなくてはならないもので
す。先日も茨城県沖の地震の最新予測が発表されましたが，地震などの災害の研究結果や発電技術はどんどん更新さ
れますし，今後，原発が前時代的で大変非合理的な世の中になっているかもしれません。（原発が稼動していないにもか
かわらず，電気が不足していない現在の状況から鑑みると，莫大な費用をかけての再稼動は既に大変非合理的ともいえ
ます。）その中で，「2018年に，安全と決まったのだから一律20年運転を伸ばすのだ」というのは大変強引です。（そもそも
「20年」の根拠が示されていません。これも問題です。）基準が常に新しい知見を取り入れてその時代の最新基準を継続
的に追求，審査，検査し続けるしくみになっていません。

新規制基準の背
景・考え方

1094

・組織や人に対する原子力安全規制の考え
方について

・最新知見等を踏まえた新規制基準の見直し
及びバックフィット制度について
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

2について，新規制基準は「運転する」前提の基準に偏っています。これではたとえ再稼動はできてもその先の安全を保
つ内容になっていません。
事例や状況によっては運転停止や廃炉もできる，といった「運転する」以外の，例えば「停止する」や「再審査する」や「廃
炉する」といった包括的で客観的な安全基準が必要です。
1とも絡む部分ですが，新たな危険や非合理性が認識された時点で運転を簡単に止められたり，廃炉できるような基準も
織り込むことが必要です。これは規制委員会の組織が根本的に原発を再稼動させたい側のほうに軸足を置いているため
起こる問題です。他の問題点にも当てはまることではありますが，意図的にあるいは恣意的に基準が決められ，同じ機関
が意図を持って安全審査をしているとすれば，それはもはや科学でも技術でもなく，議論に値しないのではないでしょう
か。原発の再稼動を審査する機関は最低限中立でなければなりません。それができない以上，住民の求める安全は保
障されないと危惧します。

311
第三者機関の評
価

　それから，結局，60年，もし影響するとすれば，原子力規制庁さん自体は，先ほどから各論をいっぱいおっしゃってい
て，こういうことをやります，こういうことをやります，これはほとんど専門的なことなんで，これが正しいかどうか，我々素
人にはわからないんです。つまりどういうことかというと，これは原子力規制庁がやっているこの基準が正しいかどうかを
審査する別の機関でも審査が必要なんだと僕は思っているんですね。具体的にいうと，例えば，海外の機関とか，あるい
は，政府と全く関係ない独立した機関からの原子力規制庁は本当に正しいことを対策としているのかどうか，こういうふう
な審査をしてほしいという気持ちがあるんですけれども，それに関しては，そのようなお考えはあるのかないのか，これも
あるかないか，端的にお答えください。

395
第三者機関の評
価

対策の各論が専門的すぎて，正しいか正しくない（不足なのか）が判断できない。原子力規制庁の審査が正しいのかどう
かを海外の専門機関や国内の民間機関など第３者の機関で評価してほしい。

411
第三者機関の評
価

適合性審査がだとうなものかどうかは，（推進派の団体に助言を求めても良いですが）全くの第三者機関に判断しても
らった方が良いと思います。

472
第三者機関の評
価

“日本原電に評価する様に求めている”必要に応じて第三者の評価が必要なのでは？

1042
第三者機関の評
価

私は東海村の住民説明会に参加し，貴組織のHPに掲載された住民説明会の議事録全てに目を通した者です。原子力規
制庁は「東京電力福島第一発電所事故の教訓を踏まえ，従来の基準から大幅に強化された新規制基準を策定」したと説
明されました。そして，簡単にいえば新規制基準に適合したので，審査に合格したという話です。
　しかし，まず新規制基準は原子力規制庁が策定した後で，他の専門的な第三者機関から新規制基準として合格してい
るのかの審査があったのかどうかが書かれていません。なかったのだと考えます。また，新規制基準を策定するのにど
れくらいの経費がかかって，それは誰が負担しているのかが説明されていません。「新規制基準に適合した」を根拠に合
格したと言われても，「新規制基準」の正当性に確信が持てないので，本当に合格なのかと考えざるをえません。

738
事故発生時の国
の関わり

③重大事故の際，規制委員会／規制庁はどういう役割を持つか？役割が果たせるのか？
・重大事故等対策における国の役割につい
て

・規制の枠組みに対する第三者機関の評価
について

・最新知見等を踏まえた新規制基準の見直し
及びバックフィット制度について
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

22 安全対策全般 ①最後の最後の命綱は，どんなハード，ソフトで構成されているか，が分かれば，安心確保になるのではないでしょうか。

31 安全対策全般 安全性

40 安全対策全般 安全対策全搬。運営がまかなえるのか？国としての政策で考えていくこと大切

99 安全対策全般 過剰とも咸じる規制へ如何に対策を取っているか。

104 安全対策全般 安全，安全に対する対策（特に５㎞以内の住民に対するもの～想定外のもの）

289 安全対策全般 圧力容器

324 安全対策全般 「新規制基準が世界でもっともきびしいもの」と信じられない政府の評価する全事項

364 安全対策全般 全て

369 安全対策全般 ・「〇〇の対策をとることの確認をしてございます」とのことですが，この対策には何年かかるのでしょうか？経費は？

391 安全対策全般 ・シミュレーションだけで判断するのではなく実証実験をして確認するべき

405 安全対策全般 原子炉圧力容器について

416 安全対策全般 安全設備の強化は必要

419 安全対策全般 ベント機能等の安全性が強化されており，全く心配していません。

546 安全対策全般 安全に対する課題が専問家の中でどれだけあるのか？不安な事に対するものか我々に教してもらえる要素が少ない。

684 安全対策全般 すべて

945 安全対策全般

（２） 都市近接プラントとしての安全性
都市近接プラントとして東海第二発電所の安全対策の特徴を示せると，住民の方々も安心されるのではないでしょうか？
一例を以下に示します。
① 既設設備として，非常用ガス処理系（SGTS）の他に非常用ガス再循環系（FRVS）を設置しています。この設備は東海
第二発電所が都市近接プラントであることより特別に設置された設備であり，我国の他のプランには設置されていませ
ん。SGTSの他にFRVSを設置することにより，冷却材喪失事故時において環境へのヨウ素放出力量を（私の記憶ですが）
約１／４程度に低減できます。
なお，東海第二発電所以外のBWRプラントには，非常用ガス処理系（SGTS）のみが設置されています。

1054 安全対策全般 ・ 施設の安全対策（上記①~⑦で実施されていると思いますが）

1102 安全対策全般
（全体として）
福島と同じ沸騰水型のこの原発は安全ではありません。

1182 安全対策全般

はじめに
　科学的・技術的な意見を求めていますが
東電福島苛酷事故は，地震の振動による燃料棒破損，配管破損，SBOによる電源切り替え時の原子炉冷却異常，津波
（黒い津波は通常の２倍以上の衝撃力がある：NHKスペシャル）など何が原因でメルトダウンしたのか，不明な点が多数
残っており，苛酷事故未収束状態で科学的検証は無理です。原発は，放射性廃棄物の発生と，核反応によって2800℃以
上の超高温になる燃料を，毎秒60トンもの大量の海水で冷却し続けなければ，数秒・瞬間にメルトダウンしてしまう，本来
未完成で脆弱な技術です。
以下項目別に意見を述べます。

※その他安全対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

943 安全対策全般

１． 東海第二発電所の安全性について
科学的に十分許容できる安全レベルにあります。
補足説明１：先の住民説明会では住民の方々は「絶対安全を保障できるのか？」と質問されていましたが，我々の社会に
おいては，工業製品だけでなく医療・食物を含め絶対安全なものはありません。全てのものが固有のリスクを有していま
す。その理解のもと，原子力発電は他のリスクと比較し「許容できる安全レベル」だと考えます。
補足説明２：私はBWRメーカにて３５年に亘りプラントの安全設計を担当しました。定年退職後は●●●●にて，福島第一
発電所の事故の原因と対策を検討するとともに，欧州プラント（注１）のSA対策設備を訪問調査し，IAEAの国際会議でも
原子力安全のあるべき姿について議論しました。東海第二発電所については，原子力規制委員会への申請書で福島第
一発電所の事故前後の安全対策を把握するとともに，実プラントも数度にわたり現場確認しています。以上の知見に基
づき，東海第二発電所の安全性は「科学的に十分許容できる安全レベルにある」と考えています。
注1：Olkiluoto-1/2，Oskarshamn-1/2/3，Ringhals-1/2/3/4，Gundremmingen-B/C，Muehleberg，Leibstadt，Isar-2，
Sizewell-B，Beznau-1/2，Mochovce

数多くの建屋崩壊･喪失が発生した東日本大震災に遭遇しても，震源地により近い女川発電所や当該東海第二発電所
などは，今まで経験しことのない想定外事象を乗り越えて発電所を事故に至らせませんでした。人間は原子炉を立派に
制御できたことを証してくれました。不運にも，福島第一発電所だけがとんでもない事故に発展させてしまいました。福島
第一の重大事故を起こした主な原因は，大津波を起因とした全電源喪失状態が10日間も続いたことによるものと考えま
す。
不幸にして住民避難を強いてしまった要因は，原子炉の安全確保の基本である多重防護(止める，冷やす，閉じ込める)
の内，2つの重大な安全機能を失ったことによります。
①原子炉の核分裂連鎖反応は，地震発生と共に直ちに原子炉自動停止しました。
②電源喪失により，多重の冷却手段が働かず，炉心溶融に至らしめました。
③炉心溶融を起こした熱は，崩壊熱よりむしろ被覆管材料のジルコニウムと水との酸化反応が生み出す膨大な反応熱で
ありました。この反応は大量の水素ガスを発生させました。
④水素爆発により，格納容器等の包蔵性を破り，大量に放射能を放散させてしまいました。
激しいジルコニウム水反応を起こせば炉心は急速に溶け，大量の水素が発生します。この二つが大災害の主因でありま
した。また，1号機，2号機，3号機との間に炉心溶融と爆発に2日以上もの時間差がありました。これは原子炉特有の安全
装置が頑張ったことで，この間に電源が復旧したならば事故は違ったものになったことでしょう！
電気さえどうにか確保できたならば周辺住民の避難を防げた筈です。それは女川発電所や福島第二発電所が安全に原
子炉冷温停止を達成したことで証明できます。従って，電源の多重化対策･分散配置により避難を伴うような事故防止に
は十分かと考えられます。

一方，原子力規制委員会は，事故の反省と貴重な教訓受け，世界的に最も厳しい新規制基準を整備し，当該発電所の
新たな安全対策を，4年4カ月に亘って慎重に審査されました。審査では，電源･信頼性の強化に加えて，耐地震･津波以
外に自然現象･テロ対応などしっかり安全性を確認されているようです。今回の県による住民説明会において，概要を知
ることができました。今回のような広域避難を伴うような原子力事故は決して起こしてはなりません。かような避難をさせる
ような事故が起こる確率は限りなく小さくなったものと思います。
＜参考＞「考証　福島原子力事故　炉心溶融･水素爆発はどう起こったか」
石川廸夫著　日本電気協会新聞部発行

※その他安全対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html

959 安全対策全般

3-2-111



論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

962 安全対策全般

“東日本大震災では，震源地に最も近い女川発電所，福島第一・第二発電所，東海第二発電所等は，いずれも地震発生
後速やかに原子炉は自動停止した。津波対策が不十分だった福島第一発電所だけが，大津波の襲来により，全電源喪
失が長時間続いたため，炉心冷却ができず，炉心溶融と水素爆発という大事故に至った。”私はこのように認識していま
す。
これらを教訓に従来の基準に対して強化或は新設した新規制基準が制定されました。原子力規制委員会は4年余にわ
たって審査し，基準を満たしていることが今回確認されました。
茨城県と原子力規制委員会による住民説明会の配布資料等を参考にして東海第二発電所の安全対策に関する意見を
以下に述べます。
① 大津波に対しては，防潮堤（20m）や水密扉の設置等の対策が講じられている。
② 地震対策についても，発電所の敷地で想定される最大の基準値振動（1,009ガル）をもとに，長時間をかけて専門家の
審査を受け，より安全性が確保された。
③ 全電源喪失を防ぐため，高台に高圧電源車を配置するなど，電源供給が多重化された。
④ 万一の電源喪失に備えて，多重の冷却設備が設けられた。
⑤ 新設された火山・竜巻等やテロ等に対する対策が講じられた。
⑥ 「運転期間延長認可審査」においても技術的に安全性が確認された。
⑦ あらゆる想定を越えた事故の発生でも周辺住民への影響が基準以下に抑えられている。
今回の茨城県による住民説明会には出席できませんでしたが，東海第二発電所の安全対策については，上記①～⑦の
ように，安全性が格段に向上し，“大事故の発生は限りなく小さくなった”と思います。今後，茨城県原子力安全対策委員
会の適切な審議を願っています。
＜参考＞
・茨城県ホームページ：東海第二発電所住民説明会の配布資料
・日本原子力発電(株)ホームページ：東海第二発電所の安全対策に関する公開資料

1068 安全対策全般
〇意見：
　東海第2原発は，原子力安全委員会が福島の事故を分析評価して必要な対策等を織り込んだ安全対策を施して格段
に安全性が向上していると考えられ，運転再開には問題ないと考えます。

※その他安全対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

・東日本大震災での東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえ，原子炉等の原子力施設の安全規制につ
いて，国の原子力規制委員会は，従来の基準から大幅に強化された新規制基準を策定した。東海第二発電所原子炉施
設の安全対策については，原子力規制委員会は4年余にわたって新規制基準にもとずいて厳格に審査を行い，東海第
二発電所の設置変更許可申請，工事計画認可申請及び運転期間延長認可申請の内容が，基準に適合していることを確
認された。このことは，科学的・技術的にも許容される【安全】が担保されていることになる。
茨城県と原子力規制委員会による住民説明会の配布資料・議事録等を参考にして東海第二発電所の安全対策に関する
意見を以下に述べます。
①事故･故障の未然防止対策に関するご意見
・大津波に対しては，防潮堤（20m）や水密扉の設置等の対策が講じられている。
・発電所の敷地で想定される最大の基準値振動（1,009ｶﾞﾙ）をもとに耐震設計されている。
・内部火災対策について，不燃材料など採用し基準に適合している。
②事故･故障発生時の発電所内の非常時対応に関するご意見
 ・想定される重大事故の発生時に放出される放射性物質（ｾｼｳﾑ１３７）の放出量をすくなくするため格納容器過圧破損
防止対策を講じた（７日間で最大約１８ﾃﾗﾍﾞｸﾚﾙ）：基準は100ﾃﾗﾍﾞｸﾚﾙ
・全電源喪失を防ぐため，電源供給が多重化された。(高台に高圧電源車を配置等)
・事故時に必要となる水源，燃料及び電源を確認し，７日間継続してこれらの資源が供給可能である
③事業者の安全管理方針に関するご意見
・万一の電源喪失に備えて，多重の冷却設備が設けられている。
 ・重大事故等時におけるソフト面の対策として，体制の整備，要員に対する訓練の実施，設備復旧のためのアクセス
ルートの確保等基準に適合している。

④その他
 ・火山や森林火災等大規模自然災害及び航空機テロ等についても，対策が評価されている。
 ・「運転期間延長認可審査」においても技術的に安全性が確認された。

住民説明会には出席しませんでしたが，100%絶対安全な施設は存在せず，リスクを最小限に抑えて，東海第二発電所
の安全対策は充分に確保されていると思います。

今後，茨城県原子力安全対策委員会で，情緒的・政治的でなく，科学的・技術的に適切な審議を願っています。

1106 安全対策全般

福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ，以下の点が強化された新規制基準が制定されたと認識。
①地震・津波をはじめ火山・竜巻・森林火災等の自然現象に対する考慮が新設又は強化
②重大事故の発生を防止するための基準の強化（共通要因による機能喪失等）
③万一重大事故が発生しても対処するための基準の新設
④テロ，航空機衝突への対応の新設
東海第二発電所の審査は公開で行われ，専門家による理学的，工学的観点からの検討も厳格に行われたと認識してお
り，上記の点が強化された新規制基準を満足していることが確認された。
東海第二発電所の安全性は格段に向上し，重大事故の発生は限りなく小さくなり，万一発生しても環境に重大な影響を
与えることはないものと認識しています。

※その他安全対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html

1069 安全対策全般
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論点（案）
（今後日本原電等から説明を求める事項）

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

1124 安全対策全般

東日本大震災に遭遇しても，震源地に，より近い女川発電所や当該東海第2発電所などは，経験しない想定外の事象を
乗り越え，原子力発電所の事故とはしませんでした。不運にも，福島第一発電所だけがとんでもない事故に発展してしま
いました。福島第1が重大事故を起こした主な原因は，大津波を起因とした全電源喪失状態が10日間も続いたことによる
ものです。住民を強制避難させた原因は，原子炉安全確保の基本である，多重防護のうち，「冷やす」の重大な安全機能
を失ったことによります。地震発生と同時に制御棒が作動し原子炉の核分裂連鎖反応は自動停止しましたが電源喪失に
より，多重の冷却手段が追い付かず，炉心溶融に至りました。炉心溶融の原因は崩壊熱よりも被覆管材料のジルコニウ
ムと水との酸化反応による膨大な反応熱です。激しいジルコニウム・水反応が起こり，炉心は急速に溶け大量の水素が
発生し水素爆発が格納容器等の包蔵性を破り，大量の放射能拡散が大災害となった主因でした。しかし，東京電力福島
第2原子力発電所は原子炉を立派に制御できたことを証明しました。これは，運転最高責任者●●●氏（現●●●●）の
現場指揮能力が優れていたからです。運転最高責任者は災害現場を離れず中央指揮所に止まり，電力専門と原子力専
門の現場職員の連携を図り，緊急不可欠の東北電力の電力線に接続する，ケーブル引張り移動の肉体労働を居残った
職員と共に行い，接続端子盤を自作して電源接続により電力を回復させました。電気確保とフィルターベント作動があれ
ば福島第一発電所は住民の避難を防げました。女川，東海第2，福島第2発電所が安全に原子炉冷温停止を達成したこ
とで証明できます。電源の多重化対策･分散配置により避難を伴う事故を防止することはできます。原子力規制委員会
は，事故の反省と教訓から，世界的に最も厳しい新規制基準を整備し，当該発電所の新たな安全対策である電源･信頼
性の強化に加え，耐地震･津波以外に自然現象･テロ対応などを，4年4カ月に亘り厳重に審査しました。広域避難を伴う
原子力事故や避難をさせる事故が起こる確率は限りなく小さくなったと思います。安全を別角度から書いた
「IAEA査察官の最前線」（新訂）B5,190頁2016年9月6日，出版・発行
「IAEA査察官の最前線」（特別編）A5,59頁2018年11月3日，出版・発行
の拙本が，茨城県立図書館，水戸市中央図書館の蔵書です。是非ご一読下さい。以上

1198 安全対策全般

２．規制委員会による審査（東海第二住民説明会資料，規制委員会資料，等より）
　原子力規制委員会は，福島第一原発事故の教訓等をふまえ，従来の基準を大幅に強化した国際的にも高水準の「新
規制基準」を策定。これに基づき，東海第二発電所の審査が４年半にわたって厳格に行われた結果，新規制基準への適
合が確認された。
（2018.9.26設置変更許可，同10.18工事計画認可，同11.7運転期間延長認可）

３．東海第二発電所の安全対策についての意見
新規制基準の眼目は，従来想定しなかった重大事故（ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ）対策です。安全対策により東海第二発電所の安全
性は格段に向上し，運転期間延長も妥当と思います。
(1) 茨城県沖Mw8.7の地震を想定した基準地震動に耐える耐震性強化と基準津波対応の防潮堤（T.P.＋20m）の設置，電
源多重化，非常用電源の確保等により，共通要因（大地震や大津波等）による重大事故の発生防止が図られている。
(2) 敢えて重大事故を想定しても，炉停止系の強化・原子炉冷却代替手段の確保・防潮堤を超える津波対策（重要設備
の水密化，常設代替高圧電源装置の高台への配備等）による炉心損傷・拡大の防止，更に格納容器代替冷却設備の追
加とﾌｨﾙﾀｰ付ﾍﾞﾝﾄ装置の新設による格納容器の健全性確保と放射性物質の閉じ込めなどが図られている。
(3) 以上の他，テロ対策や航空機衝突への対応策も新たに講じられている。
(4) ハード（設備対応）とソフト（手順や体制の整備等）の両面について，重大事故対策の有効性評価がなされている。
(5) 運転期間延長について，特別点検の実施，劣化状況評価，追加の保全策，保守管理方針等の妥当性が確認されて
いる。ちなみに米国では運転中原発99基のうち原子力規制員会NRCによる60年運転（20年間延伸）認可更新済が86基と
なっている（2018年8月現在）。

767 安全対策全般

５， 東海第二の安全対策に関する意見（発電所外の広域避難計画等は含まない）
福島第一の反省点の一つは，（発電所外の広域避難計画等にある）と思いますが，これが含まれていないのであれば，
あまり申し上げることはありません。
ただ，東海2号の安全審査が合格したからと言って，規制当局自身が明言したように「審査に合格したからと言って安全で
あるとは限らない」と言う点を，事業者自らが自覚をして，安全性向上のため不断の努力を続けてもらいたい。
事業者は，原発の安全性については，「いったいどこまで安全であれば安全と言えるのであろうか？・・How safe is safe
enough?」と，常に自問自答するだけの謙虚さが必要です。

※その他安全対策全般に関するご意見等
新規制基準に基づく対策に関する一通りの
説明について，過去の東海第二発電所安全
性検討ワーキングチーム等にて聴取
※参考
（これまでのワーキングチームにおける審議
状況）
http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/ge
ntai/anzen/nuclear/anzen/anzentaisaku.htm
l
（原子力規制庁による審査概要の説明）
http://www.pref.ibaraki.jp/bousaikiki/genshi/
anzen/toukaidaini-juminsetsumeikai.html
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【原子力防災】

11 原子力防災 事故時に安全に避難できるということが「安全対策」の一つとなるものと考える。実効性のある避難計画が作れるかどうかということが最大の関心事です。

17 原子力防災 放射性物質が環境に放出された場合の防護策や住民避難の実効性

49 原子力防災 避難計画

52 原子力防災 また，避難計画ができないので，安全対策以前の問題だろう。

64 原子力防災
万一事故発生時の避難方法，ルート等に関心有り
人間がつくるものに絶対はないと思っている（事故は発生するもの）

72 原子力防災 事故が発生した際の避難経路

83 原子力防災
津波，地震等の自然災害の規模を相定することは不可。安全対策いろいろ考慮しているが，万全はありえないので原発は無理。特に関心は，広域的なひなん計画が
可能なのか。

86 原子力防災 やはり避難計画をどのように作っていくのか　どのように運用するかが一番の課題です。

121 原子力防災 　避難計画の期限を決めないということですよね。それはなぜなんですか。

138 原子力防災 ・事故発生時の住民避難（道路は陥没します。屋内待避では被ばくします。）

152 原子力防災 避難計画について

167 原子力防災
①避難計画，移動手段
②住民に対する連絡方法
③生活弱者への対応策

170 原子力防災 ・万々一避難しなければならないことになった時，避難せざる住民全員の生活が充足される対策がとれるのか非常に疑問である。

178 原子力防災 広域避難計画

191 原子力防災 ・事故事件が起きた場合の避難出来ない。

246 原子力防災 茨城は道路のインフラに比べ車が多く避難計画の立案は不可能。住民は逃げる事ができない。

284 原子力防災 及び広域避難計画に関心がある。

305 原子力防災 ・万一事故発生した場合，96万人の県民が避難することは不可能ではないか。

335 原子力防災 避難計画の実効性はあるのか。

356 原子力防災
・にげ道(安全に)
・その後の対処……いつまでに戻れるのか等。どういう生活になるのか。

県民意見（安全対策以外のご意見）【参考】

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

379 原子力防災
本当に実行できる広域避難計画が策定できるのか。人口が多いため住民が納得できる計画ができるとは思えない。しかし，住民が全く納得できないのに，その避難計
画を「実行性があると認められる」として，再稼動におしきられるのではないかと危惧している。

383 原子力防災 ③避難計画がどうなるのか

401 原子力防災
想定した地震や，津波がきた時，周辺の状況はどうなっているのか！東海第二だけ安全でも意味がない。
外的事象については，そういった状況をシミュレーションした上で，防災対策を時間を限らずでなく早急に住民に示すべき。
・住民との対話は直規制庁ではムリ。いろいろな意見をもった対話の場が必要では？県の役割か，税金を使っているので，日本の，国民のためになる活動が必要。

420 原子力防災
福島の事象の結果として，自宅外へ避難をさせることの方が放射線ストレスより桁違いに大きい。子供についてもヨウ素剤を考えれば緊急の避難の必要性は殆んど
ない。国や県への放射線障害を免責にするので，自宅避難という選択肢を合法とすべきである。住民には専門家もいるので，一律同じ対応を強制することは，一種の
生存権の侵害とも言える。良く検討してもらいたい。

444 原子力防災 避難計画について

447 原子力防災 事故があった時の避難とその後の生活

468 原子力防災

　先ほど，12ページの話があったものの関連なんですけれども，世界一厳しい規制基準でやっていますという形で政府の広報とかインターネットに出ていますけれど
も，それでも絶対に安全とは言い切れないということになっているという話でした。防潮堤にしても，火災にしても，地震の規模にしても，想定外のところで重大な事故が
起きるという形でなると思います。
　先ほど，30キロ圏内の避難を考えなければという形でありましたけれども，福島県の事故では，北西の方向に風が吹いていたときに，住民が住めない状態になった
のは60キロとか70キロ圏のところまでになっていたと思います。それが，例えば，東海第二で事故があったときに，北東のほうからの風が吹いたら，土浦とか埼玉方面
に流れるというふうに思います。それが，例えば，風がちょっと強く，もっと強く吹いたら，東京まで住めなくなるというような場合もあるというふうに思います。
　先ほど，100万人規模の避難を考えなければいけないという話がありましたけれども，風向きによっては，100万人どころか300万人も500万人も住めなくなる状態にな
るという可能性もあるというふうに思います。そこのところもしっかり検討の中に入れてもらいたいと思います。

476 原子力防災 放射線漏れに対する，安全対策，避難のしかた。

494 原子力防災
・住民のひなん対策について
・安全であればひなん対策など計画する必要はないのでは。市町村のひなん計画は納得は全くできない。

531 原子力防災 ０．96万人対象の広域避難実行の確実性。

540 原子力防災 避難計画も含めての審査をし直して欲しい。

541 原子力防災
・トラブル発生のタイミング
・室内待機かひなんか

550 原子力防災 避難計画の不完全さがあり，万が一事故のさいは不安である。

569 原子力防災

　意見というか，質問ともどっちでもとれるんですけれども，事故が発生したときの市民の安全の確保の仕方を明記するべきだと思います。特に資料の50ページ，51
ページなんですけれども，さっき，リスクはゼロではないと言ったんですけれども，放水するとかの対策が書いてあるのを見て，なるほどと思ったんですけれども，なる
ほどで終わってしまって，逆に自分がどうやって身を守ればいいのかなと思って。
　俺の将来の夢は中学校の教諭なんですけれども，これからの社会を担う若者の安全を守るというのが責務だと考えていて，自分自身としては，教師となったときに，
もし万が一事故が起きたときに，生徒にどうやって身を守るのかというのを教えなければいけないなと思っていて，中学生が被ばくしたら，それは本当に笑えないし，だ
から，放射性物質の放出を想定しているんだったら，どうやって身を守ることができるのかを考えてほしいなと思います。

571 原子力防災 ・異常時における住民の避難経路の確保とシミュレーションの実施
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

573 原子力防災 事故を想定した具体的な避難対策（訓練を含む）

583 原子力防災 又，現実問題として100万人もの人が避難するのは無理。

593 原子力防災 ・避難計画

597 原子力防災 ・事故時の避難

619 原子力防災 避難計画の説明会は策定前に開いてほしい。「策定した」となってからでは意見を云っても聞き置くだけ，とされてしまいそうで信用できない。

624 原子力防災 避難計画についての説明

650 原子力防災 避難等について　住民安全確保について特に関心がある。

667 原子力防災 広域避難計画とその評価

691 原子力防災 事故発生に係る避難とその後の安心・安全な生活

723 原子力防災 避難計画。

745 原子力防災 ・地元東海村民は寄付金を得ているのに，最優先で避難というのはおかしいでしょう。

763 原子力防災

更に，外部に放出した放射能が，どのようにトレースされ，それによって，住民に，どのような避難警報をだすのかを，きちんとシミュレーションできることを明確にしてお
くべきでしょう。
また，放射能が拡散して，電力会社の範囲を超えたところまで広がってしまっては，何の対策も打てません。国なり，地方自治体がどこまでカバーするのか，この際，
明確にしておくべきでしょう。
一度，広域にわたって，総合的なシミュレーションを実施して，防災対策に有効かどうかを確認しておくべきでしょう。

894 原子力防災

●避難計画について
東海第二原発から30㎞圏内には，国内最多の96万人が住んでいます。
そして東京電力福島第一原子力発電所の事故後，「事故は起きない」前提から「事故は起こりうる」に変わりました。そこで心配になるのが安全に避難できるのかとい
う問題です。茨城県のシュミレーションによれば，例えば５㎞圏内８万人の人が自家用車で避難する場合，１台に平均２．５人乗ったとすると32,000台の自家用車が必
要になります。そうすると約１時間後に渋滞が発生し，避難が終わるのに約20時間かかるとの試算です。その後範囲を拡大して非難をすることになりますが，未だ避難
計画は完了していません。少なくとも住民の命と健康を守るには，十分に検討され実効性のある避難計画が確立されなくてはなりません。避難計画の件がパブコメか
らはずされていることがおかしい。原発の過酷事故が起きた場合，住民の関心事は本当に避難ができるかどうかである。

902 原子力防災 ９，もし，原発事故が発生した場合，私は何処にどう逃げるのか？逃げ道は確保できるのか

918 原子力防災

②地元自治体が対応できる原発事故の規模の明確化
先日ひたちなか市の広域避難計画に関する説明を聞いてきました。他の多くの仕事を抱える職員が原子炉の稼働が延長されなければ検討が不要になる状況で，そ
れなりの結果を示したと考えます。
一方東海第二原発が延長され稼働された場合には一変して本格的な対応が必要になります。原子力規制庁を含む国は”福島原発事故の規模”を想定して極めて詳
細な事故対応，行動指針を策定しているようです（私の認識違いかもしれません）。それ以外の規模の原発事故に対応可能な柔軟な広域避難計画は策定しているの
でしょうか。それはなく単に国の想定した事故の規模で県及び地元自治体に広域避難計画の策定を丸投げしているように見受けられます。そうであるとすれば迅速か
つ実効性のある避難計画策定に前途多難を感じます。
前述の如く，不幸にして起こるかもしれない原発事故は偶然かつ不確実な要素が多く，事故の規模を予測し得ないのですから，漠とした指針，指示では避難計画を立
てようがありません。もし東日本や東関東が全滅するほどの規模であれば国が国連にでもお願いして引受先を探してもらう以外にない。北関東の一部とか当県だけで
あれば国と／あるいは県に動いていただく。そして東海村周辺の規模の避難で済む事故は県が中心になり現状のように各市町村が進める。そのように事故の規模に
応じた対処策を明確に示しておくと，緊急時規模の大きさを判断することで迅速で効率のよい避難行動に移れます。
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957 原子力防災
２/２４ひたちなか市の「原子力災害に備えたひたちなか市広域避難計画に係る基本方針」説明会に参加しました（２回目）が，前１回目より決まったのに避難先の市の
みでした。くしくも参加した方が「絵にかいたもち以下」と言ってましたが市役所の方の苦労を笑うどころか同情したくなりました。９６万人対応はムリです。

966 原子力防災

東海村に住んでいる私は，福島の原発事故以来，東海第二原発の事故のことをたえず心配しています。事故が起こったら，どこへどうやって逃げればよいのでしょう
か。原発事故は最大の公害だと言えます。たとへうまく逃げられたとしても，もとの住居にはもどれないのです。放射能に汚染された地域は永久に住めなくなってしまい
ます。故郷を失なってしまった福島の人たちのことを思うと心が痛みます。老人は帰ってもいいとか若者や子どもは心配だから帰れないとかいろいろ言いますが，平穏
なもとの日常をとりもどすことは不可能です。規制委員会は２０年運転延長を含む再稼働を認めるという信じられない決定をしました。

985 原子力防災

７．避難計画の実効性は誰も審査しない
東海第二原発30km圏には96万人が居住しています。万が一の事故の際，影響する範囲はさらに広がるでしょう。避難計画の立案は自治体まかせにされています。
茨城県が過去に実施したシミュレーションによれば，5km圏の住民8万人が，5km圏外に出るまでに30時間かかるとされています。また，体が不自由な要支援者を避難
させるための車が確保できないことから，茨城県は，病院や施設などに「屋内退避」させる方針です。しかし，いつ救援がくるかもわからない中での屋内避難は，要支
援者を見捨てることにもなりかねません。
原発事故が単独で生じるのではなく，地震，津波，豪雨，積雪などと同時に生じる複合災害となる可能性は十分考えられますが，現在の計画をみる限り，複合災害に
は対応できていないのが実情です。水没，地震による破損，積雪により，避難道路が通行不可能になる事態も十分考えられます。
こうした避難計画の実効性を誰も審査することなく，原発の再稼働を容認するのは無責任です。以上

989 原子力防災

（３）安全で安心な避難所の確保が出来るか
原発事故では，まず原発から離れ（逃げる），避難所（一時避難所→長期避難所）に入ります。福島で実証された事，ここでの生活その物が「災難」です。原発事故に
対する「避難」とは，原発から離れるだけでなく，「安全で安心出来る避難所」が確保出来るか迄，検証して頂く必要が有ります。　以上
※避難：災難を避けて他の所へのがれること。災難→思いがけず起る不幸な出来事。

２住民避難の不可能
２０１１年３月１１日の地震津波により，福島第一原発原子炉１，２，３号機が次々とメルトダウンした。そして，水素爆発や格納容器破損によって，吹き飛び，廃墟と化し
た建屋から高濃度の放射性物質が，大量に飛散した。その後も，高濃度の放射性物質を含んだ白煙が立ち昇上り続け，それがその時々の風に乗って，静岡県から岩
手県に及ぶ東日本全域に，約２週間にわたって飛散した。特に西北の風に乗って飛散した強い放射性物質は，西北に避難して行った多くの住民が浴びることになり，
さらに，山や森を高濃度で汚染し，今なお「帰還困難区域」が解けない。また，東に吹いていった風はもっと深刻で，その遥か海上には，当時，米海軍の８隻の軍艦が，
「トモダチ作戦」で急遽，駆け付けていた。その内の原子力空母ロナルド・レーガン（乗組員　約５千人）は，放射能の観測や，ヘリコプターによる救援物資の輸送作戦
に当たっていた。この時，後に東電に集団訴訟した人数だけでも４００人の兵士が被曝した。作戦中に強い放射線を浴び，また，汚染された海水（脱塩水）を飲食や
シャワーに使い，内部被曝したからという。中でも，放射線を浴びたヘリコプターを除染した整備士は骨膜肉腫を発症し，２０１４年に３５歳で死亡した。しかし，米国防
省は２０１４年に公表した報告書で，被曝は「極めて低線量」として健康被害との因果関係を否定した。何という非情であろうか。かつて，米国が南太平洋で水素爆弾の
実験をした時も，僅か数キロ手前の海上で，衝撃で船体が１ｍも浮き上がりながらも観測を続け，被曝した兵士達に，同じような非情を言っていた事を思い出す。

原発が一旦暴走を始めれば，それは１日や２日で収束しない。１週間も２週間も，あるいはもっとかかるかも知れない。その間，ウラン換算で広島型原爆１０個とか２０
個分クラスの，放射性物質が飛散する。風の来ない方角に向かって何万，何十万という住民が殺到する。半日後には向きを変える。毎日そういう日が続く。ちょっと離
れた姉妹都市も，同じ様な状況になる。もう収拾がつかなくなるのは，明らかではないか。さらにまた，格納容器が吹き飛べば，もう「この世の終わり」である。行政は避
難計画を立てなければならない，と言う。しかし，その前提には原発の容認段階がある。原発を容認するという事は，住民をこの様な不可能な避難や，それ以上の大
惨事に投げ込む事になる。それでいいのだろうか。そもそも，国は自治体に住民避難を命令できるのか。憲法にその様な事は書いてない。そしてまた，そもそも東電
は，万が一の時は，お年寄りから赤ちゃんまで，全住民の避難を自らの手で行うべきである。これは，当たり前の事である。行政に肩代わりさせるなど，その余りの虫
の良さに呆れる。そのような腐りきった体質は一体どこから来るのか。それが出来ないというなら，原発など初めから運転すべきでない。住民避難などは，全くの夢の
また夢，絶対不可能である。そうである以上，原発を建てたり，動かしたり，容認したりして，いいわけがない。

1000 原子力防災
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1155 原子力防災
また，そのような事態において，人口密集地域である東海村および周辺住民の避難，さらには複合災害によって拡大する事故によって30㎞圏内では収まらない避難
の必要性も十分に想定しておかなくてはならないと思います。私たちは福島事故以降，原発事故を福島事故の程度のものと考えてしまう傾向がありますが，あの事故
を何倍化する大規模で，急性被ばくをも伴うような過酷事故も，想定しなくてはいけないのではないかと思います。

222 原子力防災
又，その他，県の方でも負担しているもろもろの費用について(シェルター，放射線測定器，テレビ会議システム，避難計画策定費用etc.)原電が再嫁働すると表明して
いないならば，必要ないものともなりうる。ということ。

1056 原子力防災 ・ 一般住民に対する放射線教育（万が一の場合の適切な行動のため）
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【再稼働の是非】

26 再稼働の是非 再活動には反対

33 再稼働の是非

東海村に生まれ住んで６０年余。
原発があっても「止める」「冷やす」「閉じこめる」機能により，安全と言われ続けてきました。ところが福島の事故後は，規制基準そのものが，放射性物質を出すのが前
提となりました。何をおいても，このことが納得いきません。「絶対に放出することはない」という対策がとれない以上，動かすべきではないと思います。
国が，どうして平気で１８０°転換を言えるのか。規制委員会のＨＰ上ででも回答をお願いしたいです。
また，１回に限り２０年延長できるとした基準(法律)も納得いきません。どんなに対策とるといっても，「絶対安全」の保障を誰ができるのでしょうか。規制庁はできるので
すか。動かそうとするから，こうした矛盾が起きるのではないでしょうか。「絶対安全」と言えないのなら，絶対動かすべきではありません。

65 再稼働の是非
新規制基準適合性審査に合格したことが安全を保障するものではないことから，規制庁への信頼は持てません。国内最古の老朽原発は廃炉にすることを願うのみ！
それが唯一の安全対策です。

71 再稼働の是非
３．何故こんなに費用をかけて再稼働させようとするのか疑問。
４．廃炉の費用にまわす事を考えよう。

84 再稼働の是非
本日の新規制基準適合結果からやはり規制庁は東海第二は再稼働不可と結論すべきでは。事故後のリスク回避が相当に困難であることを確認しているはず。規制
庁は安倍総理に原子力発電の見直しを提言すべき。

112 再稼働の是非

　今，聞いていると，事故は絶対起きないというお話みたいなんですけれども，私は，ちょっと感じたところは，東海の発電所と大洗原発，ここで，この２～３年で，放射
能漏れによる人身事故，火災事故，電力ケーブルの火災事故，廃棄物ドラム缶の放射能漏れ，それと電気工事による人身事故，これが数カ月に１回ずつ起きていま
すよね。原発は止まる止まるというけれども，実際には，事故が発生した場合，瞬時に止めることは私はできないと思っています。
　あと，再稼働に関係なく，現設備の安全対策として，必要な防潮堤，こういうのは今までにつくらなければいけないと思うんですけれども，福島から７年も経っています
ので，それいまだにイメージです。
　那珂市の市民アンケートの結果では，65パーセントの人が再稼働に反対しております。その辺を考えて，委員会としての考え方を教えてください。

119 再稼働の是非

　専門的な詳しいことはわかりませんけれども，安全だよと言っているわけですね。他方で，県のほうは，広域避難の計画を，膨大な計画をつくらなくちゃならないと。こ
れ，矛盾しませんか。安全であれば，我々，避難する必要がないわけですよ。なぜ避難しなくちゃならないんですか。110パーセント安全であれば堂々とここに住めばい
いじゃないですか。なぜ県のほうではそういう膨大な避難計画をつくらなくちゃならないと言っているわけですか。
　安全対策課となっていますけれども，県のほうは，我々県民を見ているのか，それとも上を見ているのか，ちょっと疑問に思ってしまうんですけれども。
　以上です。

　110パーセント安全だということは言っていないわけですよね。そういう危険なものを，今さら，さらに20年延長するということは全く理解ができないんですけれども。誰
が我々を守ってくれるんですか，そんな危険なもの。だから，危険だと認識しているから避難計画をつくるわけでしょう。
　事故を前提としているのであれば，そういう事故が起こるものをつくらなければいいじゃないですか。延長する必要ないじゃないですか。

123 再稼働の是非

そもそも安全と言えない原発に安全対策はあり得ない。
福島の教訓が活かされていない。
認可したということは，事業者は工事に着手するということか？
認可の期限が平成30年11月27日に対し，認可が11月7日を見ると，期限を意識して審査を急いだのではないかと感じる。他の施設を見ても同様（Ｐ.90）
※再延長は絶対に許可しないで頂きたいと切に願います。

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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141 再稼働の是非

・県議会市議会で，現政権に忖度した決定をするのでなく，原発再稼働，廃炉を「住民投票」で最終決定してください。（安全性に自信をお持ちなら，是非お願いしま
す。）
・再生可能エネルギーが安価になり，電力が余っている現在，日本原電の唯一の原発を再稼働させたいがために，住民の安全を脅かす政策（失政）には，反対です。
・住民が最も関心を持つ事を避けた説明会（技術的な事項のみ）というのは，規制委員会として，はなはだ無責任ではないですか。

142 再稼働の是非
絶対廃炉です。これだけの人が反対している。これ以上，住民を危険にさらさないで下さい。
事故があったら手を出せないのが原発事故！！フクシマがよい例。これ以上続けないで下さい。

154 再稼働の是非 専門的内容でわかりにくい。リスクゼロにはならないので，再稼動しないのがベスト。

157 再稼働の是非
原発再稼働に向けて動いていることは明らかに理解しがたいところです。
根本的に，どんなに安全だと言われても，福島の事故が起こったことを考えると，絶体大丈夫とは思えません。東海原発の再稼働は，しないで下さい。もっと広く県民
の声に耳を傾けるべきです。

161 再稼働の是非 どんな安全対策があろうとも，一度事故が起きたら，すべてふっ飛びます。何故このような原発を続けようとするのか理解できません。

163 再稼働の是非 新規正基準適合認可したと言うけど，どこまで対策すれば安全なのか不安です。通常火力発電と違い，コントロールし切れないと思います。

177 再稼働の是非
安全面
規制委員会がＯＫだしても耐用年数をすぎ原子炉の稼動すべきでない。もし事故がおきたら委員会・政府はあやまればすむ。住民はふるさとをはなれくらさなければな
らない。耐用年数すぎた物は廃炉。新規総理のおひざ元山口県に作るべき（山口県は両手をふって喜ぶはず）●●●●もイギリスの代しょうとしてよいのではないか。

183 再稼働の是非 安全対策はありえない。延長反対，廃炉デス。

216 再稼働の是非 規準に適合していても古くなった原発は廃炉にすべき。延長して再稼動させても，次期に廃炉になる。廃炉費用もばかにならない。今すぐ廃炉。

243 再稼働の是非
天災(地震・津波等)は過去の歴史が示しているように人の力で防止できないのは明白。　―　最近の事例では神戸の地震災害・福島原発の人災等。(県知事・県会議
員・市長等また関係官庁・東京電力Top・国会議員等の無知・無能による人災，かつだれも責任を取らない。)⇒発電所の最大の安全対策は運転休止し，廃炉が一番
安全対策と考える。

287 再稼働の是非
災害(放射能)が発生した場合に，確実にくい止める方法がない。現在では各安全対策しても意味がないと思います。再稼働反対です。
１．同上
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いただいたハガキにアンケートあり，とありましたので家で書いてきました。どうぞ，ボツにしないで読んで下さい。心からお願いします。東海第二原発再稼働に反対す
る理由です。
①「どんなことがあっても『安全』です。」ではなく，なぜ，「原発」だけは，老朽化がないのですか。どんなに精密に頑丈につくられたとはいえ，古いのは古い！100％安
全なんて絶対にないです。
②自分の家が火の車のような状態なのに(東電)，お金がなくて困っている仲間(日本原電)を助けるとは，どういうこと？国が原発推進していることは，事業・企業優先
なんだと思います。経済が疲へいしている「村」だからこそ「再稼働！」と言っていますか。一度事故が起きれば，そんなこと言っていられない。経済大切なんて言って
いられない。原子力災害は，どんな自然の大きな災害とも違う。今も福島の人達は苦しんでいます。健康不安と同じに，家に住めなくなること，これが一番いやです。わ
かりますか？
③マグニチュード5.5以上の地震が一番多いのは茨城県だということ，ご存知ですか。ＴＢＳＴＶデータボタンを押すと，全国の毎日の地震が震度1からわかります。最
近，東海村近くの震源がふえてきた。
④96万人の避難を理由に「再稼働反対」と言うなと言った議員がいます。感情論で物事を判断するな，とも。感情論だろうか…。どんなにうまく計画をしても，渋滞，渋
滞，避難所に着くまでの(想像もつかない時間)トイレ，水，食べ物は大丈夫か？前もって準備ができない。突然のことですよ。又，自家用車でひなんできない人は東海
村でバス250～300台です。できると思う人，本当にいるの？本当に，ばかげています。
⑤あと２年あまりで，防潮堤ができるらしいが，「安全対策」という既成事実ができてしまえば，住民のきもちなど，どこかへ吹きとんで，「再稼働」になるのかと思うと恐
ろしい，一番このことが。
⑥東海村村長も，結局のところ，再稼働賛成がありありだ。６市村の話し合いなんて，心の中では無意味と思っているんじゃないかと，疑いたくなる。もっともっと真剣に
考えて！
⑦もう原発なんていらない。古いものは廃炉にして，仕事のあるすべての人の生活の保障と，いのちあるすべてのものが安心して育むことができる。こういうことでしょ
う！やってできないことはない。外国は，他の国のあやまちを心から考えて原発をなくす方向に行っているのに，なぜ？日本だけは？なぜ？
せめて，子や孫，その後のうまれ出る命のために，どうすれば良いのか，心の底から，心から真剣に真剣に，事業者も市，村も，そしてひとりひとり考えてほしい!!!もっ
ともっと!!!
「今，経済をうるおす」ではなく，これからも安心してくらせること。

⑧原子力災害は，どんな大きな自然災害とも違って，（再度です。）健康，家族，住まい，近所，仕事，友，親せきetc.ありとあらゆるものを，うばい去ります。

313 再稼働の是非

　今日，いろいろ苦労されているところがよくわかりまして，その辺はありがたいんですが，では，先ほどお話がありましたように，素人では実際に何をどんなふうにやら
れているかというのはよくわからないんですよ。ということで，規制庁さんがやられていることでいいのかどうかということについては判断がつきかねるということがござ
います。そこのところがちょっと残念だったんですが。
　私は，基本的なことを，３項目，お聞きしたいと思います。
　項目的には，まず一つは，東海第二原発を再稼働させようということでいろいろと検討されておりますけれども，東海第二原発を再稼働する大義というのは本当にど
こにあるのかということを１点。

　１点目は，東海第二原発を再稼働させるとする大義ですが，東海第二原発は止まったままで，電力が不足するということは１件も起きていないのです。だから，再稼
働する必要性というのは電力からはないんです。
　それから，日本では，東海第二原発を除いて，現在，26基もの廃炉を検討している原発があるんです。だから，何でその前に老朽化した東海第二原発を稼働しなけ
ればならないのか。
　それから，もう一つ，非常に重要なことは，茨城県では既に29の議会で再稼働反対の決議をしているんです。そういう状況を踏まえても，再稼働する大義というのは
どうなんですかということなんです。

328 再稼働の是非
基準適合内容を理解できました。また，基準にないリスクがあり，それについては適合判断を実施していないため完璧でないことも理解しました。再稼動について議論
する場が必要と感じました。

346 再稼働の是非
３．災害弱者（避難が困難な人）を生むことを考えず，安全対策を考えることは無意味。危険なものをあえて動かすメリットは何もない。デメリットは無限大。
４．無駄なことに金と時間と労力をかけている。廃炉にすればすむこと。

299 再稼働の是非
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350 再稼働の是非
何是適合審査が合格したのか疑問。毎月の様に地震，周辺施設ではほぼ毎月の様に発生している事故も先ず何とかすべき。意見として，260万kWの火力発電所がと
なりにあるのに，何是福島の前例の危険のある110万kWの発電所を動かすのか。廃炉にすべき！！県民の命を守ることになる。

366 再稼働の是非 ②再稼働するならより新しい原発から。東京に一番近い，96万人最下茨城県は東海第２はＮＧと国，国交省と対待すること。

370 再稼働の是非
・「重大事故の拡大を防止する対策」ということは，重大事故が起こる可能性があることです。福島の事故を考えると，このような対策や防止の手順が確実に行なうこと
ができるとは考えにくいです。延長は考えられません。

371 再稼働の是非 原子力発電の事故は何人も責任を持てないもの。福島の事故で明きらか。そういうものはやってはならない。

394 再稼働の是非 避難計画が決定しない前に東海第２が再可動されることはあってはならないと思う

404 再稼働の是非
廃炉期限が来た原子炉をわざわざ延長する大ギ
東海第二原発の存在をどう思うのか知りたい。仕事上審査をしているのはわかるが，審査を通したことで，再嫁動への道を開いてしまった。本来は廃炉にすべき原発

414 再稼働の是非
安全対策は，事故が起きることを前提としたもの。住民が不安になっているのは事故が起きること。事故が起きないようにする万全の対策はないなら原発をどう考える
べきか。そこを議論すべきだ

417 再稼働の是非 再稼動は反対

434 再稼働の是非
規制委は推進と規制の２つの役割があるが福島の事故から何をするのか，規制か推進か
40年老朽原発稼動すべきでない
県知事は稼動か廃止か早くきめるべきだ。県民は廃止をのぞむのが多い　廃止だ　廃止だ

435 再稼働の是非 再稼動するのかどうか

448 再稼働の是非 福島原発の事故後であり運転期間延長はすべきでないと思います

467 再稼働の是非

　私は，昨年，原発に関して，一人一人の意見を聞くために署名運動にちょっと携わってみました。今は外れました。私たちの地域では，団地，それと既存住民の生活
している２つのブロックがありました。両方を，一人，小まめにその姿勢を，そして，反対か賛成かを聞いてきました。
　その中で，84パーセントという反対者が私の手元で集計されました。また，団地の人も82パーセントありました。これは何か。日立に通っている人，原発に行っている
人，はたまた市に職員として行っている方々，私は，本来はそうした方の聞きたかったんですが，外した状態で聞いています。その中で，そうした実行性のある市民の
声を聞いてきました。
　私は，これからなぜこれを実行しようと，そういう責任のない原発の皆さんの説明に市民が納得できるんでしょうか。私はこれを強く訴えて，そしてまた，常陸太田市
の市長さんにも署名の数をちゃんと提出しました。その中に，できれば，市の姿勢をただすために，住民の意向というものを，何らかの形で，メモでも，あるいは自治体
でもいいから，町会長とかそういうものを使ってもいいから，そうした気持ちを掴んでいただきたいということを私は提出しておきました。
　さらに，今日，県のほうからも実効性ある避難をということを言っていますけれども，避難はゼロでいいと思います。そうした感じで本当に真剣に説明を行っていただ
ければ，住民は全員納得して，手拍子でこの原発をきちんと推進できるような状況に持っていけるのではないかと思います。
　もし事故が起きて，その責任をとるとしたら，皆さん方ですからね。自分の財産を投げ打ってもそうしたことができますか。そういう気概を持って市民の気持ちを酌ん
で，きちんとした判断でこの実施に向けていただきたいと，私はこう思います。
　時間がなかったので，最終的な質問に全く関係のない質問になりましたけれども，言ってみれば，孫子にこの土地をそのまま存続させてあげたいという一心のもとに
私どもは皆さんの意見を聞いてみました。それだけの真剣味を持ってこれからの説明にも当たっていただければと思います。

473 再稼働の是非 大熊町，双葉町を見てきたが，あれを見れば，私は８km位なので，とても稼動を認められないと思っている。

478 再稼働の是非 安心だといわれても信頼できない。電力が足りているので稼動反対です。
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479 再稼働の是非
原発の安全神話が，福島第一原発事故で吹っとんでしまいました。私自身福島県富岡町が古里であり，原発にも勤務したことがあります。従って，全国にある原発も
いつ福島のような事故がおきるか，いや，100％おきると考えた方が現実的だと思います。つまり，事故は必ずおきるという視点に立って考えると，どんな対策よりも，
稼動することを止め，廃炉にむけて進んだ方がよいと思う。

493 再稼働の是非 絶対安全はない。で運かすなどとんでもない

497 再稼働の是非
20年延長を認めるという事は総合的に判断して断じて認める事はできない。原発の必要性はすでに失われているのではないか。
世界的にも原発については撤退の方向ではないのか。死の灰の処分について全く説明がされていない。

507 再稼働の是非 ⑤県は「聞きました　答えました」というアリバイづくりにせず，県民の側に立って再稼働をしないように努力してください。県民の多くは再稼働反対です。

510 再稼働の是非
想定外の事故については安全という言葉は通用しないという事を福島原発で経験済みのはず。放射物質の拡散を出来るだけ抑えるための対策というができるだけと
は言語道断。命がかかっている生活を破懐するという重大な言葉の重みをどう考えているのか？絶対安全という事がない限りこの原子力発電を動かしてはならない。

512 再稼働の是非
再稼動しなくても，十分に日常生活が出来ているのだから無理して稼動せず，これ以上人命を傷つけることなく自然を大事に後世に苦労を与えることのない様守って
守って行って下さい。

525 再稼働の是非
事故対策費用は原電にはない
運転再開は止めるべきではないか

537 再稼働の是非
様々な点について検討や審査をされており，おどろきました。東日本大震災時でも安全機能はほとんど失なわれなかったので，早期に工事を行い，再稼動してほしい
です。

543 再稼働の是非 日本原電の再カドウは反対です。連日の新聞で放能の漏れが発生して心配する。

555 再稼働の是非

規制委員会の新規制基準はあまりにも甘い。ゆるい。
質問にもありましたが，シュラウドサポートの40ヶ所ものひび割れについて，炉心圧力容器は中性子照射月化によるひび割れ，キレツなど，程度によっては動かせると
いうことになっているという説明１つとってみても，問題だと思う。
再稼働は認められません。

557 再稼働の是非
　私たち住民の論理は平穏に暮らしたいということなんですよ。ところが，最近，20年延長を受けまして，原電の方はどう言っているかといいますと，住民の皆様に放射
能汚染させることはない。あとは平穏な生活を脅かすことはないなどと言っているんですよね。それはもう既にご存じだと思いますけれども，こういう原電に対して，20
年延長，もう既に出したんですけれども，20年延長を認めないということで言ったらどうですか。住民はそのことを望んでいます。

561 再稼働の是非

だから，私自身は動かさないことが一番安全なんだというふうに思うんですが，この安全が確保されないということが明らかなんですよね。ですから，これは審査はやり
直すべきだというふうに思いますし，先ほども絶対的な安全はないということを言われました。そういう中で，私たちの暮らしをこれでいいですよと預けるわけにはいき
ません。ですから，きちんともう一度やり直すということが必要だし，むしろもう動かさないというふうに決めていただきたいというふうに思います。ぜひ願いしたいと思い
ます。

584 再稼働の是非 新規制に適合しているから絶対安全とは言えないと思う。やはり人間が制御できない原発は動かすべきではない。

587 再稼働の是非 「絶対安全はない」と言いつつ，稼働認可をしたことが誤りではないか。審査はやりなおすべき。むしろ，再稼働はストップ，廃炉を求めるべき。

609 再稼働の是非 ハイロあるのみなのに。
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611 再稼働の是非
この種の関連事項はすべて「再稼動」が前提になっているように感じます。「再稼動」の是否そのものを問う話が出てほしいし，そういうことが最優先されるべきだと思
います。

616 再稼働の是非 ☆基準に合格したからといって「安全だ」というのではないなら，動かさないことを前提に対策するのがあたり前なのに，そうなっていないことがおかしい。

623 再稼働の是非
廃炉にする以外，いちばんの安全対策はありません。
事故時の住民避難計画など全く実行性がない。こんなムダなことに税金を使うべきでない。廃炉！

646 再稼働の是非 Ｔ2はBWR，福島第一原発と同じ炉型である。ならば，Ｆ１の事故原因が徹底究明されるまで再稼働は認めるべきではない。

655 再稼働の是非 事故が起きた場合，今のささやかな生活が失われてしまう避難生活など，あってはならないから，絶対に再可動反対です。

658 再稼働の是非
茨城県からの開会時の説明と質疑は大変よかったと思います。東海での説明会の時は，不十分でしたが大きく改善されたと思います。
規制庁がうまく答えられなかった質問はどれも正論であり，当然の良い質問ばらりでした。日本として（当然規制庁として）もっと慎剣に回答を考えるべきと思います。
法律の改正まで視野に入れて検討して頂きた。現状ではとても東海での再稼動は無理と考えます。

659 再稼働の是非 稼動させないで下さい。

661 再稼働の是非 ドラスチックな解決法はすぐに再稼動をやめることだが，それは本来の解決法ではない

663 再稼働の是非 どのような安全対策をしても，安全は保障されないので，非常に不安です。再稼動は，ありえない。と考えます！

672 再稼働の是非

自然に逆らわなくていいです。茨城県でも地震も津波も今後も起きますから，それらに逆らってまで原発を再稼働させる必要はない。県民の生活する上でのリスクを減
らすには，東海第二原発の廃炉を決定し，県内の再処理工場等原子力関連施設をこれ以上，ややこしい運転させずに，耐震強化，津波防御を行なうという策しかない
と思う。国の思惑に茨城県民を巻き込まず，県民の意思を尊重すべきではないか。こんな地震や津波や火山のリスクに囲まれて，再稼働を望む住民はいません。茨
城県でそんなことを行うな。東日本大震災時の東電福島第一原発事故で明確になったことは，自然災害は人間の立てた予測（と対策）を時に大きく上回るということ。
自然に逆らわず，原子力ではないエネルギーを作って暮らしていこう。

681 再稼働の是非
原発は不完全な装置である。これ以上，全国の原発を動かしてはならない。
・ブローアウトパネルを開けたり，ベントを実施するという事は絶対にあってはいけない事，従って，稼働はしてはいけない。

703 再稼働の是非 絶対反対です

704 再稼働の是非
県の安全対策の方に考えて欲しい。このような基準で本当に県民の命を守れるのか。ヨウ素配ったり，避難経路を考えるより，日本原電に再稼動を認めないとした方
がよほど簡単な事！

706 再稼働の是非 再稼動しないこと

708 再稼働の是非 再稼動は絶対にすべきではありません。

714 再稼働の是非 説明では絶対安全はなしということがわかった。再稼動はすべきでない

718 再稼働の是非
規制庁の新規準は安全を保証しない
再稼動はできない

720 再稼働の是非 40年を越えて運転するのは全く望ましくない。他の原発と同じく廃炉にすべき

727 再稼働の是非
・なぜ一民間企業の（おこした／おこす）事故に対して，市民の税金をつかって避難計画を市がたてなければいけないの？税金のムダ払いです。いますぐやめて下さ
い。
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732 再稼働の是非 40年以上の原発は，廃炉とすべき。規制委の原則が守られていない。

747 再稼働の是非
１．40年前の設置物であり，安全対策も現実の安全対策は不可能。
２．老朽化が進みこの世で一番危険な原子力発電所を実行することは，住民無視の暴挙。

東海第２原子力発電所再稼働について
平成３１年１月１０日○○
現在上記について地元説明会が計画されております。この件について私はなるべく早い機会の再稼働を希望します。時期は事故時の避難を呼びかける基準が作成
徹底され，大多数の住民の避難場所がある程度確保された時とします。その理由を以下に示します。

１　福島での放射線の影響は少ないとの報告
　国連教育安全委員会（ＵＮＳＣＥＲ）の報告によると放射線被ばくにおける犠牲者の増加は１名未満と推計される。添付新聞記事No1
福島での甲状腺検査において数１００人程度の異常が発見されたとの報告があります。しかし甲状腺異常は普通の人も発症しているとの報告もあります。一例は私の
家族です。家内は３人姉妹の次女ですが３０歳ころ甲状腺に異常が見つかり一部削除，６７歳の時にまた異常が見つかり大部分切除しました。現在７０歳ですが通常
の生活を送っております。残り２人の姉妹も甲状腺異常と診断されておりますが普通の生活を送っています。水戸市における甲状腺の専門医により発見されたもので
精密検診においてはかなりの確率で異常が発見されるとの記事もあります。

２．福島事故との比較
　福島では３基が運転中で停電，津波による非常用電源喪失で炉心溶融が起きました。この時の出力は４６＋７８．４＝２０２．８万ｋWです。東海の出力は１１０万ｋWで
約半分です。福島においては炉心溶融が発生したので，沸騰水型原子炉での事故として最悪の状態と言われておりますが，この型で，再臨界は発生しないと言われ
ていおります。ソ連のチェルノブイリでは，冷却がなくなったあと，臨界が続き，約３倍の出力で約５日間，暴走しており，福島とは大きな違いがあります。また事故の
後，福島では　どの程度放射線の線量率が上昇するのか初めての事故につき見当がつかず，また測定するためのモニタリングステーション，モニタリングポスト，測定
器が少なく，なおかつ停電で停止したり，測定結果を評価できる知識がある人は電力以外少なく，状況の確保が難しかったと聞いています。
　これに対し，東海では研究開発機構，核燃料関連工場，原子炉製造メーカー等測定器を豊富に設置，また所有しており，測定結果を評価できる人も格段に多いと思
います。さらに高価な放射線測定器を積載しているモニタリングカーを茨城県内で２０台近く運用しており，どこでも測定評価が可能と思います。
　また福島では，放射能放出が継続しており，陸に向かって風が吹いた状態で，みぞれが降り，気中にあった放射能が地表に落下しています。従って東海において，
福島と同じ程度やそれ以上に状況が悪くなるとは考えられません。
　この状態の福島で３ヶ月避難せずにいた人の最高被ばく推定線量は約４０ｍSvと言われております。添付資料No
　放射線の人体に対する影響を検討している保険物理の世界では，１００ｍSv以下で，人体に影響がでるとは考えられないと言われております。添付資料No

３　これらの結果
　私は東海で事故が起こったにしても避難するつもりはありません。自宅に滞在し，ヨウ素をすこしでも吸着する木炭等を用意しています。これらのほうがあわてて交通
機関で非難するより被害が少ないと考えています。添付資料No　その間に測定結果を評価し，年間で１００ｍSvを超える恐れがあれば，一週間後あたりにゆっくり避難
します。この線量はまず考えられませんが。

４　平成３０年度における愛媛県，広島県，岡山県での水害被害について
　昨年は異常気象とか言われて西日本では水害が多発し２３５人の犠牲者が出ました。これは最近ダムや堤防等の防災施設が格段に強化されたにもかかわらず，以
前では考えられないような降雨があったためと報じられています。これは地球温暖化が１０％か２０％か確認のしようがありませんが影響があったと思います。原因の
一つが二酸化炭素といわれています。現在の生活水準を維持していくためには電気はかかせません。このためにも二酸化炭素の発生が格段に少ない原子力発電所
の稼働が必要と考えます。

５　平成２９年九州北部豪雨
　福岡県を襲った豪雨では４０人あまりが犠牲者となっており，これも従来経験のない降雨です。添付資料No

６　自然エネルギーについて
　太陽光や風力等の自然エネルギーが一部使用されていますが，これらは安定性に大きな問題があります。太陽光は，雨天，曇天，夜間は稼働できません。風力は
風が吹かなければまったく稼働しませんし，台風等強力な風が吹くと破損しています。強風が予想されたから安全な場所に避難することはできません。電気を蓄える
蓄電池は約１０倍のコストといわれております。

769 再稼働の是非
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770 再稼働の是非

平成１４年東海村で放射線もれがあり，那珂市横堀の公民館で１週間位ひなん者といっしょにいました。また，平成２３年には，那珂市総合公園で水の配布や本当に
苦労しました。先般，那珂市一市が反対しても，そんな一市だけではやるよ。一市でも反対すればできない（当初の取りきめ）上か目線でいわれた方がいました。日立
の原子力てっきょ。何のためにやるのですか。東京のため，チェルノブイリや福島の業者は後片付けでまだまだ死んでいるという。１１才で１００ミリシーベル。太陽光の
減価。原子力の職員は給与が高い。もう原子力はやめましょう。後世に安全な茨城を残してください。

775 再稼働の是非

県は第２原発の事故防止対策，事故時の対応意見を求めているが，再稼働の否の選択はないのか。東海原発は我が国のエネルギー貢献した意義，歴史ある設備で
あった。経済，環境面にも主役を果たした時もあった。しかし福島第一原発事故の原因と責任は未だ解決されていない。それどころか柏崎原発に関しては自治体が認
めていない。事業者責任者の経済利益追求のみの身勝手な思考が住民にも理解されていない。電力会社，原子力事業者（旧原発，原研，動燃など）の高慢な組織風
土が信頼できない。過日の県に対する説明態度を見ても保れるばかりである。これらが，巨大な設備を任せるのは，福島事故の再現にもなる。日本の原子力技術は
限界にあり，大リスクを抱えなぜに稼働するのか。県のリーダーシップに期待しストップにしていただきたい。福島原発の犠牲者になった老人が云いました。原子力は
恐いし，いつか大きな事故が起こることが覚悟していたと。それは東海村で発生した「バケツ事故」だと。県民が真に安心して生活するためにも再稼働は止めていただ
きたい。

777 再稼働の是非
たった一度の事故（大）ですべてがうばわれてしまう原発は廃炉にすべきと思います。私達には理解不可能な諸事情があろうとも国の方針であろうともやめていただき
たい。そうでなくとも不安材料に満ちあふれたこの世の中，一つでも光の方向へ道を開いていただきたい。一老人より

東海第二発電所の再稼働について
私の見解 結論：再稼働については反対です。エネルギー供給不足が逼迫している状況なら検討は必要と思いますが。
約１３年前，東海第二発電所の定検業務において，現場作業員として働いた経験があります。その時の状況について説明します（参考に資料添付します）。
元請会社：●●●
担当した業務：タービン建屋内放射線管理業務
勤務時間：17 時～翌日の8 時30 分頃まで（主に夜間勤務）
東海第二発電所は，原子炉が一基しかないので，定検時に担当する作業が2～3 か月の期間で終わるのが多いと思います。期間が限られているので，作業員は寄せ
集めになりやすく，作業経験のない新人が多く散見されました。例えば，タービン本体などの重量物をクレーンで吊って移動中なのに，重量物の真下を歩いているのに
は驚きました。見かけた時は厳重に注意はしましたが。昼間の作業は監視の目もあり，指摘を受けたくないという元請の判断，指示で，指摘を受けそうな作業は，夜間
作業に廻す傾向がありました。
指摘を受けたくない作業例：
タービン本体のﾎｰﾆﾝｸﾞ（ﾌﾞﾗｽﾄ）作業について紹介します。
タービンロータ，固定翼の汚れ，除染に砂（研磨剤）を高圧エアーで噴射し除去する作業です。作業は，ビニルハウスの密閉した空間エリア内で行いますが，作業中に
作業エリアの線量が高くなり，作業者の体内汚染の危険が高い作業です。

装備はｴｱｰﾗｲﾝｽｰﾂ？（記憶が曖昧）又は，全面マスク，ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ二重で夜間でも30 度近い中での作業になるので，大変きつい作業です。休憩時間に作業者に話
を聞いたことがあります。4 次，5 次の下請けなので，旅館も一部屋4,5 人で宿泊しているとのこと。夜間作業を終わって，旅館に帰っても，昼間眠ることになり眠れな
い，大変疲れると言ってました。
●●●の作業着はボロボロの作業着で，金銭の盗難事件もありました。担当した仕事は，私自身も大変きつかったです。家族もあり，なんとか乗り切りましたが，2 度
とやりたくないというのが当時の感想です。日本原子力発電㈱東海第二発電所が再稼働になれば，社内におけるコスト削減を日常的に迫られると考えられます。定検
業務での設備の健全性維持管理も甘くなり，やがてﾋｭｳﾏﾝｴﾗｰから重大な事故が発生する可能性が大きいです。エネルギー供給が逼迫していない現状で，あえて再
稼働する理由がありません。東日本大地震では辛くも事故にならなかったけれども，今度は取り返しのつかない事故になりことが予想されるので，再稼働は認められ
ません。以上（定検工程資料の写真とタービン建屋の放管データを添付）

784 再稼働の是非

東日本大震災以降，みなさんご承知のように，東日本では原発が１基も動いていません。政府は「２０３０年までに原子力の電源構成は２０％～２２％にする」とエネル
ギー基本計画を示しています。それに合わせたように，今このように東海第２原発の新規制基準適合や２０年延長が規制委員会から出されていることがよくわかりまし
た。ところで昨日は，経済界から原発について次の。ような批判の声があったと報道がありました。経済同友会の（小林喜光）代表幹事は「新しい炉をやるのは現実的
ではないし，今のものを動かすのも国民の心は納得するところまできていない。政府が言っている２２％まで原子力というのは，あまり現実的ではないだろう」さらに「海
外では自然エネルギーの発電コストが下がっていることなど，経済性が変わってきていることを考慮しないといけない」と政府の見通しを再検討する必要があると指摘
したということです。再稼働に至るための規制委員会の方針や審査の状況を住民に理解を深めてもらうためとなっていることもわかりました。東電福島原発事故の原
因もわからず終束もしていない，まだまだひなん住民の生活も困なんななか，また動かすことを選択するのはおろかな判断です。現在２％でも電キは足りています。廃
棄物の処理方法も決まっていないのに東海第２動かして，これ以上廃棄物を発生させる再稼働はやめるべきです。

778 再稼働の是非
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813 再稼働の是非 東海第２原電再稼働反対します。①再稼働の理由がない

818 再稼働の是非

再稼働については早く結論を出して進めるべきと思う。遅れる程，費用が膨み，この費用は電気料金及び税金で負担する事になる。
１再稼働した時の収益を算出する。
２事故時の費用（避難，補償など）を算出する。
　この比較により，決めればよい。
　又「県民や市民の声を聞く」というなら，県民投票，市民投票をやればよい。いずれにしても，結論を先送りばかりしているのは「無責任」である。

886 再稼働の是非

今回の東海第二発電所の新規制基準適合性審査等の結果に係る住民説明会に参加して，技術的には種々検討されてそれなりに安全かなと疑問を抱きつつ，規制
庁の方々は一生懸命検討されているのは理解できるのですが，なんといっても原子力発電の場合は技術的には100％安全が必須であります。これは福島が語ってい
ます。
もし有事の際は，原電が賠償できる経営基盤を持つこと。避難がｽﾑｰｽﾞにできること。等難しい課題をいくつもクリアーする必要があります。
そして一番の問題はそれらの課題に関して規制庁が全く関与しないということ。
県として規制庁が100％安全を保障してくれない中で，東海第二の再稼働に関し，県民の意見を伺いながら判断するという姿勢は大いに疑問を呈します。県民の安全
安心を確保するということであれば，即結論が出るのではと思います。一刻も早く廃炉に向けて頑張っていただきたいと考えます。よろしくお願いいたします。

919 再稼働の是非

③稼働延長に伴う県及び市町村の膨大な財政負担，仕事量の増加
原発事故の大きさにより対応する組織が異なる場合，上流での明確で具体的な指針のもとトップダウンで行われないと効率や実効性に問題が生じ，下流側の財政的
負担，仕事量や労力の増加は計り知れないものになると考えられます。県は国が曖昧にしている国，県そして市町村の役割分担を明確にして国を動かすとともに，幾
つかモデル市町村を選び，県庁はじめ市町村庁の移転案をも含む広域避難計画策定を進めることも考えておく必要があるかと思います。
稼働延長は万が一原発事故が起これば壊滅的な被害を覚悟する必要があるが，何もなければ可能性があったというだけで済みます。また国のエネルギー政策の一
環かもしれませんが，単なる一事業所の一事業に過ぎない問題を何百万人もの県民の命を危うくするリスクと並べて天秤に掛けられ判断される事柄でしょうか。これ
以降20年に加え核燃料や使用済み核燃料が撤去されるまで機会ある度に原子力事故を心配して対応し続けなければならない県及び県民のその心的，実務増加によ
る人的・財産的負担は多大で，その負担を東海第二発電所側に請求できると云うのでしょうか。稼働延長を許可しなければその時点で一切が危惧に終わります。県の
判断を注視して見守りたいと思います。

927 再稼働の是非

東海第二原発の「新規制基準適合性審査」の結果，合格したことへの住民説明会に参加して判ったことは，下記です。
（1）「新規制基準適合性審査」の結果，合格であるが，100％安全性を保証するものではないとの見解であった。また，事故発生の可能性は，ゼロではないとの見解で
あった。
原発は，一旦事故が起きると100％安全性が保証されていないと，放射能が放出される危険性があるので，不要と判断します。
（2）「新規制基準適合性審査」に合格することが，再稼働ＯＫ等，何を意味するのか不明確である。
（3）100％安全性を保証されていない原発を県としても認めるべきではないと県民の一人として要請します。市に対しても，同じ意見です。市や県が原発を認めることに
なれば，反対署名を集めて，リコール運動を推進いたします。

941 再稼働の是非

今回の県主催の説明会を通して感じたこと
1 時間以上にわたり規制委員による難しい技術的説明を聞いても一般市民には理解は困難であると思う。会場の市民から不安の声が挙がっても，委員は技術面の
審査において合格を出したと言うだけで，その結果が周辺住民にどのような影響をもたらすのかについてはまったく関係ないという態度です。さまざまな細かい審査を
しても事故のリスクはゼロとは言えないというのが，今回の結論だったと思います。重大事故が起こらないよう何重にも対策を講じていると繰り返すだけで，それでも環
境中に放射能が放出される事態になったら何もしないでいては対策が止まってしまうので放水砲で放射能を撃ち落とすそうです。お粗末です。重大事故が起これば取
り返しがつかない事が福島で分かっているのですから，再稼動は断念するべきです。
そもそも使用済み核燃料を始末出来ないのですからまずは，もう増やさない事です。

それから，1 企業が原発を再稼動し電気を作るために30 キロ圏内の自治体が避難計画を作らなければならない，そして周辺住民は避難を覚悟し，故郷を奪われるか
もしれないなんて納得できません。そんな危険な電気は不要です。そもそも原発は基本的人権を脅かす装置だと思います。さっさと廃炉に舵をきるべきです。
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956 再稼働の是非
それでなくとも東海村内には１７ケ所もの原子力事業所があり，日本原子力開発機構にいたっては，再処理工場他老朽施設の解体などに数十年かかる計画をかかげ
ています。それでなくとも再処理工場はすでにプルトニウム汚染が度々伝えられています。これ以上地域住民が危険にさらされることのないよう県知事は原電東海２
号炉の嫁働はさせないで下さい。

さらに言えば，実物を使った実証実験もしていない。その点ではコアキャッチャーも同じである。大金を投じてコアキャッチャーを装備しても，それが有効なのかは実際
に事故がおきてメルトダウンが起こらなければ本当のところは判らない。そんな危険な実験は出来ないって？　だから原発などやってはいけないのです。どんなに机上
で計算しても，製品が計算通りの性能かは，実際に使ってみなければ判らない。三菱航空機の旅客機ＭＲＪは製造した実機（あたりまえだが，模型飛行機ではない！）
を３機アメリカに派遣して大金を費やし，何百時間も飛行テストを続けている。その結果，不具合個所が次々にみつかり顧客への納入延期に追い込まれている。原発
が最悪事態になれば，その被害は旅客機の墜落どころではない。

国家の崩壊さえあり得るのだ。原発が無くてもこの国は回ることは実証された。多額の広告費で大手電力に牛耳られているメディアの論調も微妙に変化してきている。
安倍政権がメディアとコントロールしようとしても，原発のコストが結局ダントツに高いことは，もう隠しようがなくなってきつつある。日本以外の先進各国では自然エネル
ギーが劇的にコストダウンして，Kwh当たり５円を切るプラントが続出している。このままで行くなら，我が国は電気のコスト高で産業が他国と太刀打ちできなくなるだろ
う。それも遠い未来ではなくあと５～１０年以内に。それとも，産業用の電気を安く抑えるために今でも他国より２～３倍の家庭用の電気料金を１０倍にでもするのです
か？　もはや，原子力発電の社会的な存在意義などゼロであるばかりか，経済的にも巨大なマイナスをもたらすだけ存在である。よって，老朽化し震災でダメージを受
けた危険なＴ２の運転期間の延長・再稼働は絶対に許してはならない。

969 再稼働の是非 そんな東海第二原発は廃炉以外に選択はないはずです。事故が起こったら規制委員会は責任をとることができるのですか。

971 再稼働の是非
もう一度原発の過酷事故があればこの国は終わりである。国土のほとんどがマトモに住めなくなることもあり得る。このことを真剣に受け止められないとすれば，いわ
ゆる正常性バイアスの虜になっていると言うほかなく，原発の危険性を判断する資格はない。って，東海第２発電所の運転期間延長・再稼働は認めるべきではない。

東海第二原発再稼働に反対します。
東海第二原発再稼働は茨城県だけの問題ではないこと首都圏全体の問題であることを申し述べたい。以下反対理由です。

１．危険な老朽・被災原発を動かす理由がない
東海第二原発は運転開始からまもなく40年を迎える老朽原発です。交換できる箇所を交換したとしても老朽化に伴い危険は増大します。40年以上の原発は，よほど
のことがない限り動かさないという「40年ルール」はいつの間にか骨抜きになってしまいました。
東海第二原発は，東日本大震災で被災しました。外部電源を喪失して3日以上かかってかろうじて冷温停止し，それ以来停止したままです。地震によってどのような被
害をうけているのか，すべてが確認できているわけではありません。
東日本では３・１１後，原発は一基も動いておらず，電力供給は安定しています。今年，記録的な猛暑に見舞われましたが，節電要請はだされませんでした。福島第一
原発事故は継続中であり，事故原因の検証も終わっていません。
こうした中，危険な老朽・被災原発を動かす理由がありません。

993 再稼働の是非
３，東海第２原発は老朽原発であることに加え，日本一事故発生が多い原発です。しかも近隣には日本原子力開発機構など様々な原子力施設があり，LNG基地や火
力発電所などが立地しています。大災害による複合事故が起こらない保証はありません。稼働すべきではありません。

961 再稼働の是非

976 再稼働の是非
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東海第２原発の安全対策
暴走すれば日本全体の半分が壊滅する，そのような破壊力をもつ原発に，安全対策など無い，この事を，この間の報道を基に，福島第一原発事故の教訓から明らか
にして行きたい。
福島第一原発の事故は
A　東電が住民に「絶対安全」と説明して来ながら　B　「想定外」の事態に見舞われ　C　空前の事故に至った
３．１１の巨大地震で停電し，続く巨大津波で頼みの非常電源が水没すると，冷却水が回らなくなり，１，２，３号炉が次々とメルトダウンした。仕方なくベントして格納容
器の中の圧力を抜き，放射性物質を放出せざるをえなかった。しかし，２号炉は，そのベントさえ出来なかった。その原因は未だ不明である。万策尽きて東電職員は，
格納容器が吹き飛んで東日本が壊滅する「この世の終わり」を覚悟した。しかし，何故かそうならなかった。その原因は未だ不明である。それでも建屋が吹き飛び，大
量の放射性物質が飛散した。
風が西北に流れていた時，西北に避難して行った多くの住民がこの大量の放射線物質を浴びた。また，福島沖にはアメリカの軍船がいて，放射能の観測をしていた。
風は東にも吹き，軍船は大量の放射線物質を浴びた。福島原発事故で飛散した放射線総量は，国や東電が明らかにして，国民と情報を共有すべきであるのに，ま
だ，していない。観測結果から，ある研究者は，ウラン換算で広島型原爆の２０個分が飛散した，という。従って，もし，南西の風が吹き続けていたら，東京はじめ東日
本５千万人は大混乱に陥り，その後の日本は大きく変わっていただろう。さらにまた，東電職員が恐れていた格納容器が吹き飛んでいたら，「この世の終わり」となって
いただろう。アメリカが東日本在住のアメリカ系企業人に東日本からの脱出を指示したのは，今考えれば大げさではなかった。

従って，福島第一原発の本質的教訓は　Aどんな安全対策を立てようと　Bいつか　それを上回る想定外の事態が発生し　C　空前の事故に至るという事である。ここか
ら引き出される結論は，原発とはそもそも建ててはいけない物である，という事である。従ってまた，建ててはいけない原発にそもそも安全対策など無い，不要である，
という事である。想定外の事態とは大自然や戦争への脅威，また，何千万人にも及ぶ住民避難や賠償の不可能，また，放射性廃棄物の持つ根本的問題である。以
下，それをみていきたい。
目次
１　大自然への脅威　２　住民避難の不可能　３　賠償の不可能　４　ついに原発放射性廃棄物にまで至った現代文明の根本的問題　５　戦争への脅威　６　終わりに

1004 再稼働の是非

５　戦争への脅威
また，戦争への脅威もある。原発は平和が大前提である。平和あってこその原発である。何が何でも戦争だけはしてはならない。しかし日本は今，「国際紛争を武力で
解決しない」と誓った平和憲法から離れ，自衛のための抑止力と称して，他国との抑止力競争という極めて危険な道を歩み始めている。この様な一触即発の緊張した
国際情勢の中では，原発は狙われたら「この世の終わり」となるから，原発は一刻も早くやめた方がいい。

６　終わりに
福島第一原発事故のあと，全国の原発が停止したが，水力や火力発電などで，節電しながら，何とかやってこれた。世界がこの事に驚き，称賛した。日本は資源小国
と言われるが，地熱や潮流では，大国である。それどころか，地熱発電では，既に，国外で，企業が実績をあげているという。この常時，発電可能な地熱や潮力発電な
どの自然エネルギーの開発に，国はもっと真剣に取り組み，そして，江戸時代の循環型経済へと，舵をきるべきである。そして，原発は，一刻も早くやめるべきである。

１．ふたたび生きをふきかえした「安全神話」多重の防災対策で安全宣伝しているが，事故は必ずおこる。４０年もたった老旧原発再稼働は認めない。

２．出力が１００万ｋｗを超えている大型原発，福島事故以上のことがおこると放出放射性物質はケタ違いに大きい。東京も避難勧告がおこる。

３．いのちとくらしを守る行政が死の街の原因になる東海第２原発を再稼働するあとおし，手だすけをしてはならないと思う。県職員は全員８年たった福島の現状を視
察してほしい。子孫のためにも企業のもうけのため再稼働で住民を犠牲にするなといいたい。

４．これ以上核の廃棄物（使用済燃料）をつくらせない。

1033 再稼働の是非

チェルノブイリ事故で原子力発電の恐さは知ってましたが，３．１１の福島の映像を見て恐怖を新たにしました。８年前娘一家が生後４カ月の孫を抱いて真っ青な顔をし
て福島から避難してきました。アパートには船が突っ込み道路には車がひっくりかえり，停電，断水でミルクを作る水もなく生きた心地がしなかったそうです。３０年以内
に又大きな地震が来るとも言われています。想定外の災害が起きる昨今，地震や台風は０には出来ないけれど，原発だけでも０にして欲しいです。農業，漁業，観光
もすべて駄目になってしまう。茨城を第二の福島にしてはならない。どうか，子供や孫達のためにも安心して暮せる茨城にして欲しいと思います。

998 再稼働の是非

1006 再稼働の是非
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1039 再稼働の是非
・経済性
対策工事費は巨額であり，原電の純利益では到底まかなえないだろう。いずれ国民の電気料や税金にはね返って来ると考えられ，その点からも再稼働は容認できる
ものではない。

1041 再稼働の是非
東海村の第二原発の再稼をめざして，原電は着々と動いている。何故原電は説明会や，県や市に対応しているのでしょう。再稼には１５００億円を東電，東北電から出
してもらうようですが，東電から出すお金は我々からの税金です。あの福島の惨状を見ていない，又見ようともしない安倍首相は自分さえよければの国民性をうまく利
用しようとする。私は福島県出身者として絶対再稼働は反対です。

1049 再稼働の是非
だから４０年から６０年の延長は信じられません。事業者は，何があっても起きても全て想定外という都合の良い日本語で責任逃れをしてます。人間，いえ全ての生き
物，地球には，とんでもない危険なので，いろいろな対策を専門家，素人の国民にも意見を求めるのだと思います。東海第二原発の事故が起きないうちに廃炉にすべ
きです。茨城県民の義務だと思います。責任と思います。勇気，誇りを持って日本を守るべきと思います。

1052 再稼働の是非

ご担当殿
東海第二発電所は，大津波到来時に大きな被害は受けず，非常用電源は確保されました。
これは，大震災前に必要な安全対策がなされた結果であり，原電の安全対策に関する意識の高さと実行力を示します。
この点，東電の事前対応と比べて，大きな違いがあります。
大震災後に，必要となる追加安全対策がなされ結果，「格段に安全が確保された」と考えます。
これら適切な安全対策により東海第二発電所は，原子力規制委員会により「安全」とのお墨付きを得ています。
したがって，東海第二発電所の運転再稼働が認められるべく関係自治体において必要な対応がなされるべきと考えます。

1096 再稼働の是非

これは現場の作業員の心理的な問題だけではなく，原発を取り巻く組織，規制委員会にもいえることです。立場が「再稼動推進側」に軸を置いているという点で，恣意
的に安全の優先順位が低く設定されている点が大変問題です。そもそも，規制委員会の基準は想像力や科学技術，知識に限界のある人間が「今」できることの範囲
内での「想定」に基づいた「新基準」なのですから，どこまで全力で追求したとしても過去との比較での相対的な「安全」でしかありません。しかも現状では残念ながら恣
意的なのか意図的なのか，優先順位の低い「安全」といわざるを得ません。「絶対」の安全は原発が存在する限り，規制委員会もいうとおりありえません。しかし，福島
第一原発の事故を教訓とするならば，再稼動の大前提として住民の求める安全は，その絶対を要求するものです。「絶対はありえないのだからほどほどの安全でよ
い」や「少しの事故なら起きてもいい」は茨城県に生きる住民にとっては絶対に認めることができないのです。

1105 再稼働の是非

（組織の安全対策）
東海第二原発は，首都東京まで110kmであり，30km圏内に住む１００万人の避難は不可能です。JCO臨界事故，動燃再処理工場火災事故，原子力機構プルトニウム
被曝事故と繰返される事故に住民の原発組織への不安は大きく，茨城県内４４市町村の６割を超える２９自治体が，２０年延長反対，再稼動反対の意見書を可決して
います。多くの県民組合員を抱える●●でも，再稼動反対決議をしたり，裁判を起こしたりしています。●●●でも再稼働反対の意思表示をしています。これらは，組
織全体としての安全対策に疑問を持つからに他なりません。

1117 再稼働の是非

全体として
・東海第二原発は建設から40年を経て，老朽化が進み，色々なところに不備が出ています。事故も多くそのことからもすでに寿命を過ぎているとの認識です。この老朽
化した施設を今後使い続けるために手を入れるには，途方もない費用がかかる。しかも，この審査基準に沿ったものにすることは，ほぼ不可能と思われます。福島の
原発事故の始末もできないままに，無理やりと言えるような再稼働をすることは国民への裏切りでしかない。
・東海第二原発には多くの使用済み燃料が保管されており，その処理方法は確立されていない。再稼働に多額の費用を使うより廃炉に向けての研究や，福島の事故
の解決に向けての費用としてほしい。
・福島の事故後，原発が一基も稼働してない時間が長くあったが，電気が足りないことは無かった。危険を冒して老朽化した原発を再稼働する必要はない。
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1138 再稼働の是非

水戸市が被爆被害に遭っても補償されないと聞いています。たとえ補償されても，原発を使いこなす技術，90万人以上の30㎞圏に住む近隣の住民の健康を未然に防
ぐ技術が得られていないことから，再稼働を許すことはできません。
これを見逃せば，安心して暮らせなくなり，ますます県全体の転出が増えます。
参考：図説・17都県放射能測定マップ-読み解き集-2011年のあの時・いま・未来を知る

1157 再稼働の是非

原発から１．７ｋｍに住んでいる私が言いたいのは，肝心の原子炉内の圧力容器や格納容器が交換も修理もできない点です。４０年間高熱や振動にさらされダメージ
を受け続けた結果，金属疲労等がおきていないのか老化していないのかとても不安でいっぱいです。そもそも建設時は３０年稼働で設計・施工されたと聞いています。
それを倍の６０年運転しようというのはどう考えても理解できません。県民・住民を愚弄しているとしか思えません。東海村民は老朽化した，しかも被災原発の再稼働
はしないだろうと思っていた人が多かったです。再稼働は絶対に認めないで下さい。
以上

1164 再稼働の是非 原発事故はふるさとを消滅させると福島が証明しています。避難計画が必要な電力は必要ありません。

1170 再稼働の是非

①原発はいりません！再稼働は，事故後の果てしもないリスクを考えたら絶対に必要ないと思わなければいけないはずなのに，何故稼働すると言えるのか全く理解で
きません，地域的には「税金が安いとか色々恩恵を受けているとか勤め人がいるから」等々，自己保身のために妥協しようとしている人もいます。しかし，今後人口減
少と高齢化問題があるなか，経済にも不安要素が表面化してきている折，やがては自分のことだけで精一杯でどうなってもいいと考えてしまう事が怖いのです。あの
福島の恐ろしい現状を見た私たちが，今ストップ！しなければ誰が反対していくのでしょうか。

1173 再稼働の是非

募集する意見の内容に制約が大きいことに疑問と不満があります。県民の７割が再稼働に反対しているにもかかわらず，県民の理解を得ようとする姿勢に欠けている
と思います。原発事故と心中するのはご免です。世界一厳しい安全基準に合格したと言っても誰も安全を保障するとは言ってません。万が一事故が起これば故郷は
死滅します。福島の二の舞にしないでほしい。電気料金が高いのは原発が停止しているかのように安倍首相が言うのはまやかしです。賠償の費用等も電気料金に上
乗せしているのが高価格の原因だからです。再稼働は絶対反対です。今こそエネルギー政策を転換すべきです。

1174 再稼働の是非
安全対策に関する科学的技術的意見と言って下さいますが，科学的意見は原子力規制委員会が事故は起こらないとは言えない。と言っているのであり，原発の事故
は事故が起きたら福島の事故ですら１７０ｋ圏内を強制避難を考えたのであり福島の今の参状を科学的に考えれば命が一番，電気はたりている。今度事故が起きたら
日本は終る。再稼働させないのが人の科学的判断といえると思います。ヨロシク

1179 再稼働の是非
東海第二発電所原子炉は４０年が過ぎ劣化は科学的常識。原子力規制委員会も「事故は起きない」と言うのではない。「事故は起きる」事も有る。といって再稼働して
も良いとしました。これは自動車や飛行機の事故と違い。原発事故は地球規模の事故，原子力規制委員会はおかしい，私達は事故が起こしてもらっても良い。で再稼
働はありえない。もう一度白紙にもどり安全を科学的に示してから再稼働の話しをしてもらいたい。

1180 再稼働の是非

私は安全審査にパスした原子力発電所は，素直に再稼働させるべきだと思います。安全審査にパスした原発を再稼働させないと日本が国として被る損失は計り知れ
ないものがあります。大袈裟ではなく日本の国力の衰退をもたらします。経済的損失，ひいては安全保障上の問題に繋がります。
そうは言っても福島原発事故のような大事故を起こすかもしれない原発を経済的損失があるからと云って，そう簡単に再稼働していいと認められるか，という考えの方
も多くおられると思います。これは正直に言って素直な感情だと思います。
「羹に懲りて膾を吹く」という諺があります。一度酷い目にあったため，以後必要以上に臆病になるという例えです。福島原発事故で酷い目にあったのは分かりますが，
必要以上に心配性になっている人が多くいます。第二次世界大戦に負けた後の日本人もそうでした。戦争で酷い目にあった国民の大多数が戦争は真っ平，軍国主義
は懲り懲りと思ったのも無理はありません。それが，今思えば戦前のこと全てが悪かったかのように，日本の伝統の良い点までを簡単に捨ててしまいました。戦後教育
の問題点もこのように今までの良いものまでを捨ててしまったことにあると思います。原子力発電所再稼働問題も酷い目にあった後の感情の赴くまま，理性的に考え
れば損ばかりするような考えに固執するようなことはすべきではないと考えます。福島原発事故以来，日本の原発は格段に安全性が増しているといえます。勿論，絶
対に事故は起こらなくなったと言っているわけではありません。実際上はそう簡単には起こらないということです。福島原発事故の原因となった津波も何百年に一度の
大津波だったのです。原子力発電所安全審査に携わる専門家の先生方を信じようではありませんか。専門家も時に間違うこともありますが，だからと云って，素人や
似非専門家のアジテーションに惑わされていては国が成り立っていかないというものです。
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7 エネルギー政策

　こういう問題であるとか，それから，今回，対象じゃないと言われているわけだけれども，避難の問題であるとか，そういった全体について，原子力規制委員会がとい
うか，一つのところで責任を持つ体制になっていないという絶対的な制度的な不備がある中で，先ほど，この審査においてすら絶対的安全性を保証するものではない
と言われたし，前規制委員長だった田中さんもそのように明言しているわけだけど，そうであるときに，全体についての安全と，それから，事があったときの経営の的確
なあれと，それから，事故があったときに補償の問題まで，原賠法の問題なんかまた全部別で，文科省だということになっちゃうかもしれませんけど，そういうことになっ
てない。だけど，技術的審査は今ずっとこれでやって終わっているかのような，そういう説明になっているというのが極めて遺憾ですし，最初に質問として言ったように，
これだけので済んでいるのか，特定重大事故に関してのものが説明がないのであれば，ちゃんとここでしてほしいし，既にそれも含めて今日の説明で，安全関係の技
術的な問題全てが終わっているなら終わっているということをはっきりしてほしいし，それによって何千億円かかってこんなものが再稼働するのがふさわしいかどうかと
いう県民としての判断に関わることなので，明らかにしてほしいと思います。

　今回の説明会が県からの要請で，今回，技術的な問題だけだというのは，それはそれで構いませんけれども，しかし，規制庁の皆さんは国の機関の一員なわけです
よね。国として，県とか自治体の問題じゃないですよ。国として原子力を政策として打ち出し，原発の安全規制をやるという国全体の方針として，経営であったり，事故
時の補償も含めた，それから，避難の問題，トータルにするということについて，どこがきちんとやるのかということがないというのは制度的な不備だと思いませんか。
　エネルギー政策全体ではなくて安全に関係する全体について，それを規制委員会がやらないで済んでいる不備を認めませんかということです。避難であったり。

21 エネルギー政策 本日の説明を含め，原子力発電を進める全体の安全面等に関する説明が必要と考えられる。

30 エネルギー政策
技術面での説明が主でしたが，質疑の内容を鑑みるに，県または国がどのように原発政策を計画し認可が進んでいるのか，という説明がほしいのだと思います。そこ
から議論を公開しながらやっていくのが筋な気がします。全体的に生煮えで終了した印象でした。

35 エネルギー政策 わかりにくい説明でした。延長するのは不安です。なぜ延長するのか？

66 エネルギー政策
審査結果の概要については，確認済　適合とのことですが，説明を聞いても原発事故の不安はぬぐえません。今こそ福島の原発事故の教訓を生かし，自然エネル
ギーへの転換を図るべきとの思いを一層強めました。世界のエネルギー政策の流れを知るべきです。説明が長時間に及び疲れました。

103 エネルギー政策
可動から40年経過しており，通常であれば廃炉となるはずであるが法律改正し20年延長してまで可動する必要があるのか
福島原発事故も終そくしていない。又原発は安全で料金が安いということで行ったが結果的には高くつくことで今後，電気料金に上のせするのであろう。福島原発事故
はだれも責任をとっていない。

132 エネルギー政策
②事故のリスクと発電による社会的利益の得失を正しく評価するのは，国の責任であるのに，国は放棄している。原子力規制委員会の権限，責任内ではない。政策
立案，実施システムを建て直すべき。

172 エネルギー政策 充分理解したが，地政学的危機を考慮すべき。即ち，エネルギーと食糧と安全保障は，ある程度自給する事が（将来の子供達の為）

226 エネルギー政策 費用がどれほどかかるのか。それを費やしてまで，どうして稼動しなければならないのか疑問です。

247 エネルギー政策
突然の天災が起きた時，最悪北風が吹いている時は，風下の千葉・東京・神奈川・静岡は全滅するのは明白。メリットに比べデメリットが国規模で起きる。
発電所を廃炉にしても，日本の技術を用いれば原子力に代る電力供給は可能である。

253 エネルギー政策 被災原発であり，老朽原発，BWR，40年超の原発をなぜわざわざ稼動させるのか，常識を疑う。

258 エネルギー政策
これだけの安全対策をやってまでペイできるのか。安全対策の必要性は認識しているが，そこまでして原子力発電を推持したい意味がわからない。もう少しの間は原
子力は必要だとは思うが，国民の負担が増すだけなのではないか。

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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278 エネルギー政策 （30km住民　96万人）のこの施設(東海第二)に対してこれだけの安全対策して再カドウさせるメリットがどうしても分らない。

380 エネルギー政策

本日は東海原発の新規制にいかに適合しているかという説明であったので，内容については，このようなものかと思う。
県に対して，説明会のあり方について要望。
そもそも原発の発電後の核のゴミの安全な処理の方法も確立されていないのに，原発を今後も使い続けるべきなのかという議論がないのはなぜか！！県と県民で，
その根本的ことを議論する場が必要である。県はそのような場をもうける気はあるのか？

384 エネルギー政策 ④東海第２発電所を稼動する意味は。稼動しなかったら困る人は誰？

407 エネルギー政策

このような立地（人口も含め）に，40年を60年に延長して，再稼働するのか？何がなんでも動かすのだ！という固執が感じられた。それは何故か？電力が緊迫して不
足しているようには感じられないのですが，それらの電力状況など知らせて下さい。先日，国会で野田さんの質問に安倍首相が「今の電気料金は原発が動いているか
らこの値段で納まる。推進する」というような解答したように思います。この東海が，もしstopのような状況が発生すると全国原発に同じようなことが起こっていくという前
例になるのを避けたいとしか推測されませんが。
もし原発稼働がなくなれば，どのような不測の事態になるのか。どうぞ，ていねいな説明を請いたいです。太陽光とて余っているような話もききますし。

439 エネルギー政策 発電所の必要性がまず論じられるべき

465 エネルギー政策
　現在までの説明を聞いていますと，100パーセント保証するというような原電の姿勢というのは一つも見えません。規制委員会ですね。にもかかわらず，これを進めよ
うとする意図は何なんですか。

511 エネルギー政策
何の為の再稼動？停止している今，電気関係で不自由している事もない。万が一にも放射性物質の拡散となった場合，日本は陸の孤島となりかねない。世界中から
孤立しかねないと思うのは，福島の人が経験しているだろう事実です。今もって福島産は軽遠されている事に対して，主都圏に近い茨城の拡散であれば東京に日本
国に来る外国からの交流もなくなると思う。安全は絶対であるべき。

579 エネルギー政策 規制委員会の審査を終了した発電炉は政府の方針に従って，再稼動を進行させ，日本の経済，電力料金の低減等に貢献して欲しい。

677 エネルギー政策 ・絶対に安全であると言い切れない危険な物を動かす理由は何か？危険な原発がベースロード電源にはなり得ない。

725 エネルギー政策 火事がおこったら火を消せばいいが，原発事故はずっと続く。電気を発電するだけなのにそんなリスクを負う必要性が本当にあるのか？

746 エネルギー政策

・原発電力商品は極めて劣った商品であることが再確認できた。
・茨城の成長戦略の足をひっぱるものだ。
今や，購入電力は選べる時代となり，電発電力商品は，他の発電商品があるので購入しなくてもすむのが実態です。原発電力以外の火力・水力・再生エネルギー電
力商品は，天災・過失事故・テロが起こった場合でも確実に収束できるので，消費者は安心して購入を選択できる優良商品ですが，原発電力商品は，人間の肉体も土
地も子孫の代まで虫ばみ，爆大な費用を使い果たすので，極めて危険な商品です。そのことは，今日の詳細な説明でも，よくわかりました。こんなに細細な想定して対
策を講じても，100％の安全は保障できないのですよね。そうした危ない商品なのです。
規制委は，新規制基準に適合しているとは言うけれど，100％安全とは言いませんよ，と再三見解を出してきました。ですから，原発電力商品は，他の発電商品と比べ
ると，明らかに危ない商品。買わない方がよい商品だということでよろしいですね。
今や購入電力の発電方法は選べる時代になっています。
ですから，日本原電の売る原発電力という商品もその１つにすぎません。
それを選ぶのは私たちの勝手です。
この電発電力というのは，厄介なもので，生命と土地財産をどこまでも奪いつくします。規制委も安全を100％保障できないとおすみつきをつけている商品であり，他の
発電方法は100％安全なのに，この商品だけが危険きわまりないものです。
それを売ること自体がおかしなことなのに。
この催しは，我々の税金でもって行われています。しかも，参加者は時間をとられ，自分で駐車料金を払わされています。
また，事故が起きれば，逃げるなどといった生活破壊を我慢して受け入れなさい。その計画は自治体にやらせている。寄付金を受けている東海地元民は最優先で逃
げて下さいということをいっています。
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820 エネルギー政策

②住民（人口含む）環境から考えても原発稼働可は考えずらいが，－－この根拠も明確にすべき。
③原発稼働によるリスクは近隣住民の生活や特に高齢化の進んでいる現状，避難等考慮すると非常に大きいと考えるが。
意見というより質問（疑問）
④東海第２原発（１１０万ｋｗ）のとなりに，火力発電所，２００万ｋｗ＋６０万ｋｗがあり，ましてや今まで稼働しなくても問題なかった第２原発も（４０年も使った古いもの）
何是稼働しないといけないのか。素朴な疑問。

881 エネルギー政策

原子力発電の有用性は国家のエネルギーセキュリティー，経済性，炭酸ガス排出軽減にあると云われている。
しかし，東海第二発電所に限って言えば，事故時には避難対象住民が96 万人と云われ，その避難やその後の生活の維持のための費用，および失われた財産の補
償さらには風評被害による価値の喪失，はたまた復興に対する膨大な費用が必要となるのは自明のことである。
国民を守るのも国の使命であれば，当該発電所の稼働により，96 万人の健康や生活を脅かすリスク，その後の莫大な社会負担を未然に防ぐのも国の施策であろう。
東海第二発電所の稼働が，上記の様な観点から本当に有用であるか，個人の力では公正な是非の評価は難しい。行政側で組織を動かして十分検討・評価して正しく
判断してほしい。
同時に，「稼働が有用である」との結果が出た場合には「ｂ）今の生活または同等の生活持続」に対する補償及び支援の法的な制度設計及び策定を充実させていただ
きたい。

955 エネルギー政策

平成２８年１１月ひたちなか市内での東海２号炉状況報告会に出席時「敷地内保管の使用済核燃料の本数　中間貯蔵施設の敷地内有無　ない場合の計画」について
質問し，回答をもらいました。「使用済核燃料プールはほぼ満杯，使用済核燃料乾式貯蔵建屋は少し余裕あり」とのことでした。その後は青森県むつ市の大規模中間
貯蔵施設（建設中）とのことでしたが，その先の再処理工場は完成延期２０年近く及んでおりその先の最終炉「福井もんじゅ」は廃炉決定となってしまいました。核燃料
サイクルは確定したも問題ではありませんか。

５，「安全性」「高コスト」ということで今，脱原発・再生可能エネルギーが世界の流れになっています。電力各社の安全対策費が５年で２・５倍に急騰している一方，
IRENA（国際再生可能エネルギー機関）は１０年比で３０年までに再エネを２倍にすれば，再エネへの大幅投資や化石燃料の輸入削減により日本のGDPは３・６％増と
試算しています。発電コストの試算では，’１０年と’１８年の比較で原子力が１・６倍になる一方，太陽光が６分の１に，風力が３分の１になることが発表されています。
さらに，再生可能エネルギーは小規模での運営が可能であり，過疎化する多くの地方を活性化させる為にも有効であると指摘しています。

内閣府は，マグニチュード７程度の首都直下型地震が約３０年以内に７０％の確率で発生すると発表しました。東海第２原発が事故を起こせば首都圏一円に壊滅的な
被害を及ぼし，地球環境への影響も合わせ取り返しのつかない事態に陥ります。企業として責任を負える問題を超えています。茨城県としても責任を負えることでは
ありません。知事の英断を望みます。

1071 エネルギー政策

運転期間延長認可について，原子力先進国の米国では2018年1月現在，99基の原子炉が運転中で，既に86基がライセンス更新(60年運転)を認められていて，さらに
7基がライセンス更新の審査中であり，これらが認められれば9割以上の原子炉が40年超運転となる見込みのようです。米国原子力規制委員会(NRC)によると，ライセ
ンス期間「40年間」の理由は，原子炉の技術的問題や環境性の観点から決められたものではなく，一般に原子力発電所は40年間で費用回収できるとされていること
から40年間と定められたとあります。
我が国の原子力発電所の大部分が停止しているため，それを補う火力発電所の追加燃料代が年間3.6兆円にのぼるとのことです。1日に置き換えると100億円の外貨
流出になります。それに相当する国経済の損失となり，私たちの生活にも影響が及びます。出力110万kWの東海第二発電所が稼働したならば，地球温暖化防止対策
の温室効果ガスCO2排出量の削減への貢献や約180万世帯(茨城県全世帯超)の電力が賄えられ，企業や県民世帯の電気料金の減額に繋がります。
そのためには，原子力発電所の安全性確保は絶対に欠かせないものです。東海第二発電所の40年超運転延長について，事業者は劣化状況評価の対象となる機器・
構造物を確定し，劣化状況を把握するための「特別点検」が実施されていること，その結果を踏まえ劣化状況評価を行っていること，追加保全策が策定されていること
などを，原子力規制委員会は確り審査・確認をされています。
東日本大震災の反省と教訓を受けて，事業者は幾重もの安全対策の強化を計画し，それを規制委員会が慎重に審査・評価して合格を出しています。従って，広域避
難を伴うような過酷事故は限りなく小さくなっています。原子力発電所が停止していることのデメリットを県民へ広く周知して頂きたく思います。

997 エネルギー政策
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【東海第二発電所の経済性】

251
東海第二発電所
の経済性

・経済的合理性

455
東海第二発電所
の経済性

再稼働する時の
（１）対策費用（リスク対策も含む）
（２）20年間の稼働による収益→住民への分配費
（３）事故時のリスク費
（２）と（３）の対比で再稼働の可否を早く決めるべき
遅れる程コスト（税金，電気料金）が増加してくる

935
東海第二発電所
の経済性

東海第二の安全対策工事に伴う電力コスト増の試算及び他の電力源との比較
東海第二の再稼働後の単価は１kW・時あたり１４円超になると試算されます。
（１）原電の１kW時単価（H18年度～22年度の５年間）＝１１．６円※
※H18年度は推計に基づくので１１．６円は精確ではないが，平成２３年度決算概況について（平成24年5月25日）の個別決算の収支状況に基づき，５年間の売上高８
０２１億円÷販売電力量６８８億kW時で計算。但し，東海第二に絞ったデータが公表されていないので，敦賀１及び２号と合わせた価格である。
（２）新規制基準対応に要する資金
次の①÷②＝２円４６銭～２円９５銭
①テロ対処施設設置をも考慮した安全対策に要する費用（利息込み）
原電発表１７４０億円＋テロ対処５００～１，０００億円（推測）＋（利子１．４％×１８年＝２８０億円～３４５億円）＝２５２０～３０２０億円
②延長運転期間中の売電量
１１０万キロワット×８７６０時間×稼働率７０％×１６時間※※×売電率９５％＝１，０２５億キロワット・時
※※工事完了を２０２１年３月とする計画は，防潮堤工事の工法変更や地元調整を考慮すると達成困難。再稼働を強行したとしても，使用前検査期間を考慮すれば実
稼働期間は良くて１６年
（３）経産省によれば，１０～５００キロワットの太陽光発電は今年４月認可から１４円。５年先には８円５０銭になると見ている。風力も１０年後には８～９円になると見通
している。なお，日本卸電力取引所のスポット市場の２０１７年平均システムプライスは９．７２円／kWh（出典：原子力資料情報室　２０１８年９月）

1046
東海第二発電所
の経済性

原発計画にお金がかかりすぎて，収益はそれほど見込めないから日立製作所はイギリスへの原発輸出を断念しました。福島第一原発事故後，安全対策に高額な経
費がかかり，再稼働後の収益を考えると原発は安価なエネルギーではありません。東海第二原発も構造は全く同じです。４０年を迎えた原発で，高額な安全対策費が
かかりすぎるので廃炉を決定した原発がありますが，非常に理にかなった判断です。原発が安価な電力でないにもかかわらず，原発依存を継続することは資本主義
の論理に反します。そして原発をやめて，本当に安価な自然エネルギーに転換を始めた世界の流れは，高額な安全対策費をかけて原発を稼働させても投資に対して
十分な収益が得られない，逆に自然エネルギーはほとんど投資がなくても，十分な収益が見込まれるからです。安全対策についても，こうした観点からの見直しが必
要です。東海第二原発の稼働に関して原電の安全対策は「新規制基準に合致した」ので合格ではなく，安全対策の根本的な課題（投資に見合った収益があるのか）
について，慎重に審査すべきだったと私は考えます。

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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【日本原電の経理的基礎】

1
日本原電の経理
的基礎

　資料の85ページの経理的基礎のところについてお伺いします。
　規制委員会は，原電の経理的基礎について経産省に丸投げして判断放棄しましたけれども，原電には経理的基礎がありませんね。ここはあるとなっていますけれど
も，その根拠を伺いたいんです。経理的基礎がないから再稼働できないんですけれども，原電が，1,780億円，あるいは，廃炉費用の1,800億円を，実質的に15年ぐら
いでしょうか，ここで回収するには，年間260億円ぐらいの純利益がないといけないと思うんですけれども，3.11前は17億円ぐらいしか年間利益ないんですね。これで経
理的基礎があるという根拠がさっぱりわかりません。
　それから，幾らで売電すれば原電がそれで儲かるのか，また，東電や東北電力が幾らで買えば東電などがもとを取れるのか。この辺のところの数字をお教えくださ
い。

　回収はどうなって，数字的に示せと言っているの。
　どのぐらいの収入だと試算しているかを聞いているんです。数字を出してください。

6
日本原電の経理
的基礎

　今日のいろいろな説明で，全部の安全に関する審査が終わったかのような感じで説明を聞いてしまうわけですけれども，最初のほうの質問にもありましたように，ど
のぐらい費用がかかり，どんな工事がというところに関わるんですが，今日のあれで言えば，52ページに発電用原子炉施設の大規模な損壊への対応ということで，テ
ロリズムその他大型航空機の衝突などについて若干は触れているんですが，この部分については，特定重大事故対処施設というか，そういう形で，今の審査をやった
ものに付け加えた新たな設備について申請を受け，審査をして，工事をさせる。５年間の猶予期間があるというふうに聞いていますが，それが別にあるのだというふう
に理解しているんですが，そうではなくて，もう既にここでそのようなものについても全て東海第二については終わっていると理解するのか。九州電力の川内や何かで
は追加的にそのようなものの審査がされて，まだ審査中だと思うんですけれども，これについて，500億円なり1,000億円程度，現に関電や九電では試算を出している。
そうだとすれば，しかももう一つは，1,740億円と言われていますが，その前に400億円程度もう既に使っているふうに茨城県議会などへの報告が出ていることに加え
て，規制委員会でも，一昨年の11月に経理的基礎を審査した際に，将来の上ぶれというか，要するに，1,740億円で仮に試算はしているけれども，それよりもっとかか
る可能性もあることについて委員自身が指摘もしている。ただ，審査の時点では，これでできると言われれば，それで審査するというのはしょうがないかもしれません
が，そういうことをあわせて考えると，3,000億円を超えるような工事があって，それが前からほかの方からも出たように，本当にこれを返して，きちんとした運営ができ
るのかということを信じられない。実際に運転できるのは15年かそこらしかないだろう中で，そういう中での無理な経営をしていく。
　はっきりしているように，日本原電は，専業会社で，東海第二しか虎の子で持っていない。ほかの関電や九電が原発以外のところでも稼ぎながら原発も何とかするの
とは全く意味が違うということを審査の中でどういうふうに考えたのかが定かじゃないということがあります。

　最初の特重というのが，市民には，特定重大事故対処施設のことだと思いますが，それが今まで考えられていないようなものになりますか。
　それが触れてなくて，それについて，さっき言ったように，九電や関電の今までの実績から，500億円ないし1,000億円程度かかり得るということについて，真実でない
かどうか，全く違うのなら違うでいいんですけれども，そういう数字が出ていることの確認

15
日本原電の経理
的基礎

安全対策を確実に実行するために必要な事業者としての経営的基盤（経理的基盤）

51
日本原電の経理
的基礎

安全対策にしぼらず，はば広く考えなさい。原電に経理的基礎がないのだから，安全対策費を確保できない。
規制庁は視野が狭く，力量がない。経理的基礎の説明が不十分。

122
日本原電の経理
的基礎

今回の安全対策に係る費用の事業者の見積額。

145
日本原電の経理
的基礎

経理的基礎について，原電は金がないというが，どうやって安全対策費を工面し，どうやって返すのか。
返せないことが明らかなのだから，審査を認可したのは無責任ではないのか。

原電の廃炉費用はあるのか。動かすことだけ審査するのではなく，無事に廃炉にするまでの計画を評価しなければいけない。それを軽視しているのはダメ。

175
日本原電の経理
的基礎

③原電の経理的基礎について

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

217
日本原電の経理
的基礎

廃炉費用→どこから費用を調達するのですか？私達国民の電気料金に上のせされるのはごめんです。

221
日本原電の経理
的基礎

原電の費用対策について。

235
日本原電の経理
的基礎

・原電に資金もないのに規制委が「経理的基礎に問題がない」といいかげんな結論を出したこと。→安全対策に手抜きが出るだろう。借りた金を原電は返せないのが
明らかなのに。

272
日本原電の経理
的基礎

・安全対策について事業者は，資金的に対応できるのか

339
日本原電の経理
的基礎

２．原電の経理面（資金回収できないだろう。廃炉費用はどうするのか。）P.85 いくらで売電する？

499
日本原電の経理
的基礎

②経理的基礎が全く不十分なのに先のことを考えず合格としたこと。

524
日本原電の経理
的基礎

先日，１Fの廃炉資料館を見て来たが，東海第２でトラブルが起きた時の対策費用はないであろう。
東京電力でさえやっとやっている。今回の新規準適合工事の費用は東京電力・東北電力で出すか

559
日本原電の経理
的基礎

　資料の85ページの経理的基礎の点について質問したいと思います。
　説明がなかったので，お聞きしたいんですけれども，許可の基準の一つとして，発電用原子炉を設置するために必要な経理的基礎があることを要求というふうにある
んですが，ここの説明を読むと，工事費用についてのことは書いてあるんですけれども，日本原電の経理的基盤がどうなっているかについて具体的なことが全く書か
れていないので，原電さんが本当にこれからやっていく基盤があるのかどうか，これを読んでも全くわかりません。
　というのが，日本原電さんの住民説明会に行くと，何か事故があったときの補償が最終的には国がやってくれるから，そういうふうに説明をされるんですね。そういう
状況で，工事費用は借り入れをしないと，それも債務保証がないと受けられない，すごい危ない会社というふうにこれを見ると読めるんですけれども，事故が起きたと
きの保証も全くない状態で動かそうと。これは合格ですと言われても私たちは全く納得ができません。
　国が出すということは私たちの税金です。私たちはもしかすると避難をしなければならない状況に追い込まれます。私たちの税金と暮らしを担保に合格としたことにす
ごく怒りを禁じ得ません。この審査，もう１回やり直してほしい。そういうふうに思います。

563
日本原電の経理
的基礎

　先ほど，女性の方から質問がありました85ページの経理的基礎の話の続きなんですけれども，例えば，家庭だって，資金をかければ，耐震工事をやったり，あるい
は防火工事をやったりということで施設は強化できるんだろうと思います。要するに，それを実施できる財政的な裏づけがあるかどうかということが，今，ずっと説明を
いただいた対策をやる上で重要なことなのであって，したがって，85ページのような経理的基礎があるかどうかということが，今，お話をされた裏づけになってくるもの
だろうと思います。
　その上で，85ページの記載には，原子炉等規制法第43条の３の６における許可の基準の一つとしてというふうに書いてあります。その下には，1,740億円の今回の対
策工事に係る資金についてというふうにも読めるのですが，この原子炉等規制法の同条の規定というのは，原子力の会社を運営するそのものの求められる経理的基
礎の根拠条文だろうというふうに思います。
　そこでお尋ねをしたいんですけれども，今回，85ページの記載では，この許可の基準として，経理的基礎を判断されたというふうに書いてあるんですが，それは1,740
億円の工事の裏づけのみならず，日本原電という会社が存立する経営的な安定をしているのかどうかということも含めた審査であったのかどうか，その点についてお
尋ねをしたいと思います。これが保証されない限りは，私たち地元に生活する者として，この会社の運転はとても認められないというふうに思っておりますので，よろし
くお願いをいたします。

　では，お尋ねをしますが，私たち地元の住民としては，工事が終わって全てではないと思うんですよ。それは，万一，例えば，100万年炉で100万ベクレルを超えるよう
な事故のリスクを低減していこうという今回の新規制基準の厳しい審査なんだろうと思いますが，であっても，先ほどあったように，事故の可能性というのはゼロではな
いとなった場合には，当然，私たち住民が避難をした場合の賠償を初め，事業者がさまざまな責任を負うということであれば，経営の安定性というのは絶対的に私たち
が要求をしなければならない事業者の責任だろうというふうに思っております。
　では，今回の審査の中でそれが判断されていないということであれば，これは担当部署は規制委員会ではないのか，これは経済産業省なのかどうか，その辺のそも
そも日本原電の経理的基礎があるかどうかというのを見るのは規制委員会の仕事なのでしょうか。どうなんでしょうか。その点をお尋ねしたいと思います。
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

615
日本原電の経理
的基礎

☆原電に安全対策費用を回収返済する見込みはあるのか？20年間いくらで電気を売ればいいのか。

654
日本原電の経理
的基礎

経理的根拠が不明。

687
日本原電の経理
的基礎

原電の経済基盤

707
日本原電の経理
的基礎

経理的基盤について不安がある。

736
日本原電の経理
的基礎

①重大事故が起こって広範囲の放射能ひばくが起こった場合，原電は賠償に耐えられないのではないか。原子力規制員会／規制庁は債務保証などその財政的審査
を行っていないのではないか。

765
日本原電の経理
的基礎

・他電力の資本で成り立っている原電が，この必須の改造を，実行に移せるのか，資金調達の面で，株主から横やりは入らないのか，
こういった，基本的な問題を，最初に明確にしておくことです。

809
日本原電の経理
的基礎

〇その他,福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた東海第二発電所の施設・設備・組織に係る安全対策に関するご意見（原子力規制委員会における新規制基
準適合性審査の結果及び運転期間延長認可審査の結果に関することを含む）
・通常の施設ならあと20年しか使わないのだから無駄な金は使えないと考えるのが普通である。しかし，原子力発電所の施設はそうはいかない。新設だろうが50年経
過した施設だろうが，同じ安全基準を維持しなければならない。しかし朽化は避けられないことは事実であり，今後より一層の維持管理費がかかることが考えられる。
それらの費用を惜しまず支出することが重要である。あと20年間どれだけの維持管理費が必要かを試算して公表すること。

893
日本原電の経理
的基礎

●日本原電への東電からの資金支援について
東京電力ホールディングスは，文書により資金支援する方向性は明らかにした。そして2018年５月30日の第12回原子力規制委員会で小早川社長は，確実に受電出
来る事が分かった時点で最終決定すると明言している。従って現時点で資金支援が決まっているわけでは無く，経理的基礎があると判断した規制委員会の決定はお
かしい。
認可出来る状況に無いのである。
また巨額の公的資金が投入されている東電が他社の原発を支援する事は許されないことである。

904
日本原電の経理
的基礎

２．規制委員会は原電の資金力が不足と認可をしぶっていたが，東京電力と東北電力が資金援助と云ったとたん認可した。確約の証拠を示めしてほしい。それと金額
も。

912
日本原電の経理
的基礎

（提案-6）原電の財務状況の改善
原電は現在原発が停止しており，ほとんど収入がない状況である。更に東海第二原発を再稼働する為に，東電等から多額の資金を借りようとしている。この様な借金
漬けの中で原発事故が起こった場合，周辺地域の人々にどの様に補償しようと考えているのか？また，多額の借金を返す為にJCOの様に安全対策を無視した事業
効率化を行い重大事故に結びつく可能性が非常に高い。会社が膨大な借金を抱えて倒産する前に組織を抜本的に考え直し廃炉事業に特化するなどした方が社員の
為にも地域の住民にとっても良いと考えられる。

934
日本原電の経理
的基礎

４　規制庁は，日本原電の経理的基礎について東海第二の安全対策工事に要する資金の確保状況のみを審査し，再稼働後の経理的基礎に関しては保安規定の審
査時にそれなりの審査を行うと説明しています。しかし，経理的基礎は設置変更許可時に確認すると法定されている以上，保安規定審査時の確認は嵩が知れていま
す。東海第二は再稼働したとしても，テロ対処施設設置費をも考慮すると，次項の試算によれば高コスト電力（１４円超）になります。そのため，コスト削減策の強行や
販売不振と言った場面が想定されます。例えば，長期的に見れば再生可能電力が伸びる中で，割高な東海第二の電力はいつまで売れるのか。高い電力を無理して
販売し続ければ，電力を通じて家計を圧迫し又工場のコスト増をもたらします。販売不振に陥れば，延長運転期間中に破産といったことも想定され将来の放射能の管
理が懸念さます。他の電源との競争のために無理にコスト削減に走れば，定期点検の形式化や更新機材の先送り，下請け単価の切り下げによる人材難などをもたら
し，この側面から原発の危険性を大きくします。東海第二原発の再稼働後の経理的基礎の脆弱性は累卵の危険をもたらす大きな問題をはらんでいると思います。県
において十分なご検討をお願いします。
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

939
日本原電の経理
的基礎

4 経理的基礎について
規制庁は新規制基準に基づき基準に適合するための工事費が確保できるかを審査したと説明しました。事故時の保証や廃炉費用などは考慮していないとのこと。さ
らに今後5 年以内にテロ対策費用も500～1000 億かかる予定であり，現時点での合格には納得いかない。

２．「経理的基礎」がない／東電からの資金支援は論外
原子力事業者の「経理的基礎」は，審査の項目の一つですが，日本原電に経理的基礎はありません。
日本原電は，敦賀原発１・２号機，東海第二原発が動いていた2003～2010年の純利益の平均は17億円で，東日本大震災以降2011年～2017年の平均は25億円の赤
字です。
2012年以降，発電量はゼロですが，東京電力，関西電力，中部電力，北陸電力，東北電力から，毎年1,000億円以上の電気料金収入を得て，延命しています。その額
は，総額7,350億円にものぼります（2012～2017年度）。すなわち，日本原電の延命のための資金を，日本原電から1Whも買っていない全国の電力ユーザーが負担し
ているのです。なかでも最も高額の基本料金を支払っているのは東電であり，その金額は2011年度～2017年度は累計3,228億円にものぼります。この不明朗な実態
自体，問い直されるべきでしょう。
とりわけ東京電力には，多額の公的資金が注入されており，本来，賠償や廃炉に全力を注がなければならないはずです。1Whも電気を買っていない日本原電に巨額
の電気料金を支払い続けていることは，国民や被害者に対する「背任」行為なのではないでしょうか？　ましてや，これ以上の財政的支援など論外です。

３．「債務保証」？「電気料金の前払い」？
原子力規制委員会は，日本原電に対して，債務保証の枠組みとして，だれが債務保証を行うのか，その意思はどうかについて，書面で示すことを要求しました。日本
原電は2018年3月14日付で，東京電力と東北電力の二社に対して，支援の意向を文書で出すように求める書面を提出しましたが，ここで，債務保証のみならず「電気
料金前払」という言葉を入れました。
この経緯は定かではありませんが，みずほ銀行などのメガバンクたちは，債務保証をつけた融資にさえ二の足を踏んだ可能性もあります。いずれにせよ，日本原電が
たとえ震災前の経営状況（平均17億円の黒字）に回復でき，それをすべて返済にあてたとしても，安全対策費1740億円を返済するのには100年以上かかることになり
ます。

1005
日本原電の経理
的基礎

原電の経理的基礎について
東海第二の安全対策費用が従来想定の2 倍近い3000 億円になる見通しとの報道がありました。さらに支援する電力会社にも変更があるようです。規制委員長は大
筋で変わらなければ，再審査の必要はないと記者会見でのべましたが，納得できません。県のワーキングチームでは対策費増額の理由，経理的に大丈夫なのか十
分に検討して頂きたい。

1045
日本原電の経理
的基礎

質疑の中では，経理的基礎についてのやりとりがありました。８５ページには「１７４０億円の借入金の見込みを確認した」とあって，結果的に問題はないとなっていま
す。しかし，テロ対策費用の質問では５００億から１０００億かかるのではないかという質問に対して「それほどかからない」というような回答は全くありませんでした。つ
まり，５００億から１０００億余計にかかるということなのでしょう。しかし，そうであるならば２２００億～２７００億円，３０００億円近い経費は誰が用意できるのか，そして
その金額は再稼働後に原電が回収するのに何年かかるのか，２０年延長で延長した期間にどれくらいの収入があるのかが本当に検討された結果なのかは全くわかり
ませんでした。規制委員会として，きちんと具体的な金額について説明できないと「新規制基準に合格した」の信頼性は低下します。
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5つ目，費用，経済面について
　当面の運転再開にかかる工事費用だけではなく，運転中の安全にかかわる費用，また十数年後には廃炉になるのですから，そこから先数十年かかる廃炉作業にか
かる費用までまかなえるのでしょうか。資金がなければ安全も保てませんが，新規制基準に廃炉まで含めた資金面での基準が入っていないのは安全を考慮に入れて
いない証拠です。また，重大事故が起こる可能性は示しているのに，重大事故が起こった際の処理費用などの諸費用が見積もられていないのはなぜでしょうか。
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日本原電の「経理的基礎」について
日本原電の「経理的基礎」の問題についての十分な検討が重要と考えます。
それは，仮に再稼働した場合に安定的に安全に稼働できるのかという問題と，事故を起こした場合の賠償の問題や，廃炉にする場合においても安全に実施できるの
かというさまざまな問題にも関って来るからです。先般の，県の住民説明会において，規制庁から「重大事故等対処施設他設置工事に要する資金は，合計約1,740億
円」と説明されたばかりなのに，最近のマスコミ報道によれば，必要額は3,000億円規模に膨らむということが明らかにされています。（2019/3/7 20:00日本経済新聞
電子版）https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42156090X00C19A3TJ1000/
国がテロ対策のための施設の建設なども求めた結果として膨れ上がったものととれますが，それのみでなく，いわゆる「上ぶれ」によって，対策費が膨らんだ部分もあ
るのでないか。いずれにしても，住民の誰もが驚いています。マスコミ各紙で大きく報道されているにも関らず，日本原電は茨城県に対して説明に来ないし，茨城県とし
ても説明を求めていないということを，3月13日に開催された，防災環境産業委員会を傍聴して知りました。日本原電および，もともと支援を行う事を明らかにしていた
東京電力，東北電力はもとより，新たに支援することが伝えられた関西電力，北陸電力，中部電力の三社にたいしても，支援する意図などを聴取し，県民に説明して
いただきたい。

原電に経理的基礎がない問題
先日の県主催の東海第二審査に関する住民説明会では，規制庁の答えはこうでした。
「資金を確保できるかどうか，借入金調達の見込みがあるかどうかだけを審査し，稼働後の運転資金は確認していない。運転の安全のコストは審査の範囲ではない」
と。再稼働してから先のことには原子力規制委員会に責任はない，としています。
経理的基礎に問題がないと審査で結論づけたのは，東電などが債務保証をすると言ったことをもって資金が確保できると判断したに過ぎません。
原電の経営は厳しくて資金回収の見込みは薄く，廃炉費用まで捻出できる見通しは暗いものです。その上事故が起きた時の賠償の力は，保険金のわずか１２００億
円以外に全く用意していません。
電力の不安やら国策やらと理屈をつけて再稼働を正当化する声もありますが，事業者の経営に安定性も将来性もなく，安全対策の信頼性も揺らいでいるという事実
は消えようがありません。
３月２日の報道によれば，原電への電力各社による資金支援の計画案が明らかになりました。１７４０億円とされていた安全対策工事費は２倍近い約３０００億円に膨
らみ，東京電力が３分の２に当たる約１９００億円を支援すると。これに，東北電力のほか，中部電力，関西電力，北陸電力の３社も支援することが柱です。
資金の出どころは大半が銀行で，再稼働前は約９６０億円を東電が「迂回融資」を受けて融資します。ほかに東北電力が自己資金から２４０億円を出資します。原電
は，再稼働後は銀行からの１８００億円の融資を受けるとしていますが，その債務保証を東電が９６０億円，その他の４電力会社が８４０億円です。

東電は，原電が再稼働できなければ１９００億円の負債を抱えることになりますから，被災者に対しても株主に対しても説明責任があります。
 再稼働時期は，当初は２０２１年３月としていたものの，２０２３年１月にずれ込みました。となると動かしてもわずか１５年です。それに１年に１回程度３ヶ月ほどの定期
検査で止まる期間を入れればますます動かす期間は短くなり，回収できる利益も減ります。
そしてまた，周辺自治体から再稼働の了解を得られるめどは立っていません。自治体の同意を得られず，廃炉になった場合，東電などは巨額の損失を被る可能性が
あります。東電は，国費投入で実質国有化されています。にもかかわらず，被災者を見捨てて支援を打ち切り，その一方で，再稼働が見通せない他社の原発を支援
するというのですから，そんなことは社会正義の上からとても許されることではありません。
　そもそも，原電は発電した電気をいくらで売れば借金を返せるのでしょうか。その額を規制庁は試算もしないまま認可しています。東電は，原発は安い電気だ，として
経済性を主張してきましたが，安いことはありません。その上このままでは割高な電気を買うことになります。また，中部電力や関西電力，北陸電力は，電気を買わな
いのに支援をします。支援する理由が成り立ちません。
　このように財政の健全性が見通せず，経営の不安定な事業者でありながら危険極まりないものを扱うなどということは，一般常識ではとても認められるものではあり
ません。
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③経営財務基盤については，どこが審査するのか。県としても，検証しないのか。
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【１】日本原電の経理的基礎について
原子炉の運転を申請する者に経理的基礎があるかどうかは，炉規法にもとづいて規制委員会の許認可業務のひとつであることから，規制委員会の許認可と説明会
を受けた上での今回の県の意見募集の項目「事業者の安全管理方針に関するご意見」として，規制委員会の審査に対して県の理解および考えをお聞きすることとす
る。
１．「その者に経理的基礎があること」の趣旨
原子炉等規制法は「原子力災害を防止し，公共の安全を図るために必要な規制を行い，もって国民の生命，健康および財産の保護，環境の保全に資すること」を目
的として第４３条３の３の６第１項第２号「その者に発電用原子炉を設置するための技術的能力及び経理的基礎があること」を定め，「いずれにも適合していると認めら
れるときでなければ許可してはならない」としている。
そのことは，更田委員長の次の発言に率直に表明されている。「安全に係る規制当局としては，安全上の充分な投資ができない主体に対して，原子炉のような潜在的
に大きなリスクを抱える施設の運用を認めることはできない」（平成３０年３月２０日規制委員長定例記者会見）
また，国は「経理的基礎に係る部分の趣旨は，原子炉の設置には多額の資金を要することに鑑み，原子炉設置者には原子炉の設置，運転をするに足りる十分な資金
的裏付けがあることを要することとし，これを欠いた場合には事業遂行の基礎そのものを失う」「経理的基礎があることを要件とした趣旨は，原子炉の設置には多額の
資金を要することにかんがみ，原子炉設置許可申請者の総合的経理能力及び原子炉設置のための資金計画を審査することとしたもの」としている（平成２６年４月３０
日東海第二原発運転差止訴訟，国第５準備書面）
法は，炉規法適合性の審査にあたっての経理的基礎の審査は，「申請者その者に」「事業遂行の基礎となる十分な資金的裏付けがあること」「資金計画」「総合的経理
能力」があることを審査することとしている。

２．東海第二発電所の経理的基礎審査の経過
しかるに，規制委員会は東海第二発電所の審査過程で次のような発言をしている。
１）「日本原電のようなケースは制度的に想定していない申請だ」
①設置（変更）許可における経理的基礎の見方は，日本原電のようなケース（借入先から債務保証を求められるようなケース）を制度がそもそも想定していなかったと
想像される。
②明確なものが制度の中に埋め込まれていない。設置許可段階では細部を定めていない。
③だから，審査は「外形的判断」にならざるを得ない。
（以上，平成３０年４月１１日および同年３月２０日規制委員長定例記者会見）
２）「仕組みに限界がある」
また，工事資金の調達に関して第三者（東京電力）が現れたことに対して
①申請書はあくまで日本原電が表明するもの。
②申請書の工事資金に対して第三者（東京電力）が現れた。
③外部の文書として債務保証するという者の確認をどうするかは決まっていない
④申請者以外のところを巻き込んでというのは設置（変更）許可という仕組みでは限界がある。（平成２９年１１月２２日規制委員長定例記者会見）
３）「事業遂行の将来の安定性は許可とは別次元」
日本原電という社（法で言う「その者」）の将来の安定性は
①規制当局の持つ役割はあるが，
②事業全体を所管する経産省の責任でもある。
③電力事業者全体の問題でもある。
（平成２９年１１月２２日規制委員長定例記者会見）
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３．審査
１）審査の過程において，規制委員会は，過去の借入れにおいては取引銀行から受電電力会社による債務保証が融資条件とされていたことから，申請者に対して借
入れによる調達の見込みが確認できる書面を示すよう求めた。これに対し申請者は，東海第二発電所の受電電力会社である東北電力株式会社及び東京電力ホール
ディングス株式会社が資金支援を行う意向を表明した書面を提出した。これにより，本件申請に係る工事に要する資金のうち，借入金による調達の見込みがあること
を確認した。
２）経済産業大臣に対して，東京電力が日本原子力発電に対して資金協力を行うことについて，東京電力を監督・指導する上で支障とならないかについて見解を求め
たところ，経産大臣は「資金的協力を含め，東京電力の経営判断のあり方は，原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の趣旨及び新々・総合特別事業計画の内容に照
らして問題はないものと考えている。」との見解を示した。
３）しかし経産大臣は「よほどのことがない限り，個別の経営判断には立ち入らない」と読めることから，規制委員会として（その者に経理的基礎があるとする）「判断の
合理性」に関しては「東京電力自身に（社会に対する）説明責任がある（規制委員会には説明責任がない）こととした。
４）申請者における総工事資金の調達実績，その調達に係る自己資金及び外部資金の状況，工事に要する資金の額，調達計画等から，工事に要する資金の調達は
可能と判断した。このことから，申請者には本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認められると判断した。

４．審査は法第４３条の３の６第１項第２号から逸脱した審査であり過誤・過失行為である。
第一に，１．の通り，法が要件とする「経理的基礎」を「工事に要する資金の調達」とすることは恣意的で，法の趣旨に反している。法は恣意的な解釈よる行政審査を容
認しない。
「原子力災害を防止し公共の安全を図るために」「必要な規制」が行われる。原則禁止のものを許認可をもって，その者にその設置・運用を「許可」するにあたって，「そ
の者に経理的基礎があるかどうか」は法の要件となっている。公共の安全に関わる許認可である以上，その設備の工事資金が調達できるかどうかだけでなく，果たし
てその事業が継続できるかどうかの事業計画が，そして借入による資金調達であればその返済が可能かどうかが審査されるのは法が要請する当たり前のことであ
る。
法第４３条の３の６第１項第２号経理的基礎の要件が「工事に要する資金の調達」だけに限定されるなどという規定はどこにもなく，裁量権を越えている。
借入調達に限ってみても，当然にもその資金の借入が妥当なものかその「返済」計画が審査されるのが当然である。さらに廃炉措置までを安全に全うできるのかどう
かの見通しが許可段階で検討されるのが当然である。
第二に，行政手続法からしても，行政庁が申請により求められた許認可をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的基準（審査基
準）を設定（第2条・第5条）し，原則として公にしておかなければならない（第５条第２項）。
しかるに，自ら「日本原電のようなケースを制度がそもそも想定していなかった」とか「明確なものが制度の中に埋め込まれていない。設置許可段階では細部を定めて
いない」とし，意味不明の「外形的審査」なるもので法に適合しているとする審査は行政手続き上も逸脱している。

第三に，「その者」に経理的基礎があることの審査を行わなければならないところ，「総工事資金の調達実績，その調達に係る自己資金及び外部資金の状況，工事に
要する資金の額，調達計画」を審査したとするが，申請書自体がほぼ白塗りであり，審査過程も明らかにされていない。規制委員会の存在意義としていた「透明性・公
開性」の原則を根本から放棄したもので，規制委員会設置法にも反する。加えてパブリックコメントに対してもなんらの回答説明もないまま許可がされた。このような審
査は無効であり，法の「その者に経理的基礎がある」と判断したことの合理性は認められない。

第四に，第三者の資金支援の「意向」をもってその者に経理的基礎があると判断するのは法からの逸脱である。
第五に，公共の安全（国民の生命，健康および財産の保護，環境の保全）を図るために「規制」が行われ，法の規定に従って規制当局が法への適合性を審査し許認
可を行う以上，その審査判断の行政行為の直接的責任は規制当局にあって，経産省とか電気事業連合会にも責任があるなどと言って責任を転嫁することはできな
い。経産省は日本原電はすでに法改正で届出制になっており「事業全体を所管する」と言ってもすでにその権限をもっておらず，日本原電の将来の経営安定性につい
て責任を負う立場にないと明言しており，炉規法にもとづいて許認可を与える省庁が規制委員会にある以上，その許認可判断の合理性については規制委員会が負う
べきである。
行政庁の処分の「判断の合理性」の説明責任が行政庁になく，第三者（東京電力）にあるなどとする処分は法の適合性を審査した行政庁としての責任を放棄したもの
であり違法である。
以上の通り，規制委員会の審査は法の趣旨を恣意的に解釈して，法が要求している「その者に経理的基礎があること」の審査を行わず，また具体的審査基準もなく審
査内容も透明・公開でないという手続き上の瑕疵からしても，炉規法の適合性審査には重大な瑕疵があり，規制委員会の設置変更許可処分は無効である。
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５．日本原電の経理的基礎事実
１）金融機関が第三者債務保証を要求しているという事が示す客観的事実
土地・建物など固定資産の全てを借入担保に提供し，さらに現預金１４１億円のうちの８０億円も銀行担保にとられている財務状況の中で，過去の有利子負債が１,６４
０億円で，さらに新規制基準適合性工事のための１,７４０億円の大半を借り入れようとしても銀行貸付融資は困難であるのは明白であり，すでに第三者債務保証を求
められているという事実および実際に融資を行う銀行がないという事実を規制委員会は審査において客観的に評価して審査しなければならない。また，銀行にとって
東京電力は債務保証の資格がないという判断（融資審査）についても同様である。
加うるに，放射能に汚染された建物・構造物および低レベル廃棄物汚染物質を埋め立てている土地については，すでに法的にも「資産除去債務」として認識されてい
る通り「資産価値」はなく逆に「費用を生む資産」であり，原子力施設の土地・建物は一般担保価値がない。従って現預金しか実質的担保力はない。貸借対照表上，債
務超過に近づく経営状態の中で，第三者債務保証なくさらに１,７４０億円を貸し付ける銀行があるとは到底考えられない。
次の通り返済計画，返済能力は無いに等しい。

２）返済能力
仮に工事資金１,７４０億円の大半を調達できたとしても，さらに５年以内に特定重大事故対策費が５００億円から１,０００億円を要し，その返済は東海第二発電所を２０
年運転しても困難なのは明らかである。敦賀２号機の再稼働の見通しが立たない中で，過去の借入１,０４０億円および新規借入１,７４０億円，および５年内にさらなる
資金調達で合計３,５００億円近い借入を返済するとなれば，年平均１７０億円近くの内部留保（キャッシュ）を出して返済してゆかざるを得ない。減価償却も巨額になり
経常利益を出すのは困難である。過去，東海第二と敦賀２号の運転で２０億円前後の純利益実績しかない会社が，減価償却費を考慮しても毎年１７０億円の内部
キャッシュを留保して返済に回すのは困難である。
申請者の白塗りの事業計画書（見通し）あるいは返済計画を規制委員会はどのように審査したのかはまったく明らかにされていない。通常の許認可では事業を行って
も採算性・継続性に合理性が認められない場合は「行政指導」が行われるが，それが行われた形跡も見当たらない。
３）東電らの資金支援は貸し倒れが明らか
東京電力らの「資金支援」は「増資」でない以上，貸付ないし料金前払いであれ，独立した法人間の債権債務上の返済義務を負うが，上記の通り２０年の運転後であ
れ返済できる見込みのない資金支援はいずれ東電らの「貸し倒れ損失」となる。そうなれば福島原発事故の廃炉・賠償の責任を全うするという「新々・総合特別事業
計画」に支障を来すことは明らかであり，そうなった場合の規制委員会ならびに経産大臣の行政責任はあらかじめ明示されなければならない。
東京電力による資金支援の理由である「安い電力の確保」も，日本原電の経常収支上，また総括原価方式も制度的になくなり市場競争に曝される以上，実現する見
込みは全くない。従って東京電力に説明責任があろうとも，判断した規制委員会の責任は免れない。

４）廃止措置費用も内部留保できない
上記の通り，借入（ないし資金援助）が困難であるばかりか，運転終了後の廃炉措置資金さえ（貸借対照表上はともかく）キャッシュとして残る可能性は少なく，安全に
廃止措置が完遂できる保証がない。これは「事業遂行の基礎そのもの」を失い，「もって国民の生命，健康および財産の保護，環境の保全に資すること」ができなくな
ることから，廃止措置は廃止措置の段階での認可と言おうが，廃止措置を安全に行うための規制要件を支える経理的基礎の条件が失われている場合，そのような事
業の許可をした規制委員会の行政責任は免れない。また東海第二発電所は東京電力との「共同開発品」という理由をつけて東京電力が廃炉費用を負担する場合に
おいても「新々・総合特別事業計画」に支障を来すことは必至である。
５）損害賠償能力および「将来の安定性」について
２０年運転期間中に何らかの事故を起こした場合，その時点で収益性は途絶するばかりか，損害賠償能力は自己資金留保がない日本原電にあっては責任保険契約
１２００億円の枠組み以上にはない。原賠法はあくまで無過失・無限責任，事業者責任集中が原則であるにもかかわらず，住民説明会で賠償能力を問われた日本原
電は「これを超えた場合，あとは国が面倒見てくれる」と発言している。このような無責任な会社が危険物を内包する原子炉を運転する資格はない。原子力委員会原
子力損害賠償制度専門部会は次のような懸念を表明している。「平成２６年度の電気事業法の改正によって電力会社が発電事業を廃止，法人を解散する場合に，経
産大臣に届出を行えばよいこととされたことから，法律上は，原子力事故を契機として会社更生法手続等の法的整理を原子力事業者自身が選択する可能性を否定で
きない」と。
以上の点から東海第二発電所の運転を申請した日本原電は「その者に経理的基礎があること」という法の要件を満たしておらず，規制委員会の審査は法に則してお
らず恣意的であり，設置変更許可処分は無効であると考えられる。また茨城県としても事故災害時に県民の生活の補償等の行政責任が全うできないと考えられる
が，茨城県はどのようにお考えか見解をお聞きしたい。
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【事故時の補償】

451 事故時の補償

２．原電は大事故に対して補償する財政的基盤がない。
再稼動する資格に欠ける。
規制審査に以下を含めるべき
①事故の際の補償の経済的，社会的補償の確約と根拠

670 事故時の補償 賠償，補償

724 事故時の補償 事故後の保障　住む場所，職場等をうばわれること

811 事故時の補償

「安全を担保するものではない」という事であれば，この結果を受けて「安全」と取るか「安全ではない」と取るかは受け取り手次第という事なのだなと理解しました。
つまり，この結果を受けて勝手に「安全」と判断して運転して事故を起こしたら，再稼働を決めた県と東海村，日本原電の責任という事になるのですね。再稼働を決め
る時には事故時の補償をどうするのか，誰が（どこが）お金を出すのか，どこまで誰に出すのかきちんと説明してからにして下さい。おそらく県内のみの被害にはどどま
らないはずです。責任重大ですね。福島のようにどんどん補償をカットされるようでは困ります。

815 事故時の補償 ③保障体制が不充分

880 事故時の補償

① ＜住民説明会の趣旨＞について
この趣旨をかいつまんで要約すると，茨城県の東海第二発電所の再稼働に対する前提条件は2 つあり
ひとつは「安全性の検証」ともう一つは「実効性のある避難計画の策定」と読める。
当月13 日常陸太田市で行われた説明会の質疑応答において，質問者から「絶対安全か？」との問いに，規制委員会の返答は「絶対の保証ではない」趣旨の返答で
あった。
現在の科学技術の知見での評価しか出来ないので重大事故のリスクを少なくすることは出来るが，”リスクが無い”とは言えず，至極当然の返答であろう。
それが故に，リスクを減らすための安全対策の施策と避難計画も必要と云うのも当たり前のことだ。
その上で，県の趣旨に示す「前提条件」対し意見を述べたい。
我々が社会生活する上で，重要な条件は
ａ）安全な環境であること
ｂ）今の生活または同等の生活が持続できる
ことと考える。
このことから，事故時において生命・健康を守るための避難計画はａ）の項に該当する。しかし，現在の生活を継続するためのｂ）項に対する策が抜けていると思われ
る。
報道などによる福島の現状を見ると，避難生活により個々人の生活が破壊され悲惨である。
また，有形無形の個人の財産が失われ，その補償も十分ではないし，その交渉も個人のおおきな負担になっているようだ。
国家の方針及び運転許可の基で原子力発電所は稼働されている。その結果生じた事故は人災である。この様な観点からも事故時における「ｂ）今の生活または同等
の生活持続」について，国及び県・市町村が被害者を補償し，支援する制度設計の策定が必要であろう。

905 事故時の補償
単なる口約束ならどのようにも変更する。いざ事故が起きた場合この東京電力はいくらの金額，東北電力はいくらの金額を確約したから認可したという証拠，文書は
あるのか。あったら茨城県６市村と茨城県に示めすべき。公表できないのであれば我々は信用できない。

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

978 事故時の補償

４．事故の際の賠償は？～「最後は国が補償」として事業者責任を放棄
前述のように，日本原電の財政状況は「火の車」状況です。万が一，原発事故を引き起こしても，賠償の備えは全くといってよいほどされていません。
現在の「原子力損害賠償法」では，原子力事業者が事故前に保険などで備える賠償金（賠償措置額）が1200億円となっています。しかし，東電福島第一原発事故で
は，現時点で見積もられているだけで７兆円をこす賠償金が発生し，この賠償措置額を大きく上回りました。除染や事故収束にかかる費用も入れれば政府試算で21.5
兆円とされており，この額はさらに上振れするとみられています。
日本原電も，少なくとも7兆円の賠償に備えるべきでしょう。
しかし日本原電は，今年３月7日の住民への説明会で「最後は国が補償する」と発言。事業者としての責任を放棄しています。

３　賠償の不可能
原発事故直後，東電の勝俣会長（当時）が被災地を訪れた。そこに，住民の一人，５０代位の女性が，目を真っ赤に泣きはらしながら，「絶対安全と言ったじゃないです
か．」と詰め寄った。そして，話が賠償問題に及ぶと，会長は，「賠償法に従って，誠心誠意賠償して参ります。」と言って，くるりと背を向けて去っていった。これは，テレ
ビで映り，多くの国民が見た。賠償法がザル法である事は，その後の報道によって，明らかになるが，会長はそのザル法によって，するりと修羅場をすり抜けて行った
のである。ザル法で「誠心誠意」賠償して何になるだろう。多くの住民が，当初から満足のいく賠償に至らず，泣き寝入り状態になっている。そもそも東電はずっと「絶対
安全」と住民に説明して来た。それが「想定外」の事態になって，そうでなくなった，と平然と言い訳する。絶対安全とは，絶対安全だからこそ，絶対安全ではないのか。
安易に絶対安全という言葉を使うな。しかも，絶対安全に見合うような対策もしていない。これは，はっきり言って，詐欺である。先日，３月２日　NHKニュースによれば，
東日本大震災と福島第一原発事故後をあわせた震災関連死は，２０１８年９月末までに，３０１７人にのぼった。その６割の２２５０人が福島県だった。特に，福島第一
原発近くの双葉郡や南相馬市を含む９市町村が多かった。このうちの死者１９５人について，遺族にアンケート調査をした所，平均転居回数は６．７回で，孤独になり，
棄民のような状態になって，そのストレスなどから，６割の人が体調を崩して，脳や心臓，肺を患い，死に至った。さらに，４番目が６％をしめる自殺者１１人という衝撃
的なものだった。これらが原因となって，福島県においては，震災関連死が震災直接死を大きく上回った，という。

今も，東日本大震災と福島第一原発事故をあわせた避難民は，５万人を超えるという。その中には，どれだけ多くの原発事故避難民がいることだろうか。この原発事
故に報いるには，無限賠償しかない。そしてそれは，東電の百年の富をもってしても，償えないものであろう。何故なら，多くの住民の願いは，失われた故郷や生活を
元に戻して欲しいという，たったそれだけの，しかし，絶対不可能な事だからである。それをザル法で済まそうとしている。これはもう，東電と国が一緒になった巨大な詐
欺であり犯罪である。これを誰も裁こうとしない。さらに，原発事故現場の復旧に当たった作業員たちの問題がある。事故が起きて，２０１１年だけでも，全国の建設現
場や原発から２万人の作業員が集められた。中でも，事故直後，極めて高い放射線量の中で，命の危険と闘いながら，事故収束に当たった５０人は「フクシマ５０」と呼
ばれ，世界中から称賛され，英雄視された。その後の健康状態を心配していたが，彼らは今，「十分な治療を　受けるのに休日を取ろうとすると，会社から解雇される
ので，治療も受けられない」という。当時，事故現場の放射線量は，極めて高くて，法律では作業してはならない高さだった。それを，特例で，作業できるようにした。そ
の後の健康を，勤務先などを通し，全面的にフォローするのは，国や東電として，当然の使命ではないか。それを，放射能許容限度近くになったら解雇し，何の連絡も
しない。何の支援もしない。この様な使い捨てが，果たして許されてよいのだろうか。

国や東電は，どうしてもっと積極的に前に出て，賠償や支援を行わないのだろうか。事故から８年，使い捨て状態の中で，膨大な数の作業員が作業に当たり，被爆して
きた。彼らは今，被曝した事を隠し，世の中から隠れるようにして生きている。そしてまた，被曝して全国に散って行った多くの住民も，これからも，ずっとそうなるのかと
思うと気の毒でならない。そして，被爆が，一旦周りの人たちに知れると，「あっちへ行け，こっちへ来るな」とか「賠償金をいっぱいもらったやろ」，などとそんなものは
賠償のばの字にも当たらないのに，容赦ないバッシングにあう。これが今日の日本の実態である。車で，こちらの不用意が原因で，相手の車を大破させたら無限賠償
する。元に戻すのは当然ではないか。原発事故も,同様である。その様な賠償意識の欠落した，そして，ザル法で済まそうとする東電以下各地の原発事業体や国に，
どうして危険極まりない原発を運転する資格があるだろうか。更にまた，東電の社長は，「安全は部下に任せていたので，自分は無実である。」などと言う。部下の非を
自分の責任として受け入れるのは，社長として，当然の使命であるのに，これでは，地下鉄サリンの麻原と同じではないか。怒りを通り越して悲しくなる。
賠償意識の欠落した原発事業体にとって，無限賠償などどこ吹く風，そんな企業風土の日本に，どうして，危険極まりない原発が，受け入れられようか。

1001 事故時の補償
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【事故時の環境・住民への影響】

317
事故時の環境・
住民への影響

　原子力規制庁という名前でいろいろ審査をやっていただいているんですけれども，実際にやっていることは，原子力推進庁の役割を果たしているのが現在の規制庁
さんではないかと。審査されているのが，原子炉建屋の構造や安全性，そういうことに絞った審査をやっておられるわけですけれども，原発というのは発電所だけで存
在するわけではなくて，その立地環境も含めて原発をどうするのかということを考慮することが非常に重要な内容だと思うんです。東海第二原発というのは，常識的に
は原発が存在してはいけない。そういう環境のもとに運営されてきた原発だということですよね。ですから，今，東海第二原発があるという地域的な特性が，100万人近
くが数十キロ圏に住んでいるという，もともとそういう環境の中に新たに原発をつくるということを考えれば，誰もがノーという結論に達せざるを得ない，そういうことだと
思うんですね。
　だから，そういう環境を無視して，ある原発の再稼働を審査すればいいんだという姿勢そのものが非常に大きな問題を含んでいるんではないか。ですから，我々は，
審査の結果，安全性を保証するものではないし，規制基準に沿って合っているかどうかを審査しているだけだと，そういう言い方をされていますけれども，田中委員長
もそうですし，更田委員長もそうです。規制委員会は原発の安全性を保証するものではないと。そういう姿勢で本当にいいのか。それでも審査をして，原発を動かしま
すよということで，我々は絶対納得はできないと思うんです。そういう点について，規制庁の見解をお聞きしたいと思います。

368
事故時の環境・
住民への影響

福島のように，帰れなくなってしまうことが心配です。

449
事故時の環境・
住民への影響

事故発生時の放射能拡散による健康被害

463
事故時の環境・
住民への影響

　私も30キロ圏内に住んでいる者なんですけれども，質問させていただきます。
　私たち住民にとっての説明会の最大の胆は12ページのスライドだと思うんです。ここが結局は胆だと思っています。福島第一原発の事故を受けて，想定外は起こり
得るという発想で，こういった形で起きたときにどういうふうに対策をしていくかという順序で対策を考えられているというのは一定の合理性があると考えております。
　ただ，一つだけ，私たち住民からして足りないと思っているのは，一番右の放射性物質の拡散をできるだけ抑えるための対策がもしうまくいかなかったときに，果たし
てどういうことが起こるのか。これが全く見えてこないというのが私たち住民の最大の疑問かなと私自身は思っております。
　ですので，もし仮に規制委員会のほうで，これを抑えられなかったときに，例えばどういうことが起こるのか，恐らくこれも幾つかシミュレーションができると思います。
例えば，福島原発並みのひどい重大ケースが起こるのか，それとも軽いケースで済むのか，それとも真ん中のケースなのか，具体的に東海原発から30キロ圏内で放
射線量がどういうふうに推移していくのか，もしそのシミュレーションをしているのであればお答えいただきたいと思います。

　結局，起こり得るということだと思います。今後説明するときは，そういったシミュレーションも同時に示していただかないと私たちは判断できないんですよ。コミュニ
ケーションとして完全に成立していないので，その先にどういうことが起こるのかというのをセットで示していただきたいと思います。

489
事故時の環境・
住民への影響

もし事故があった場合，放射能が飛散する際のシュミレーションを知りたい

528
事故時の環境・
住民への影響

・重大事故が起きてしまったときに起こりうる事象をきちんとシミュレーションしてほしい。

607
事故時の環境・
住民への影響

・放射能の環境中への拡散と汚染，被ばく

668
事故時の環境・
住民への影響

住民の被ばく防御，健康被害

686
事故時の環境・
住民への影響

立地条件

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

798
事故時の環境・
住民への影響

平成31年2月2日開催（場所：日立シビックセンター）「東海第二発電所の新規制基準適合性審査等の結果に係る住民説明会」に参加しました。意見は以下の通りで
す。
●説明資料50～52ページ「放射性物質の放出を想定⇒放射性物質の拡散をできるだけ抑えるための対策」の「できるだけ」という文言に違和感を感じています。資料
3ページの参考欄に，「放射性物質（セシウム１３７）の放出量が１００テラベクレルを下回ることを要求。本施設の場合，7日間で最大約18テラベクレル・・・」と記載され
ているが，この放出量が「３０km圏内の住民９６万人」へどのような影響がでるのかを具体的・定量的に説明してほしい。

832
事故時の環境・
住民への影響

（２）事故時における放射性物質の放出状況
　東海第二の安全性に関わる基本的な情報として，重大事故によって放出される放射性物質の一つとして，セシウム１３７が７日間で最大約１８テラベクレルと評価し
ている。これによって，程度は確定できないものの，人が被ばくし環境が汚染されるため，事故事象の継続時間，施設外へ放出されると放射性物質の種類，量，濃度
等（放射性プルームを含む）並びに屋内・屋外の住民がどのくらい被ばくすると評価しているかを知りたい。

952
事故時の環境・
住民への影響

２．逆転層気象を考慮に入れた被曝評価
福島事故を教訓として，苛酷事故の発生と放射能の放出は起るものとして安全対策をすることとなりました。ところが，放射能放出への対策は，放水砲などで拡散を抑
えるというのみで，どの程度抑えられるのか，住民の被曝はどの程度になるのか，といった最も重要な評価が欠落しています。事業者や国が評価しない以上，被害者
である自治体が何としても住民の被曝評価を実施する必要があります。取り扱う放射能としては，フィルターや放水砲が無効な放射性希ガスのみについて，炉内の全
量が数時間にわたり排気筒あるいは地上から放出されると仮定すれば十分だと考えられます。
問題は気象条件です。規制委は，原子力災害対策指針の策定に資するために，典型的な条件での被曝評価を実施し，５km以遠の住民は避難を急ぐ必要はなく，ま
ず屋内退避をするとの方針を決定しました。この評価で用いられた気象条件は，東海村での観測値とされています。気象観測データの整理と放射能の拡散計算への
適用要領は「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定められています。ところがこの指針では上層逆転層は頻度が小さいなどとして無視されていたり，
接地逆転層発生時の高い大気安定度や静穏気象は拡散式の適用に難があるなどして代替条件で置き換えられており，逆転層気象が考慮の対象からはずされてい
ると考えられます。
接地逆転層の発生は年間の２割の日数に及んだとの報告もあり，決してまれな気象ではありません。この気象では，地表から100～200ｍ上空まで上空程気温が高い
ため上下の対流が起らず，空気が澱んでいます。そこへ排気筒から高温の放射性気体が放出されると，逆転層の境界付近の高度で微風に乗って水平に棚引き，そ
の間に冷えるとともに比重が大きいため次第に降下して，ある程度離れた地点に厚く濃い放射能雲を形成し，その中の人は短時間で致死量に達する被曝をする恐れ
があると考えられます。また，木造家屋では，放射線のしゃへい効果は殆ど期待できません。

以下，順不同にて意見を述べます。
１． 立地に関すること
　新規制基準には，以前はあった「必要に応じて公衆に対して適切な措置を講じうること，集団被曝線量が過大にならないこと」という立地審査の必要条件が欠落して
いる。県独自の検証において，立地に関する審査を行うべき。
IAEAは，原発立地周辺の環境，人口分布，社会資産分布などを評価すべしとしている。そこでは，審査時の状態だけでなく，将来の変化も評価することを求めている。

２．放射線防護の考え方について
茨城県や東海村が当時，原子力発電所の設置を受け入れ誘致した背景には，「重大事故の発生を仮定しても，周辺の公衆に放射線障害を与えないこと」が約束され
ていた。しかし，福島第一原発事故によって広域的な公衆の財産と健康に甚大な放射線障害を与える危険が明らかになった。被害や障害を「与えないこと」に対し，現
在の「可能なかぎり低減する」対策では前提条件がまったく異なるが，県民にどう理解されるのか検証していただきたい。

1108
事故時の環境・
住民への影響

意見② 上記の意見①において，原子力施設内の各種「残余リスク」が存在するならば，その残余リスクが周辺地域住民にまで及ぶリスクを定量的にリスクマップ等で
明示するべきである．そのために県は，事業者および原子力規制委員会と連携して明示に取り組むべきである．
上記意見①で述べた，原子炉施設内で発生する可能性がある残余リスクが，同施設からの距離に関係して，周辺住民に及ぼす残余リスクの割合が変化すると考える
のが妥当である．その中には，風や降雨などの要因で，必ずしも距離関数だけでは当てはまらないものも，含めて説明すべきである．

1079
事故時の環境・
住民への影響
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

1119
事故時の環境・
住民への影響

東海第二原発において過酷事故が発生した場合の，環境に与える影響，特に水を汚染する問題についての検討が必要では
東海第二原発において過酷事故が発生した場合を想定して，広域避難計画を策定する，検討が進めれているものと承知しています。ただ，実効性のある避難計画は
見通しがたっていないということも報じられているとおりです。
しからば，福島第一原発事故によって，福島県はもとより，わが県や栃木県においても，農畜産業，水産業，林業は大きな影響を受けたのは周知のとおりです。東海
第二原発が過酷事故を起こした場合にも同様のことが起きる事は容易に想像できますが，これについて，どう検討されているのでしょうか。聞いた事がありません。
とりわけ，水源の汚染によって，飲料水，農業用水，工業用水が不足する事態に陥ることは想像に難くありません。なかでも，東海第二原発から40km程度しか離れて
いない霞ヶ浦が汚染されてしまうのは避けがたく，飲料水などの確保は極めて困難になることは明らかであり，深刻な問題になることは議論の余地は無いと思いま
す。

3-2-149



【事故が起きた際の責任の所在】

2
事故が起きた際
の責任の所在

　今日の説明，大変難しくて，わからないことだらけです。私は，東海第二発電所から約10キロのところに住んでおる者でございます。
　説明でわからないことだらけであったんですが，ただ一つわかったことは，この申請に対して，審査をした結果，基準に適合しているということだけを証明しているとい
うことだけであって，この東海第二が発電をもし再稼働して，100パーセント事故が起きない，起こさないという保証ではないと，そのように理解をいたしました。これま
で，各地の原発事故は全て想定外，今回のこの東海第二発電についても，基準以外のことといいますか，基準を超えたこと，そういうことが起きたときに，果たして誰
が責任を負うのかと。そういうことについて，事故が100パーセント起きないという保証ができるのか，できないのか。できないとすれば，誰が責任をとるのか，そのこと
についてお尋ねいたします。

270
事故が起きた際
の責任の所在

・どこの誰が事故が起きた場合の責任を取るのかわからない。それを知りたい。
・再嫁動する人達が住民の避難に責任を持つべきと思います。

288
事故が起きた際
の責任の所在

２．内容が文章のみでそれが数値上のＯＫ判断がない。設備は数値化出来るが，人災にかかる点は数値化出来ない評価はすべきでない。人にたよる設備は用いな
いで欲しい。責任がとれない設備は稼動して欲しくない。誰が責任を取るのか？

315
事故が起きた際
の責任の所在

　３つ目は，再稼働して，もし事故が起こったときに，誰が，どのように責任をとってくれるのか。

　３番目は，再稼働して万一事故が起こったとき，誰が，どう責任をとってくれるのか。皆さん，ご承知のように，福島は事故が起こってから８年がたつんですけれども，
現在でも避難生活をしている方もいるんですよ。
それから，それと同時に，これははっきりわかりませんけれども，補償が十分でないということで，今，訴訟に持ち込んでいるのが何人もおられるわけですね。幾つも団
体がある。そういうような状態で，事故が起こったときに，保証とか何か，そういうものが，誰が，どう責任をとってくれるのか。そこのところを，規制委員会の人も，この
辺のところは，誰が，どう責任をとるのかというのは明確にしておいていただきたいと思うんですが，どうなっていますかというのが３点です。

382
事故が起きた際
の責任の所在

②事故が起きた場合の責任と保証が不明確

582
事故が起きた際
の責任の所在

他の老朽化した原発は皆廃炉にしているのに，なぜ東海第二原発だけ再稼働するのか？いくら安全対策をしていると言われても100％の安全はない。事故が起こっ
た場合，誰が責任を取るのか？ちゃんと取れるのか？

669
事故が起きた際
の責任の所在

事故発生時の責任の所在，
規制委は事故発生した場合，県民に対し，責任を取ってくれるのか？

711
事故が起きた際
の責任の所在

あとは責任のありかも明確にした方が，来る人のなっとくにつながるとおもいます。

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

915
事故が起きた際
の責任の所在

東海，ひたちなか両会場で東海第二原発稼働延長に係る審査の説明を聞き，東海第二発電所における安全対策に関する意見を送ります。
いずれの会場でも，肝心の審査した新規制基準の妥当性には触れず，自分の行った専門分野の内容をとうとうと述べ立てて終わり，何のための約二時間だったのだ
ろうという印象を持ちました。
福島原発事故が起こって原発の安全神話は完全に崩壊しました。今は原発が稼働する限り原発事故は起こるものと受け止めて対処せざるを得ない状況にあります。
「東海第二発電所の新規制基準適合性審査等（以下適合性審査と略す）」は原子力規制庁の仕事に違いありません。しかし，適合性審査の合格が”地元自治体の事
前了解のもとに”という縛りはありますが，即原発稼働の延長認可に繋がるとなると，適合性審査を単なる原子力規制庁の仕事としてだけ捉えて済ませる訳にはいか
なくなります。東海第二発電所が稼働延長されれば，原発事故を想定せざるを得ない。福島原発事故の後の状況を見守っていて明らかなように，不幸にして原発事故
が起こってしまえば場合によっては全ての生活基盤や財産を失い，故郷さえ捨てざるを得ない結果になりかねないのです。
県は，原子力災害に関し，立法・行政における原子力規制庁を含む国の責任と義務，役割についてどのように把握し理解しておられるのでしょうか。”地元自治体の事
前了解のもとに”という縛りは曲者で，”稼働を事前了解した自治体”である県そして市町村も事故の責任の一端を担わせられることにはなりませんか。本来被害者側
の自治体が加害者側の極めて重い責任と義務の一端を担い住民と接するという微妙な立場に置かれる。県の稼働延長への判断は極めて重い意味を持つと思われ
ます。

923
事故が起きた際
の責任の所在

１．新規制基準に適合したことは絶対安全を保証するものでは無いことがわかりました。このことを明らかにして対応して下さい。万一の時は誰れが責任をとるのでしょ
うか。規制委，事業者，首長，議会，それとも住民？

1089
事故が起きた際
の責任の所在

新規制基準では「福島第一原発事故の教訓を踏まえ」た，とありますが，皮肉にも事故の教訓とはここのことなのでしょうか。つまり，福島第一原発事故以前は原発事
故はまったく想定しておらず，「原発事故は起こらない」としてきたために事故後の賠償や責任追及が起こった。今後原発を動かす際には原発事故を想定しておけば，
賠償や責任追及から逃れることができる。これが規制委員会の言う福島第一原発事故の教訓でしょうか。この数値は重大事故が起こった際の原電や国の逃げ道にな
るということです。これは，その程度の甘い対策しか取らなくても再稼動ができる基準ということを示しています。また，事故の際被災した住民に対しては，原電や国は
「重大事故は起こる」とあらかじめ公表していたのだから，それを承知で周辺に住んでいた住民は自己責任，と言わせかねません。これは茨城県に住むなら自己責
任。原発事故がいやなら茨城県に住むなということでしょうか。

1178
事故が起きた際
の責任の所在

安全を保障されないのであれば福島の事故で，事業者も国も責任をとっていませんよ。
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【上記以外】

12
住民説明会の進
め方

主催者である県の担当がステージに上らず，開会時も閉会時もあいさつしない。開催の主旨説明は，司会者が「代読」というのは，一体なんなのか。次回からは県知
事が出席して県民の声を直に聞いていただきたい。
なお，次回からは更田規制委員長または山中規制委員に出席要請を願いたい。

18
住民説明会の進
め方

県主催の説明会であるなら，会の冒頭に県の担当責任者が壇上に立って，説明会の主旨を述べるべき。その際，避難計画や再稼働の是非について県の取組み状況
について触れて，その問題は別途県民の意見を聞く機会を設けることを検討する旨を述べて，参加者の理解を得る姿勢が必要。
規制委員会の説明は，住民向けの説明という立場に立ってポイントをわかりやすく説明するよう求め，説明時間も長くても４０分程度にまとめる。
以上，２回目以降の説明会から，進行と内容が改善されるよう求めます。

20
住民説明会の進
め方

安全対策はどこまでやるかは，原電の経営との関連でメリット，デメリットを考えると非常に難かしいと思います。いずれにせよ，事故が起こるとその影響は非常に大き
いことを忘れてはならないと思う。
多くの参加者は，具体的な実証内容（審査の妥当性）についてはほとんどわかっていないと思った。

23
住民説明会の進
め方

①説明内容が，多岐にわたる為に，住民にとって，或いは，専門外の有識者にとっても，理解が容易ではない。従って，住民にどの項目をどの程度説明すれば理解が
深まるか，今後御検討下さい。
②上記①の案として，代表例を説明し，詳細は，『参考資料をみて下さい』とすればよいのでないでしょうか。

29
住民説明会の進
め方

参加住民の質問に対して，的を得た答えが得られていない。

32
住民説明会の進
め方

細かく説明してくれたが，むずかしくて，主婦にとっては理解出来なかった。

37
住民説明会の進
め方

住民説明会でとても細から審査結果，説明ありがとうございました。専門用語がたくさんあって，誰が必要とするのかと思っていましたが，反対の方たち（？）がとても細
かく勉強なさってるのでおどろきました。ただ反対するだけの方が多く残念でした。こんなに細かく原子炉容器や敷地内の地図なども出しているのでおどろきました。ご
苦労様でした。〈質問が違うのではないか？と思い方が多い。〉普通の主婦が来たのは間違いだった？でも（それなり）勉強になりました。

39
住民説明会の進
め方

質問時間が短かすぎる。

41
住民説明会の進
め方

詳細まで審査されていること分かりました。

46
住民説明会の進
め方

不充分

48
住民説明会の進
め方

余りも一方的。自分の土俵での主張である。
残っていた質問者の声を聞いて下さい。

50
住民説明会の進
め方

分かり易い説明，資料でした。

No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項
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54
住民説明会の進
め方

分かりやすい説明で良かったです。

56
住民説明会の進
め方

一般向けにかみくだいた説明にすべき。今回はそれがまったくなされていない。

57
住民説明会の進
め方

説明時間が長い
むずかしい説明でした。

59
住民説明会の進
め方

福島第一原発で現在どの様な状態になっているのか。チェルノブイリでは，事故後の状況，危険性を説明するべきではと思います。基準を満たしているばかりで納得
できませんでした。全然安心出来ません。

70
住民説明会の進
め方

０．学術的審査に敬意を表わす。
１．学問を超えた事変は絶対否定できないと意を強くした。
２．原子力事故は，水害，風害の自然災害とは異なる事の比較評価が必要ではないか。

76
住民説明会の進
め方

資料の説明になっただけで残念。もう少し県民にわかる資料であってほしいです。県主催ですのに県の挨拶がないのは残念

77
住民説明会の進
め方

安全対策が充分であることが理解できた。
規制委員会の説明は技術的な内容であり良かった。

81
住民説明会の進
め方

規制庁も県も無責任だ！！

87
住民説明会の進
め方

「確認している」という言葉が数限りなく使われましたが，具体的に何をしているのか，どれくらいの時間がかかったのかも説明されず，確認しているから安全だと言わ
れても不安は解消されない。また資料小さくて見えず，パワーポイントでも見えない所は見えなかった。資料をもっと拡大したものを。

91
住民説明会の進
め方

図が小さいページについては，アニメーション機能で図を拡大する等の対応をしていただければ，見やすいと思います。

93
住民説明会の進
め方

資料の文字が小さいため見えにくい点は，聞いている側のフラストレーションの一因を作ってしまっているように感じました。

95
住民説明会の進
め方

かなり判った。

97
住民説明会の進
め方

説明は１時間以内とし，質問時間を１～２時間とること。

98
住民説明会の進
め方

変更申請書の内容がよく理解できた。
詳細は，東二，ＮＲＣのＨＰで調べます。

100
住民説明会の進
め方

Ｆ１事故の経験が充分踏へた規制と対策が取られていることが良く理解できました。

105
住民説明会の進
め方

内容がむずかしい

118
住民説明会の進
め方

　まず，これだけの質問が出ているのに，住民説明会をやっているわけでしょう。質問を打ち切るというのは少しおかしいと思うんですけれども。
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128
住民説明会の進
め方

構造上難しく理解出来ないところが有る為聞き流さざるを得なかった。ただ熱心なご説明を配布書類で見直したい。（照明が暗く文面上の文言を読むことが出来なかっ
た。）

135
住民説明会の進
め方

住民をむしている。何配慮も感じられない。96万人をころすのか？

137
住民説明会の進
め方

更にわかりやすい説明資料と説明が必要。

158
住民説明会の進
め方

会場は明るい方がいいです。〇〇大会など出たことがありますが，これほど暗くしていません。説明の方のためなのでしょうか。

160
住民説明会の進
め方

説明内容がむずかしい。
資料がこまかすぎて読みづらい。
全体的に広く浅く示されており，これからじっくり読みたいと思う。（勉強になる）

162
住民説明会の進
め方

どう考えても再嫁動確実の上の脱明会。住民の声を本当に聞こうとしていない。

164
住民説明会の進
め方

会場のモニターが１つで会場内も暗くしているため，良く見えない（読めない）。モニターは，スタンド近くにも欲しい。資料は事前に渡してもらい，学習して説明会にのぞ
みたかった。

165
住民説明会の進
め方

偉い人のギセイになれと！
原子力規制法，原子力規制庁，東海第二発電所すべて信頼できません。東海地震は必ず起きます。少し位のぎせいはかくごしても強制執行，沖縄と同じで，田舎はど
うでもいいということですね。安全なら東京湾のそばがいい。（うめたてして）沖縄の様に。
◎東海村や主都を利益があるが那珂市は何のメリットもない。デメばかり。

168
住民説明会の進
め方

・説明時間は，60分以内が望ましいと思いました。
・「ヤジ」に回答する必要はないと思いました。

171
住民説明会の進
め方

再稼働の為の安全対策の理解

179
住民説明会の進
め方

ご苦労さまでした。

185
住民説明会の進
め方

質問を制限していることに対して，みんなが質問したいことが一致してない。県は，住民が知りたいことを話し合う場をもうけてほしい。

189
住民説明会の進
め方

その他，質問時間は2時間は必要である。

212
住民説明会の進
め方

詳細に審査結果を説明されてもまったく安全だとは考えられない

219
住民説明会の進
め方

私は，原子力関係に勤めているので，説明内容はわかったが，一般の人には用語をはじめとしてわからないのではないか。用語集でも添付してはどうか。
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225
住民説明会の進
め方

福島原発のようになってしまわないのか？
想定外はないようにしてほしい。

住民は不安でいるのです。認可ありきでなく，不安をとりのぞくように，ていねいな説明や調査が必要なんだと思う。素人ですが，お話を聞いて，不安が大きくなっただ
けでした。残念です。

228
住民説明会の進
め方

結局，絶対に安全ということはないのだから，重大事故が起こりうる，と考えなければならないことが良く分かりました。「リスクをのめるか？」と問われると，のむのは厳
しいと思います。

230
住民説明会の進
め方

・専問家の方が莫大な時間と労働をかけて「これだけやりましたよ！」としか，全くの素人主婦は，耳を傾けましたが伝わりませんでした。

232
住民説明会の進
め方

・危険だからこんなにも時間かけたりした説明会をしてるのではないですか。国民や●●は本当に福島を認識してるのですか。県は県民の意見を聞いてとあります
が，再稼働　賛成　反対を決めるのですか。前，田中さんは「安全」とは言ってないと言ってるのを記憶にないですか。

240
住民説明会の進
め方

・全体に回答が不十分。

249
住民説明会の進
め方

時間無制限。イギリス議会同様徹夜してやるべき！！

254
住民説明会の進
め方

住民理解が深まることを期待します。
質問者が発言している際の他の参加者の発言は制限すべきで退室依頼もOKなのでは？

257
住民説明会の進
め方

評価根拠の数値説明少ない。

259
住民説明会の進
め方

審査の内容と評価についてはそれなりに理解
質擬応答の時間が短い。もう少し発言の時間を！！　住民の意見を聞くのが主なんでしょ。時間を別にしても意見を聞くときが必要ではないか。知事も聞きたいんで
しょ。

260
住民説明会の進
め方

ガルと震度は，専門家と一般住民の理解しやすさの違いである。何とか住民の理解できることばで話せるよう努力願いたい。
一般住民(鼻から反対の集団)は別として問題なし。

266
住民説明会の進
め方

むつかしくて，これでＯＫかわりません。

269
住民説明会の進
め方

技術的な話の説明を素人にしても理解も疑問も出ない。ただ不安だけが残る。

277
住民説明会の進
め方

よく理解できた。

280
住民説明会の進
め方

①会場が広く寒いにもかかわらず暖房の配慮がないのは残念です。
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285
住民説明会の進
め方

審査結果や対策についての説明が多く感じた。もっと東海第二発電所の現状がどうなっているかを知りたかった。現状から対策をどうするのかを重要な部分だけでも
説明してほしかった。
☆事後の百策より事前の一策にしてほしいものです。

291
住民説明会の進
め方

他の市民・県民の方がどのように考えているのかを知りたいです。むずかしい内容なのでわかりやすくしてほしいと思っています。
私の質問は別紙でお願いします。

296
住民説明会の進
め方

２．ＨＰに議事録を掲載するだけではなく，回収したアンケートに書かれている意見・質問とその回答をすべて知りたいのですが，それらもＨＰで公開していただけます
か？
加えて，規制庁に寄せられる意見や質問と回答もすべて開示していただきたいと考えていますが，いかがお考えでしょうか？
可能であれば公開時期を，不可能だというのならば，その理由をお答えいただきたいです。
テーブルが欲しいです。メモを取りづらいので，資料も見づらいので
アンケートを書いている時間もとっていただきたいです。

298
住民説明会の進
め方

いただいた資料は，専門的に「安全」ということだと思います。賛成，反対どちらにしても，あまりの人の少なさにがっかりしました。多くの人にとって，どうでもいいことな
んでしょうね…。
◎大震災前に，日本原電さんがその前に起きたインドネシアの大地震を教訓にギリギリ，安全対策が間に合ったということをききました。そのことにお礼申し上げます。
うしろの方が「これしかいないのかよ。」とひとり言いっていました。同感！まずもっともっと「何か」をおもってほしい。かんじてほしい。
・反対意見も，必ず受け入れられて反映して下さいね。

303
住民説明会の進
め方

・司会者は何者？所属は？名前しか名のらぬ。東海文化会館でも同じであった。
・県が主催者なのに，県民に納得するよう努力する姿勢が見うけられぬ。例，質疑応答の時間不足。
・県は県全体の市町村で脱明会を開らくべき。

320
住民説明会の進
め方

　先ほど，県の考え方を聞きましたけれども，どうも言っていることがわからないんです。住民の説明，住民に対する説明会も選択肢の一つとして，いっぱい選択肢が
あると。その中の住民に説明するやつが選択肢としてって，これは多くのやつの一つとしてしか考えていないということじゃないですか。住民説明会を開きます，いつ，
どういう形で，明確に示してくださいよ。
　今日，それが示せなければ，今やっている説明会，最終は水戸だと思うんですけれども，水戸の説明会のときには皆さんと約束してくださいよ。あなたたちも行政を
預かっている人間，県民の安心・安全を担保するだけの仕事をしているわけですから，その約束をきちんと。
　これは知事に進言するようだけれども，知事を説得してください。それだけです。

321
住民説明会の進
め方

今後も聴講していきたい。
バックヒートの信頼性の評価について，良く理解出来なかった。

323
住民説明会の進
め方

説明時のパワーポイントも，配布資料も小さくて見にくく，わかりにくい。（せめてパワーポイントの1シート→Ａ４で）
高齢の参加者も多い中，本気で住民に説明する県の誠意があまり感じられないのが，残念です。
質疑応答における司会者の対応の不快でした。
冷静に説明を受け判断しようと参加しましたが，住民はおきざりの印象を強く受けました。

325
住民説明会の進
め方

「もっとも厳しい気象条件や風向き等を設定して安全機能が損なわれない措置を講じることを確認」なんと信じられない言葉か。住民の命・くらし・財産を守るものとは
ほど遠いものと実感した。
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326
住民説明会の進
め方

内容が難しい。

336
住民説明会の進
め方

今後の広域避難計画や再稼働問題について住民説明会の実施を明言しない姿勢に大きな不安を感じた。

347
住民説明会の進
め方

2011年3月の福島原発同様の災害が有得た東海第二原発　幸運にもポンプ稼動していたことですくわれた。

352
住民説明会の進
め方

基本的には，概ね理解できました。ありがとうございました。

354
住民説明会の進
め方

専門用語が多く，分かりづらかった。

357
住民説明会の進
め方

不安しかのこらなかった。

358
住民説明会の進
め方

事故・災害がいつ起こるかわからないので，期限を設けて進めてほしい。
質疑の内容をＨＰのみでなくて，県民に伝わるように検討してほしい。

360
住民説明会の進
め方

内容が多すぎて，理解不能。単なる説明会の事実作りのように感じる。

361
住民説明会の進
め方

安全性審査だけ聞くのは，市民として納得いかないので関心事項なし。

378
住民説明会の進
め方

やはり，技術面のみの説明では市民は納得できない。

385
住民説明会の進
め方

・専門的すぎて，理解出来ず

389
住民説明会の進
め方

・その他，質問時間が短すぎる

393
住民説明会の進
め方

しっかりした資料と説明で，技術的にはほぼ納得できた。政治の問題は別の場を設ける方が良いのでは考えます。

397
住民説明会の進
め方

原子力規制庁の審査で合格となっても，原発再稼動中の安全が保証されたものではないことがよくわかった。審査で合格したことを根拠に事業体が原発を再稼動する
という論拠がナンセンスだと強く感じた

413
住民説明会の進
め方

専門的内容が多く難しい内容でしたが，丁寧に説明いただき，大変参考になりました。漠然とした不安をお持ちの方が多いようで，より分かり易い対応が今後も必要か
と思います。

415
住民説明会の進
め方

専門的で分からないことが多い

418
住民説明会の進
め方

司会はどこの所属の人ですか。原電にそんたくした司会であった。
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421
住民説明会の進
め方

工学安全の説明は，私は理解しましたが，一般住民の理解を期待することは無理があります。原子炉の運転60年の健全性（直接的一発破壊）は，10～20万年オー
ダーのウィンドウでは被災確率はほぼ０。設備の健全性とベントが確保されていることで充分では。「リスク０の考え方」(多くの反対者の主張)との戦いは大変困難と思
います。適切に規制上のチェックに合格したことを繰り返し説明頂くことで宜しいかと思います。有難うございました。

436
住民説明会の進
め方

良いと思います。

438
住民説明会の進
め方

質問の答えを十分にして欲しい

440
住民説明会の進
め方

専問事項はわからない

442
住民説明会の進
め方

信用しがたい。

445
住民説明会の進
め方

適合性については，よくわからない。

446
住民説明会の進
め方

質疑時間を多くとったほうがよい

454
住民説明会の進
め方

今回解答につまった点をしっかり答えるべきです。会社に対してもっと強い指示を出すべきです。100万人の住民の立場を考慮すべきです

461
住民説明会の進
め方

　それと，最後となる次回の水戸の説明会には，ぜひ大井川知事が参加して，県民の声を直接聞いていただきたいと思います。今後，知事はどのように県民の声を聞
くのか，ご自身の考えを述べることが求められていると思います。

466
住民説明会の進
め方

　そして，先ほど，県のほうから，まず，実効性のある避難をという，そうした前後が全く逆な形でこの説明会を終わらせようとしている。そうした姿勢は何なんですか。
私たちは，一生懸命，子や孫のためにみんなが真剣にこうした集まっているわけです。

471
住民説明会の進
め方

理解できる人だけ理解すればいい。と説明者側の自己満足の説明。81ページを75分。専門分野の内容。聞いてて途中で発散。何を理解してもらおうと考えているのだ
ろう。

475
住民説明会の進
め方

説明の方法として，東海第二発電所にはどのような特徴があって，どのような対策をする必要があるか，に特化して説明された方が住民には分かりやすいと思う。（津
波浸水による最終ヒートシンク喪失のように）

483
住民説明会の進
め方

素人に対しての内容ではない。

488
住民説明会の進
め方

・プリント説明は要点・要因は少し理解しました。

490
住民説明会の進
め方

住民にとって感情的になるのは仕方ないことですが，どうもしゃく然としないものでした。

496
住民説明会の進
め方

説明が早くてわかりにくい。（話がむずかしくて理解できない）もっとていねいに説明すべき
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504
住民説明会の進
め方

どうせこのアンケートも無視されるのだろう。
①司会者が場を仕切れていない。延々と意見を言う発言者や，答えをはぐらかして適切に答えない担当者をきっちり仕切れ。

506
住民説明会の進
め方

③質問の時間が足りない。発言できなかった人へのフォローもない。回数が６回は少なすぎる。原電でも20回以上開いている。近いうちにあと10回くらいは開いてくださ
い。

522
住民説明会の進
め方

・質ギ応答時間が足りない。
・質ギ応答だけで実施してほしい。

523
住民説明会の進
め方

なってない。
なってない。

535
住民説明会の進
め方

知識のない住民に対し，中味が専門的過ぎる。中立的な専門家に対する説明会と一般住民に対する説明会を分けるべき。良い意見も出たと考える。

538
住民説明会の進
め方

・県の人任せの姿勢―再稼働する前程の進め方，避難計画を作成させているのが腹立たしい。

542
住民説明会の進
め方

・時間が足りないと感じました。

545
住民説明会の進
め方

良い機会だった。ただ専門的でむずかしかった。誰れでも分かる内容に改善すべきだと思う。

549
住民説明会の進
め方

納得できまで議論できる場を再度計画してください。1回目４～５時間。２回目４～５時間（１回目で不足した点を再議します）（１週間くらいあけること）

553
住民説明会の進
め方

反対を前提にしての質問はよくない

554
住民説明会の進
め方

説明内容はまあ理論的でＧｏｏｄ！！よかった
質問と意見をはきちがえている人が多い→時間のロス
もっと客観的に内容を聞くべき。もっと物理学的●●，地質学的な基礎を勉強してから聞くべき。
何を根きょにこの数値を出したかが知りたい（もっと専門的に説明して）
質問のレベルが反対を前提にしていてよくない

574
住民説明会の進
め方

個別の項目に対して，事故以前・以降の要求の変化の様が見えない。例えば，P35電源①外部電源は，元々はどういう要求（●ルート■回線）であって，それが新規制
基準で2ルート3回線になった等…
“住民説明会”とは言うものの，あまりに専門用語が多すぎて分かりづらい。もう少し一般市民に分かりやすいスライド・説明が欲しい。
P10教訓のスライドを対比させた形で，どのような安全対策が行われたかを示す１枚～２枚程度の全体のスライドが欲しい。

576
住民説明会の進
め方

説明は専門的で難しい面もあったが，規制委員会はしっかり安全性の審査をしていることが伺いしれた。

578
住民説明会の進
め方

主催者あいさつ後に発言した者は，規制委員会の説明をまったく聞くこともせず。資料も見ず。スマホ操作をする有様であった。安全性を理解しようとせず，再稼動反
対在りきの者，集団等の意見圧力等に県の方策が左右されてはならない。
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592
住民説明会の進
め方

とても詳しい資料でていねいに説明いただいた。県民の目線ならば，もう少し分かり易い表現の方が受け入れ易いのではないか。安全な原子力のため，今後も正しい
判断をお願いします。

599
住民説明会の進
め方

意見交換ができて良かったと思いますが中途半ぱな感があります。

601
住民説明会の進
め方

●●●が徒党組んで同じような質問ばかりでウンザリ。

605
住民説明会の進
め方

アインシュタイン，湯川秀樹氏はじめ，人間が核を扱うことはやめようと提起している。我々の世代で地球を破滅にしてはいけない。
説明をする人の認識が，電化製品を扱うような取り扱い説明書を読み上げるような程度では信用はできない。原発の話し合いは，規制庁のみでは説明できないので，
他の部署も首を揃えてやってほしい。

606
住民説明会の進
め方

受付で，なぜ県民に限定するのか，質問者がおりました。放射能の影響は県内にとどまらないことは自明のこと。許認可の権限が県にあることを踏まえれば，県外の
住民も問題意識は同じだと思う。制限をかける必要はない。

608
住民説明会の進
め方

・質問がつきないので，さらに継続して説明会を開いてほしい。

612
住民説明会の進
め方

そもそもこんな苦労してまでどうして原子力で発電しないといけないのか，非常に思った。「規制委員会」の言い分「自分の分担分をやっているだけ」しかし，行政側は
「これで安全が確認できた」としようとしている。全く最初から再稼動の方向で決めているという印象を持った。

617
住民説明会の進
め方

☆県は規制庁の結論を丸ごと了承しているのか。たくさんの疑問点を県がどう処理するのかに関心がある。
審査が不十分な点について質問が出ても回答がない。または不十分。このやり方ではだれも納得しないだろう。規制庁の無責任さを感じる。今後，公開で第二弾を何
度か開く必要性を感じる。
説明が専門的で不親切だ。

620
住民説明会の進
め方

質問者がたくさんいるのに打ち切ると，その質問はどうするか。説明がない
規制庁が無責任者集団だということがよくわかった。

625
住民説明会の進
め方

（ただ規制庁はただ頼まれたからやっているような無責任な印象）

627
住民説明会の進
め方

市民への説明内容については，もっとわかりやすくしてほしかった。県担当者や市職員が聞いて自分たちも理解してやるべきでは？おそらく専門知識のある人にしか
理解できないのでは？

630
住民説明会の進
め方

信用できません。

633
住民説明会の進
め方

質問者が全員質問おわるまで延長して，受けるべき。

634
住民説明会の進
め方

机上の上の検査では納得出来ず

635
住民説明会の進
め方

規制委員会のみの話ではダメ。無責任である。原発全体で会催すべである
質問に対し，ニゲテイル回答では納得出来ず
今日の会合は余りにも不備である。
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637
住民説明会の進
め方

新規制基準項目が適合しているかについて理解しやすいようにしてほしかった。
例：3.11前の状態→許可した対策・対応

645
住民説明会の進
め方

難しかった

648
住民説明会の進
め方

質問前の●●に●すぎる。説明会になっていない。

656
住民説明会の進
め方

数字の説明が残念ながら納得・信用できない。

660
住民説明会の進
め方

反対・団体での参加者。怒号・ヤジ不愉快です。

662
住民説明会の進
め方

やはり住民側と話しが出来ないことが分った

673
住民説明会の進
め方

避難計画が内閣府管轄だというのであれば，内閣府と規制委をそろえて説明会を行ない，質疑応答すべきだと思う。今日の説明会では一方通行と言われても仕方な
いでしょう。

688
住民説明会の進
め方

県民の生活，生命，財産を守る大切な議論なのに，こんな無責任な説明で再稼動されるのは絶対に許せない。

689
住民説明会の進
め方

規制基準，技術的なことはむずかしい。もう少しかみくだいた説明文がほしい。

692
住民説明会の進
め方

住民説明会は継続して開催してほしい（不安な部分も残っており，審査内容を理解してもらう機会が必要）

693
住民説明会の進
め方

議論になっていないと思う。会議の主旨を理解していない方も多いのでは。ＮＲＡは法律に従ってシンサ業務をしているのであり法律を変更したければ国会（選挙）で
実施すべき。

694
住民説明会の進
め方

住民の安全守れない。
労働者の安全守れない。

697
住民説明会の進
め方

安心でくらせる生活，平和な生活であることを望んでいます
誰も苦しむことのないような生活をしていけるようなことを着眼点に考えていてくれているのでしょうか。

699
住民説明会の進
め方

質疑の進め方が問題を感じました。
・水戸市関係（住民，職場）を優先すると思っていました。
・ルール外，本日の主旨と異なる質問，複数の質問を受付るなど，時間経過するばかりでした。

705
住民説明会の進
め方

専問的なことを素人の我々に早口でしゃべられてもわからない

709
住民説明会の進
め方

質問は希望者全員に行なわせるのが民主主義ではないでしょうか。

710
住民説明会の進
め方

説明形式についていけんをいえないのは少しおかしいのでは？もう少し説明を略してでも，しつもんをもう少しきけたら。
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712
住民説明会の進
め方

今日の説明をきき，全てについて関心が高まりました。審査の根拠があまりに乏しく，びっくりしています。

713
住民説明会の進
め方

質問に答えてこその説明完了です。時間をしっかりとっていただきたいと思います。

716
住民説明会の進
め方

安全はない！との説明を繰り返す事業所への応援なっている規制庁（？）
やはりその通りだった。１人でも被害者を出してはいけないのです。

717
住民説明会の進
め方

すべての質問者に機会を与えて欲しかった

721
住民説明会の進
め方

時間を限定するなどあまりにも抑圧的すぎる。住民の声を聞こうという態度がゼロだった。単なるポーズだけで住民を納得させるのは無理。誰のための電気？茨城の
人は望んでいない

726
住民説明会の進
め方

規制に則ったということだけで本当の安全，安心はとても得られなかった。
数値は勝手に決めたものであって何のものさしにもならない

731
住民説明会の進
め方

なし。意味なし。ふもう。

735
住民説明会の進
め方

家族の健康，財産，仕事を失うことへの心配。危機感を感じる。国への不信感があります。
住民被害は全く無視で何を説明？動かす理由になどなるわけがない。完全におかしな，狂気な日本の状態と認識しました。より危機感を強く感じました。

739
住民説明会の進
め方

説明会の運営の仕方に問題あり
・質問時間が短かすぎる。
・素人なりにいろいろ質問を出していたが，時間不足である。フラストレーションが残っている。アンケートの技術的で規制庁の責任範囲のもの質問に規制庁から答え
るようにすべき。

740
住民説明会の進
め方

安全に運転しえないものをいかに安全とよそおうつもりか。ということ

748
住民説明会の進
め方

１．英国原発3000億円，●●●耐えられず逃げた。今回改修費明示できず。

756
住民説明会の進
め方

技術的な説明でよかった。よく判りました。県のホームページに今日の内容をのせてもらいたい。

757
住民説明会の進
め方

質問の時間が短い。茨城県の要求で来てやったという態度がありあり。大井川県知事が要請したのだろうか。質問に誠実にこたえていないと思う。
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773
住民説明会の進
め方

１月２４日の那珂市説明会に参加させていただきましたが，残念ながら質問時間に指名されませんでしたのでご意見送付いたします。
【安心に関する要望】
次は私たちには「安心」が必要です。「安心」は国など他から与えられるものではありません。私たち住民が自ら「安心」だと思い，納得しなければならないものだと思っ
ています。
そのためには私たち住民が，事業者である「日本原子力発電」，行政機関である「東海村」や「那珂市」「茨城県」，安全規制やエネルギー政策をリードする「国」に対し
て「信頼」することができて，はじめて「安心」だと思えるようになると思います。
「信頼」できるようになるには，今回の安全審査結果は基より，安全目標，性能目標，確率論的リスク評価結果，避難計画，エネルギー政策も含めて十分な「対話」が
必要です。
我々住民側にも，未来ある子供たちに「安心できるふるさと」を残していくために，今やらなければならない，果たさなければならない「対話の義務」があると思います。
ですので茨城県の皆様に，引き続き「住民との十分な対話」の機会と時間を確保していただけるよう要望します。
また，本日（1/24）の那珂市説明会のように，参加者の多い反対派の方々の発言のみで説明会が終始してしまうことになるので，例えば予め住民からの多様な意見集
を作成し配布しておくような工夫も必要だと思います。
（先日のNHK茨城スペシャルで寄せられた意見を張り出し紹介するような工夫）

774
住民説明会の進
め方

１月２４日の那珂市説明会に参加させていただきましたが，残念ながら質問時間に指名されませんでしたのでご意見送付いたします。
【説明会に関する提案】
説明会の資料や用語が技術的過ぎて難しいです。
是非，高校や中学校や小学校で，生徒を対象にした，テレビの池上彰さんのように，「わかりやすい」説明会を開催してはいかがでしょうかとの提案です。
それに保護者や地域の方々も傍聴できると，なお良いかと思います。
未来を背負う若者や子どもたちの理解や，各家庭での話し合いや価値判断基準の共有にも役立つと思います。

862
住民説明会の進
め方

質問の指名の順番は，多数の場合には前列から順番にするのが常識です。それでなければ司会の恣意的なもの，いい加減な基準と疑われても仕方がない。空席が
あるのに後方にいる人は，積極的とは言えないでしょう。司会を務める県職員一人で判断されるのは納得がいかない。納税者に対する謙虚で誠実な態度が感じられ
ない。私も公務員だが，上から目線で仕事ができると勘違いしているのではないか。若年県職員に対する教育が不足している。

864
住民説明会の進
め方

＊「避難計画」の意見は募集せずということだが，そもそも住民の避難を考慮しない「住民説明会」は何を意味するのか。単なるアリバイ作りということか。技術と倫理
を切り離すことが不可能であることが，フクシマの教訓でははいのか。
以上，二件です。

897
住民説明会の進
め方

原電の対応が不明の為今回の意見に対し述べる事は出来ない。
福島の悲惨が忘れる事は出来ません。
発電所外の対策の件が募集対象外は納得しかねます。
参加人員少なくガッカリ。

926
住民説明会の進
め方

今回説明会主催の原子力規制庁と，他の関連行政庁との関連，仕事の範囲，関連部署間の調整等当原発を運用するについての役割，等がよく分らず，今回の様な
説明会時に先だってその辺を分り易く説明してもらいたかった。

994
住民説明会の進
め方

４，２月１７日原子力規制委員会の説明会に参加しました。映像が小さく全然見えず資料を見ながら説明を聞いていましたが早口で次々に進んでいき，専門的な内容
はほとんど理解できませんでした。
１）もっと小規模の説明会を数多く開く必要があると思いました。
２）多くの方が質問の手を挙げていましたが，終了時間ということで切り捨てられてしまいました。時間をオーバーしてもすべての質問者に応えるべきでした。
３）県の職員，水戸市をはじめ地方自治体の職員はどのくらい参加していたのでしょうか，住民の暮らし，いのち，幸せを守る立場であり，自覚して参加すべきであると
思いました。別途に説明会を開くのでしょうか。
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1050
住民説明会の進
め方

原子力規制庁，県原子力安全対策課の説明会について
専門的な知識も大切ですが，素人の私達は，命が何より大切だから，どうしたら命を守れるのか知ってる言葉を精一杯使い，命を守りたいのです。質問時間が短いの
は，本当の意味の説明会ではないと思います。お座なりですか。東海第二原発の事故が起きたら，東海村民から避難なんてそんな事，この情報化時代に無理です。
経済優先の安倍総理は，電気料金の事を理由に原発を推進しますが，とんでもない。我々主婦は１０００円位上がっても，家計は上手に切り盛り出来る能力を持って
ます。事故が起きたら何よりも高い税になり，起きなくても原発には大変な補助をしてます。国民を惑わしてます。

1084
住民説明会の進
め方

水戸市の●●です。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2月17日水戸市で開催された「東海第二発電所の新規制基準適合性審査等の結果に係る住民説明会」に参加し，規制委員会の説明を聴いた上での意見です。
第一に，意見募集の前提について，そもそも今回の安全対策における意見募集についても，上記の住民説明会も同様ですが，東海第二発電所について意見の募集
や質問の受付がなぜ段階的に行われているのかが疑問です。意見募集でも住民説明会の質問でも，施設の安全対策と新規制基準適合性審査等の結果についての
意見や質問のみの募集であって，周辺の安全対策や避難については今後，順を追って段階的に募集するということになっています。
この姿勢は原発を再稼動する側の視点に立った物事の進め方なのではないかと大変危惧します。原電は住民説明会の終わった次の日に原発再稼動の方針を打ち
出しました。これから審査に沿った工事を進めていくということですが，例えば工事終了後に原発再稼動は認めないということを県は決定することができますか。工事
が済んでしまっていること，多額の費用がかかったということが，なし崩し的に県の安全対策をないがしろにする圧力になりうると大変危惧します。問題が山積する中，
順を追って問題解決を図ることは重要ですが，工事にかかる無駄な費用（それも結局はめぐりめぐって税金が使われるわけです）や無駄な議論にかかる時間を抑える
ためにも，最初の段階から，原発に関する根本的な是非を問うていくべきだと考えます。県民の大多数が再稼動に反対ならば，そもそも再稼動はできませんし工事を
する必要もないのですから。そこを問わずに，原電に原発再稼動の方針を打ち出させた県は，原電側に立っていると疑われかねません。住民の税金で運営されている
県なのですから，原電という一民間企業に臆することなく，少なくとも公平に物事は進めてください。

1101
住民説明会の進
め方

最後になりますが，今回の住民説明会に原電の関係者がいなかったことが大変不誠実に感じました。そもそも説明会自体なぜ茨城県の主催なのですか。なぜ規制庁
の職員のみが説明に当たったのですか。本来，審査を依頼した原電が説明会を主催し，しっかり説明する義務があるのではないでしょうか。そういった対応一つとって
も，多くの人の命を脅かす恐れのある危険な原発を運営・運転する事業者としての責任や自覚が，原電にとてもあるとは思えません。このような状況ではとても安全と
は言えず，科学的に客観的にみて，原発の再稼動はできないのではないでしょうか。茨城県や関係自治体は厳しく対応してください。このようなひどい状況が全て解消
されないままに，万一再稼動の方針を茨城県や関係自治体が打ち出した場合，事故がおこった際には，再稼動を認可した茨城県や関係自治体もその責任を問われ
ることになりませんか。県民の支払った大切な税金を，避難費用や除染費用や訴訟や補償費用などといった無駄なことに使わないためにも，また，茨城県民と茨城県
や関係自治体が対立するようなことがないためにも，どうか茨城県民の命や暮らしを第一に，取り組んでいただきたいです。

1147
住民説明会の進
め方

はじめに
今回の「県民からの意見を聞く」と言うことについては，大事なことではあります。先だって行われた「説明会」がそうであったように，「東海第二原発を20年延長して再
稼働させる」ということの全体について，説明し，意見を聞こうとせず，とりあえずの「新規制基準への適合性審査に合格させた」という技術的問題だけを切り離して，
扱っていること自体について批判したいと思います。
なぜなら，「何のために再稼働が必要か」や，「（かつてと違って重大な事故も起こりうるし，実際に起きたのだから）十分に実効的な避難計画を含めた防災対策が取り
得ているのか」などについて，総合的に県民が不安を持ち，説明を聞いて意見交換したいと考えているのだからです。ばらばらにして，段階ごとに，「説明はしました」
「意見も聞きました」と既成事実化させて，県としては再稼働に進めようとしているのか，と疑心暗鬼にもなるからです。

1165
住民説明会の進
め方

市民に技術的意見を提出せるとの考えには問題がある。規制委と対等の技術的知見を有する市民は少ないし，決められた「法に基ずく基準での評価を確認した」の
決まり文句で説明会のように質疑にもならない。「白鵬と同じ土俵で相撲とれ」と言っているに等しい。
そこで市民が集って専門家に委嘱して裁判をおこしている。そこにおける争点をもって市民の意見として提出しますので，しっかり検討してもらいたい。3/12のＷＴにお
いて係員に伺ったところ，入手していないとのこと。それが本当のことであれば原対課としては怠慢ではないか！すぐ入手されたし。意見として提出します。東海第二原
発差止訴訟団ＨＰから２カ所１．原告書面（の中から技術的なものを抽出下さい）（参考まで原電書面国側書面も見れます。）２．参考情報→「審査請求」「審査請求の
理由書」○原告団事務局　●●●●●●
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1168
住民説明会の進
め方

質問・意見・要望となります。（今後同様の住民説明会において）①説明会前段での県の説明から「様々な意見を伺い，今後の県民への再稼働に関する理解の為に，
又，避難計画作成（県の施策）に反映させる予定である」（概略）とのこと。一言も県民の意見等を参考にしながら又，県のＷＴでの検証から，規制委に対して異を唱え
ることもあり得ることが出ていない。そうであるなら，ＷＴは何の為の組織か県の立場はどうなのか。鼻から「異を唱えることはない」と表明すべきではないか。はっきり
させてもらいたい。
②規制委においては避難計画及び事業者の経営基盤（財務）の審査は所管外であることがはっきりしているので，県としても「規制委は再稼働に関しては決め直した
基準に適合しているかどうかの判断に限定されたはなはだしく限られたものである」と県民に説明し直すべきである。無駄な質問及び時間が費やされてしまった。

1175
住民説明会の進
め方

東海第二原発を発電所と表わすことからまず，安全に対する危機感をはぐらかしていると思われます。放射能を使用するということを小手先で隠さないで下さい。

27
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

適合性審査合格は問題がある。最初から合格は決まっていたのでは？

28
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

重大事故に対する対策が，事業所まかせになっている。具体的な対策がないまま合格を出してしまったこと。

45
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

安全とは言えないとは無責任

89
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

2011年の福島事故を踏まえた規制委員会とはいえない。ふまえていれば，住民の安心安全が第一ではないのか。話が要約的過ぎて分からなかった。

130
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

ＩＡＥＡでは周辺の環境，人口や資産について評価せよと言っている。なぜ日本は無視する。

133
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

ひばくしたくないから
規制委員会は，茨城県民は少しならひばくしてもいいという考えでいるように思う。

140
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

・再稼働ありきの老朽原発の審査（規制委員会ではなく，推進委員会です。）

146
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

出されたものを審査しただけだと責任のがれをしてはいけません。多くの人の命と生活がかかっているのです。はじめから認可ありきの審査ですね。

155
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

再稼動することを前提にした新規制基準のように思える。

156
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

３つの審査結果の概要説明を聞いて，安全基準に適合しているということは，充分にわかりました。細部にわたり考察し，検証されたことはご苦労なことと思います。

181
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

基準適合性審査については紙の●●
絵に書いたもちにならないことを祈ります。
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184
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

新規制基準の参考資料の東海第二発電所の場合７日間最大18テラベクレル。原子力規制委員会の方々は，茨城県に住んでいないから他人事ですね。

188
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

日本国憲法の条文とのつながりを，規制庁職員がとらえていないのは大問題である。

192
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

・説明弁明出来ないことが，多くあったと印象を持った。安全でないことが明らかになった。規制委員会は，再可動推進団体であることが分った。

196
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

事故を想定しているなら「廃炉」にするという選択があるはずなのに，委員全員が安全で一致したとは，信じられない。会社のいうことをうのみにしているのか。または，
上（政府）の言いなり？
私は，事故にあいたくありません！！安全なんていえないのになぜ許可したのですか？

244
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

規制庁の対応不安。危機に対するless imagination

267
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

放射性物質の放出。産業活動による災害は「公害」である。原子力を「公害防止法」で管理する時代に入ったと考える。真の規制委員会にするためには，これが必要
である。

275
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

・今後の規制委員会，規制庁の東海第二原発へのかかわり
審査機関としての責任はどうなるのか。
「確認」と言い切っているが，確認作業は書類をもとにした説明であり，実際に現場，現物を確認したものばかりではないと思われる。規制庁として認可したのであるか
ら，どこまで責任をもって対処されるのか。

290
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

規制庁は逃げいている。世界の水準に達しているか。原発の輸出は出来ない。福島東電を収束させてから判断せよ。

297
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

東日本大震災以前は，原発は40年稼働したら，役目は終わるはずだったのに，「経費」を節役するため？にしか思えず，20年も延長なんて……，原子力規制委員会は
どうして認めるのですか。

337
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

原子力規制委員会は法律にてらしたチェックはしているが，安全を重視していると感じられなかった。

345
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

２．むずかしい専門用語を使って，素人をけむに巻こうという意図が見え見え。しかし，自分たちは基準に適合しているかどうかを見るだけ，と責任のないことを強調す
る。住民の側に立つ(被害者になるだろう人の気持ちを慮る)という思いが全くない点が不信感のもと。(原電と言う事が同じ。)

362
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

周りの声を聞いてからの審査が本来ならとるべき手段ではないのか？順番がちがう

365
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

①住民の安全を担保しないと規制委員会は明言した。新たな知見が有ればルールを追加としているのでは常に危険の中という事。

3-2-166



No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

372
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

今回の審査は，安全を担保出来ないもの。しかし，許認可省は，これを錦の御旗にする筈。それがこわい。

390
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

・規制庁はもっと多くの見識者から意見を聞くべき(海外も含めて)

400
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

規制庁の姿勢はおかしい。旧田中委員長の発言

423
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

東海第二原発は，原子力規制委員会の新規制基準に適合したという結果のみで，安全については100％でない。リスクはゼロではないと言うのでは，原子力規制委員
会はいらない。

427
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

規制庁というのは，住民側に立っての規制であってほしい。規制庁からの東海第二は廃炉にしたいという声がききたかった。

437
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

審査が安全を保証するものであって欲しいこと。

458
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

　素朴な疑問なんですが，まず，新基準の規制でこれからいろいろな改良なり工事もしなければならないことが説明されましたし，今度，原子炉を延長するということが
どうも一緒に認可したようなんですが，新しくというか。いろいろな手を加えて改良しなければならないことが全部済んで，それで認可ということになるんだろうと思って
いたら，延長については，そういうことをこれから確認するとかといって，順序がおかしいんではないかというようなことを感じましたし，あと，これだけいろいろな設備な
りいろいろ対策をするとなると，日本原電は相当お金もかかるのだろうとは思うんですが，申請したからにはその分は行うということなんでしょうけれども，その辺のとこ
ろについては今日の質問の趣旨にそぐわないかもしれませんが，その辺もどうなのかなというのを疑問に感じましたので，質問とさせていただきます。

477
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

結果のみでなく，抜き打ち的に審査をすべき。

505
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

②担当者は専門用語などで素人をけむにまかず，わかりやすく丁寧に答えよ。（ごまかしている）
④担当者はつっこまれるとあいまいになる。正確な数字，根拠を示すべき。

521
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

②「深層防ゴ」によって守っていると説明したが，しかし，その一つである「原子炉格納容器の自由体積が小さい」（資料P45）と認めている。そのことから大くの手だてを
しているわけであるが，ここのところの原電さんに規制委員会とのチョーチョーハッシの結果の説明がない。「原子炉格納容器を大きくせよ！」これが本来の規制委員
会のあるべき姿勢であるが，そのあたりの努力がみえない。

529
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

住民の被ばく　労働者も　規制委は考えていないようだ。

530
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

はじめに③ページ
「フクシマ」をふまえてというが，汚染水，デブリ，収束していない（巨大な土地が必要である）この段階の規制規準は成り立たないと思う
再稼動は日本国をほろぼすことと思う
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539
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

・電力が余っているのに，なぜ40年を過ぎた東海第２を動かして，人の命を軽視するのか。原子力規制庁が再稼働をするという考えを持って審査（紙の計画上のみ）を
しているとしかとらえられない進め方ではないかと感じる。
・60年も古い劣化する，していく人が作った物が，地震等自然の力でこわれない・安全であると許可を下した原子力規制庁に，今後20数年以内に東海第２再稼働され
て，福島第２にのように人が住めない放射能で汚染された場合の責任を持っていない所に無責任さと無誠意しか感じられない。なぜ再稼働しなくてはならないのか。

机上で許可しましたとしか伝わらない説明で，東海第２の安全を具体的にどうして判断したのかが，伝わらなかった。どのように，実際に本当に検査をしたのか，疑わし
い。
現状の東海第２の本当の今の状態を質問されていたが，かなりの劣化の話が出された。それを評価していることが信用できない。

547
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

東電からの報告審査で評価しているように見えます。規制委員会で考えられる対応策の抜け等があるのかないのかは不明でありその様な事も報告して欲しい。

562
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

　先日の説明会の中でもちょっとお話ししたんですけれども，原子力規制委員会というのは，名称は規制委員会になっていますけれども，実際にやっていることは原子
力の推進委員会，国の意向を踏まえた，いかに原発を再稼働に持っていくかということに重点を置いた活動になっているのではないか。
　まず，東海原発がどういう立地条件のもとに現在あるのかということをちょっと考えてもらいたいと思うんですね。30キロ圏に96万人が住んでいる。そして，そういう立
地条件の中で，今の東海原発というものがなかったと仮定した場合に，新たにこの東海地区に原発をつくるということになった場合に，原発をつくってもいいよという結
論が導かれる可能性というのはゼロだと思うんですね。
　そういうことから考えれば，もうつくって動かしてきたらしょうがないという。だから再稼働を認めていくんだということは，この30キロ圏に多くの住民を抱えた東海第二
原発の再稼働という立地上では非常に大きな問題を抱えているし，規制委員会としてはそれを絶対に認めることができないことではないかと思うんです。
　それで，規制委員会さんの考えていることは，未必の故意という，自らが事故の発生を望むということはないけれども，たとえ事故の発生があってもやむを得ないと。
それは規制委員会の預かるところではなくて，そういう万が一事故の発生があっても仕方のないことだという姿勢になっているんではないかと思うんですね。
　ですから，原発行政を担当する部署として，あっても仕方がないんだとか，そういう未必の故意と言われるような態度は絶対とってはいけないというふうに思います
し，元に戻って，東海第二は立地する条件もないし，再稼働する条件ももともとないんだという立場での再度の検討をお願いしたいと思います。

585
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

「安全機能」止める，冷す，とじこめるはこれまであたりまえに言って来たが，東電福島原発事故がおきてはとじこめることは不可能になった。にもかかわらず今だに
言っているのは住民の生活，財産の補償は考えてないと思われる。無責任としか思えない。

589
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

原子力規制委員会としての限界を感じました。

610
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

推進の規制庁が根拠を隠し続けていることがハッキリわかった。そして，放射線に対して無責任だということだ。

639
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

・各項目の審査内容は理解しましたが，審査結果データが真ぴょう性はあるのか。

647
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

合格を出してから補正書の提出を認めている。これでは，合格ありきの審査と思われても仕方がない。

653
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

100％安全は考えられない。再審査要求。原子力規制委員会というより推進委員会と考えられる。再家動するという決定が先にあってそのために合うように審査を進め
ている。
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690
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

原子炉等規制法の目的には，国民の命，健康，財産を守ることになっている。避ナンすることは前提になっていない。放射能は絶たい，放出しない様にしなければなら
い。法律違反の審査は，やりなおすべきだ。放射性物質の大気放出が，いつのまにか許るされいるかの様な審査は法律違反。

696
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

今日の説明は納得できない
審査のやり直しを求める

700
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

危ない原子力，国民の多数が心配しているのを，どうして原発を押し進めるのでしょうか。規制委委員会は厳しく厳しく審査して欲しい。

719
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

規制庁は原子力発電に関する安全について全ての点で責任をもってもらいたい。

785
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

原子力発電所の安全のみで周囲の環境からの影響について触れていないのは不信。原子力規正庁は中立ではなく，原発をか動させたいのだ。そう思いました。

812
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

首都圏に１００万人が住む中で原発を動かす事と，人里離れた地域で原発を動かす事の違いは規制委員会は考慮に入れているのか，否かをしっかり答えるべきだ。
規制委員会合格＝安全だから動かしてよいという形で原電にＯＫを出すのは大問題である。

898
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

今回の説明会は規制委員会の一方的な審査の概要であり原発推進の為の組織であることがわかりました。規制委員会の件は信用出来かねます。

原子力規制庁は適合性審査の基準設定を福島原発事故に置いているようです。それはあまりに短絡的です。私は吉田調書を何回か読み返しました。あの事故はもし
初期に適切な判断をしていれば炉心溶融は起こらなかったとも，炉心溶融事故時東電の担当職員が暗中模索のなか，少し別の判断や異なる対応を選択していたら三
～四桁以上大きい災害になる可能性もあったと理解しています。事故時の担当者の献身的かつ懸命な努力と幸運に恵まれてあの程度の被害で抑えられたと思われ
ます。
原発事故の規模の大きさには偶然かつ不確定の要素があまりに多過ぎて現在の科学知識や技術では予測不可能という現実を認識すべきです。すなわち今回の適合
性審査では福島原発事故を参考にする必要はありますが，今後起こるかもしれない原発事故の規模が福島原発事故と同じ規模に収まるのかのように固定化させ，そ
の延長上の条件を新基準に設定して審査の判断基準とすることには問題が多過ぎます。
原子力規制庁は，今回いずれの会場でも「審査で再稼働を合格（許可）にしたが原子力事故の可能性は否定できない」と答弁しております。それでいながら自分たち
の行った審査の結果引き起こるかもしれない悲惨な事故の責任の所在や地域住民の損害，後々の生活の補填等々の質問に対する回答は曖昧にして答えられない。
これでは福島原発事故を見ているだけに本末転倒に思えます。”絶対事故を起こさせない条件を設定した。それでも事故が起こってしまったらこれだけの補償は保証
するから審査の妥当性を判断してくれないか”が筋ではないでしょうか。

私は，核燃料や原料を扱わない放射線施設（旧放射線障害防止法【以下障防法と略す】の管理下の施設）で約30年研究と施設の管理を続けていました。原研の三基
の原子炉の特徴や性能をフルに活用して光ファイバーや半導体などの開発に役立ててきました。したがって研究用原子炉の有用性はよく承知しているつもりです。
当時の科学技術庁等国の指導は放射線施設で使用許可量のすべてを一度に使用したとして事業敷地境界の放射線量が環境放射線量と等しくなり周辺の住民に影
響を与えないそんな機能と設備を有した施設の設計・建設とか，粉末試料を使用するのであればその千分の一から一万分の一は飛散するものとして，すなわち安全
率を三桁～四桁大きく見積もって，それに対応できる構造や空調・除染施設の設計・建設を求められたものです。当然通常の建築物に比べて極めて割高な建物になり
ました。今でもこれが放射線業務を行う事業所の基本的考え方と思っています。
東海第二原発の周辺には”半径30km圏内”（これも福島原発事故の規模から設定している？）に100万人近い住民が生活し，さらに福島原発事故と比べて桁違いに大
きい原発事故の発生もあり得ることを考えれば，今回の適合性審査で設定した規制基準の二桁～三桁以上厳しい基準を事業所に要求して当然と考えます。
今回の新規制基準はどうしても県民や市町村民を向いたものと思えません。穿った見方をすれば東海第二原発所の財務的体力を勘案して対応可能な範囲で設定し
た”いわゆる原子力村の感覚を甦らせたような新規制基準で，規制庁職員もそれがわかっているような対応で，本音は不十分と感じているのではないかと疑います。
以下にもう少し具体的に意見を述べます。

原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

916
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954
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

「項目：事業者の安全管理方針に関する」
今回募集意見の内容のことは分りましたがこんな機会でもないと「声」を届けられないかとあえて送ります。２/２７新聞各紙で「茨城県沖３０年内M7・８弱「高確率」」と
の政府の発表みました。８年前の東日本大震災時原電東海２号炉が非常電源３ケ中２つ失いながら何日もかけてやっと止め福島東電第一原発事故のような目にあっ
たのもはっきりおぼえています。しかも，３０年として計画稼働され，１０年延ばして４０年たったものを，大震災経験した原子炉なのにあと２０年もOKという原子力規制
委の決定は納得できません。
規制委自身も「安全を完全に保証するものではない」発言ともきいてます。

979
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

５．パブコメ終了後も，２回も補正書を出し直し
日本原電の設置変更許可申請は，何度も補正書が提出されています。第４回の補正書に基づき，審査書案が作成され，それがパブリック・コメントにかけられました。
しかし，その後も２度にわたり補正書が出されています。第５回目の補正書が提出された９月12日のわずか６日後の同１８日には， 第６回目の補正書が出されました。
補正は第５回の補正書だけでも100箇所以上にも及びます。
修正内容については，少なくとも公開の場では議論されていませんし，パブコメ対象であった「審査書案」にも反映されていません。11月28日の工事計画認可，運転延
長許可に間に合わせるために，「スケジュールありき」で審査を急いだためと思われます。
安全対策の内容にもかかわる修正もあります。原子力規制委員会は審査をやり直し，パブコメをやり直すべきではないでしょうか。

996
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

５）規制委員会の方が最後に「大幅に安全性が増したがゼロとは言えない」とおっしゃいましたが，このような状態で安全宣言を出すべきではありません。規制委員の
全員が「安全である」と自信を持って言えないのであれば安全宣言を出さないでください。

1086
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

そのような不確定要素を大前提にし，問題をすり替えた議論では，容易に基準自体を操作できますし，自ら作った基準（新規制基準）をクリアすることは簡単です。しか
し，それでは安全の証明にはまったくなりません。そこが問題なのです。このように今回の新規制基準のクリアと安全とはまったく別問題です。

1139
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

決論から言えば，考えられる想定を基にして，原子力規制庁は①設置変更の許可，②工事計画認可申請，③運転期間延長の許可を認めたが，想定外があり得る歴
史の事実において，９６万人が犠牲になりえる事を考えないことの方が問題だと思います。
１．設置変更において，地震学が確立していない現状において，想定外は起こりうることを考えて，判断するのが後世への責務だと思います。重大事故の想定検証
は，「確率論的リスク評価」を活用している訳ですから，１００％の保証にはならない。

1196
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方

東海第二発電所の施設，設備，組織等が，新規制基準に適合していると，原子力規制委員会が判断し，合格とするなら，それに従う。
原子力規制委員会の専門家が，判断するのだから，素人である，一般県民の私は，専門家の判断を信じる。
所詮，「絶対安全」なんて無い。
施設，設備，組織等に拙いことが生じたら，それを反映し，規制基準を更新して行く，これが人類の発展を支える。
現時点で，考えられる対策を行なっていると思う。

456

原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方
原子力政策

福島の事故について
（１）直接的な原因のみ取上げて，対策を検討している
（２）間接的（ソフト面）な原因，対策もないと再発する（何故この事故が予想され，検討され，対応を考えられなかったのか？電力会社，行政，メーカ，住民など）

3-2-170



No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

613

原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方
原子力政策

放射漏，被ばくの程度。しかし，人間には限定範囲等
原子力全体について，職務柄，知識を持っているものです。我が国の新安全・規制基準のレベルでは世界に冠たるものと言われております。

749 原子力政策
２．資産力のない原電・東電・東北電力に丸投げ，行政の責任逃れ！
３．この200年行政の無責任体制，無反省。

888 原子力政策

福島厳罰３号機の燃料露出とベント開始がほぼ同じ時間であったのは失敗でしょう。格納容器の窒素が減れば，中性子は広範囲に飛び出しますね。燃料プールの水
位が下がると，燃料交換時に使うゲートの位置はシールドプラグで散乱し，中性子が飛び出すの最高の場所となるでしょう。ＪＣＯ事故では，２ｋｍ離れた日本原子力
研究所・核融合施設の中性子モニタで中性子が検出されていますよね。（放射能の放出無し）　　福島第一原発では，正門付近，１５日にも中性子線検出
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103160271.html　　https://www.facebook.com/notes/jun-noguchi/福島原発は中性子飛出た爆発だった-燃料棒のお
墓はニュートリノ実験施設へ/187640781287159/
シールドプラグで散乱した中性子線は，水位の下がった燃料プールを照射し核分裂を起こしたのでしょうね。
原子力の発祥の地の茨城県ですから，包み隠さない真剣な議論をお願います。経団連会長の年頭の記者会見では，原子力発電所の建設について「お客様が利益を
あげられていない商売でベンダー（提供企業）が利益をあげることはすごく難しい。だからどうするか，本当に真剣に一般公開の討論をするべきだと思います。全員が
反対するものをエネルギー業者やベンダーが無理やりつくるということはこの民主国家ではない」と言われてますね。

２，今回の東日本大震災で津波があと約１ｍ高かったら，当該原発も同時アウトすなわち東日本全滅！
３，この茨城はどのような神様が守っていてくださっているのか？ご承知のように，難を逃れた事件下記。
①水戸への原爆投下。
②上記原発事故未遂をはじめとする（東海村）複数の原子力施設の「ヒヤリハット」事件。
③例年の自然災害
４，ご承知の通り，フクイチの原発事故の原因と結果は下記。
この事故は，行政，東電，メーカーなどの指導者の中にソロバンのできるものがいなく，知識者（神様）の助言，忠告，指導を無視した結果です。
その結果，例えば，フクイチで電気料金として約１兆円儲け，事故処理に約60年，約300兆円かかったりすると，笑うに笑えない結果を招いています。
５，一方，常総の水害：堤防の基礎工事が水害の時壊れやすい構造になっていた。真の専門家による再考を要します。
６，マスコミによると，今回，英国は，最新式安全装置付き原発製造費を日立製作所に見積もってもらったところ，3000億円，英国は断念。

８，上記最新式安全装置式原発に移行することはできないのですか？（上記４，も一考に値する。）

10，２月17日の説明会に茨城県の責任者はどこにいたのか？見当たらなかった。
11，再稼働を許可した官僚はどこのだれか？許可の根拠は，何か？
12，上記10，11，から原子力規制庁長官は責任をもって，貴部下，茨城県知事を善導してください。
13，上記フクイチ，東海第２原発（ヒヤリハット）事故などは，この200年の日本の近代史，現代史の「無責任」に起因しています。指導層の反省がありません。

原子力政策900
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14，上記４，から，私は原発を諦め，下記を提案します。
基本的考え方：①都市計画の見直しにより，風力，太陽光の活用により消費電力の縮小。
ア，土地の債権化，地盤の堅牢な住宅地での集合住宅化，すなわち，通風，採光重視して，一定容積のビル化（歩道と地中電線路付き屋上太陽光発電装置…一般家
庭は物理的に無点検のため，火災と感電の恐れ…NHK）
歩道がなく，幼稚園，小学生が暴走ダンプかーと共存していては，いくら学校の先生が立派なことを言っても彼らの心は育ちません。
イ，公共施設の屋上をはじめ空地空間（同意民間も可能）を有効利用で，太陽光発電業務は会社化。
ウ，現県庁も何のために，広いところに移設したのかわかりません。前知事も再生エネルギーに関心がなく，無責任東電幹部たちにしっぽをふっていただけか？
エ，５Fぐらいに絞って屋上ヘリで巡回，常総水害がおきないようにしてもらいたかった。
オ，低周波音の苦情のない遠浅の海など（いじわる住居は無許可）に風車設置。
②上記４，から原発を諦め，再生エネルギーとガス田の有効利用。
ア，極東アジアとの外交重視，オホーツク海(池上彰），尖閣諸島（プライムニュース）のガス田利用。
③送電線路の１本化と配電会社の自由化。
ア，電力も地産・地消がベター
イ，配電会社も競合すると無駄と無責任がなくなる！
追記：風水研究科として一言，来年の４月が，日ソ交渉はベター。

917 原子力政策

①現状認識です
原子力の分野は強い放射線による損傷等が大きく電子機器は使いにくい。また東海第二原発は1978年11月に臨界に達していますが，着工から６～７年は経過してい
ることを考えますと基本的な技術，システムそして施設は約半世紀を経ていてすでにガラパゴス化していると云えます。また継続は力なりと言いますが，ご承知のよう
にある時期大学から原子力講座が無くなり，継続が途絶えたことがあります。その折国の原子力政策は基本から崩れたと悲観したものです。今や核分裂が係わる原
子力は施設を手仕舞うために必要な技術開発が中心になりつつあります。インセンティブは大きくないが大変重要な仕事です。今後は原子力機構を中心に進めていく
のでしょうが，継続中断の影響は極めて大きいと思います。
東海村周辺は原子力施設の過密地帯ですが，いずれの施設も稼働からかなりの年月が経過しており，そう遠くないうちに廃棄の時期が来ると思われます。県はすで
に各々施設の廃棄計画を把握していることと思われますが，いずれの施設も廃棄にはそれなりの年数を要すると考えられます。原発の稼働延長中に仮に福島原発事
故と同様の事態が生じた場合，各々施設の廃棄計画や遂行状態の施設との関わりはどうなるのでしょう。少なくとも事故以降の施設の廃棄は極めて放射線量が高い
環境のなかを進めることになる。そのとき住民は――どうなるのでしょう。
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921 原子力政策

⑤放射能への対応
原子力規制委員会が平成24年10月31日に”原子力災害指針”を策定し，平成25年２月27日に施行された原子力災害対策指針には，
第１　原子力災害
（１）原子力災害及び原子力事業所の責任
原子力災害とは，原子力施設に起因する放射性物質又は放射線の異常な放出による被害を意味する。
【中略】
また原子力事業所が，災害の事故等の終息に一義的な責任を有すること及び原子力災害について大きな責任を有していることを認識する必要がある。
とあります。
「原子力災害」に関する認識は，長年放射性物質を扱ってきた私にはごく当たり前のことと思われ，今さら何を改めて―と思ったものです。福島のその後の事故処理を
見聞きしていて，原子力関連の人たちにとってはあるいは福島原発事故で初めて認識させられたことなのだと思い始めています。福島原発事故以降，原子力機構が
主導し現在行われている放射能の除染作業等での対応を見ていますと，放射能除染対策の基本指針すら立てられず，基本知識も持ち合わせていると思われませ
ん。例えば”放射能の除染”とは放射性元素の汚染を除去して廃棄施設など決められた所定の場所に安定に格納することで，一般の人々の生活環境や作業環境にお
ける不要な被ばくを除く作業です。問題が多い方法で集めた放射性物質を遮蔽することなく放置し，挙句は放射性物質を除染とは真逆の再拡散を続けさせている。結
果的に効果的に除染が行われず経費は際限なく増えていく。原子力規制庁はそれら現状に何かコメントしているようには思えません。
また日本には放射線取り扱いに携わる国家試験・放射線取扱主任者一級の免状を持つ人たちが，私たち引退したものも含めれば二万人以上います。その人たちの
経験や知識，技術を活用したと云う話を聞いたことがない。そればかりか申し出ても法律の違い（詳細は省きます）を言われて断られた話を聞いています。実に国内に
ある知識，経験，技術を総動員して除染に当たる体制が未だに取れていない。

922 原子力政策

もし稼働延長を認めるなら，地域住民を含めた放射線に関する基本知識の習得に努めるとともにそうゆう方面の対策も講じておくべきかと思います。
障防法の管理下の施設と原子力施設では情報公開に対する意識に差があるように思われます（私は2001年ころ閉鎖した前者の施設にいました）。福島原発事故のと
き私の住むひたちなか市や東海村も放射性プルームで襲われました。その折過去繰り返し原子力災害訓練を行っていたにもかかわらず，私の知る限り，東海村周辺
の原子力施設は全く無反応で，市民や村民に何の注意も発しませんでした。その対応に今も疑念を持っています。つくばの●●●（障防法管理下の施設）の友人は監
視モニターで放射性プルームの接近を察知すると拡声器を持ち市内を車で屋内退避するよう呼びかけたそうです。携帯した放射線モニターが一気に振り切れたときは
恐ろしかったと笑いながら話していました。私はと云えば，何の情報もなく放射性プルームの雨の降る中，湧き水から流れる川の水を汲んでそれを飲料として使ってい
ました。
思いつくままに記述しました。ご一考いただければ幸いです。
久しぶりに書く文章で，誤字，脱字，意味不明の箇所等多々あると思いますがご容赦ください。

今後の原子力政策は，専門家が言うように，建設から撤退し，廃炉の技術革新一点に絞り，世界をリードしていくべきである。負け戦で一番難しいのは，部隊のしんが
りでの撤退戦であると言われている。信長が姉川の戦いで，挟み撃ちにあい，いち早く脱出した時，そのしんがりを率先して引き受け，大役を果たしたのは，羽柴秀吉
だった。逆に大失敗したのが，先の大戦の大本営である。１９４４年，サイパンが陥落した時点で，既に勝敗は決していた。この時点で終戦を決断出来ていたら，その
後の，東京大空襲や，沖縄戦，広島，長崎への原爆投下，ソ連参戦による北方領土略奪などは無かった。今，もめている北方領土問題もなかった。何より，サイパン
陥落以後の，悲惨でおびただしい数の被災者や死者を出さずに済んだ。兵士達や国民の命を軽んじ，大本営というメンツばかりを思ん図るこの無能な集団に，敗戦を
覚悟させるのに，どれだけ多くの尊い命を，犠牲にしなければならなかったか。この意味で，平和憲法というものは，彼らの尊い命の成り代わりである，そう思える。平
和憲法の精神は，二度と戦争をしない。武力でもって決して紛争を解決しない。何が何でも，戦争はしない。そして，戦争をするくらいのエネルギーがあるなら，それを
全て，平和的解決の方に振り向けよ，であろう。よく，原子力村という言葉を耳にするが，原子力村が大本営に似ていると思うのは，私だけであろうか。

原発とはアメリカ型大量生産，大量消費経済の象徴のようなものである。アメリカ型のこの経済を続ければ，地球２個分の資源が必要であるという。最早，先は見えて
いる，というべきである。江戸時代のような，循環型の経済社会へ，大きく舵をきるべきである。そして，日本は廃炉の技術で，世界をリードし，原発のない世の中へ，
世界を導いていくべきである。福島原発事故直後，夕暮れのガレキの中を，家族を一日中探し回っていたと思われる３０代位の男性が，「家族さえいれば，ローソク一
本あればいい」，とインタビューに振り絞るように，答えていた姿を思い出す。私にはそれが，現代人への警鐘のように聞こえた。

1003 原子力政策
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1093 原子力政策
また，この図で示されている事故直後の後はどうなるのでしょうか。どうするのでしょうか。重大事故はこの図のように一時では終わりません。福島第一原発事故では
「その後」が今も続いているのです。重大事故は想定するにもかかわらず，その先の計画は技術面，費用面など示す必要はないのですか。

1126 原子力政策

原子力 という技術は，そもそも米軍の原子力潜水艦のエンジンとして開発されたものです。…（略）…潜水艦なら，トラブルが発生しても海底に沈めれば水圧などに
よって暴走は止まります。圧倒的な海水で封じ込めることもできます。… （略）…たとえハイレベルの耐震設計で原子炉が守られていようが，原子力発電所を構成する
複雑なシステムのひとつでも損傷すれば大事故につながる。それが原子炉であり，原子力発電所なのです。 P29-30 : 参考資料　 「原発と陰謀」池田整治著（以下文
中斜体部分は池田整治氏の著作より引用）
原子炉施設は，パソコンに比べはるかに大型で大規模な装置であり，物理的に複雑なシステムを採用し，何重もの慎重な扱いを要する放射性廃棄物を生み出しま
す。稼働していなくても，電化製品のようにスイッチを切って置くわけには行きません。日々維持するための人員も電気代などコストも無視できません。柏崎刈羽原発で
は6000人が連日構内で作業をしているとあります。
ttps://www.asahi.com/articles/ASL36624WL36UTIL03W.html
ttps://www.asahi.com/articles/ASL365SMCL36UTIL03N.html?iref=pc_extlink
記事の中にある■未稼働原発にかけた費用（2012~2016年度）の表によりますと，主に電気代だそうで，日本原電の東海第二（一基）と敦賀（二基）合計で5381億円が
計上されています。「4基持つ原発のうち2基は廃炉が決まり，敦賀原発2号機（福井県敦賀市）も直下に活断層があると指摘され廃炉の可能性がある。東海第2原発の
再稼働が原電の経営の鍵となっている。」
（ttps://mainichi.jp/articles/20190222/k00/00m/020/242000c）
再稼働1基で1000億円規模の収益改善効果があるとされています。

今大事なことは，政府が想定している東海地震とその津波に備えることです。幸い，浜岡原子力発電所は停止していますが，燃料棒は高熱のままです。しかも，砂の
上に建設されていますから，地震で横倒しになる可能性もあります。そうなったら，津波対策も電源確保もなんの効果もありません。冷却プールが壊れたり，水がこぼ
れてなくなれば，水素爆発してしまうからです。速，廃炉にして，放射性物質を除去しておかなければ首都圏は壊滅してしまいます。（P133 太字は編集）
・限界震度600ガルの原子力発電所，近年の大震災は800~2000ガル，地盤が弱ければ揺れが増幅される：『浜岡原発は，基準は４００ガル超えで，限界震度を６００ガ
ルと想定していたようですから，いわば耐震等級３程度の耐震性は備えていたようです。
しかし，阪神淡路大震災では８００ガルを超える地震（加速度）が観測され，新潟中越地震も同様で，今回の東日本大震災では２２００ガルの地震（加速度）も観測され
たようです。
もし，ほとんど直下型の地震が浜岡原発の直下で起き，８００ガルを超える加速度を受けたときは，設計した耐震基準を完全に上回る・・つまり，安全である保証はどこ
にも無い，ともいえます。「安全」と言う言葉を正しくいえば，『想定した「前提」以下の地震が来たときには「安全」である』ということなのです。』
「地盤と建物によって揺れ方＝実際に感じる震度＝実際に建物に与える影響は違うんですね。ちなみに固い地盤と軟弱地盤とでは揺れ方に１．５倍の違いがある・・揺
れが増幅されると言われています。 」ttp://www.ads-network.co.jp/taishinsei/annzenn-01.htm（フォント編集）このことから，砂上の原子力建屋が予期しない震度に見
舞われ，原子炉建屋が壊れなくても傾けばどうなるか。「冷却プールが壊れたり，水がこぼれてなくなれば，水素爆発してしまう」のです。

※ ガル（Gal）は地震の揺れの強さを表すのに用いる加速度の単位のことです。1ガルは毎秒1cmの割合で速度が増す事（加速度）を示しています。
ttp://www.taisin-net.com/library/faq/b0da0e0000007gyu.html
※「耐震等級3（600ガル）をクリアしていても全く安心できない」「1995年阪神淡路大震災　約800ガル，2004年新潟中越地震　約1700ガル，東日本大震災　約
2200~2900ガル」　 ttp://housuppo-article.com/kijun
※ 原発の耐震強度を超えている「東北電力の女川原発の耐震強度は２４０ガルだった。そして，その加速度が現実には起こってしまった。そして，今回の能登地震は
940ガルだ。」　 ttps://blog.goo.ne.jp/niimuray/e/65e9f48e67a03a617f0b0743e224f951
※軽水炉用の燃料棒(長さ約4m)は，低濃縮ウランの燃料ペレットをジルコニウム合金製の被覆管内に数百個ほど積み重ねたもの。燃料ペレットは二酸化ウラン粉末
を焼き固めた直径・長さともに1cm前後の円筒形。 燃料棒は数十本，数百本単位で直方体に束ねて燃料集合体にし，炉心に挿入する。炉心の燃料棒本数は，110万
kW級の沸騰水型炉で約4万8000本，加圧水型炉で約5万1000本。 緊急時に屹立していられるでしょうか。
（https://kotobank.jp/word/%E7%87%83%E6%96%99%E6%A3%92-185029）

原子力政策1130

3-2-174



No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

1133 原子力政策

【 事業者の安全管理方針に関する意見】
・安全管理を遂行しても，環境汚染は続く：鉛になるまで24万年かかる使用済み核燃料は再処理方法が確立せず，毎秒70トンの海水を取り入れ，7度高くなった熱水を
排出（核分裂のエネルギーの1/3が発電に使われ，残りが熱水として海に放出され続けている）。キセノン，セシウムなどの気体を夜間や雨の日に高い煙突から空中
投棄しているため，世界中の原発周辺で癌等の疾病者が多いと聞きます。
※使用済み核燃料の処理方法が確立していない。プルトニウムは10㎏集まっただけで核爆発を起こす。100万kw級の原子炉では年間約100tの核燃料を使い，年間約
4ｔ弱のプルトニウムが生成される。110.0万kwの東海第二発電所が稼働すると，ほぼ4tのプルトニウムが出来る。長崎の原発は，プルトニウムが約１㎏。

1134 原子力政策

【 その他，福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた東海第二発電所の施設・設備・組織に係わる安全対策に関する意見】
・空中，海水，土壌の汚染が未解決：フクイチ事故の汚染・被爆は収束しておらず，健康被害はこれから顕著になると言われています。
空中にはセシウムボール（肺への内部被爆）が漂い，海水の汚染はアメリカに到達しています。土壌汚染の一端：山本太郎事務所編集2018.4.18 資源エネルギーに関
する調査会「東電よ福島県農民連の声を聞け」19分49秒
ttps://youtu.be/ME3x4vXyrRg
福島第一原発事故の県内における除染で出た汚染土を全国に撒いて汚染を広げようとしています。今年2月27日，南相馬市の地元住民が常磐道の盛土に汚染土を
使用する計画に反対署名を市長に提出しました。

1135 原子力政策 ・SPEEDI情報の隠蔽：放射能の流れ予想を隠されたため，北西方向にある自治体とその住民が甚大な被爆被害を受けました。

・ チェルノブイリの1000倍の核燃料棒が吹き飛んだ：フクイチ３号機の使用済み燃料プールにあった燃料棒は純質量 186ｔ。半分が吹き飛んだとしても ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ（100ｔ
前後）の千倍近くなのだという事実。（Facebook記事）

・首都圏壊滅の危険性が残る：3.11の大地震で傾いた四号機建屋は，肉眼でもその傾きがわかります。この建屋の五階には，1535本物使用済み燃料棒が冷却プール
に入っています。さらに，数百トンの重さのクレーンもこのフロアにあるのです。重さに耐えきれずに落ちたら，プールの冷却水はなくなります。その瞬間，水蒸気爆発
する危険性があります。
…（略）…これがなにを意味するか…（略）…首都圏は壊滅しかねない，ということです。わたしたちはこの危険性を忘れてはなりません。（P32)
等々，以上の事実から，東海第二発電所の再稼働は，危険性を上乗せする意味を表します。

1191 原子力政策
・その他
○首都圏にある脆弱で古い型の東海第二原発を動かすならば，地震や津波，火山爆発，異常気象，テロなどによる不測の事故は排除されないため，日本国を亡ぼす
ような事故になると考えるべきである。

1137 原子力政策
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1215 原子力政策

お仕事ご苦労様です。規制委員会のお仕事も地域住民への説明会も，この意見受付もアリバイ作りにしか思えません。本気で茨城県のことを考え，本気で安心安全
を訴えていらっしゃいますか。本気を見せてください。例えばですが，
１　総理官邸，国会議事堂，国会議員宿舎，霞が関ビル，国家公務員宿舎　などの三十キロ圏内への移転
２　規制員会の方々および原電，原研，東電幹部の方々の三十キロ圏内への移住
本気も伝わりますし，茨城県および三十キロ圏内にとってもいいことずくめではないでしょうか。検討を期待いたします。

1146
原子力政策
日本原電の対応

東海第二発電所は，東日本大震災による大津波到来時にも電源が確保され，大事故には至らなかったと聞いています。これは，事前に必要な安全対策がなされた結
果であると言われています。
しかし，ギリギリのタイミングで，防潮堤のかさ上げ工事等の安全対策が間に合ったとも聞いています。大震災後も安全対策が続き，国の新しい基準に照らしあわせた
対策が引き続き続いたと聞いています。
今日かも知れない，明日かも知れない，１０年後かも知れない，１００年後かも知れないし，また，来ないかも知れない災害に真剣にそなえるというのは，並大抵ではな
い神経と努力が必要で，一人一人の力ではなく，真面目な企業，国の体質が必要だと思います。
今現在，原子力発電が人々の生活を幸福にするのに必要ならば，原子力に携わる人，生み出された電力を使う人の善意の力によって利用していかなければならない
と思います。

日本原子力発電東海第2原発（茨城県東海村）が再稼働に向けた審査をクリアしたことを受け，県が30キロ圏内の6カ所で主催する住民説明会（国の原子力規制庁職
員が審査結果を説明する内容）が17日，最終回の水戸市で開かれた。前年末には，原子力規制委員会から最長二十年の運転延長が認可された七日，和智副社長
は報道陣から協定について問われ「拒否権という言葉はない」と発言。していることから考えると，やっぱり東電福島原発事故原因が知られる前に再稼働したい。の本
音のように感じ取れますね。
でも，米，英，韓国「80キロ圏内」　福島原発避難めぐる外国の対応　　https://www.j-cast.com/2011/03/18090850.html?p=all　と，４号機の状況を心配だったのでしょ
う。国連内には，「福島を巡って，国連内の組織で異なるリスク評価が出ている。いま，ネット上で話題になった国連人権理事会の特別報告者による報告は「福島への
子供の帰還について見直し」を求めるもの。
つまり，原発事故後の福島での被曝リスクは高いと言っている。
一方，2014年に「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」は，福島での被ばくによるがんの増加は予想されないという報告を出している。被曝リスクは低いという
評価だ。
なぜここまで見解が異なるのか？　国連広報センターに聞いてみると意外な答えが返ってきた。」　https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidosatoru/20181104-
00102874/　　と，日本の今後の事故解明結果により，どちらに転んでもよいように，二刀使いの発表なんでしょうね。

四号の水素発生原因は，「浜岡原子力発電所１号機余熱除去系配管破断事故　http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=02-07-02-19　」が参考
になるでしょう。中部電力・浜岡原発1号機は，運転開始から２５年目の事故ですね。２５年かけて少しずつ配管内で，中性子のβ崩壊によって，水素（陽子＋電子）が
できたのでしょう。半減期は約10分。
この事故と福島４号機が似てるのは，水素は軽いから下から上ですから，３号機から４号機には理論上，移動しません。浜岡原発1号機でも，原子炉圧力容器内で発
生した水素は高圧注入系の配管に移動できません。https://www.chuden.co.jp/energy/hamaoka/hama_info/hinf_jiko/kako/info_04/index.html
http://www.rist.or.jp/atomica/data/pict/02/02070219/02.gif
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/seminar/No87/ohigashi0430.htm　には，原子炉一次系水素の発生源は3つである。
（1）水の放射線分解によって水素と酸素が発生する。主蒸気中の水素，酸素濃度は水素約2ｐｐｍ，酸素16ｐｐｍとされている。
（2）水素の注入：炉内構造物の応力腐食割れ対策として1998年５月から注入され，給水中の濃度は0.34ｐｐｍから後に0.1ｐｐｍにひきさげられた。
（3）その他：従来から，一次系冷却水の喪失事故（LOCA）時にジルコニウムと水・水蒸気反応で大量に水素が発生し，反応による炉心の崩壊の問題，格納容器が水
素爆発に耐えられるかが問題になっていた。しかし，このジルコニウムと水の反応は定常運転時にも事故時ほど急速ではないが進行している。今までの議論では出て
ないがこの反応による水素発生の量的な評価も必要と思われる。 　とある。
この水素は原子炉圧力容器内で発生するのでしょうから，高圧注入系の配管には移動できないでしょう。

日本原電の対応
原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方
原子力政策
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223 日本原電の対応
使用するか分からないものを，安全にするために，いくらでも費用を使ってよい，という感覚は理解できない。「費用対効果」ここまで費用をかけて（まだ，かかっていな
い部分もあるが），再嫁働させる必要はあるのか，ということについては誰が検討するのか。そもそも，再嫁働させると原電が決めていないものを，規制庁に審査させる
のも失礼。審査するのにも，多額のお金がかかっているはず。私の感覚では理解できない。

513 日本原電の対応
二度この様な不安を起さない様，その為の対策を考慮して民衆の為の科学者と日々安全につとめて欲しいと願うばかりです。2011年が福島とは違うとうぬぼれなく修
理修繕に力を注いで欲しい。

590 日本原電の対応 住民の理解

600 日本原電の対応 原電がしっかり対応してもらいたい。

795 日本原電の対応
これら古いケーブルの大半は全長に亘って，アスベストを含有した延焼防止剤がプラント運転当初から塗布されてきております。原電の環境安全宣言によると，修繕
工事ごとにアスベストは除去して廃絶に向かうと有りますから，今回の工事で全面的にアスベストを除去すべく古いケーブルは全面的に撤去し，環境宣言・行動に移す
べきです。

803 日本原電の対応
８年前にも事故は起きていたのだが，会社からの発表は少なく，マスコミの報道も十分ではなかった。事故を隠ぺいする会社の姿勢は昔から改善されていない。署名
を受け取らないごう慢な姿勢は副社長の言動からも伺い知ることができる。住民ときちんと向き合う謙虚さが一番の事故未然防止策だ。

810 日本原電の対応
・安全の費用面を考える場合，この程度でいいというものはない。想定できる最大の被害を考え安全対策をするべきである。それをしないなら存在価値はゼロである。
・安全対策については規制委員会で認められれば責任はないということはない。
　規制委員会で認められているが，廃炉までの全責任及び補償は東海第二発電所の幹部全員にあることを明記すること。

1053 日本原電の対応

“東日本大震災では，震源地に最も近い女川発電所，福島第一・第二発電所，東海第二発電所等は，いずれも地震発生後速やかに原子炉は自動停止したが，津波
対策が不十分だったため，福島第一発電所等，大津波の襲来により，全電源喪失が長時間続いたため，炉心冷却ができず，炉心溶融と水素爆発という大事故に至っ
た。そして，そのため，莫大な損失を与えた。現在も避難を余儀なくせれている皆様に申し訳ないと感じている一人です。
これらを教訓に従来の基準に対して強化或は新設した新規制基準が制定されました。原子力規制委員会は4年余にわたって審査し，基準を満たしていると報道されて
います。
日本原子力発電（株）は東海第二発電所の安全対策を以下のように述べています。
① 大津波に対しては，防潮堤（20m）や水密扉の設置等の対策が講じられている。
② 地震対策についても，発電所の敷地で想定される最大の基準値振動（1,009ガル）をもとに，長時間をかけて専門家の審査を受け，より安全性が確保された。
③ 全電源喪失を防ぐため，高台に高圧電源車を配置するなど，電源供給が多重化された。
④ 万一の電源喪失に備えて，多重の冷却設備が設けられた。
⑤ 新設された火山・竜巻等やテロ等に対する対策が講じられた。
⑥ 「運転期間延長認可審査」においても技術的に安全性が確認された。
また，万が一の場合の避難訓練も地方自治体が行っていると聞いています。
安全対策に万全を期しておられると信じますが，社長を含めた安全教育を徹底して実施して欲しいと願っています。
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1057 日本原電の対応

「ケーブル火災防護について」
新規制基準では，火災防護のため「ケーブルは難燃ケーブル使用」とあり，原則難燃ケーブルに交換することとされています。これは，福島第一原発事故でのケーブ
ル火災，米国の1975 年製原発でのケーブル火災事故など，原発では絶対に火災事故を起こしてはならないことであり，原発以外でも昨年東電地下変電所でのケーブ
ル火災発生で都内58 万軒余が停電の例もあり，厳格に実施すべきと考えます。
東海第二原発は非難燃ケーブル使用の為，当然一式難燃ケーブルに交換すると理解していました。ところが，この間の日本原電の対応と規制委の審査は非常に問
題があります。
１， 平成26 年5 月の審査請求で日本原電は，ケーブル交換でなく「防火塗料を塗る」とし，平成28 年1 月の「住民報告会お知らせ」で「難燃ケーブルと同等の防火性
能がある」とし，塗ムラの質問に対しては「塗装は確実に施工できることを確認している」として塗ムラはないとの回答を全戸配布で住民に宣伝しました。
ところが，平成28 年6 月の「お知らせ」では，防火塗料をやめ「防火シートを採用する」とし，その際「塗装作業の塗ムラを発生しない」防火シートにしたと，前回説明を
ひるがえし簡単に塗ムラを認めてしまいました。これは原電提出の「火災防護についての資料番号ＰＤ―8－5－改2―８頁（平成28 年8 月31 日）」の防火シートとの比
較表で明記しております。これは住民に偽りの宣伝説明をしたことであり，日本原電の企業体質を表しています。

1065 日本原電の対応
５， 福島第一原発事故の時は吉田所長が一生懸命対応していたが，経営の最高責任者の顔が見えなかった。本当に安全だというなら経営のトップは東海村に居を
構え重大事故に対して陣頭指揮を執るべきではないか。

572
再稼働問題に関
する県の対応
日本原電の対応

・今後のスケジュール

10
再稼働問題に関
する県の対応

　短時間で終わりにしますけれども，今，趣旨説明で，県民の安心・安全に資するというお話がありました。適合審査，今日の説明会，全くの不要だというふうには思っ
ていませんけれども，私どもが聞きたいのは，県民の生活の安心・安全の視点で，茨城県としてどういうふうにものを考えて，どういうふうに今後進めていくかということ
なんです。私たち住民の関心は，原発再稼働がもたらす住民生活に対する影響が極めて大きいというふうに考えています。茨城県として，広域避難計画やエネルギー
政策等について，いつ，どのような説明会を予定しているのか，そのことをお聞きをしたい。
　大井川知事も，県民生活の安心・安全が最優先と言われているように聞いています。何よりも，県がどのように考えて，どのように進めたいのかをお聞きをしたい。少
なからず県の担当者の方もおいでですから，県の説明会を必ず開催をするとの約束をいただきたい。
　意見を広くもらって審議に生かすとか云々ではなくて，私も東海村に住んでいますけれども，皆さんの目の前へ来て，そして，県のしっかりとした考え方，安全対策を
含めてどうしていくのかということもお聞きをしたいということを申し上げたいと思います。
　最後にしますが，明確な回答をお願い申したい。

　15日から意見を募集すると言いながら，今日求められている意見の内容の中から広域避難計画と再稼働問題については除外しますと，募集対象ではありませんと，
そのことは意見を求めませんと，これはちょっとおかしいんじゃないですか。
　検討をすると言うなら，そういうことを含めて，県民の今日の説明も踏まえて，意見を出せるように取り扱わないと，それは対象外じゃ，それはおかしくないですか。

120
再稼働問題に関
する県の対応

　広域避難と再稼働問題は後で県民から話を伺うということが，今，言われましたけれども，今回，意見募集でやっている問題は安全に絞っておりますね。それと同じ
ように，広域避難計画や再稼働問題も意見募集という形で広く県民に聞く方法をとるのか，教えてください。

176
再稼働問題に関
する県の対応

技術的な事に関する説明会だけでなく，避難計画，原発の必要性，今後のあり方等，全般的に論ずる場を作って欲しい。基本的には，100％安全を保証出来ず，さら
に使用済み核燃料の処分法も解決してない原発は止めるべきと考えます。なぜ，原発による電気が必要なのか？根本的に考えるべき！
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210
再稼働問題に関
する県の対応

　確認したいことがあるんですけれども，県としては，広域避難計画の作業が進んだ段階で避難計画問題について県民の意見を聞くと。それから，県の委員会の安全
性検証がなされ，実効性ある広域避難計画策定ができた段階で再稼働問題について県民の意見を聞くと。２回の県民の意見を聞く機会を設けるということですね。そ
の県民の意見を聞く方法については検討中と言っておりますけれども，できれば，この説明会の最終回，水戸市の説明会までに明らかにしていただきたいと思うんで
す。
　私は，今回の説明会のような公開の聞く会にしてほしいというふうに思います。

211
再稼働問題に関
する県の対応

　それから，もう１点なんですけれども，県民の意見を聞く期限に関わることなんですが，日立市も含めて６市村，なし崩し的に日本原電が工事に入ることに反対してい
るわけですけれども，茨城県も同じ立場なんでしょうか。やはり，なし崩し的な工事開始には釘を刺すべきではないかと思うんですけれども，その点について確認した
いのですが，よろしくお願いします。

319
再稼働問題に関
する県の対応

　今の説明について質問がありますけれども，今，避難計画や再稼働問題についての意見を聞くということでおっしゃっていましたけれども，説明会については，今後
開催するということを具体的に考えていらっしゃるのでしょうか。
　今回の安全に対する説明会みたいに，非常に住民の生活に関わる最も重要な避難計画，それから，再稼働問題について，具体的に，６市町村，６会場で，公開の場
できちんと説明会を開く必要があるんじゃないですか。その辺のところ，どうなのでしょうか。

　念頭に入れながらでは，説明会をするという話ではないですよ。こういう大事なことを説明会を念頭に置くというような曖昧な言葉でごまかして，開かないというのは，
私はどうも納得できないですよ。おかしいんじゃないですかね。開いてほしいんですよ，具体的に，きちんと。県民は不安なんです。ですから，その不安をちゃんと解消
するようにきちんと説明会を開いて，質疑応答をちゃんとやってもらいたいです。それをちゃんと念頭に置くだけではなくて，反映させていただきたいんですよ。そこのと
ころはどうなんでしょう。

330
再稼働問題に関
する県の対応

再稼働に向けての説明会の雰囲気。大井川知事が県民の意見を広く聞いて廃炉か再稼働か決めたいとおっしゃるなら是非「県民投票」！を実施してほしい！！

469
再稼働問題に関
する県の対応

　ただいまの説明でちょっと確認したいこととお願いがありますので。
　今，そこに掲げてある表の一番最後のところに，安全性の検証と実効性のある避難計画の策定を期限を設けることなく取り組んでいきたいというふうにおっしゃって
いますね。期限を設けることなくと言うんですけれども，日本原電のほうは，工事の完了を21年の３月というふうに言っていますね。おのずと期限があるわけですね。
そこでお尋ねしたいのは，工事計画との関係なんですけれども，当然，新しい原子力安全協定によれば，工事計画というのは，これが規制委員会が認めた工事，当
然，安全性に関する工事なわけですから，これが６市村が工事を再開することについてちゃんとした意見を言うという機会がなければおかしいと私は思うのですが，そ
の点はどういうふうにお考えでしょうか。

　仮に工事が進んだとしてもというおっしゃり方をしましたけれども，2021年の３月まで，工事が完了する直前までそういう時期が続くんだというふうにお考えですか。

　これは，工事っていうのは，再稼働のための工事。だって，工事っていうのは，安全性を確かめるというか，安全性を確保するための工事でしょう。工事っていうのは
すべからくそうですよね。しかも，この規制委員会がその工事を認めているわけですから，とすれば，これは再稼働と工事というのは極めて密接に関係あるわけなの
で，工事を開始するということについては，６市村の事前了解がやっぱり必要なんじゃないですか。
　工事が終わっちゃったんだからしょうがないというふうな話にはならないということですね。確認します。

527
再稼働問題に関
する県の対応

30Ｋ圏内といわず，茨城県内全員での運転再開についての賛否投票が必要ではないですか。
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570
再稼働問題に関
する県の対応

　今までも，説明会の際に，県民の側から，こういった再稼働や避難計画のことについて要望があったかと思います。
　今，詳しく県民の意見を聞くということで説明していただきましたが，やはりそれは公開の場で行っていただきたいということは今までも要求してきたかと思います。本
日も同様にお願いしたいと思います。
　それと，意見を聞く範囲が，今回のような６市村のみではなく，やはり30キロ圏内の14市町村に広げること及び避難民の受け入れを考えると，県内全域にまで広げて
いただきたいというふうに求めます。
　そして，今日が最後ですし，今まで，全ての説明会において，恐らく，県民のどなたかがこのように要望してきたかと思うので，これらの要求をしたことに関して，お答
えを，この場で，可能であればいただきたいということと，もしこの場で回答することが無理であれば，いつ頃に，例えば，説明会の場を設けるであるとか，もう少し具体
的なご回答をいただきたいと思います。

734
再稼働問題に関
する県の対応

再稼働するか否かは住民（県民）投票で決めるべき。

昨年，東海第二原発が新規制基準適合性審査に原子力監視委員会より適合されるとされたが，実際に稼働するに当たっては以下の７点について提案しますので真
剣に検討し周辺住民やその子孫に禍根を絶対残さないよう組んで頂きたい。
①施設面での充実，②情報の公開，③原子力監視委員会の設置運営，④告白者保護制度の制定，⑤原電及び関係自治体窓口組織の抜本的見直し，⑥原電の財務
状況の改善，⑦テロ対策等

はじめに
福島第一原発事故では，関連死も含めると4000人を超える死亡者が出るとともに事故直後には16万人を超える避難者が出て未だに５万人以上の避難者がおり，これ
らの人たちは故郷に帰れず慣れない土地に暮らしているのが現実である。東海第二原発から30㎞以内に住んでいる我々は先祖伝来の安全で素晴らしい故郷を子孫
に残す為，絶対福島第一原発事故の様な事態にはさせない決意でいる。これは福島第一原発事故が想定外の事として誰一人責任を取ろうとしていないからである。
今後東海第二原発が再稼働して事故を起こせば30㎞圏内の人々のみならず東京をはじめとする関東一円に重大な人的経済的な被害を与える事になる。これは航空
機や列車事故等と桁違いな損失であり，日本を滅ぼす要因となりかねない事と言える。政治家，官公庁の役人，事業者等の当事者全員が未必の故意として責任を免
れないと認識のうえで真剣に取り組んで頂きたいと考えている。なお，関東の電力は福島第一原発事故後も原発なしで大きな事故もなく経過して来た。この様な為，原
電は単なる営利企業として位置づけられても良い。この様な東電等から多額の借金をするような営利企業の為になぜ国や地方自治体あるいは我々が対応や配慮を
せねばならないのか全く理解出来ない。

意見，
過去に国内の「もんじゅ」を代表として原子力関連企業が起こした事故報告の”隠蔽，改ざん，捏造”の一部を別表に示す。この他にも表に出ない物を含めるとかなり
の件数になると思われる。最近は原子力関連企業だけでなく，防衛省，財務省，文部科学省，厚生労働省等のオンパレードである。原子力規制委員会の前の田中委
員長は「規則を守っていれば安全だと言うものではない。」言っている。以上の事から，以下の７つの提案をするので事故を絶対起こさない為に真剣に取り組んで欲し
い。

再稼働問題に関
する県の対応

906

3-2-180



No 項目分類 いただいたご意見・特に関心のある事項

909
再稼働問題に関
する県の対応

（提案-3）原子力監視委員会（県の条例）の設置運営
原子力監視委員会は東海第二原発の安全に関する全ての情報（国内外の原発事故事例を初め他の産業の事故事例やその対応策の事例を収集する事，及び原電
に対し立ち入り調査が出来るものとする。また，安全及び経営に関する全ての事項をチェックし，国，県，市町村に助言を行うと共に，原電に指示するものとする。原子
力監視委員会は，国，県，市町村及び原電から完全に独立した第３者委員会として，ここに各機関からの出向者でないメンバーで構成する委員と事務局を設ける。な
お，委員会は必要に応じて諮問機関を設け意見を聞く事が出来るものとする。メンバーは，６市村それぞれから２名計12名程度で，任期は３年で毎年1/3の委員が交
替する。これに要する費用（県の規定に準ずる）は営利企業である原電から全額徴収する。
委員会は東海第二原発に関する原電を含む全ての原子力に関する企業に，原発の安全対策としてPDCAを適正に運用する事を義務付けると共に多くの航空会社が
行っているTEL（スレット・アンド・エラー・マネジメント）を義務付けるものとする。
原子力監視委員会の委員は各地区で行われる地方議員や首長選挙時に信任投票を行う（８割の信任が無ければ信任されないとする）
なお，この原子力監視委員会も当然，すべての調査報告，議事録，討論内容など全てを公開する事。

910
再稼働問題に関
する県の対応

（提案-4）内外部告発者保護制度の制定（県条例）
企業内部の労働者を対象にした「公益通報者保護法」が最近定められているが，原子力安全に関して不正が発生した場合，内部か外部を問わず告発は非常に重要
な情報源である。この告発者を保護することは極めて重要である。是非県条例等で定めて欲しい。

911
再稼働問題に関
する県の対応

（提案-5）原電，自治体窓口組織の根本的見直し
原電や地方自治体の窓口職員は，国や上司から言われた事のみを行うのか「議論なし，批判なし，思想なし」の行動を取っている人多く見受けられる。例えば，原子
力災害避難ガイドマップが配られたが，これを見ると病人，お年寄り，体の不自由な人への対応，地震や豪雨災害直後や冬季等は到底移動困難な状態で避難できる
か考えただけでも分かるものを平気で市民に配布している実態をみると本気で住民の事を考えていないことが分かる。また，原電の説明会で何年かで人員の異動が
あるが，この時の引継ぎが問題視されているが，明確な回答はされていない。「もんじゅ」の廃炉と同様に原電，自治体窓口組織の根本的見直しが必須であると考えら
れる。

1040
再稼働問題に関
する県の対応

（次の文は要望です）
最近の世論調査でも，原発再稼働反対の意見が住民のほぼ多数を占めている。この意見募集や説明会を通して，住民の「意見は聞きました」，「丁寧に説明して納得
を頂いた」というお墨付き？を得たことにして，再稼働に突き進まないでほしい。国や電力事業者の思惑を離れて自治体として住民に寄り添い，毅然と対応していただ
きたい。

間もなく，福島原発事故から８年経ちます。茨城県原子力安全対策委員会委員の方は，四号機爆発の水素は，東電が発表した「3月15日午前6時14分頃，4号機の原
子炉建屋で水素爆発が起こりました。この原因は3号機の格納容器ベントに伴い，水素を含むベントガスが排気管を通じて4号機に流入したためと推定しています。」
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/outline/2_9-j.html　を事実だと考えておられるのでしょうか？
公的機関の日本原子力文化財団ホームページでは，現在も水素爆発の水素の供給源を「燃料棒が水（水蒸気）と反応して発生した。」と書かれていますが，原発での
水素発生発生のメカニズムが他にあることはご存知ですよね。
その一つ目は，ウィキペディアで「炭素１４」で検索すると，（内容の一部です）
炭素14は対流圏上部から成層圏で，窒素原子に熱中性子（専門書では，１．５ＭｅＶ程度の中性子）が吸収されることによって生成している。宇宙線が大気に入射する
とさまざまな反応が起こり，その中には中性子を生成するものもある。生成した中性子と窒素原子から以下の反応によって炭素14が生成する。n + 14N → 14C + 1Hと
示される。つまり，窒素原子に中性子が取り込まれると，放射性物質である炭素１４と水素が生成される。原子力発電所は，運転時において格納容器に窒素を入れて
いる。定期検査では人が立ち入る。運転時に格納容器に窒素封入しておかないと，格納容器内の物質は放射化し放射線線量が高くなってしまう。事故後に，１～３号
機の格納容器に窒素を入れた訳は，１．５ＭｅＶ程度の中性子を吸収することから，もし，メルトダウンした燃料が水中に無い場合には，核分裂を抑制してくれるはずで
すね。二つ目の事象は，ウィキペディアで「中性子」で検索すると，（内容の一部です）直径は約1fm。原子核の外ではわずかな例外を除いて中性子は不安定であり，
陽子と電子および反電子ニュートリノに崩壊する。平均寿命は886.7±1.9秒（約15分），半減期は約10分。と示される。つまり，中性子線は，他の物質に取り込まれな
かったとき，ベータ崩壊し陽子と電子となり，結びついて水素ができる。
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１号機はベントが成功し，約１時間後に水素爆発したことが時系列に示されています。水素爆発に至る経緯は，まず原子炉内の水が無くなったことにより制御棒による
中性子吸収が出来なくなり，代わって，格納容器内の窒素が中性子を吸収したため，水素を大量に発生させた。そして，ベントが成功し格納容器内に空気（酸素）が取
り込まれ水素爆発に至った。１号機の爆発映像と３号機の爆発映像が違うのは，１号機は格納容器内から水素爆発が始まったためだと思います。前双葉町長の井戸
川さんは，「まず，ド～ンという地響きのような音。１号機の爆発音でした。その４，５分後に空からぼたん雪のようなフワフワした断熱材が静かに駐車場に舞い降りた。
警察官や自衛隊員，バスの運転手ら約３００人が見たんですよ。あの時，“これで死ぬな”って思いました」」とhttps://www.nikkan-
gendai.com/articles/view/newsx/244158/4　証言してます。１号機の水素爆発が格納容器内からであった証拠ですね。また，「実は，後で分かったことですが，１１日
の夜９時すぎには，東電の社員も家族もだれ一人双葉町に残っていなかった。いち早く社宅を出て，役場にいた社員も黙って消え去りました。そういう会社ですよ，東
電は。現在，どこかで何食わぬ顔をして生きているんでしょうけど，ひどい話ですッ」と。その後も消えた年金問題,障害者雇用問題，雇用統計問題と続けていますね。
３号機の燃料プール爆発は，燃料プールの水位が下がって，燃料プールの新燃料が，核分裂の火種である中性子をどこからもらったかが，今回の事故での謎となり
ますが，３号機は３／１３の３時ごろ冷却システムが停止して，同日９時ごろからベントを開始しています。よって，格納容器の窒素は，空気に置換される。メルトダウン
した燃料は，ホウ酸水がなければ，自由に核分裂してしまう。核分裂で発生した中性子は，格納容器は分厚いコンクリートが散乱体となり上昇し，燃料プールの水位が
下がれば，原子炉ウェルと燃料プールの間のコンクリートの薄いゲートから，原子炉建屋５階（オペフロ）に放出された。その証拠が発電所正門で中性子が検出されて
います。水素爆発により，燃料プールの水圧が上がったことにより，核分裂が増幅した。そして，核爆発（水蒸気爆発）した。また，３号機から放出された中性子が４号
機の新燃料に影響を与え（臨界に達しない）核分裂が起こし，放出された中性子の一部がβ崩壊し，建屋内に貯まった水素が爆発したのでしょう。建屋のそばで事故
対応活動した消防と自衛隊の方々の被ばくで，ガンマ線より中性子被ばくが心配ですね。

「福島原発１号機の水素爆発は，地震により原子炉緊急停止後，津波による冷却システム停止が起こったが，この場合では燃料は元気（核分裂：多）であるでしょうか
ら，メルトダウンした燃料の核分裂は，制御棒使用不能であるから，核分裂を抑制してくれるのは格納容器内の窒素のみとなるでしょう。」で，
「地震により原子炉緊急停止後，津波による冷却システム停止が起こって，この場合，燃料は元気（核分裂：多）であるでしょうから」は，燃料の再処理量を減らすため
高燃焼度燃料も使われていて，運転中には超ウラン原子も造られ，後半の核分裂はプルトニュウムによる核分裂も含まれている。原子炉が緊急停止して，制御棒が
挿入されたとしても，核分裂反応は同時にゼロにはなりませんわね。燃料は元気（核分裂：多）とは，通常運転時から低下している核分裂での多い方との意味です。原
子炉の水位が正常，制御棒が挿入状態で，冷却システムが正常に運転していれば，時間とともに核分裂は停止の方向に進む。１号機と２号機の違いは，１号機は地
震による原子炉の緊急停止後，冷却システムが起動し，津波による全交流電源喪失で冷却システム停止となり，最後にメルトダウンする。２号機は，約２日間冷却シス
テムが正常に働いた。１，２号基とも，格納容器の窒素置換されている。通常運転も格納容器は窒素置換されているが，目的は原子炉での核分裂で発生した中性子
の内，格納容器に漏れ出た中性子を窒素で吸収するため（格納容器に窒素がなければ，鉄，コンクリート等を放射化し，運転４０年後には，格納容器内の放射線量は
より高くなり，定検作業時の被ばくが増えるのではないでしょうか）窒素原子は，１．５ＭｅＶの中性子を吸収し，炭素１４になるのであるから，核分裂で発生した高速中
性子は周りの物質により熱中性子になり，ウラン燃料と反応して，また核分裂を起こす。１．５ＭｅＶで中性子を吸収することは，熱中性子で核分裂するのだから，負の
反応であるから，ありがたいのではないでしょうか。

地震後，約１時間後に冷却システムが停止した１号機は，その後，燃料が露出し，水素爆発までの核分裂を止める反応をしたのは，格納容器の窒素だったのではない
でしょうか。２号機は，約２日間の冷却が正常に働いていたことにより，この期間の発生した中性子は通常運転と同じ制御棒に吸収された。燃料が露出してからは，格
納容器の窒素により吸収された。約２日間の水の冷却によって，２号機の自発の核分裂能力は落ち，小規模の水素爆発で済んだのではないでしょう。そして，１，２号
機の燃料プールへの影響が小さかったのは，格納容器の窒素によるものと考えます。３号機は，燃料露出とベント開始がほぼ同じ時間であったため，格納容器の窒
素は減ったため中性子は広範囲に飛び出せるでしょう。ＪＣＯ事故では，２ｋｍ離れた日本原子力研究所・核融合施設の中性子モニタで中性子が検出されていますよ
ね。
事故から８年たっても，４号機爆発原因が現在も東電発表の「水素を含むベントガスが排気管を通じて4号機に流入したためと推定しています。」で，規制機関による事
故原因の究明がなされていないのは問題ではないでしょうか。「2011年3月17日，ルース駐日米大使は「80キロ圏内の避難勧告」を日本にいる米国民に出した。在日ア
メリカ大使館の英語版サイトにも同じ勧告が掲載されている。日本政府は現在，20キロ圏内の住民に対して避難指示を出している。半径20キロ以上30キロ以内では，
屋内待避を指示している。米政府の勧告とは数字が大きく異なっている。イギリスやオーストラリア，韓国などが相次いで同様の勧告を日本にいる自国民に出してい
る。シンガポール外務省は「100キロ圏内」を避難対象としている。」　https://www.j-cast.com/2011/03/18090850.html?p=all４号機爆発原因は，３号機側のコンクリー
トと反対側のコンクリートのユーロピウム(Eu)の放射化の割合で比較すれば４号機爆発の原因究明できるのでは？ 「東海第二発電所原子炉施設の安全対策に関す
る科学的・技術的なご意見」とあったので書き込みました。真実は一つしかありませんからね。

859
ワーキングチー
ムの進め方
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科学的・技術的なご意見とのことでしたので投稿しました。再稼働を可にするにはこの辺のことは常識と，対策可でないとならないでしょう。
〔追加分〕
電気新聞紙社から，
増補改訂版 考証 福島原子力事故 炉心溶融・水素爆発はどう起こったか
発行：2018年3月
著者：石川迪夫
ページ数：384ページ
ISBN：978-4-905217-67-1
判型：A5判
なる本が出版されてるようですね。　内容は，https://www.denkishimbun.com/sp/31787　に書かれていて「この５階に至るまでのガスの流入経路は，炉心溶融の起き
た１～３号機では，みな同じだ。水素ガスは軽い上に高温なので，上へ昇って格納容器フランジを熱して，締め付けボルトを熱膨張と圧力で延ばして，吹き出し口を作
る。」と言いながら，「３号機の爆発状況は，１，２号機と多少異なる。爆発は，１号機と同じ経過でまず５階に起き，瞬時に下階に伝播して，爆轟（ばくごう）と呼ばれる激
しい爆発を起こしたと考えられる。下から上へと，黒い爆風が６００メートル上空に立ちのぼったというから，爆轟とはすさまじい。原子炉建屋は全体が大きく壊れた。
　水素が下階に流入した理由は，格納容器の気密に問題があったと言われており，格納容器の圧力データにも圧力が４～５気圧上昇すると漏れが生じていたと思わ
れるデータも残されている。」とある。
３号機から四号機に水素が移動したなら，３号機爆発と同時に４号機爆発が起こらないと理に合わないでしょう。
茨城県原子力安全対策委員会東海第二発電所安全性検討ワーキングチームにおける審議では，固定観念を外して考えないとそれぞれの爆発プロセスは解明されな
いでしょう。

科学的・技術的なご意見とのことでしたので投稿しました。再稼働を可にするにはこの辺のことは常識と，対策可でないとならないでしょう。
〔追加分・その２〕
日本経済新に「聞福島第1原発4号機の水素爆発，原因裏付け　東電https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25057020V21C17A2L21000/　」　記事があり
ました。内容は，<javascript:void(0)> 東京電力ホールディングスは25日，福島第1原子力発電所で発生した4号機の水素爆発の原因を調べた評価結果を，新潟県の技
術委員会に示した。事故を防ぐため原子炉を覆う格納容器の圧力を下げる排気の「ベント」について，3号機ではガスの35%が排気筒に向かわず，隣の4号機に流入し
たとみられることが分かった。従来の東電による推定が裏付けられた。
福島第1原発の3号機と4号機は同じ排気筒を使い，配管でつながっている。4号機は事故時に運転していなかったが水素爆発が発生。東電は3号機からのガス流入が
原因と推定していたが，データを改めて評価して確認した。
再稼働を目指す柏崎刈羽原発では，各基ごとに独立した排気用の配管を設けて流入が起こらない対策を取っている。
技術委員会は柏崎刈羽原発の安全性などを検証するため，原子力の専門家らが参加した県の組織。米山隆一知事の就任後では8月以来2回目の開催となった。評
価結果は福島第1原発事故の未解明事項を調べる東電の調査で明らかになった。　とある。
「3号機ではガスの35%が排気筒に向かわず，隣の4号機に流入したとみられることが分かった。」ですが，格納容器から外のベントラインは，空気でしょう。水素爆発は
水素と酸素の反応で起こる訳ですね。１号機ではベントが成功し，約１時間後に水素爆発したことが時系列に示されています。３号機のベントラインを通り水素が４号
機に流入したとするなら，ラインの途中で水素爆発しないと，辻褄があいませんね？
茨城県原子力安全対策委員会東海第二発電所安全性検討ワーキングチームにおける審議では，固定観念を外して考えないとそれぞれの爆発プロセスは解明されな
いでしょう。

なぜ，日本に天皇制があり，世界から「平和ボケ」と言われるのかも，そのプロセスがあった訳ですからね。私の先祖はそれに係わっていました。なので，常陸国久慈
郡誉田村大字馬場　馬場八幡宮で，ご祭神は，敏達天皇（ひだつ＝飛龍）となり，厩戸皇子ですね。御神木は「柊」です。八幡宮の前の通りを南に進むと金砂神社で，
御神木は「榎」。八幡宮と金砂神社の間に私の総本家。太陽活動のアナレンマ：８と∞を示してます。よって，平成天皇の退位のコメントは８月８日，明治神宮の大鳥居
をくぐって楼門に向かう途中，ほぼ直角に曲がる角があります。何気な～く通り過ぎてしまいそうなカーブですが，実はこれは，直角（90度）ではなく，88度なんです！末
広がりということで，8（八）を重ねてゲンを担いだのではないか，とも言われているそうです。とあります。国会議事堂の中央広場から天皇陛下の御休所への階段の石
は，真弓山（真弓神社）の寒水石で，真弓神社の真西には，私の総本家となります。氷川神社と翡翠（ひすい），寒川神社と寒水石（かんすいせき）。何事も「無秩序は
無し」ですよね？
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873
ワーキングチー
ムの進め方

お世話になります。
茨城県は，関係法律の目的「住民の生命，身体，健康，及び財産の保護すること」の達成のため全力を尽くして頂く様お願いします。原子力規制庁の住民説明会「東
海第二発電所に関する審査の概要」には６回参加しましたが，質問できなかった項目について，このパブコメに今回を含めて10 回提出しました。それらの要旨は下記
の通りです。これまで提出しました件について県のWT で十分検討して頂きたいと思います。
記
「T2 茨城県WT へのパブコメその1」から「T2 茨城県WT へのパブコメその9」までの「当方の提出整理番号」と概要になります。
１.「20190218-AS1」その１：規制庁の説明が住民を説得出来ないミスマッチング性。法的不整合に関連して
２.「20190223-AS2」その２：装置の複雑化・煩雑化。小さ過ぎる格納容器に関連して
３.「20190224-AS3」その３：立地審査に関連して
４.「20190225-AS4」その４：放水砲に関連して
５.「20190225-AS5」その５：外部電源の独立性に関連して
６.「20190226-AS6」その６：東海第二発電所のコンセプトに関連して
７.「20190227-AS7」その７：使用済み燃料に関連して
８.「20190228-AS8」その８：原子炉定格出力認可の誤り。小さ過ぎる格納容器に関連して
９.「20190303-AS9」その9：(その８の一部修正した差替え版)
以上，規制委員会の審査の不審点を書き連ねてきましたが，お役に立てれば幸いです。
住民の「生命，健康，財産」を守って頂くには，「放射能を一般環境に吹き出させない」観点での茨城県による独自の審査に頼るほかありません。原子力規制委員会の
審査の甘さを厳しくチェックし，原子力規制委員会に再審査を請求してください。

931
ワーキングチー
ムの進め方

東海第二発電所における安全対策に関する意見（１回目）
記
１　東海第二原発は，県の指摘により海水ポンプ側壁の嵩上げ工事を概成させ２０１１年３月１１日の津波襲来に耐えることができました。茨城県は県民・国民を救った
ことになります。この度も県及び安全性検討WTに大きな期待を寄せています。まず，安全性検討の進め方について提言します。
①安全性検討に先立って，東海第二のフィルターベント装置及び代替注水用配管工事を一旦停止させ既成事実化を避けた上で，安全性を充分に検討してください。
②安全性検討には，WT一つとっても，外部の有識者から意見を聴取する場面が増える等経費の増大が予想されますので，県予算を充分確保してください。
③規制委員会は，福島第一原発の過酷事故原因を津波と決め付けて新規制基準を設け審査を行っていますが，新潟県技術委員会は事故現場調査や外部有識者か
らの聴取を踏まえ検討を進めた結果，多くの委員が地震による構造物や配管の亀裂を問題視しています。福島第一原発に至近の茨城県は，規制委員会基準と審査
結果を絶対視することなく，また新潟県が得た知見は貴重なものと考えますので，収集を図りその適用に努め，東海第二の安全性を主体的かつ積極的に検証してくだ
さい。
④県民の中には原発設計，原発の資機材の製造・工事，原発の審査などに従事した人がかなりの数でいます。それらの知恵を総結集する意味で，県民との意見交換
会を頻繁に開いてください。

944
ワーキングチー
ムの進め方

２． 茨城県の独自検証に際して
（１） 茨城県としての安全目標の設定
原子力規制委員会と同じ視点・尺度で評価しても効果は小さいと思います。茨城県としての安全目標（Safety Goal）を明確にして独自検証を実施すべきです。安全目
標というと難しく考えてしまいますが，原子力規制委員会の目標とは別に事業者の目標が要求されるように，茨城県の安全目標があって然るべきです。
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947
ワーキングチー
ムの進め方

３． その他
技術士の責務として，科学技術を一般社会の方々に分かり易く伝えるとともに，社会貢献活動を推進しています。
現在は下記の活動をおこなっていますが，私でお役に立つのであれば手伝います。
（１） ●●●の非常勤講師として特殊講義●●●●●を担当。
（２） 司法支援技術士として登録。

986
ワーキングチー
ムの進め方

専門家による「安全性検討ワーキングチーム」についての意見です。
かける意見の前に「安全性検討ワーキングチーム」その物について
質問１「安全性検討ワーキングチーム」の目的は何んですか（チーム結成の経緯，検討の対象，検討結果の活用法など）
質問２「専門家」の選別基準とチームの人員構成（第２原発再稼働賛否の比率）
何故こんな事を聞くか，福島の原発，大惨事に当って，「原発安全神話」を振りまいて，国民を欺いて来た多数の原発専門家の中で唯れ一人として「私が悪かった」と
謝罪した者はおりません。その人達が今までも「原発専門家」として活動しているとか，この様な人達に自分の安全を委ねる訳けには行かないからです。又こんな事で
はないと思いますが第二原発を再稼働するための理由付として「ワーキングチーム」の検討結果で「安全が確認された」からと使用されない事です。

987
ワーキングチー
ムの進め方

ワーキングチームにかける意見
（１）原発（第二原発）の「安全」とは何かを明確にして頂き度い。
例えば，「原発の安全」とは，放射性物質を絶対に建家の外には出さない事である。と云うように。（具体的には建家全体を厚い銅板で囲い込む）とか。これが出来なけ
れば「安全」とは云えない。（再稼働は出来ない）

990
ワーキングチー
ムの進め方

茨城県『東海第２発電』の安全対策についてへの意見
新聞報道で「東海第２原発」の安全対策に関して県民から科学的・技術的意見を募集することを知った。但し広域避難計画や再稼働問題の是非は対象外とのこととし
ているがこの２点は重要なことであり，対象外にするのはおかしい。私は一県民として東海第２原発の再稼働問題に非常に強い関心を持っているので意見を届けま
す。
１，いま，茨城県に強く求めたいことは新潟県が行っている検証（①事故原因②健康と生活への影響③安全な避難方法）①，②，③についてそれぞれ専門の検証委員
会を作り，福島第一原発事故の原因，影響を現地調査を踏まえて徹底的な調査を行っている。－この姿勢，やり方を見習ってほしいと思います。東電・福島爆発事故
から８年，いまだに解け落ちた核燃料の状態もわからず廃炉作業の行程も持てずにいる。それどころか地震・津波により，再度爆発事故が起きる可能性を否定できな
いのではないでしょうか。茨城県も真摯に福島原発事故から学び，県民の長い将来にわたっての暮らし，いのちを守る立場で判断を行うべきです。福島の帰還した人
達，避難を続けている人達（定住を決めた人も含め）の実態や思いを丁寧に調査してください。茨城県民も同じ体験を否定できないのですから。

1120
ワーキングチー
ムの進め方

この様な問題について，茨城県としてはどのように検討してきたのでしょうか。もし，事故が発生した場合の，汚染防止策については検討していますか。東海第二原発
安全性検討ワーキングチームは東海第二原発そのものの安全性を日本原電に確認するという形態になっていますので，先にのべたような問題の検討には，馴染まな
いと考えます。原子力安全対策委員会に必要な専門家を増員して検討を深め，県民に明らかにすべきと考えます。その際，新潟県技術委員会が，原発に厳しい意見
をもっている方も委員に選任して広い角度から様々な検討しているということも，参考にすべきと思います。
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1123
ワーキングチー
ムの進め方

茨城県原子力安全対策委員会や同東海第二発電所安全性検討ワーキングチーム会合での審議内容を県民に周知していただくための要望
①委員会審議のネット中継を
今後，東海第二原発の安全性の検証が行われる東海第二発電所安全性検討ワーキングチームや原子力安全対策委員会，原子力審議会の会合については，その審
議内容を広く県民に知らせる必要があると考えます。そのためには，議事録の公開が欠かせないものと考えます。ところが，議事録の公開が遅いという実態がありま
す。例えば，2018年11月19日二開催された第11回東海第二発電所安全性検討ワーキングチームの議事録の公開は本年3月5日。なんと3ヵ月半もかかってしまいまし
た。これでは間尺に合いません。よって，せめて半月後くらいには公開していただくようにしていただくとともに，ぜひ，会合の様子を動画で公開していただきたい。いば
キラテレビを活用すれば難しい事はないはずです。
②ワーキングチームにおいて，委員の質問に対し原電が「次回以降説明」としたものについて，事務局が整理して示すべき
委員からの質問にたいして，日本原電が「次回以降に説明」としている問題について，事務局が整理して，委員と日本原電の共通認識にするとともに，県民に公開して
いただきたい。
日本原電が「次回以降に説明」としているものが多いことについては，3月7日の県議会本会議の山中泰子議員の質問に対する大井川知事の答弁でも認めているとお
りですが，例えば，第２回目のワーキングチーム会合(2014年12月9日)で，自然現象が重なった場合にどのように評価しているのかとの質問にたいしても，「次回以降
に説明」となっていますが，このようになったものが説明されたのかどうか，県民には容易にはわかりません。

1142
ワーキングチー
ムの進め方

４．さらに3月19日開催の「茨城県原子力安全対策委員会　東海第二発電所・安
全　対策検討ワーキングチーム」を聴講したのですが，現場を見ず，書類の審査では　大事な細かな見落としが必ず発生します。現場を見ての検証の議論が必要で
す。
老齢の東海第二原発は廃炉として，廃炉技術を伝承・育成してゆく若者をどう確保するのか，この議論が必要だと思います。

1156
ワーキングチー
ムの進め方

最後に
まだまだ，たくさんの問題点がありますが，他の方からの意見に譲るとして，最後に，これを読み，「東海第二安全対策ワーキングチーム」の専門家の皆さんも検討して
いただけるとの県の説明を信じてお願いしますが，あくまでも技術的テーマだけを所管していて，避難との関連や，規制基準で欠落している部分などは国の問題だ，な
どと逃げないで，県民の不安に答えられるような総合的な検討をしてください。
そして，最後は，「おおむね安全」などとする結論にするのではなく，問題のある部分ははっきりと指摘し，それが解決されなければ，「再稼働は無理だ。危険だ」という
まとめを勇気をもって示してください。
原子力規制庁も，先の県説明会を通して，「絶対の安全を保証はできない」と答弁していたわけで，特に，東海第二原発に特有な弱点（3.11で被災している事実，津波
に弱い点，格納容器の容量が小さく出力との関係で余裕がないこと等々）を気にして説明されていました。今や，《東海第二の安全保証》が，茨城県とワーキングチー
ムにボールを渡された状態になっているのです。
避難問題にしても，その他の課題にしてもたくさんの問題と，分野があります。これからで良いので，新潟県が採用しているような，「県民生活への影響」「実効的な避
難計画」「日本原電の経理的基礎を含めた企業の信頼性調査」などの分野別専門家会議を設置して，県民も参加させて慎重な検討をしてください。それなしの，「再稼
働容認」などありえません。

169

原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方
日本原電の対応

・想定外の事象が絶対おきないよう安全対策に万全を期すことを要請する。

907

原子力規制庁の
審査のあり方・進
め方
日本原電の対応

（提案-1）施設面での充実，
東海第二原発付近は，震度弱６以上の地震が今後30年以内に80％以上の確率で発生すると言われており，深い堆積層の上に載っている。東日本大震災では津波に
よる最大遡上高さは43ｍを超えていたとの記録がある。東海第二原発はこの地震では１機の自家発が助かったため大事には至らず辛うじて助かったと言われてい
る。東海第二原発は建設開始から既に40年を経過し，施設そのものが耐用年数を超えており，特に，血管や神経となる配管や電気通信配線は耐用年数が短く，防震
や防火対策が不十分な基準に基づいて設計施工されている。規制委員会で了解したとしても，全数検査は不可能である。原電で点検したとしても，あれだけ重要な
「もんじゅ」の点検もれの実態や最近の国の隠蔽，改ざん，捏造の実態を知ると全く信用出来ない。国がだめなら県でそれなりの組織を造り対応して欲しい。
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134 安全協定 周辺６市村の安全協定

594 安全協定 ・安全協定の範囲

975 安全の確保策

（４）市・村の構成員から選出された委員による安全監視委員会に関して
これもソフトの安全対策に関するものである。原発は万が一にでも大事故が起これば，周辺住民の被害は甚大となる。従って，原発が安全な施設状況にあり，安全に
運転されていることを担保監視する外部委員会（第３者委員会）の設置が必須である。人間の性として不都合なことは隠す傾向にあることは避け難く，原発からの単な
る説明だけで安全が担保される保証はない。
そこで安全監視委員会の設置が必要である。委員会の構成，任期，運営方法等については検討を要するが，この委員会では，原発から定期的に（２ケ月ごと程度）運
転状況の詳細な説明を受け，更に，年に２〜３回程度内部立ち入り調査を行うことが考えられる。秘密保持が必要な事項に関しても，委員に秘密保持義務を課した上
で，説明，調査を行うべきである。
大事故が起こればその甚大な被害が広範囲に及ぶことを考慮すれば，このような検証，監視体制が必須である。
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